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はじめに 

 

茨城大学においては、法人化以前から、自己点検評価の努力義務化や大学評価・学位授与機構の試行的評

価の実施に合わせ、着実に評価体制の構築を図ってきた。平成16年の国立大学法人化では、それらの素地の

上に、説明責任のための法人評価と自己改善のための評価を組み合わせた独自の自己点検評価体制を構築し

た。第1期中期目標期間における本学では、6年間で実施する中期目標・中期計画の達成のために、各部局が

それぞれに最大限できることをそれぞれの年度計画として定め、責任を持ってそれを実行した。全学で統一

的な実施事項を定め、各部局に指示をする方式ではなく、あくまでも各部局の改善に力点を置いた自律的な

計画立案と評価のシステムであった。全学的には、各部局の計画を全学年度計画としてまとめ、文部科学省

に届け出て、その評価を受け、その結果を公表することによって説明責任を果たしてきた。第2期中期目標期

間については、のちの大学憲章の制定につながる全学的な長期ビジョンの議論をもとに、各部局の自立性を

尊重した上で、中期計画を策定した。全学的な中期計画のもとに各部局は工程表を策定し、それぞれの特色

を活かした活動で、中期計画の達成を目指している。 

第2期中期目標・中期計画期間においては、大学法人による教育・研究の質保証システムの確立が求められ

ている。本自己点検評価書は、各年度計画の実施状況を把握し、中期計画の進捗度を評価し、中期計画の達

成に向けた課題と問題点を明確にすることによって、教育・研究を含む本学の業務の質の向上に向けた取組

を担保するものである。第1期中期目標・中期計画期間において、大学法人による中期計画の自己点検評価機

能が確立されたとみなされたことにより、文部科学省国立大学法人評価委員会への業務実績報告書の内容が

大幅に簡素化された。このことは、第2期では、大学法人が中期計画と年度計画の点検評価について実質的責

務を担うことを意味する。本報告は、茨城大学が行った年度計画の自己点検評価書である。 

また、本学では、第2期中期目標期間において、とくに中期的スパンでの計画の運用を図ることを重視して

「6年間の工程表」を作成し、各中期計画の計画施策の実施を担う学部等の部局と担当事務体制を明確にさせ

た。各部局等において、年度ごとの達成状況の詳細な点検を、担当事務と共同で行い、結果を評価室に報告

することになった。評価室は、「6年間の工程表に対する進行度」として部局等の活動を捉えることにし、合

わせて、重点目標などを利用したより概括的な現状把握を行った。このことにより、大学執行部がより的確

に学内の状況を捉え、改善への原動力となることを図った。大学本部は、より長いスパン、より大きな範囲

で教育、研究、諸活動を捉えることで、これまで以上のマネジメント機能の向上を図った。このことにより、

茨城大学がこれまで以上に、教育研究水準の向上を図り、我が国の発展に資するよう、厳しく自己点検評価

活動を実施するものである。 

 

                        平成23年10月 茨城大学評価室長 横沢正芳 

 

進捗状況の評語 

進捗状況【全学工程表で想定する６年間の達成目標や進行プロセスに対して】

かなり上回って達成できる Ｓ 

上回って達成できそうである Ａ 

達成は可能であると考えられる Ｂ 

このままでは達成が危ぶまれる Ｆ 
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○ 大学の概要 

（１）現況 

  ① 大学名 

         国立大学法人茨城大学 

 

 ② 所在地 

    本部・水戸キャンパス：茨城県水戸市 

    日立キャンパス：茨城県日立市 

    阿見キャンパス：茨城県稲敷郡阿見町 

    教育学部附属幼稚園、小学校、中学校：茨城県水戸市 

    教育学部附属特別支援学校：茨城県ひたちなか市 

    広域水圏環境科学教育研究センター：茨城県潮来市 

    フロンティア応用原子科学研究センター：茨城県那珂郡東海村 

      宇宙科学教育研究センター：茨城県高萩市 

      五浦美術文化研究所：茨城県北茨城市 

    大子合宿研修所：茨城県久慈郡大子町 

   

③ 役員の状況 

        池 田 幸 雄（学長名）（平成20年9月1日～平成24年8月31日） 

     理事数（非常勤を含む） ４名 

     監事数（非常勤を含む） ２名 

 

 ④ 学部等の構成 

      学部 

       人文学部 

       教育学部 

     〃   附属幼稚園 

     〃   附属小学校 

     〃   附属中学校 

     〃   附属特別支援学校 

     〃   附属教育実践総合センター 

       理学部 

       工学部 

    農学部 

     〃  附属フィールドサイエンス教育研究センター 

 

      大学院 

       人文科学研究科（修士課程） 

       教育学研究科（修士課程） 

       理工学研究科（博士前期課程）、（博士後期課程） 

       農学研究科（修士課程） 

       東京農工大学大学院連合農学研究科（博士課程後期３年）：【参加校】 

 

      専攻科 

       特別支援教育特別専攻科 
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   図書館 

 

教育振興局 

        大学教育センター 

        入学センター 

        生涯学習教育研究センター 

        留学生センター 

        保健管理センター 

        学生相談センター 

        学生就職支援センター 

        大学院教育部 

 

      学術振興局 

        ＩＴ基盤センター 

        産学官連携イノベーション創成機構 

        機器分析センター 

        地域連携推進本部 

        広域水圏環境科学教育研究センター 

        遺伝子実験施設 

        地域総合研究所 

        地球変動適応科学研究機関 

        フロンティア応用原子科学研究センター 

        宇宙科学教育研究センター 

  五浦美術文化研究所 

 

    ⑤ 学生数及び教職員数（平成22年5月1日現在）（留学生数を( )書きで内数記載） 

学部・研究科等 学生数 教員数 職員数 

  役 員        7人  

評価室        1人  

監査室      2人 

学長秘書室        1人 

学部 

 人文学部 

 教育学部 

 理学部 

 工学部 

 農学部 

  学 部 計 

 

1,800人( 13人) 

1,522人( 13人) 

  917人(  8人) 

2,460人( 76人) 

  524人(  5人) 

7,223人(115人) 

 

    105人 

  102人 

   59人 

  152人 

   58人 

 

 

 

 

 

 

   261人 

大学院 

  人文科学研究科 

  教育学研究科 

  理工学研究科 

    ：修士課程 

    ：博士課程 

 農学研究科 

 

 

       56人( 25人) 

      115人(  9人) 

 

   715人( 32人) 

   100人( 19人) 

   112人( 12人) 

 

 

 

      3人 

     10人 
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【東京農工大学大学院 

       連合農学研究科】 

  大学院 計 

 

【 52人：外数】 

1,098人( 97人) 

 

専攻科 

 特別支援教育専攻科 

 

       25人 

 

教育学部附属学校園 

  附属幼稚園 

  附属小学校 

  附属中学校 

  附属特別支援学校 

 

   152人 

   715人 

   476人 

    60人 

 

 

     84人 

教育振興局 

  大学教育センター 

  生涯学習教育研究センター 

  留学生センター 

  保健管理センター 

 

学術振興局 

  ＩＴ基盤センター 

  産学官連携イノベーション創成機構 

  機器分析センター 

  広域水圏環境科学教育研究センター 

  遺伝子実験施設 

  地球変動適応科学研究機関 

  フロンティア応用原子科学研究センター 

  宇宙科学教育研究センター 

 

7人 

1人 

4人 

2人 

 

 

2 人 

      1 人 

      1 人 

      5 人 

      1 人 

      1 人 

2人 

1人 

大学院教育高度化推進特別プロジェクト       1人  

合   計 
   9,749人(212人) 

【  52人：外数】 

    610人 264人 

  ※・【東京農工大学大学院連合農学研究科】の【  52人：外数】は、本学で研究指導を受けている 

学生数を示す。 

 ・大学院教育高度化推進特別プロジェクトは、組織名ではない。 
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（２）大学の基本的な目標等 

国立大学法人茨城大学（以下「茨城大学」と称す。）は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠点の

一つである首都圏北部に立地する特徴、さらには農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会科

学、理学、工学、農学、教育学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、

さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強め、同時に３キャンパスの立

地を生かして多彩に発展することを目標とする。 

 

教育 

   茨城大学は、世界水準の教育を行う大学としての機能を発揮し、教育に重点をおき、総合力を生かして

一貫した教養教育と専門教育を行い、豊かな人間性と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた職業人を

育成する教育を行う。また、大学院教育を重視し、より幅広く豊かな学識を持ち、持続可能な社会と自然

保全の担い手を育成する教育を行い、高度専門職業人や研究者を養成する。 

 

研究 

   茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナビリティ学研究やフロンテ

ィア応用原子科学の研究、個々に育成された先進的研究など、多様な学術研究を組織的に創出・育成して、

国際的な水準の成果を発信する。研究の継承と発展の観点から、若手教員と大学院生の育成を積極的に行

う。 

 

地域連携・国際交流 

茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成果を

積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発展に寄与

する。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信し、国際的な交流と共同研究を推し進め、特にアジ

アとの国際交流を推進する。 
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茨城大学憲章 

                                                   （平成21年５月30日制定）

   茨城大学は、教職員と学生がともに茨城大学の公共の役割を深く理解し、それぞれの立場に応じた責任

の下で、社会からの期待と要請に応えていくために、行動の指針として「茨城大学憲章」を制定します。

 

 基本理念 

  茨城大学は、真理を探究し、豊かな人間性、高い倫理性と社会性をもった人間の育成と「知」の創造、

蓄積、体系化および継承に努めます。多様な教育と高度な研究を展開し、世界の平和、人類の福祉ならび

に自然との共生に貢献します。社会の変化に対応できるよう自己変革します。 

 

 

 教  育 

未来を拓く学生が、自由に、自発的に行動できる学びの場として、また市民が継続して学習する場とし

て、さまざまな学習の機会を保障します。人類の文化と社会や自然についての理解を深め、高い倫理観を

もち、持続可能な社会と環境保全の担い手となる市民を育成します。豊かな人間性と幅広い教養をもち、

多様な文化と価値観を尊重する国際感覚を身に付けた人間を育成します。学部教育では、大学のもつ総合

力を生かして一貫した教養教育と専門教育を行います。専門知識と技能を修得し、自らの理想に基づいた

将来設計ができる力と課題を探求し問題を解決する力を兼ね備えた人材を育成します。大学院教育では、

幅広く豊かな学識と高度な専門知識と技能を身に付け、学術研究と科学技術の進歩に対応できる豊かな創

造力をもった高度専門職業人と研究者を育成します。 

 

 

 研  究 

研究が自由な発想と主体的な判断に基づいて自律的に遂行されることを保障し、 研究環境の整備を行

い、卓越した「知」の創造に努めます。大学における研究が社会からの信頼と負託を受けていることを自

覚し、高い倫理性をもって真摯に研究を行います。真理の探究に関わる基礎研究を充実するとともに、新

しい学術分野や産業創出に繋がる組織的研究の育成に努めます。茨城大学が立地する地域の自然的資源お

よび社会的資源を生かした独創的な研究を組織化し、世界的な研究拠点の形成に努めます。創造的研究の

継承と発展のために、未来を担う若手教員と大学院生の研究を積極的に支援します。 

 

 

 地域連携と国際交流 

市民や社会から信頼される大学であるために、大学の情報を広く発信し、大学への期待や要請の把握に

努めます。市民、自治体、教育界、高等教育研究機関、経済産業界等と連携した教育と研究を推進します。

教育研究の成果を積極的に社会に還元し、地域の教育と文化の向上、環境保全、産業振興、社会の発展に

寄与します。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信するとともに、学生や教職員の国際的な交流

と共同研究を行い、国際水準の教育と学術研究の推進及びその成果の共有に努めます。アジア地域を中心

とした国際社会から信頼される学術と文化の交流拠点となることを目指します。 

運  営 

教職員および学生の協働と自治の下で大学の運営を行います。基本的人権を守り、男女が等しく大学の

運営に参画できる条件を整備します。計画的な組織整備と教職員の研修を行い、社会の変化に柔軟に対応

できる運営体制を整えます。安全と健康に配慮したキャンパスづくりと環境緑化に努めます。教育、研究、

地域連携、国際交流、財務および経営について自己点検評価し、結果を公表するとともに大学改革に適切

に反映させます。 
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○ 全体的な状況 

※法人の業務の実施状況を総括して記載する。その際、大学の基本的な目標等を踏まえ、学長のリーダーシ

ップの下、法人の目指す方向性について、その実現に向けた取組や成果を学長が総括して記載する。 

 

１．大学の基本的な目標の達成に向けた取組状況 

茨城大学は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠点の一つである首都圏北部に立地する特徴、さら

には農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・社会科学、理学、工学、農学、教育学の各分野にお

ける高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な研究活動、さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総

合大学として大学の統合性を強め、同時に3キャンパスの立地を生かして多彩に発展することを目標として

いる。 

 

第2期中期目標・中期計画期間においては、教育改革を実施し、急速に発展を続ける多様なグローバル社

会で、創造性と倫理観に優れ、応用力と柔軟性と総合力を備えた人材を育成する、「21世紀型教育」の推

進を目指している。平成22年度は、本格的な教養教育を行い、茨城大学における「21世紀型教育」の基礎

を築きあげるための組織を検討する「設置検討委員会」を発足させた。茨城大学は、平成8年に教養部を廃

止して、大学教育研究開発センターを中心に教養教育を実施してきた。しかしながら、専任教員を置かな

い組織であったことから十分な成果を上げられなかった。そこで英語と理数科目の強化を図るプロジェク

トを立ち上げ、専任教員を新たに配置し、名称も大学教育センターと改め、一定の成果を上げた。だだこ

れらの専任教員は分野も限られており、任期も付いていることから教養教育を担当する組織としてまだ十

分とは言えない。また、従来の学部教育は、主に狭領域型の教育が実施されてきたが、学部の枠を超えた

「広領域型の教育（文理融合型）」は不十分であった。学部段階から専門教育を重視し、狭い分野に偏重

した「20世紀型教育」は、20世紀の日本が先進国に追いつくための効果的教育であったが、現在の日本で

は不十分と言わざるを得ない。したがって、茨城大学が速やかに学部教育を「21世紀型教育」に改善する

ことが大変重要である。このため、設置検討委員会では、「21世紀型教育」の推進に向けて、新学部の必

要性から検討を進めている。 

 

  「21世紀型教育」の大学院改革を実施するために、従来の狭領域の人材育成に留まらず、広い分野の基

礎を有し、応用力と柔軟性と総合力を備えた人材の育成を目指して、「大学院理工学研究科博士後期課程

改組」の取組を推進した。理工学研究科、人文科学研究科、教育学研究科が共同で実施する教育を含む、

教育課程を練り上げている。キャリア・パスに繋がる実践教育の充実拡充を図っている。平成25年度改組・

新大学院博士後期課程設置を計画している。 

 

  「21世紀型教育」を推進するため、教育実施体制の強化、学生支援制度の充実、教育改革推進体制の強

化を実施した。「21世紀型教育」の中核を担う大学院博士前期課程（修士課程）教育を充実するために、

各学部（研究科）に、「特任教員制度」を導入して、優れた大学院の指導教育の実績を有する退職教員を

雇用し、教育機能の強化と教育指導分野の維持拡大を図った。学部、大学院修士課程学生の授業料免除枠

の拡大、大学院に進学する学生の入学金の半額免除枠の拡大、修士・博士課程学生のTA枠の拡大、博士課

程学生のRA枠の拡大、博士課程学生の授業料免除枠の拡大を実施し、昨今の社会状況の中で、経済状況の

困難となった優秀な学生が、勉学に励み、大学院に進学できる基盤を強化した。学士課程、大学院課程の

きめ細かい教育改善と改革を推進するために、平成22年4月から、全学的組織として「教育改革推進会議」

を発足させた。この会議は、各学部（研究科）で教育改革を推進する委員と、教育担当副学長、学長特別

補佐等とから構成され、第2期中期目標・中期計画に関連した教育部門の推進実施主体としての活動を開始

した。学内センターの連携促進と管理運営の効率化を図るために、教育系の8センターを統括管理運営する

組織として、教育振興局（局長：教育担当副学長（理事））を立ち上げた。就業力育成GP「根力育成プロ

グラム」と教育GP「初年次からの食のリスク管理教育プログラム」及び大学院GP「地域教育資源開発によ

る高度教育専門職養成」の推進を図った。 



－11－ 

 

  茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナビリティ学研究やフロンテ

ィア応用原子科学の研究、イノベーション産業技術の推進、宇宙科学の研究、個々に育成された先進的研

究など、多様な学術研究を組織的に創出・育成して、国際的な水準の成果を発信することを目指している。

本学の研究を組織的に創出・育成するために、研究推進体制を改革・強化し、平成22年4月に、「研究企画

推進会議」を発足させた。新たな研究プロジェクトを育成・支援するために、「推進研究プロジェクト」

と「重点研究」を公募し、新たに3件の「推進研究プロジェクト」（合計19件）と6件の「重点研究」を認

定し、支援を行っている。平成22年4月に、学内の研究系センターの機能強化とセンター間の連携を推進す

るために、11の研究系センター等を統括する「学術振興局（局長：学術担当副学長（理事））」を発足さ

せた。研究系センターの評価を行って組織改革を行い、体制を整備するために、各センター等は一部を除

き、平成22年度に外部評価を実施した。 

 

  茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成果を

積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興などを図り、地域社会の

発展に寄与することを目指している。本学の社会連携事業を中核として推進する地域連携推進本部は、平

成22年度に、茨城大学地域連携第2期プラン「地域とともに発展する大学」を策定し、地域の活性化に向け

て活動した。地域の自然を資源として地域振興を目指す「茨城県北ジオパーク“常陸の大地－46億年の旅”」

を推進するため、茨城大学が中心となり、茨城県北7市町村と供に茨城県北ジオパーク推進協議会を設置し、

国内ジオパーク認定とユネスコ認定に向けた活動を実施した。茨城大学フロンティア応用原子科学研究セ

ンターは、産学官金の連携の下に、大学の有する「塑性加工」に係る知財・技術と地域の産業ニーズとの

相互交流を促進させた。産学官連携イノベーション創成機構は、「メカトロニクス中核人材育成講座」を

地域企業のニーズに応えて開催（受講者61名）するなど、大学と地域企業との共同研究開発を推進させた。

宇宙科学教育研究センターは、宇宙への魅力を起点とする教育文化活動により地域の科学・技術教育事業

を促進させた。 

 

２．教育研究等の質の向上の状況 

１．教育活性化の取組 

１）カリキュラムの見直しと改組等による教育機能の強化 

①  理工学研究科では、学部と修士課程の6年一貫教育の充実を図ると共に、学生、社会、地域の要請に応

えるために博士後期課程の改組を平成25年度に実施すべく精力的に検討を進めた。 

 

②  農学部では、21世紀における農学教育の意義を問い直し、社会変化に対応した入試制度、初年次での

学力格差への対応、専門職業人としての基礎学力と幅広い知識力の強化、21世紀を生きる農学専門職業

人を見据えたカリキュラムの再構築からなる学部改組の検討を進めた。 

 

③  理学部では、平成22年度が一連の学部改組と大学院博士前期課程改組の最終年度となることから、改

革の成果を検証すると共に、更なる改善の検討を行った。学士課程の国際水準をめざすコアカリキュラ

ムの明確化と大学入学前の履修歴を配慮した初年次基礎教育の充実計画を策定した。 

 

④  人文学部では、学士課程充実のために現行カリキュラムを点検評価し、人文コミュニケーション学科

及び社会科学科のコース再編について平成24年度実施に向けて検討を進めた。 

 

⑤  教育学研究科では、大学院GP「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」の実施による新必修科

目「フィールドスタディ」「ケーススタディ」等の導入と、多様な授業形式（講義、演習、実地研修、

講演、シンポジウム）の展開により、大学院教育を活性化させた。 

 

２）学生への学習支援の充実 
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①  学生が授業科目の履修を積み重ねることにより得られる学習内容と能力を理解し、自律的に学習計画を

立て、学習への主体性をもたせることにより、きめ細かい履修指導を行う学習管理制度の充実がなされた。

教育学部では、履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記録」により、学生と教員への使用法

を解説し、その運用を開始した。 

 

②  工学部では、CALLシステムなどの自主学習環境の整備を進め、各学科でポートフォリオによる学習管理

を進めた。 

 

③  農学部では、「学生担任マニュアル」の作成、新入生アンケート、宿泊オリエンテーション、面談によ

る学生の学業と生活状況の把握と助言、「クラス委員学生」との会合などにより、教学支援を実施してい

る。 

 

④  理学部では、各学期の授業開始前日に履修ガイダンスを開き、各学年各コース毎に、教務委員と各学年

担当教員による学生との面談により、学生の修得状況を把握し、きめ細かい履修指導を実施した。大学院

生TAを活用した種々の学習相談室（数学、物理学、化学、情報プログラム、基礎宇宙惑星圏物理演習）の

開設、学習相談Webページ「Wiki」の作成などにより、学習支援を充実させた。 

 

⑤  人文学部では、各学年の必修科目の出席状況の情報等を取り込んだ学習管理制度の構築に向けた検討を

開始した。 

 

３）留学生への学習・生活支援の充実 

①  阿見キャンパスに国際交流会館を建設し、留学生（単身20室）と外国人研究者（単身3室、家族2室）の

宿泊施設を充実させた。水戸キャンパスの国際交流会館（家族6戸、単身23室）を改修して住環境を整え、

新たに5棟24戸の宿泊施設を平成23年度に建設する計画を策定した。 

 

②  留学生への支援強化と日本人学生との交流促進のため、チューター長の設定やチューターのメーリング

リストの整備により、チューターの組織化を進めることで、学内での国際交流イベントの企画体制が強化

され、留学生との自主的交流が促進された。 

 

４）研究科間、大学間、及び、国家間での共同教育プログラムの展開 

①  教育資源を有効に活用し、学生に多角的な視野と広い分野の知見を提供することを目指して、研究科間、

大学間及び国家間での共同教育が進展した。 

 

②  茨城大学の研究科間に跨って、大学院共通科目20科目と横断型教育プログラム「サステイナビリティ学」

が開講された。サステイナビリティ学教育プログラムは全研究科から50名を超える学生の履修があり、第1

回修了生を誕生させた。修了生には、所属研究科及びサステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム

（SSC）が発行する2種類の修了認定証が授与された。大学院共通科目「国際実践教育演習」では、タイ国

プーケット・ラチャパット大学と合同で演習を実施し、研究科間、国家間の学生交流を促進した。 

 

③  インドネシア三大学を中心とする海外の交流協定校とのダブル・ディグリー教育プログラム（DDEP）に

関するFDや国際交流シンポジウムを開催、併せて教員の相互訪問により、平成23年度からDDEPを開始する

体制を整えた。 

 

④  常磐大学と共同で新しく開講した授業科目「観光学入門」に、100名を超える受講者があるなど、大学間

共同授業の成果を基に、単位互換の実施方法（対象となる授業科目の選定方法、履修方法、成績評価法）

を検討し、平成23年度に大学間連携組織（コンソーシアム）を整備することとなった。この大学間連携教

育プログラムには、茨城県立歴史館との共同授業が組み込まれ、豊富な教育資源が確保されている。 
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⑤  北関東4大学連携協議会（茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学）が運営するIT教育プログラム「先

進創生情報学教育研究プログラム」は、茨城大学が主幹校となり実施している。このプログラムを履修す

るコースに進学する茨城大学の学生は、年々増加している（平成22年度：7名）。 

 

２ 研究に関する目標 

２．国際的水準の研究を推進する取組等 

１）重点研究と推進研究プロジェクトの推進 

① 研究企画推進会議では、6件の「重点研究」を認定し、各方面の外部資金への申請を援助した。新たに3

件の「推進研究プロジェクト」（合計19件）を認定し、支援を行った。 

 

② 重点研究「サステイナビリティ学関連の研究」では、JICA・世界銀行及び国際STARTプログラム等と「途

上国に対する気候変動影響」に関する共同研究を行い、その成果を国際的に発表した。外部資金として環

境省地球環境研究総合推進費S-8及び早稲田大学・ブリジストンW-BRIDGE研究助成金を獲得した。 

 

③ 重点研究「バイオ燃料の開発研究」と推進研究プロジェクト「熱ショックの農業利用の研究」では、研

究の成果を基に、外部資金（環境省）を獲得し、研究を進めた。 

 

④ 宇宙科学教育研究センターは、国立天文台とVLBI大学連携6大学及び情報通信研究機構等3研究機関の協

力を得て、旧㈱KDDI通信アンテナを宇宙観測の電波望遠鏡に改造して、宇宙からのファーストライト受信

に成功した。初の国際的VLBI観測において、開発した電波望遠鏡の性能が優れていることが認められると

共に、大質量星誕生領域の物質構造に関する観測の成功に貢献した。また、自然科学研究機構の競争的資

金を獲得した。 

 

 ２）学野毎に研究成果を確認し研究推進を図る 

① 理学野では、平成22年4月から平成23年2月までの査読付き学術論文の発表状況（72件）を調査し、従来

と比較し、同等か上回ると評価した。研究の質においても、平成22年度科学技術分野の文部科学大臣表彰・

若手科学者賞を受賞した論文（1件）、国際学会招待講演数（9件）等を調査し、国際的にも高いレベルの

研究が行われていると評価した。また、学会の全国大会開催・地域の研究機関と連携した研究会の開催・

国際研究組織運営への寄与等を調査し、研究成果の発信と共に、研究活動の活動度を評価した。 

 

 ３）研究推進のための研究グループ等の構築 

① 人文学部では、共同研究ユニットの組織化を進め、新たに2件の共同研究ユニットを選定し、研究を支援

した。茨城大学人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国際被害

者学研究所」との英語発表形式の国際的共同研究会を2回開催し、「愛」と「被害者学」の共通点を見出す

等研究成果をあげ、継続的に研究を促進することとなった。 

 

② 教育学部では、学内研究グループの構築を進め、大学教員と附属学校教員からなる研究グループが新た

に組織された。これらの研究グループによる新たな科研費申請もなされた。 

 

 ４）外部資金の獲得企画 

① 研究企画推進会議の下に「競争的資金獲得専門委員会」を設置し、外部資金獲得戦略を策定した。この

一つとして、科学研究費補助金の獲得促進のため、(1) 科学研究費補助金申請助言制度の創設、(2)研究計

画調書作成を重視した実践的な説明会、(3)科研費ホームページの充実を実施した。結果として、科学研究

費補助金の採択件数と獲得額の増の成果があった。 

 

３ その他の目標 
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３．社会連携事業の推進 

① 地域連携推進本部は、「茨城大学地域連携21世紀プラン」を第2期に対応させて改訂し、地域連携第2期

プランとして「地域とともに発展する大学」を策定した。効果的な地域連携活動を展開するために、市町

村自治体のニーズの聞き取り調査（44市町村、43商工会、7商工会議所）を実施した。茨城県北ジオパーク

推進協議会を立ち上げ、本格的な活動を開始した。ジオツアー（10回）、インタープリター養成講座等を

開催し、ホームページを立ち上げた。茨城産業会議との産学連携事業として、日立、水戸、阿見キャンパ

スでの研究室訪問交流会を開催した。日立キャンパスでは、2件の講演と6件の研究室訪問を実施し、84名

が参加した。水戸キャンパスでは、2件の講演と3件の研究室訪問を実施し、30名が参加した。阿見キャン

パスでは、2件の講演と8件の研究室訪問を実施し、44名が参加した。技術相談は、日立1件、水戸4件、阿

見2件の申込があった。学生による地域参画プロジェクトを募集し、10件を採択、新たに顧問教員をおいて

活動の充実を図った。 

 

② フロンティア応用原子科学研究センターでは、塑性加工に係る地域企業、公設試験研究機関、常陽銀行

と本学研究者との研究交流活動を実施した。茨城県の委託事業として、J-PARCに設置する2台の中性子解析

装置の利用促進を図り先導的な研究に取り組み、企業研究者の利用を支援した。産学官連携イノベーショ

ン創成機構では、茨城大学のシーズ活用と地域ニーズ把握のため、企業訪問、技術相談、イベント開催を

実施した。茨城県委託事業「茨城県北臨海地域活性化推進プロジェクト」として、「メカトロニクス中核

人材育成講座」を実施（受講者61名）した。生涯学習教育研究センターでは、公開講座、公開授業を開講

した。地域総合研究所では、東海村の第5次総合計画策定、原子力安全フォーラム等に参加した。 

 

③ 人文学部は、常陸大宮市との地域連携協定に基づき、常陸大宮市企画課と人文学部の共同授業「市民に

よるまちづくりへの挑戦」（教養科目）の開講、市民大学講座「龍馬の時代」（春季3回、秋季3回）の開

催、農を介した都市農村交流事業のサポート（参加学生延べ80名）、ホームステイ事業への通訳ボランテ

ィアの支援（学生延べ22名）、里山保全事業への参加（卒業研究）、フィールド研究発表会「アクション

ミーティング2011」、地域連携事業内容を知らせる壁新聞「ひたちOh！宮」の作成等を実施した。 

茨城県経営者協会と茨城大学文理・人文学部同窓会の協力を得て、授業科目「地域連携論－働く意義・学

ぶ意味」（Ⅰ、Ⅱ）の開講（受講者：Ⅰ56名、Ⅱ74名）、公開シンポジウム「働く意義・学ぶ意味」の開催

（参加者200名）、県内主要企業の人事担当者による公開模擬面接（面接学生28名）、地域史シンポジウム

「茨城から世界史研究・世界史教育を考える」の開催（県内外から参加者142名）等を実施した。 

 

④ 教育学部は、教員養成制度等の改革の動向に合わせ、新しい時代における地域教育関係機関との連携の

基本方針を策定した。地域の教員及び教育関係者を主な対象とする公開シンポジウム「対話の時代の表現

教育－演劇によるコミュニケーション教育の可能性を探る」（講師：平田オリザ大阪大学大学院教授（劇

作家））を開催（参加者190名）した。 

 

⑤ 理学部は、地域貢献の窓口を一本化し活動を促進するため、「理学部地域連携委員会」を発足させた。

高校生の科学体験教室・研究室体験（参加者22名）、高校生の科学研究発表会（参加者約170名）、サイエ

ンステクノロジーフェスタ（参加者140名）等を開催した。 

 

⑥ 農学部は、「食育の活性化を通した農産物地産地消」の取組を実施した。小学校での「食育モデル授業」、

地元自治体と共催したシンポジウム（120名参加）を開催した。 

 

⑦ 図書館では、企画展「茨城初の女性教師 黒澤止幾子」を開催、期間中2,000人の来場者があった。「映

画「武士の家計簿」と「桜田門外ノ変」の古文書世界」の企画展には期間中1,200名の来場者があった。宇

宙科学教育研究センターでは、施設公開「公開天文台」を開催、2,000人の来場者があった。 

 

 ４．国際交流の推進 
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① 国際交流事業実施実行委員会を設置し、部局間の連携を促進し、国際交流事業の展開を図った。平成22

年度から新たに国際交流事業推進経費を措置し、2件の取組を選定、アジアの大学との教育研究の交流促進

を図った。 

 

② 受入プログラムを充実させ、米国のペンシルバニア州立大学から5名の学生を受入、同大学に2名の学生

を派遣した。タイ国のトゥラキットバンディット大学との学生交流協定を締結し、平成23年度には4名の交

換留学生を受け入れる。北京国際関係学院と学生交流協定を締結し、短期研修学生を13名派遣した。台湾

の静宜大学との学生交流協定を締結し、交換留学生の受入(2名)と派遣(3名)の促進を図った。 

 

③ 人文学部は、国際化対応ワーキング・グループを立ち上げ、国際化（カナダ・マギル大学での語学研修

の充実（参加学生15名：他学部学生8名）、英語による専門科目の開講（8科目）、国際教養プログラムの

計画）を促進した。ペンシルバニア州立大学（PSU）との共同授業の計画（PSU日本語専攻の学生、本学学

生対象の相互交流を伴う共同授業）を促進したが、原発問題によりPSUからの留学生派遣が延期された。理

学部は、東南アジアの3大学学部・研究機関との生物多様性の教育研究を促進する国際学術交流学部間協定

の下に、インドネシア科学院生物学研究センターからの研究員を理工学研究科博士後期課程に受入、ベト

ナム科学技術アカデミー生態学生物資源研究所からの研究員（2名）受入、マレーシア国立大学理工学部の

大学院研究指導に本学から教員を派遣する等、教育研究交流を促進した。中国の西北農林科技大学動物科

技学院との国際学術交流学部間協定を締結し、学術交流の促進を図った。 

 

 ５．附属学校における教育及び教育実習事業の推進 

① 学部と附属学校との共同研究事業を促進するために、(1) 附属学校運営委員会事務局を設置し、附属学

校の運営機能の改善と学部・附属の連携強化を図り、(2) 教育学部教育研究連携推進委員会を設置し、学

部と附属学校との共同研究の組織化を図り、(3) 学部長経費を活用し、「学部と附属学校との共同研究計

画」を募集し、採択計画に支援を行い、(4) 学部と附属学校の教科別・領域別交流会を開催した。学部と

附属学校との共同研究は76件となり、昨年度（33件）に比して格段に発展した。教育学部「イノベーショ

ン基本デザイン」ワーキング・グループは、今後の教員養成カリキュラムにおける教育実習の在り方につ

いて検討した。教育学部と附属学校園との組織的連携の下に、教育実習を実施した。 

 

② 附属中学校は、「地域のモデル校」として、地域の教育界との連携協力の下に、地域の教員の資質能力

の向上、教育活動の推進に寄与するため、公開研究協議会を4回（平成21年度：2回）開催し、昨年度と同

様に600名程度の参加者があった。附属小学校は、教育研究会と公開授業研究会を開催し、公開授業研究会

の参加者数は648名で、ここ数年増加する傾向にある。附属幼稚園は、研究会を開催（2回）し、茨城県内

外から230名の保育士の参加があった。茨城県幼稚園担当指導主事協議会からの公開保育・講義の開催協力

要請を受入れ、実施した。附属特別支援学校は、公開授業研究会（253名）、公開講座（128名）、公開セ

ミナー（86名）を実施し、地域から高まっているニーズ（自立活動、自閉症児の支援方法、職業教育）に

応えた。 

 

３．業務運営・財務内容等の状況 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

① 理事、副学長、学長補佐及び学長特別補佐の職務等に関する内規を制定し、理事等が統括する組織の整

理と、関係する組織間での業務の効率化が行われた。 

 

② 教育と研究の全学的改革を推進する組織として、教育改革推進会議（議長：教育担当副学長（理事））

と研究企画推進会議（議長：学術担当副学長（理事））を立ち上げた。各組織の活動を有効に促進するた

めに、運用財源（教育改善経費、研究推進経費）を付けた。 

 

③ 学内のセンターの連携促進と管理運営の効率化を図るために、教育系の8センターと研究系の11センター
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を統括管理運営する組織として、教育振興局（局長：教育担当副学長（理事））と学術振興局（局長：学

術担当副学長（理事））を立ち上げた。 

 

④ 全学横断的な事務業務を効率的に遂行するために、グループ制を導入し、広報グループと評価・大学改

革グループを設置した。事務局4部の旅費計算業務を一元的に行うため、契約課に集約した。事務系職員の

定型的業務及び季節的業務を軽減し、専門的能力を発揮できるようにするため、継続雇用制度を活用し、

事務支援室を設置した。長年蓄積された専門知識と業務経験に基づいたシニアスタッフが活躍している。 

 

⑤ 監事と連携した効率的かつ効果的な監査実施を行うために、監査室体制を強化（2名から3名に増員）し、

業務全般を監査対象として監査区分を「業務監査」及び「会計監査」と明確に規定した。監事から、全学

委員会の整理、化学物質管理、大学情報管理、入学試験問題の管理等の多くの課題について学長に提言が

なされた。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標 

① 「総人件費改革」が掲げる平成22年度人件費削減目標を学長運用教員の継続により達成した。 

 

② 研究企画推進会議の下に、競争的資金獲得専門委員会を設置した。平成22年度の科学研究費の採択件数

と採択額は前年度を上回った（平成22年度：185件、4億6,043万円、平成21年度：152件、4億4,960万円）。 

 

③ 「茨城大学グリーン化推進計画」を策定し、低炭素活動と省エネルギー対策として、省エネルギー計画

の策定、空調の集中制御システムの導入（水戸地区）、省エネルギー診断（工学部：（財）省エネルギー

センター）、エネルギー管理資格取得者増（既取得者2名に新規取得者9名が加わる）等を実施した。 

 

④ 他機関との共同事務処理を進めるため、共同調達3品目（トイレットペーパー、PPC用紙、蛍光管）の調

達契約について協議を行い、平成23年度に、茨城県内の4機関（茨城大学、筑波大学、筑波技術大学、高

エネルギー加速器研究機構）で共同調達することとなった。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

① 第2期中期目標・中期計画期間の実績評価の変更に対応し、自己点検評価、認証評価、外部評価等の計画

を策定し、第2期中期計画の達成に向けた評価の取組を開始した。 

 

② 教員業務評価を実施し、評価結果を処遇に反映した。 

 

③ 教育研究のセクター毎に第三者外部評価スケジュールを策定した。学術振興局の主なセンターは、平成

22年度に外部評価を受けた。 

 

④ 平成22年度に設置された広報室は、(1) 学長定例記者会見の実施、(2) 大学ホームページのリニューア

ル、(3) 大学行事（オープンキャンパス、大学祭）の情報発信（地元ラジオ放送による中継）等を実施し

た。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標 

① 災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等を整備した。台風等の風水害における危機管理

対策を盛り込んだ「茨城大学リスクマネジメントシステム」と「地震、風水害（台風）、火災、不審者対

策危機管理個別マニュアル・ガイドライン」の改訂を行った。 

 

② 全学的な化学物質管理制度を制定し、管理運用の体制を整備した。 
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③ 水戸キャンパスの歩行者と車の通行安全を確保するため、構内を歩行者専用ゾーン、車道・駐車場、自

転車道路・駐輪場の区分分け配置計画を策定した。 

工学部では、日立事業所安全衛生委員会において、建物内の安全パトロールによる改善指示、安全教育

訓練、健康診断、化学物質の管理、作業環境改善などがルーチン化した。新たに、受動喫煙問題や安全体

感教育プログラム等の実施を検討した。 

農学部では、安全衛生推進計画の5つの実施項目を全て実施した。平成22年度は、新たに学生リスクアセ

スメントのシート形式を見直し、学生の視点からの危険箇所の情報収集が得られた。 

 

④ 機器分析センターでは、学内すべての事業所（3事業所前期266単位、後期262単位作業場）において作業

環境測定と局所排気装置定期検査（3事業所、合計133台）を、外注せずにすべて大学職員が実施した（国

立大学法人で自主測定は4大学）。 

 

⑤ 東北地方太平洋沖地震が発生した際には、3月11日14時46分に「地震対策本部」を、学長、副学長、事務

局長、学部長、各事務部長、学長特別補佐を構成員として設置し、救護班、臨時Webサイト立ち上げによる

情報班、応急耐震診断班、放射線被害対策班等の緊急体制を立ち上げ、学生・教職員の安全確保と地域住

民の避難受入を行った。 
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項 目 別 の 状 況 

 

 

中 

 

期 

 

目 

 

標 

（前文）大学の基本的な目標 

 国立大学法人茨城大学（以下「茨城大学」と称す。）は、我が国の先端科学関連の研究や産業の拠

点の一つである首都圏北部に立地する特徴、さらには農業の活発な地域としての特色を生かし、人文・

社会科学、理学、工学、農学、教育学の各分野における高等教育と、基礎・応用両面にわたる多様な

研究活動、さらにそれらを基礎として地域貢献を行う総合大学として大学の統合性を強め、同時に３

キャンパスの立地を生かして多彩に発展することを目標とする。 

 

教育 

  茨城大学は、世界水準の教育を行う大学としての機能を発揮し、教育に重点をおき、総合力を生か

して一貫した教養教育と専門教育を行い、豊かな人間性と幅広い教養をもち、国際感覚を身につけた

職業人を育成する教育を行う。また、大学院教育を重視し、より幅広く豊かな学識を持ち、持続可能

な社会と自然保全の担い手を育成する教育を行い、高度専門職業人や研究者を養成する。 

 

研究 

  茨城大学は、世界水準の研究を行う大学としての機能を発揮し、サステイナビリティ学研究やフロ

ンティア応用原子科学の研究、個々に育成された先進的研究など、多様な学術研究を組織的に創出・

育成して、国際的な水準の成果を発信する。研究の継承と発展の観点から、若手教員と大学院生の育

成を積極的に行う。 

 

地域連携・国際交流 

  茨城大学は、高い社会貢献機能を有する大学として、地域と連携した教育と研究を推進し、その成

果を積極的に社会に発信し還元して、地域の教育・文化の向上、環境保全、産業振興、地域社会の発

展に寄与する。教育と研究の成果を広く国際社会に向けて発信し、国際的な交流と共同研究を推し進

め、特にアジアとの国際交流を推進する。 

 

中期計画 計画の進捗状況等 

 以下は、茨城大学の第２期中期

計画の重点目標である。 

 

教育 

・学士課程教育、大学院課程教育

ともに国際的水準の教育課程を

構築して高い質の教育を行い、大

学の目的に沿った人材を育成す

る。 

・学生の学習・生活及び経済的支

援を充実し、教育の成果を上げ

る。 

１－１ 国際的水準の教育課程の構築 

各学部、研究科において、カリキュラムの点検、改善を実施している。

国際的水準の確保に関しては、省令改正に伴う情報公開を実施した。ま

た具体的な国際的水準については、各学部で検討を進める一方、教育組

織改革に関する議論の中で、社会から求められる教育水準についても議

論を開始した。機関別認証評価を平成26年度に受審することを決定し、

それに合わせて、各学部においても、教育の質に関する議論を進めてい

る。トピックとしては、農学部では、教育GP「初年次からの食のリスク

管理教育プログラム」の運用を開始し、食と農、食の安全を扱う者とし

ての実践的基礎力の涵養を開始した。就業力GP「根力育成プログラム」

が採択され、根力養成(必修6単位)、根力強化(選択4単位)、根力実践(選

択2単位)が展開された。 

１－２ 高い質の教育の実施 

認証評価でも求められる内部質保証制度の構築、運用について準備を

進めた。GPAについては、素案の提示まで完了した。本学の場合、多く

の学部で、複数階層のFDシステム（個人対象、教育プログラム対象、学
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部全体対象）を持っており、着実に実施し、改善に活かしている。また、

コアカリキュラムの設定、カリキュラムツリーの見直しなどは全学部で

進めている。 

しかしながら、GPAの前提となる科目ごとの成績評価基準の明示化や、

他大学が進めているような教育目的とカリキュラムとの対応付けを確

認するような取り組み、3つのポリシーを活かした教育プログラム（内

容、成果、シークエンス等）の点検は進んでいない。ただし、ポリシー

自体の見直しは一部学部で実施した。 

１－３ 目的に沿った人材育成 

学習成果（ラーニングアウトカム）を把握する取り組みについては、

卒論指導、修論指導の実質化、全学統一の成績評価基準作りを進めた。

学生調査については、データを各部局がそれぞれに集めている。全体的

に卒業生サービスについても低調である。 

２ 教育成果へ寄与する学生支援（エンロールメントマネジメント） 

教育学部では、入学試験から在学中の支援、キャリア支援、卒業後の

フォローを設計し、データの収集を含めエンロールメントマネジメント

を開始した。 

１）学生獲得 人文科学研究科では、入試制度を改善し、入学者が順

調に増加している。 

２）学生フロー（在学支援） 全学部で、出席状況や履修状況、学習

カルテ、ポートフォリオなど学生の履修状況、成績把握を行い、適時に

適切な指導を行う体制を充実させた。就業力GPにより、今後、出口での

学生支援を充実させる。農学部では、学生支援をパッケージ化し担任制

の充実を図った。習熟度別学習制度では学生の適切な科目への配置を実

施している。 

３）教育成果への寄与 奨学金制度の拡充を図り、勉学に専念できる

環境を整備しつつある。 

研究 

・国際的水準の研究を遂行し高度

な教育と人材育成に生かすとと

もに、社会へ成果を発信し還元す

る。 

３－１ 国際的水準の研究の遂行 

研究活性化策の充実を図った。まず既に決まっている研究推進方針を

もとに、政策テーマを設定し、さらに配分経費を3倍に増やした。大型

外部資金を狙うべく重点研究プロジェクトの認定制度を開始し、6研究

を認定の上、予算を配分した。本学の特色になり得る次世代の重点研究

の候補とも言うべき推進研究プロジェクトを認定し、予算を配分した。

加えて、学部独自で研究のユニット化を人文学部と教育学部で行った。

人文学部では、常磐大学と英語による共同研究が開始された。理学部で

は、研究業績の量を確認した。文部科学大臣表彰・若手科学者賞受賞、

環太平洋科学会議の招待講演、その他国際学会での招待講演が9件あっ

た。JAXA宇宙科学研究所の小惑星物質試料のキュレーションなど5つの

国際プロジェクトに参画し研究を行っている。 

３－２ 高度な教育と人材育成への活用 

理工学研究科博士後期課程学生は、台湾で開催された国際会議

(ISITA/ISSSTA)において、発表論文が第1位を受賞した。京都で開催さ

れた国際会議(ITST2010)において、発表論文がStudent Paper Awardを

受賞した。 

３－３ 社会へ成果発信・還元 

予算配分を行っている重点研究プロジェクトでは、研究成果の公表を

義務づけた。農学部では、重点研究と推進研究8件の成果を、ホームカ
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ミングデー、阿見町工業懇談会、日本政策金融公庫訪問会等で紹介した。

フロンティア応用原子科学研究センターでは、重点研究成果報告会「量

子ビームを用いた材料・生体の構造と機能の研究会」を公開で開催し、

発表資料をウェブに公開した。平成23年2月に、世界をリードする日本

の中性子構造生物学を中心とした、国際結晶学会発行の単行本

“Neutron Protein Crystallography. Hydrogen, Protons, and 

Hydration in Bio-macromolecules”を出版した。塑性加工に係る地域

企業等と地元金融機関との研究交流活動が開始された。 

地域貢献・国際交流 

・地域に貢献する大学として、地

域から評価される有数の大学と

なる。 

・積極的に国際交流を行い、留学

生の受入と派遣および研究交流

を推進する。 

４－１地域に貢献する大学 

大学としての地域連携の第2期プランを策定し、今後5年間(2010年度

～2014年度)の方針、戦略を定めた。各学部の地域連携活動は年々、そ

の学部の持ち味を活かした形で充実しており、特にジオパーク支援が新

しい。教育プログラムとの連携としては、教育学部では県・市町村の教

育委員会との連携活動、教育団体との連携事業など、人文学部では「地

域連携論」の開講、教育学研究科では大学院GP「地域教育資源開発によ

る高度教育専門職養成」で地域の「産業」の教材化と授業実践を、農学

部では食育を実施して、地域の力を最大限活かした教育を行っている。

４－２地域から評価される大学 

大学が研究成果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」について、日

本経済新聞社産業地域研究所が全国754大学を対象に調査し公表した中

で、茨城大学は8位にランクされた。 

5月から8月にかけて44の市町村など94カ所を訪問し、ニーズを収集し

つつ意見交換を行った。これらは地域連携の第2期プランの策定に活か

した。地域との共催イベントは181件であった。 

５－１積極的な国際交流 

国際交流事業推進経費を新設し、大学としてインドネシア3大学との

交流を強化し、ダブルディグリーの準備を進めた。また、学生の交流を

司る委員会と研究交流を図る委員会が連携して、35校の交流協定校のう

ち、3校を重点校として協定の実質化に努めた。人文学部では、国際交

流委員会に加え、国際化対応プログラムWGを設置し、学生の語学研修の

充実、英語による授業の充実を図った。また、米国ペンシルバニア州立

大学と平成23年度からの共同授業の開講を決定した。 

５－２留学生の受入と派遣・研究交流の推進 

留学生受入人数の合計は285名(平成22.5.1現在)で、派遣は長期15名

である。人文学部が中国、カナダ、アメリカ、農学部がインドネシア、

留学生センターが台湾とタイとの留学生の受入、派遣を深化させた。理

学部が東南アジア、中国の研究センター、大学との研究交流を深度化さ

せた。阿見地区に国際交流会館(留学生20室、研究者5室)を整備した。

教職員の海外渡航は426名で、外国人研究者の受入れは46名であった。 

運営 

・社会の要請を的確に運営に反映

し、高等教育を円滑に推進する。 

・健全な財政を維持し、資産を有

効に活用する。 

・安全・安心な施設を整備し、健

全な環境を維持する。 

６－１社会の要請の運営への反映 

社会のニーズを踏まえ新組織構想も含んだ21世紀型教育の実施に向

け、学長を中心に全学的な検討組織を立ち上げた。また、学外者の意見

を活かし、今年度は、多くの教育、研究系センターで外部評価を実施し、

それぞれの分野のエキスパートからの多くの示唆に富んだ意見を得た。

文部科学大臣指摘事項については、若干遅れている。 

６－２高等教育の円滑な推進 

理事、学長特別補佐の職務内容の明文化を図り、大学執行部の責任と
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権限を改めて整理しガバナンスの向上に努めた。また、教育マネジメン

トにおいては、教育改革推進会議を設置し、中期計画などを用いて、教

育システムの改善、改革を図ったが、GPAなど一部、遅れている課題も

ある。合わせて、複数の学部で、教育改善のための委員会を設置し、ほ

ぼすべての学部執行部を中心とした教育改善に取り組んでいる。大学院

については、マネジメントが遅れている。 

７－１健全な財政の維持 

「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、人件費を削減した。対平成17年度

△5％減目標に対し、△13.4％減とした。 

７－２資産の有効活用 

余裕資金の運用益を原資とする学生奨学金を今年度から開始した。ま

た、共同調達、土地建物の貸し出しなどを行っている。全学部で、部屋

の利用状況調査を行った。 

８－１安全・安心な施設整備 

耐震診断を継続し、耐震改修を実施した際にバリアフリー、作業環境

を考えた施設整備を行っている（工学部E1棟）。 

８－２健全な環境維持 

水戸地区では、カーゲートの設置に象徴される構内の交通安全対策を

実施し、歩行者の安全の確保に努めた。日立地区においても建物改修に

伴う歩行者の安全確保を推進した。安全衛生マネジメントは、作業環境

測定を含め現状維持。環境マネジメントについては、財務部が中心とな

り環境活動推進プロジェクトチームを設置し、環境マネジメント計画の

策定に入った。また、一層の省エネのために、有資格者を増員し、活動

の充実を図っている。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(1)  教育に関する目標 

 ① 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 

中

期

目

標 

1. 教養教育の目的を達成するように学部の各ポリシーを踏まえて教養教育を改革し、修得状況で示さ

れる明確な教育成果をもって、理念に沿った人材を育成する。 

2. 学部の各ポリシーを達成するように学士課程教育を改革し、国際化を図って、質の整った目的の人

材を育成する。 

3. 研究科のポリシーを達成するように大学院課程教育を改革し、国際化を図って、質の整った目的の

人材を育成する。 

 

中期計画 年度計画 

＜学士課程＞ 

［教養教育内容と方法の改善] 

【1：R111a01】1．本学の教養教育の理念

を堅持しながら、学部の各ポリシーを踏ま

えた教養教育内容の改善と教養科目の精

選を行う。 

施策として以下の取組を実施する。科目

の精選、授業内容の精選 

【1-1：R111a01-0】科目精選の全学方針を確定し、それを受け

て、大学教育センターでは具体的手順について検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 在り方検討委員会は今年度に2回、開催した。審議内

容は、小サイズクラス教養科目への対応、授業の精選

へ向けてのカリキュラムマップ案の提示。学長方針と

して、平成24年度非常勤講師時間の大幅削減にむけて

検討依頼などである。10月の教務委員会との合同会議

では、平成24年度において非常勤講師の10％（最低）

削減に向けての方策策定が議長より各部局に要請され

た。これをうけて、大教センターでは、①少人数クラ

スの見直し（分野別教養科目、総合科目）、②中規模

クラスの導入、③履修選択幅の縮小（同一科目履修制

限）、④習熟度別クラス編成の見直し（総合英語など）、

⑤科目の組み替え（健・スポ科目と総合科目の連係）、

⑥総合科目の枠組み見直しの検討を始めた。それぞれ

について専門部会と執行部で検討をおこない、④と⑤

について具体案を纏めた。その具体化は次年度の課題

である。 

 科目精選を全学で進めることは確定している。中期

計画の計画施策にある「科目の精選」、「授業内容の

精選」に沿った形で、専門部会と執行部で検討をおこ

ない、習熟度別クラス編成の見直し（総合英語など）

と授業計画の再編（健・スポ科目）について具体案を

纏めた。 

［教養教育の成果と改善］ 

【2：R111a02】2．習熟度別教育を教養教

育科目の中に定着させる。さらに、教養教

育の修得状況の思わしくない学生につい

て修得度を改善する。 

施策として以下の取組を実施する。習熟

度別授業の充実、教養教育の修得状況につ

いて「GPA」などの適切な指標を使用した

【2-1：R111a02-1】既存の習熟度別授業の点検評価をもとに、

今後４年間で改善充実すべき課題を抽出する。総合英語と数学

と物理学に加え、習熟度別授業として実施すべきカリキュラム

を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 大学教育センター基礎教育運営委員会では、総合英

語部会と自然系専門部会に対して、上記の計画にそっ
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学生指導  

 

 

 

Ａ 

た分析と検討を依頼し、9月～10月に各部会から検討結

果を得た。 

総合英語での習熟度別クラス編成は、平成24年度か

らの非常勤講師時間大幅削減計画と合わせて考える必

要があることから、卒業単位数の学部間統一やレベル5

の撤廃と同時にレベル内での柔軟な授業方法、e-ラー

ニングの拡充を含む提案が部会からなされた。 

自然系科目では、工学部（及び一部農学部）を対象

とした数学・物理学特別クラス以外のクラスの可能性

を検討した。現在、農学部・理学部での理系基礎科目

は既修者向けと初修者向けの科目が立っていて、これ

らも広い意味での習熟度別クラスと考え、学生の学力

に対応した多様なシステムを積極的に維持していくこ

ととした。 

情報関連科目では、従来学部によっては2年次開講で

あったものを全学部で1年次開講をめざし、内容も一定

の基準を用意する方針を立てた。 

【2-2：R111a02-2】大学教育センターは、GPA制度の確立に向

け、新たな制度設計を行い、全学に提案する。同時に、教養教

育におけるGPA制度の運用システムを構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 GPA WGと全学シンポジウムでの議論、他大学視察（信

州大学、国際基督教大学、上智大学、静岡大学）の結

果から、GPA導入に向けてはその目的を明確にして全学

的合意を得ることが重要で、そのためには、まず、茨

城大学方式のものから始めることが大切であることが

共通認識となった。その目的としては、学生の修学・

履修支援の一つのツールとして利用すること、そのた

めに必要な関連装置（履修支援体制やCAP制度、など）

を同時に整備することが必要との認識に至った。これ

らを着実に進めるためには、当初の計画を少し変更す

る必要があることでも一致した。同時に、WGの検討状

況を全学教育改革推進会議に適宜報告することも確認

した。 

 GPA WGにおける検討、全学シンポでの議論及び他大

学への視察結果から、制度設計の方向性が定まりつつ

ある。 

［専門教育内容と方法の改善］ 

【3：R111b03】3．カリキュラムやコース

毎に教育目標とその達成基準を明確にし、

目的の人材を育成する。 

施策として以下の取組を実施する。学

習・教育目標の達成基準の策定 

【3-1：R111b03-0】各学部のポリシーに基づいた修得基準を各

学科やコース毎に設定する。修得基準に従って履修必要科目を

設定し、理解度を含めた達成基準を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

人文学部：修得基準の策定に先立って、現行カリキュ

ラムの点検を行った結果、コース再編の必要性が浮上

したため、その具体案の検討に多くの作業と時間を費

やす結果となり、平成23年1月から2月にかけて、現行
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Ａ 

のコースの再編を含めた見直し案がそれぞれの学科会

議に提案された。大枠の方向は定まりつつあるが、一

部科目群の見直しやコース・ゼミ所属時期の見直し等

も論点であり、検討作業に一定の時間を要したため、

決定は平成23年度初になると考えられる。これらの検

討を受けて各ポリシーの見直し、修得基準の設定へと

作業をすすめ、学部決定する流れを想定しているが、

大学執行部の「新学部構想」の検討が進行すると、以

上のような作業が水泡に帰し、全面的な見直しが再度

必要になるのではないかと強く危惧される。 

 修得基準の策定に先立ってコース再編の検討作業が

行われ、具体案の作成・決定までに多くの時間を要し

た。そのために遅れ気味の進行となった点にはやむを

えない面があったが、大学執行部による突然の「新学

部構想」の検討開始決定は、本学部のコース再編にも

とづく担当者の作業との間で矛盾を生じ、作業遅れの

原因となった。今後も工程表にもとづく作業の進行を

阻害する恐れが大きいので、第2期中期計画の円滑な達

成には、同構想の検討を中止する必要がある。 

 人コミ：学科内カリキュラム改革等WGを設置し、WG

として現行カリキュラムの点検評価ならびに学生アン

ケートを行った。その結果、現コースの教育は学生の

満足度の高さなど評価できる点も少なくないものの、

学生のコース所属に大きな偏りがあり、現行のままで

は改善が難しいことを確認した。また、カリキュラム

に関しては、①コース所属時期と「基礎演習」の在り

方、②「コース指定科目」と教養分野別基礎科目との

差別化が難しいこと、③2年生後期に演習系科目がない

コースがあること、の問題点を確認した。そこで、コ

ース再編と並行してこれらカリキュラム上の問題点に

ついて、学科・各コースの意見をもとにWGにおいて検

討し、WG案を学科会議に提案・審議し、学科の承認を

得た。また、学科・コースの教育目標の実現のために、

学科ディプロマポリシーをもとに学科カリキュラムポ

リシーの見直しとともに、学科カリキュラムの科目群

の在り方・位置づけを検討し、緩やかな積み上げによ

る4年一貫教育をより実質化するために新たな科目群

を組み込んだ履修基準(案)を策定し、学科会議に提

案・審議し、学科の承認を得た。すなわち、(1)コース

所属時期は現行どおり2年生後期からとする、(2)「コ

ース指定科目」を廃止するとともに、現行の「コース

指定科目」が担っている教養教育からコース所属への

橋渡しの機能は、授業以外にコース教育の情報提供の

場を設けることとする、(3)2年生後期に全コースに演

習系科目を設置する、(4)コースでの学修に必須の科目

4～6単位の｢コース必修科目｣を新たに設ける、(5)コー

ス所属前の2年生前期に専門分野の概論的内容を扱う
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｢推奨科目｣（仮称）を設置する、(6)3年生以上対象の

専門科目Ⅱを履修条件付き科目群（履修するためには

関連する専門科目Ⅰ（2年生から履修可）を事前に履修

しておくという条件）とする、こととした。なお、学

科の各ポリシーならびに履修基準（案）は、学科ディ

プロマポリシーに基づくカリキュラムチェックリスト

による授業科目の見直しならびに各コースのカリキュ

ラムマップ作成の過程で、若干の修正はあり得るもの

と考えている。 

 新学部構想や大震災により、当初の計画を平成23年3

月末までに確定することはできなかったが、若干遅れ

て平成23年4月学科会議において概ね確定できた。 

 人社：学科拡大将来計画委員会を設置し、現行カリ

キュラムの点検評価を行い、改善課題を学科会議に提

示し、意見を取りまとめながらコースの再編の必要性、

カリキュラムの改善課題を確認していった。結果、現

行4コースを3コースに再編し、教育体制の充実と質保

障の確保を実現するめどが立った。なお、コース所属

の半年前倒しなどについて検討中である。 

 平成23年3月末までの確定は難しいが、来年度初めま

でには確定の見込みである。 

教育学部：学部内イノベーション基本デザインWGに教

務委員長が参加する形で、新カリキュラム設定のため

の基礎的作業を遂行した。中央教育審議会「教員の資

質能力向上特別部会－審議経過報告」で検討事項とし

て示された諸事項が設定されるのを待って具体的なカ

リキュラム改革に着手することになる。 

 新カリキュラム設定のための基礎的作業は十分に行

われた。 

理学部：平成22年度教育課程中期計画策定WGが中心と

なって、学部1年生の基礎科目の見直し・検討を行った。

その答申に基づき、教務委員会で各コースのカリキュ

ラムの改訂が行われ教育会議運営委員会において了承

された。 

平成22年度教育課程中期計画策定WGが中心となっ

て、学部の専門科目の見直し・検討を詳細に行った。

WGの答申に基づき、教務委員会で各コースのカリキュ

ラムの改訂が行われ、特に生物科学コースで専門科目

の標準科目と発展科目の修得上の区分をなくした。今

年度の所期の計画は達成されたと判断される。 

工学部：工学部のアドミッションポリシー、カリキュ

ラムポリシー、ディプロマポリシーを確認し、その目

標達成基準の明確性と実現性を確認した。各学科のア

ドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディ

プロマポリシーが工学部ホームページに掲載され公開

されている。毎学期の終了後に、授業点検評価がなさ

れ、教員間、さらには学生も共通理解を深めつつある。
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農学部：農学部教務委員会では、各カリキュラムにお

ける卒業要件に関する修得基準について検討し、教養

科目以外の専門科目についての基準、特に専門基礎科

目と専攻科目（必修科目、選択必修科目、選択科目）

の履修必要単位数を、CAP制度等を考慮しながら、また

GPA制度の導入を想定しながら設定した。また卒業論

文、外書購読、プレゼンテーションゼミの履修要件と

して3年次終了時における総取得単位数を4カリキュラ

ムで設定した。以上のことを履修案内および履修の手

引きに掲載し、4月の新入生ガイダンスおよび2年生、3

年次編入学生ガイダンス時に教務委員を通じて説明し

た。一方、卒業論文、外書購読、プレゼンテーション

ゼミの履修要件を設定していない他2カリキュラムに

ついては、今年は3年次終了時における標準取得単位数

として設定し、4月のガイダンス時に教務委員を通じて

説明した。 

 順調に進んでいると判断される。 

【4：R111b04】4．学士課程教育の修得状

況が悪い学生について、修得状況の向上を

図り、卒業生の質を確保する。 

施策として以下の取組を実施する。学習

管理制度を導入し各年次において修得状

況を把握し改善、卒業研究単位の実質化、

CAP制の実質化、「GPA」活用拡大のための

環境整備 

【4-1：R111b04-1】各学部は、独自の学習管理制度を制定し、

収集されたデータを活用して修得状況を把握する方法を設計

する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

大学

Ｂ 

 

学部

Ａ 

◇電子ポートフォリオの基幹システムを構築し、3月末

に動作テストを行う。また、来年度の各学部単位のカ

スタマイズに向けて所要のデータ項目の整理及び情報

取得の仕組み及び指導上の運用方法を検討した。 

人文学部：学士課程教育の修得状況が悪い学生につい

て、修得状況の向上を図り、卒業生の質を確保するた

めの施策として今年度は以下の取り組みを実施した。

①学部独自の学習管理制度を制定し、学生の学習状況

や学習上の問題点を把握するために利用できるデータ

を収集する。②その上で、収集したデータをすでにあ

るものと、今後入手することができるものとに分けて

リスト化する。③その結果を踏まえ、どのようなデー

タをどのタイミングで収集すれば的確な状況が可能と

なるかを考える。 その結果、以下の結果が得られた。

現在までに実施されたアンケートは、調査の結果次の

ようなものが挙げられる。 

・茨城大学学生の生活に関するアンケート 

・カリキュラムFD委員会が実施する授業アンケート 

・学生委員会が実施した卒業年次者対象のカリキュラ

ム修得状況に関するアンケート 

・教務委員会が実施した主題別ゼミナール、基礎演習

履修者対象のアンケート 

調査の結果、現在の制度では、学生一人一人の修得

状況については、教務委員会マターではなく、学生委

員会が本部の照会のうえ、単位修得状況が一定基準に
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満たない学生を把握していることが判明した。そのデ

ータについては現在のところ両委員会が共有して活用

する状況にはなっておらず、これこそ今後改める必要

性が明確になった。今後両委員会が共通の場で議論し、

新しいシステムを構築することが求められる。 

今回の調査により、学生の状況を把握するためにど

のようなアンケートが実施されているかが整理でき

た。また、これらのアンケートが別の委員会によって

実施され、結果の共有等がなされていないという問題

点も明らかになった。来年度以降、学習管理制度の構

築に向けての具体的な検討が始まるが、そのための前

提となる情報と問題点の把握はなされたと考える。 

教育学部：入学生オリエンテーションで当該学生に対

して履修カルテを配布・解説するとともに教員に対し

ても使用法の解説をし、学生の指導を開始した。次年

度当初に履修カルテを記入することになるので、教務

委員会でも注意を喚起し、また平成23年2月23日に履修

カルテ記入のためのFDを実施した。 

 今年度は次年度履修カルテを記入するための期間で

あり、数度にわたって記入及びそれに基づく指導につ

いて徹底することができた。 

理学部：在校生ガイダンスは、全コースで4年生以上を

含めて実施する体制を作り、これまでに比べて充実さ

せることが出来た。このガイダンスでの個人面談の内

容を記録した用紙は学務係に集約されており、データ

ベース化の基礎が確立された。 

 在校生ガイダンスは、全コースで4年生以上を含めて

実施する体制ができた。また、ガイダンスでの個人面

談の内容を記録した用紙は学務係に集約され、データ

ベース化の基礎が確立されたといえる。 

工学部：学習管理の向上を目指し、各学科で実施済み

(実施予定も含む)の学習管理ポートフォリオの検討を

行った。主としてJABEE受審済みの学科など、ポートフ

ォリオを導入している学科のポートフォリオを参考に

学習管理に必要なデータの検討を行った。それを基に、

各学科での卒業要件判定機能などを盛り込んだWEB版

ポートフォリオの仕様を決定した(H23年3月完成済み)

 JABEE受審済みの3学科など、すでにポートフォリオ

を導入している学科の例を参考に学習管理に必要なデ

ータの検討が行われ、各学科での卒業要件判定機能な

どを盛り込んだWEB版ポートフォリオの仕様決定を決

定し発注したので、きわめて順調に進んでいると判断

する。 

農学部：農学部独自の学生担任制度（従来の学科長が

中心になって、学生の授業出席状況や勉学状況を定期

的にモニターする制度に加えて、今年度から学生担任

制度を始めた）を本年度から導入した。その際、学生
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担任予定者には事前に学生担任業務内容の説明会を開

催して周知した。4月の授業開始後、農学部教員が担当

する全科目の授業出席状況について授業担当教員から

逐次学科長への報告、また学生担任と学生の個人面談

による農学部全学生の単位修得状況の把握等、農学部

独自の学習管理制度の試行を開始した。 

 従来の学科長が中心になって、学生の授業出席状況

や勉学状況を定期的にモニターする制度に加えて、今

年度から学生担任制度を始めたことは意義があると言

える。 

【4-2：R111b04-2】卒業研究における最低学習時間と指導時間

を点検する。学生に卒業研究学習記録を作成させるシステムを

構築する。卒業研究成績判定資料を作成し、保存するシステム

を構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：卒業研究指導の実質化に向けて、今年度は

その実態把握を行うこととし、下記のようなアンケー

ト調査を企画・実施した。調査項目は、今年度担当し

ている卒研指導対象学生数、ここ数年の卒業研究指導

経験に基づいた卒研指導の形態・頻度、4年生の専門演

習への出席状況、卒論指導に十分な時間を確保できて

いるどうかについての教員の自己評価と総合的な自己

評価、および卒研指導に関わる自由意見、である。調

査実施時期は平成22年12月であり、人文学部教員50数

名からの回答が得られた。今年度の活動により、卒業

研究指導の実態が把握できた。調査の単純集計結果は

自由回答内容も含めて平成23年2月の学部教務委員会

に提出済みである。この調査結果の分析を手始めとし

て、卒業研究指導に関わる問題点、課題を整理してい

くことが来年度以降の事業計画になるだろう。 

 今年度の活動により、卒業研究指導の実態が把握で

きた。指導の実質化ということで、指導時間のことに

注意が向きがちであるが、卒業研究の位置づけは学部

のコンセプトに深く関わっており、将来計画委員会に

おける議論が必要だと考える。また、卒業研究の単位

の取り扱いは、9月卒業制度の運用にも関わってくる問

題である。今年度の活動をとおして、これらの検討の

ための材料を得ることができた。 

教育学部：学部内の卒業研究指導について調査した。

特色のあるものとして特別支援教育コース及美術教育

選修の指導事例をもとに平成23年2月23日(水)にFD研

修会を行った。また教務委員会で卒業成績判定資料及

び保存システムについて議論を行い、課題を抽出した。

次年度前期にさらにシステム構築を行い、後期から実

施する予定である。 

 卒業研究指導の調査とそれをもとにしたFD研修会の
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開催において目的は達成された。学習記録、成績判定

資料、保存のシステムを、必要に応じてそれぞれの課

程やコース、選修に適したものへとさらに改善するこ

とが望まれる。 

理学部：各コースでは各分野の特色を活かした卒業研

究の実質化を検討した。特に、地球環境科学コースの

JABEEプログラムでは作業月報と研究ノートを毎月提

出させ、確認、指導を行っている。 

 今年度の計画は検討が主計画であったため、すでに

実行しているJABEEプログラム以外は検討のみであっ

た。各コースでは、コースの特徴を活かした卒業研究

の実質化の検討がなされた。 

工学部：工学部では、JABEE受審済み及びこれから受審

する学科において、JABEEプログラムに沿った卒業研究

における最低学習時間の点検や卒業研究成績判定をす

る仕組みを有しており、これらの調査から正確で効率

的システムの検討を行なった。これらの結果をもとに、

学生に卒業研究学習記録を作成させるシステムの構築

を検討し、同様に資料を保存するシステムの構築を提

案した。 

 全学科で技術者教育の国際水準を示すJABEEの受審

を計画し準備を進めており、すでに3学科が受審を終え

た。卒業研究における最低学習時間の記録保存とその

点検、それも考慮した卒業研究成績判定の仕組み等、

各学科で取り組まれるようになり、順調に改善が進ん

でいる。 

農学部：農学部教務委員会と教学支援ワーキンググル

ープでは、卒業研究における最低学習時間の点検が必

要な学生が少ない割合であるが存在するため、卒業研

究のみならず通常の授業についても学生の予習復習に

関わる学習時間数を把握する必要があるとの認識に至

り、来年度に向けての勉強時間に関する学生アンケー

トの策定を行うこととした。今年度中にアンケートを

作成し、来年度から実施する予定である。 

 従来は、公開の卒業研究発表会での発表内容から、

間接的に卒業研究での研究時間や成果等を推定・把握

してきた。また、大半のカリキュラムでは、学会発表

を視野に入れた指導を行っており、卒業研究の実質化

は十分になされていると判断される。しかし、卒業研

究における最低学習時間の点検が必要な学生が少ない

割合であるが存在する。現在、そのような学生を考え

た調査・点検システムの構築を検討している。 

【4-3：R111b04-3】現行のCAP制度の運用を確認し、学部での

実質的運用制度を決定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 人文学部：最初に本学部での学生の実際の科目登録状
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況や、他学部での指針の内容や運用状況等を調査した

ところ、現行の定めと実情には隔たりがあり、実質化

にはライブキャンパスをとおした運用が必要なことが

明らかになった。これを受けてカリキュラム・FD委員

会では、実質化のための具体案を作成・提示し、両学

科のFD研究会で議論してもらうことによって、一定の

土台を形成することができた。ライブキャンパスをと

おした全学的な運用方針が示された段階で、それとの

すり合わせを行いつつ、平成23年度の早い段階で学部

方針を決定する必要がある。 

 途中までは作業が順調に進行したが、実質化にはラ

イブキャンパス上で実際の科目登録を制限することが

必要なことが明らかになったため、実質化策の検討に

までは至ったものの、そこから前に進めなかった。ラ

イブキャンパスをとおした運用方針を全学で立てたう

えで、各学部がそれに沿って実質化の具体策を決定す

るような流れに、工程表を改める必要がある。 

教育学部：現在のCAP制度の運用について入学時のオリ

エンテーションで上限58単位の指示を行い、また現在

各学生の遵守率を調査中である。このCAP制については

全学の「実質化」に関する方針（GPA制度に関わるもの

も含む）の提示を待って学部の方針を検討することに

なる。 

 CAP制度の運用はすでに運用されており、これがどの

程度実施されているかを確認する作業を行ったことに

よって、目標は達成された。 

理学部：全学教務委員会の検討状況を踏まえて、理学

部で検討を開始する用意をしている。同時に、各学年

で取得可能単位の大まかな上限を設け、理学部ガイダ

ンスにおいては、それに沿った履修指導をしている。

 CAP制度の実質化は全学教務委員会の方針を受け、実

行する予定である。 

工学部：平成22年度第7回工学部教務委員会で工学部履

修要項にあるCAP制に関する記載内容とその運用状況

を確認すると共に、各学科から学生に再度周知するこ

とにした。記載内容修正の必要性については、密接に

関連する全学的GPA制度の検討結果を踏まえて検討す

ることとした。 

 現行のCAP制度の運用についての確認は完了した。次

年度に向けて実質化の学部方針を決定する必要があ

る。CAP制度は、個々の学生の修学状況と履修計画に関

するポートフォリオによる指導とGPA制度の導入に関

連づけて、効果的な運用を検討してゆきたい。 

農学部：農学部教務委員会では、半期に受講可能な上

限単位数を検討し、29単位とした。今年から農学部履

修案内に、履修上限単位数およびその根拠について記

載し、4月の新入生ガイダンス（水戸地区）、2年生お
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よび3年次編入学生ガイダンス（阿見地区）時に教務委

員を通じて説明し、履修計画の指導を教務委員と学生

担任で実施した。これは学生教学支援の一環として導

入した「学生担任制度」の取組みで、CAP制度の周知を

図った。平成23年度から本格運用を開始する予定であ

る。順調に進んでいると判断される。 

【4-4：R111b04-4】大学は、全学で共通に運用できる改善され

たGPA制度を設計し、全学に提案する。制度導入のための条件

を整理する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文学部：8月に全学のGPA検討WGから行われた提案に

対して、問題点などの洗い出し作業と構成員からの意

見聴取作業を行い、教務委員会をつうじて同WGへの意

見反映をはかった。各コースのFD研究会や両学科のFD

研究会でも議論を行うことによって、構成員の理解促

進につとめるとともに、実情に即したあり方の検討を

行った。全学WGから示されると思われる新たな案に基

づいて、具体的な提案等を行うのが平成23年度に引き

継がれた課題である。 

 GPAの活用については、その目的や望ましいと思われ

る方法など、学部構成員のあいだにさまざまな見方や

意見があるほか、いかなる制度設計をするかによって、

成果と問題の双方が表れてくると考えられる。全学WG

から行われた提案は、一つのたたき台として評価しう

るものであったが、本学部の学生実態や教員側の見方

からすると、大幅な修正等が必要と考えられる。ただ、

基本的には一定の理解は進みつつあるので、より実態

に即したWG案の提示が、目標達成の鍵と考えられる。

教育学部：全学からの意見聴取に応じて検討を行った。

今後は全学のGPA制度の方針の提示を待って、学習管理

制度を機能させるための学部としての検討を行う予定

である。 

 今後は全学のGPA制度の方針の提示を待って、学習管

理制度を機能させるための学部としての検討が行われ

る。 

理学部：全学教務委員会から提案されているGPAに関し

ては、本委員会で検討した。その際には問題点等も(5

段階・6段階評価の混在等)指摘された。その後は、全

学教務委員会からの結論を待っている状況である。 

 全学教務委員会から提案されているGPA制度につい

て検討を加え、問題点を整理している。GPA制度は全学

の方針を受けて実質化していく。 

工学部：工学部として制度導入にあたっての問題点を

抽出した。GPA制度を学生の学習支援および履修指導の

一手段として活用するが卒業要件とはしない。学部内

で共通認識が醸成されつつあり、優秀学生奨学金受給
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者の選抜にもGPAに準じた評価（分母が取得単位数の

み）が使われた。 

 工学部構成員において本制度導入に向けての共有化

がある程度達成された。 

農学部：農学部教務委員会および教学支援ワーキング

グループにて農学部で運用するGPA制度の内容につい

て検討した。また、GPA制度導入のために必要となる学

習支援としての学生担任制度や成績申立制度の確立、

保護者との成績情報の共有化を図るための保護者への

成績一括送付システム等を整備した。なお、全学での

GPA制度導入の進捗状況に併せて内容およびスケジュ

ール等の見直しを検討することとした。 

 GPA制度導入のために必要となる、学習支援としての

学生担任制度や成績申立制度の確立、保護者との成績

情報の共有化は、重要な成果である。 

大学教育センター：GPA WGと全学シンポジウムでの議

論、他大学視察の結果から、GPA導入に向けてはその目

的を明確にして全学的合意を得ることが重要で、その

ためには、まず、茨城大学方式のものから始めること

が大切であることが共通認識となった。その目的とし

ては、学生の修学・履修支援の一つのツールとして利

用すること、そのために必要な関連装置（履修支援体

制やCAP制度、など）を同時に整備することが必要との

認識に至った。これらを着実に進めるためには、当初

の計画を少し変更する必要があることでも一致した。

 全学シンポやWG案を通して、全学での意識の向上を

図ることができ、GPA導入に向けての環境整備を行うこ

とができた。 

理工学研究科：大学院での制度導入は、工学部での運

用との整合が必要であり、工学部との意識の共有を図

った。理工学研究科での運用制度の具体的プロセスの

検討は未着手である。 

 大学院での制度導入は工学部と基本的には同じ方針

とする予定であり、工学部での導入の具体化に準じて

検討を進めることで達成可能である。 

［専門教育の成果と改善］ 

【5：R111b05】5．学部の各ポリシー実現

のため教育課程を改善するとともに、国際

化を図って、国際感覚を身に付けた人材を

育成する。 

施策として以下の取組を実施する。一貫

カリキュラムとカリキュラムツリーの改

善やコアカリキュラムの設定、工学部

JABEEの拡充、授業参観や授業ピアレビュ

ーの導入などによる授業改善とFD、国際化

に対応するカリキュラムの構築とFD 

【5-1：R111b05-1】一貫カリキュラムとカリキュラムツリーを

学部目的に照らして見直し、改善して、平成23年度実施案を作

成する。その中で、コアカリキュラムを明確にし、授業の精選

につなげる。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

人文学部：年間を通じて、平成24年度スタート予定の

新カリキュラム策定の活動に取り組んだ。両学科での

議論をにらみながら委員会としては通常のカリキュラ

ムと並行して動かす学部共通のプログラムの企画に取

り組んだ。就業力GPが採択されたこともあり、就業力、

国際教養、地域社会をテーマとする3つのプログラムと
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既存の日本語教育プログラムをあわせて合計4つのプ

ログラムをカリキュラムに組み込む準備は整いつつあ

る。また、平成23年2月の教授会において提案された両

学科の新DP案はその後の両学科における議論を通じて

修正が加えられた。当初の予定では3月の教授会で新DP

に基づくカリキュラムチェックリストを策定し、プロ

グラム制度を含む新カリキュラムの概要が確定するは

ずであった。しかしながら、「実施記録」で述べたよ

うに、年度計画とは全く無関係な「新学部構想」の出

現、及び予想だにしなかった大震災によって議論は大

幅に遅れ、年度内に計画を達成することはできなかっ

た。ただし、今年度積み上げた議論は次年度に継承さ

れ、体系的でありながら幅の広さと実用性を兼ね備え

た新カリキュラムがまもなく策定される予定である。

 平成24年度スタート予定の新カリキュラム策定にむ

けて、熱心な議論を重ねてきたことは評価される。今

年度は委員会外部の状況変化により、予定が遅れるこ

ととなったが、来年度以降、この議論の成果を実施プ

ロセスに移行することは十分可能である。また就業力

GPなど、新規3プログラム企画についての検討も重ねら

れており、両学科の新DP案の提案・修正など、着実に

計画に沿った活動が展開されている。 

 人コミ：カリキュラム改革・コース再編について資

料収集・検討・学科への提案を行う組織として、学科

長を座長とした学科内カリキュラム改革等WGを組織

し、現行のカリキュラムについての点検評価、2～4年

生対象の学生アンケートを行い、カリキュラム改革・

コース再編の検討に資する資料をまとめた。また、そ

れらの資料ならびに学科・コースでの検討結果をもと

に、WGにおいてコース再編案2案を策定し、学科に対し

て提案し、現行の学科・コースの資産を継承でき、か

つコース・プログラム制に対応しうるコース再編とし

て、新6コース案を学科で決定した（H23.2.9学科会議）。

またカリキュラム改革においては、コース所属時期は2

年生後期からとする（現行どおり）、現行の2年生前期

の必修科目である「コース指定科目」を廃止する、2

年生後期に全コースに演習系科目を設置する、「コー

ス必修科目」枠の新設とその具体的科目のほぼ確定、2

年生前期に「推奨科目」（仮称）を配置すること、な

どを検討の上決定した（H23.2.9、4.13学科会議）。ま

た、学科ディプロマポリシーの確定と、それに基づく

学科カリキュラムポリシーならびに学科の履修基準も

ほぼ確定できた。今後、各コース主要授業科目のカリ

キュラムチェックリスト作成を行うことにより、学

科・コースの授業科目の見直し作業を行いながら、各

コースのカリキュラムマップを作成することとなる。

 当初の計画のうち多くは予定どおり達成できた。全
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ての計画を平成23年3月末までに確定することは難し

いが、若干遅れて平成23年度初めまでには達成する見

込みである。 

 人社：カリキュラム改革・コース再編について他大

学の調査・検討・学科への提案を行う組織として、学

科長を座長とした学科拡大将来計画委員会を組織し、

現行のカリキュラムについての点検評価、カリキュラ

ム改革・コース再編の検討の会議を重ねた。また、学

科・コースでの検討結果をもとに、WGにおいてコース

再編案を策定し、学科に対して提案した。結果、現行

の4コースを3コースに再編することが決定した。また

カリキュラム改革においては、コース所属時期、ゼミ

所属時期の半期前倒しを検討中である。現行の教養科

目及び専門科目の再編成に向けて検討中である。今後

は、学科ディプロマポリシーの確定と、それに基づく

各コース主要授業科目のカリキュラムチェックリスト

作成を行うことにより、学科・コースの授業科目の見

直し作業を実施しながら、各コースのカリキュラムマ

ップを作成することとなる。 

 4コースを3コースにするという学科再編案の大枠は

決定したが、カリキュラムの改善等の細部の検討に遅

れが見られる。しかし、現在カリキュラム改革につい

ては検討が進んでいるということであり、細部の詰め

が完了すれば目標の達成は可能であると判断できる。

教育学部：一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの

点検については、シラバス作成と連動しながら実施し

た。またその際にはコアカリキュラムを明確にしたカ

リキュラム構造図の確認も行った。 

 一貫カリキュラムとカリキュラムツリーの点検及び

コアカリキュラムとしての構造図の確認を行ったこと

で目的は達成された。抜本的なカリキュラム改革の前

提となる教員養成制度改革の見通しが不分明なため、

当面、現行カリキュラムの中で更なるカリキュラムの

系統化と授業科目の精選をすすめることになる。 

理学部：WGの答申が出て、教育会議運営委員会で了承

された。その結果、各コースで分野の特徴を踏まえた

一貫カリキュラム、特にその初年度教育を整えること

が出来た。 

 平成22年度教育課程中期計画策定WGの内容に沿った

形で各コースで分野の特徴を踏まえた一貫カリキュラ

ムの検討を行っており、所期の計画はほぼ達成された

と理解する。 

工学部：各学科でカリキュラムを精査、検討し、カリ

キュラムを説明できる図を作成した。また、この図中

にコアカリキュラムを示した。 

 工学部では、以前よりJABEE受審を目指して(既に認

定済みの学科有り)カリキュラムの精査、検討を行って
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きている。各学科とも充分検討を行っていると判断す

る。各学科がカリキュラムを説明できるような図を作

成し、その中でコアカリキュラムを示した。今度は、

その実質化を図り、点検評価改善を行う。 

農学部：平成23年3月4日までに15回の将来構想委員会

と4回の教員懇談会を開催し、改革案を作成している。

大枠の基本設計は、一括入試制度、初年次教育（第1

ステージ（100番台科目））の強化、4コースカリキュ

ラム制度（第2ステージ：200～300番台科目）、研究ユ

ニットによる専門教育（第3ステージ：400番台科目）

となっている。カリキュラム設計では、科目番号制を

導入し講義の前後関係などを明確化し、講義科目の連

続性がわかるようにする。これらにより、カリキュラ

ムの一貫性が誰にでも明確になり、カリキュラムツリ

ーや専門に最小限必要なカリキュラムの把握が簡単に

できるようになる。初年次教育に必要なカリキュラム

と4コースカリキュラムを検討し、具体案の作成に移行

している。大枠のカリキュラムを作ることで、次年度

以降教務委員会などと共同し、さらに内容に踏み込ん

だものの作成を行える基礎部分を作ることまで進んで

いる。 

 一括入試と初年次教育の強化に関しては、入学する

学生にとって多様な教育に触れる良い改革案であると

考えている。大学教育を入学時から3ステージに分け、

番号制カリキュラムを割り振ることで、カリキュラム

体系が明確化できた。一括入試制＋4コース制の具体案

の検討を同時に行っているが、改革案が認められれば、

さらなる科目精選を行い、実行できる具体案に移行で

きる。改革案の合意形成に時間がかかっているのが、

遅れにつながっている。具体案の作成について着手し

ている。全教員の合意が得られれば、具体案の実現化

に向けた作業を行う予定である。先のカリキュラム改

革以降、現システムでのカリキュラムツリーは整備さ

れている。平成25年度をめざした学部改組での新カリ

キュラムを作成中である。 

【5-2：R111b05-2】既存のJABEEプログラムも含めて、年次進

行でJABEE受審計画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 工学部では、電気電子工学科が平成22年10月にJABEE

を受審した。平成23年度には機械工学科・都市システ

ム工学科の両学科が継続の受審を予定し、自己点検の

各基準の分担教員が各工程に沿って作業を進めてお

り、その他の学科は受審年度を決定し準備を進めてい

る。但し、平成22年度末に起こった平成23年3月11日の

大震災の影響で、例えば次年度受審する機械・都市両

学科とも同年4月上旬現在、作業がすこし滞っている部



－36－ 

分もある。 

【5-3：R111b05-3】授業改善のため、授業参観や授業ピアレビ

ューなどの制度を導入することを検討する。既に実施している

学部は制度の充実を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：前学期と後学期のそれぞれに授業参観が試

行実施され、円滑に終了した。すべてのコースから参

観科目が張り出されるとともに、参観者も徐々に増加

する傾向が見られ、試行実施の成果があがった。また、

学部FD研究会では授業参観に先進的に取り組んできた

静岡大学人文学部から講師を招聘したほか、コース別

FD研究会や学科FD研究会でも議論を行うことにより、

来年度からの本格実施に向けて要綱案の策定準備を進

めた。 

 本学部における授業参観の試行実施は成功してお

り、定着段階に達しつつあると考えられる。要綱案の

策定準備もすでに行ったので、工程表どおりに進行す

ること（平成23年度に本格実施のための制度設計を完

了させ、平成24年度から運用すること）には、まった

く問題がないと考えられる。 

教育学部：授業参観に関してはシステムを確立してお

り、前期7月6日(月)～17日(金)、後期12月6日(月)～17

日(金)の期間を設けて授業公開とそれに基づくピアレ

ビューを行った。また平成23年2月23日に実施された卒

業研究指導に関するFD研究会は、それらの発展として

の卒業研究指導に対するもので、特別支援教育コース

及び美術選修の事例を検討することで、一歩踏み込ん

だFD研修会となった。2月23日に実施されたFDは、卒業

研究の指導体制について、全員の教員が成果物に対し

て評価を行って、実質的に卒業研究指導のピアレビュ

ーとなっている美術選修の事例を検討することで、一

歩踏み込んだFD研修会となった。 

 ピアレビューが現実にはどのような姿でありえるか

という事例を提示することで、目標は達成されたと考

える。 

理学部：ほぼ全部のコースにおいて授業参観を行なっ

た（専用の記録用の書類を配布した）。そのfeedback

は、参観を受けた授業担当者に直接伝えられた場合や、

コースFDで議論された場合があった。さらに、学部FD

でも、その内容が紹介されたものもあった。コースFD

は、全コースで適当な時期に開催され、学部FDは、平

成23年2月21日に行われた。コースFDは、コースごとの

これまでのやり方に従って異なるテーマで行われた。

学部FDは、今年度の活動内容、アンケート分析、学生

モニター会の各報告、そして各コースFD内容の紹介、

という順で進められ、最後の全体議論の中で授業アン
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ケートの課題などが話し合われた。 

 ほぼ全部のコースにおいて授業参観を行うととも

に、学部FD、授業アンケート、アンケート分析、学生

モニター会等を実施しており、計画通りの進捗である。

工学部：各学科の教育改善委員を通じて授業アンケー

トにおける授業満足度、理解度、単位取得率等の調査

を行い、各授業科目毎のピアレビューを行った。教育

改善委員会においてその結果を検討し、調査方法、調

査項目を含めて授業改善に向けた問題点の洗い出しを

行った。また、教員による授業参観を行っているメデ

ィア通信工学科の状況を同学科のFD資料をもとに調査

した。 

 各学科で、学生の満足度、理解度、単位取得率等を

各授業科目ごとに調査し点検評価を行って、教育改善

委員会へ報告している。委員会ではその報告書を精査

して、工学部全体としての点検評価を行い、各学科に

改善提案等を戻すサイクルが確立し効果をあげてい

る。授業参観は検討中で、まだ一部の学科における実

施にとどまっている。 

農学部：次年度から点検評価委員会において優良授業

を選定、教育方法の改善のためのFDとして公開授業を

実施し、レビューする。 

 教員間において公開授業を実施し、レビューするこ

とに対する意義とその評価方法に対する考え方に違い

があるものの、教育方法の改善のためにこのような取

り組みは必要であるとの認識は浸透しつつあると思わ

れる。優良授業を選定された教員が公開授業として同

意して頂き、さらにレビューされることに前向きであ

ることを期待している。昨年度に実施した「教員間授

業公開」を点検評価して、改善したシステムで運用す

る予定である。 

【5-4：R111b05-4】学部の目的に照らして、教育カリキュラム

の国際化の課題を抽出する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成21年度最後の教授会で国際教養プログ

ラム概念図を提案し、その実現に向けて作業を進めて

いたが、平成22年12月の教授会の将来計画委員会報告

で、より英語に重点を置いたプログラムへのシフトが

示唆された。そのため、現在WGを中心にしてその方向

での細部を含めた検討が行わた。 

大枠はすでに方向が示されているほか、将来計画委

員会との連携をはかりつつ、WGを中心にした検討作業

が細部も含めて進行したので、目標達成は十分可能で

あると考えられる。 

 人コミ：「国際教養プログラム」（仮称）の具体化

の検討において、人文コミュニケーション学領域教員
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が中心的存在として関わって検討が進められ、ほぼプ

ログラムの原案を確定した（平成23年4月）。また、学

科としても「国際教養プログラム」（仮称）に対応し

うるコース再編案を検討し、承認した（平成23年2月学

科会議）。来年度以降も、「国際教養プログラム」（仮

称）の実施に向けて、学科としても積極的に対応して

いくことになるものと考えられる。 

 教育の国際化の課題に対して、国際化対応WG・将来

計画委員会の検討に合わせて、複数の教員ならびに学

科として対応して成果をあげている。 

 人社：「国際教養プログラム」の具体化の検討にお

いて、国際化プログラムWGに社会科学科からも委員に

加わり検討が進められている。また、学科としてはカ

リキュラムの改善過程で対応が可能であれば、「国際

教養プログラム」の実施に向けて、学科としても積極

的に対応していくことになるものと考えられる。 

 国際化対応WG・将来計画委員会の検討に合わせて、

複数の教員ならびに学科として対応した。 

教育学部：教育学部における「国際化に対応するカリ

キュラムの構築とFD」について教務委員会において意

見を聴取した。論点は＜小学校英語への取り組み＞と

＜海外留学した学生への事後指導と留学体験の活用＞

の2つである。前者については、今年度から取り組みを

強化しており、その一環として新たに開講した科目の

履修状況について説明があった。後者については、事

後指導と同時に事前指導も考慮する必要性が指摘され

た。全学的には留学プログラムで事前指導が行われて

いるが、学部としては事前・事後指導や留学体験の活

用は十分に行われていないという課題が析出された。

 上記2点について課題が析出されたのは評価できる。

今後はこのことを前提にどのように対応していくか考

えていく必要がある。 

 学校教育教員養成課程、養護教諭養成課程のような

学校教員免許法の下での教育を主眼とする課程と情報

文化課程、人間環境教育課程では異なる基準があり得

ること、附属学校園における国際化教育の課題を抽出

する方法など、評価項目としての国際化を複数の視点

から位置付けるという課題が議論された。 

 課題の抽出という目標については達成されたと考え

る。 

理学部：平成22年度教育課程中期計画策定WGによって、

検討を重ねた結果、特に初年次におけるコアカリキュ

ラムの基本方針が答申された。これには、理学部卒業

生が国際的に通用すべく理学教養のミニマムが得られ

るよう配慮されている。また、一部のコースではJABEE

の一環として以前より行われている。 

 教育カリキュラムの国際化に関しては、理学部では
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理学部卒業生が国際的に通用すべく理学教養のミニマ

ムを得られること主眼において対応してきている。各

コースで十分な検討がなされたと理解している。 

工学部：国際化対応FDでは元外国籍教員による講演を

予定していたが、該当する教員がいなかったため、

e-learningシステムを用いた英語教育についての講演

に代えて、FD研修会を実施した。 

 e-learningシステムを利用した英語教育の設計は達

成できると考えられる。 

農学部：カリキュラム国際化に必要なカリキュラム構

成等に関する情報収集を行った。また、大学院GPで試

みた教育方法の取組を学部改革案に生かすことを検討

した。具体的には、大学院GPでの、複数国の学生から

なるグループを作って行う授業（演習と実習）を学部

授業科目に適用する検討である。これは、今後の学部

改革案で議論する予定である。 

国際化に関する情報収集は順調に進んでいる。担当

者側からは、具体的な科目構築への情報を提供できる

状況にある。 

大学院修士課程では、カリキュラムの国際化を先進

的に行っており、実践性を考えた授業科目の設定が重

要であることがわかってきた。この修士課程での審議

実績に加えて、情報収集の結果も合わせて、次年度に

は、学部専門教育に導入すべき授業科目の構成が明確

になることが期待される。 

＜大学院課程＞ 

［修士課程の教育内容と方法の改善] 

【6：R111g06】6. 研究科の教育目的を実

現するため教育内容を改善し、国際化を図

る。 

施策として以下の取組を実施する。カリ

キュラムの国際化とFD、教育プログラムの

多様化、大学院共通カリキュラムの充実、

最終試験の実質化 

【6-1：R111g06-1】既存カリキュラムの国際化を図るためFD

を実施し、各研究科の国際化の基本方針を策定する。国際化を

進めている研究科では、その充実を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：FDを平成23年3月2日に実施した。茨

城大学の留学生受入状況、ドイツ、中国、アメリカの

修士課程に関する学位システムやその改革の動向など

を関係教員から話していただいた。その後、専門委員

長がカリキュラムや学位システムの「国際化」は難し

く、教育の質保証という観点での国際化を行うべきだ

との総括的発言を行った。日を改めて専門委員会にお

いて国際化方針の議論を開始する予定であったが、震

災のため委員会を開催できなかった。 

 FDの段階まで計画通りに進行しており、十分達成は

可能であろう。本年度の検討経過では、「カリキュラ

ムや学位システムそのものの「国際化」は難しく、教

育の質保証という観点での国際化を行うべき」という

中間段階での判断もあるとのことだが、いずれにして

もできるだけ高い達成度を目指して検討を進めてほし

い。 

教育学研究科：教育学研究科においては、①教育内容



－40－ 

が、関係する分野における研究等の国際的水準をふま

えているか、②研究科に所属する留学生への教育的配

慮が行われているか、の2点について、特に問題がない

ことが、専修別の検討で確認された。教育学研究科に

おいて「国際的通用性」という意味での国際化を進め

る方向性として、ア）他の国における教員養成教育の

あり方との比較を進める、イ）大学院生の海外体験お

よび国外の学会への参加を容易にする、の2点が抽出さ

れた、次年度計画に予定されているFDのテーマとした。

専門委員会の課題抽出を受けて、第二期中期計画内

での進行について検討した。 

研究科の目的に照らした教育の国際化の課題が抽出

できた。 

理工学研究科：国際的に通用する人材を育成するため

に、現行カリキュラムの問題点を整理し、国際化につ

ながる基本方針作りの準備を行っている。理学専攻と

して国際的に通用する人材とはどのようなものか、ま

た国際的な水準のカリキュラムとは何か等の整理を行

い、基本方針作りをはじめたところである。既存カリ

キュラムの国際化を図るためのFDは未実施である。(理

学系) 

 大学院改組に併せた博士前期課程の英語教育カリキ

ュラム（既存カリキュラムの再編とALCの運用方法）に

ついて検討を開始している。また、語学学習システム

としてe-learningシステムを国際コミュニケーション

演習で導入済み。国際化FDについては、工学部FDと併

せて企画を開始している。 

既存カリキュラムの国際化を図るためのFDを英語教

育に基づいて平成22年12月に工学部FDと共に実施し、

今年度既に実施、進行中のe-learningシステム実施状

況の確認と効果について詳細な紹介、議論がなされて

いる。また、学生の英語教育に対する意識調査も実施

されておりFDにて紹介、議論されている。外国籍教員

については、調査の結果、対象となる大学院課程には

外国籍教員がいないことから、予定していたアンケー

トの実施は別途内容を変更して国際化の基本方針を策

定する本研究科の国際化の基本方針を策定する上で検

討することとした。 

具体的な実施計画の立案が進み、e-learningシステ

ムで一部効果が現れつつある。(工学系) 

農学研究科：7月にボゴール農科大学や国内他大学およ

び文科省によるダブルディグリーに関するFDを実施し

た。また、9月にボゴール農科大学において本取組を発

展させる目的でシンポジウムを開催し、海外の他大学

との共通理解を深めた。 

 インドネシア3大学と連携して「地域サステイナビリ

ティの実践農学教育」（平成19～21年度、文部科学省・
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大学院教育改革支援プログラム採択）のプログラムを

開発してきた。また、JICA筑波と連携して、主にアジ

アの国々からの留学生向けの英語開講コースとして、

「環境共生農学コース」（平成20年10月～平成23年9

月）を実施してきた。このような経緯を踏まえて、ア

ジア地域を拠点にした大学院教育交流を基盤にしたカ

リキュラムの国際化を推進する方針である。インドネ

シア3大学とは、「環境共生農学コース」の内容を土台

にした国際通用基準を満たすカリキュラムの協議を進

めてきてきた。 

 今年度、ダブルディグリー制度を基盤としたインド

ネシアの大学との教育連携推進は、大きく前進させた

と言える。残る課題は、ダブルディグリー制度に対応

できる学則の整備であり、次年度は大学本部との調整

を進めて行きたい。担当者評価はBであるが、責任者評

価はAまたはSと言える。 

【6-2：R111g06-2】第１期から展開している多様な教育プログ

ラムを継続するとともに、研究科の教育目的に照らして、研究

科の充実に合わせてカリキュラムを充実する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：昨年度より実施している教育プログ

ラムの継続は順調に行われた。かつ大学院共通科目の

点検評価に合わせて、教育プログラムの点検評価も平

成23年2月末までに実施した。しかし、充実という点で

は、コース再編の議論の遅れ、学内他機関との議論が

進捗していないといった理由から、多様化の具体的目

処は立っていない。さらに、他大学へ異動した教員の

担当授業が開講できず履修の保証が難しくなっている

サブプログラムが生じているため、既存のプログラム

についてもシステムを見直す必要性がある。 

 教育プログラムの継続やその点検評価は計画通り達

成された。さらなる充実は、関連する事柄の様々な事

情で困難を伴う状況にあるようだが、それらの状況の

打開にそって十分達成可能であろう。 

教育学研究科：授業1年次「地域教育資源開発フィール

ドスタディ」（前期・必修）、「授業展開ケーススタ

ディ」（後期・必修）、2年次「教科コラボレートケー

ススタディ」（前期・選択）は順調に実施された。授

業外の行事としては、10月に公開シンポジウム、平成

23年2月にポスターセッションと講演会を行った。点検

評価関係は、7月前期終了時の授業アンケート、2月に

外部評価および学生・教員参加の反省・検討会を行っ

た。これらをふまえて、7月末から平成23年度の体制、

カリキュラムの検討を開始し、1月末にほぼ決定した。

 大学院GP「地域教育資源開発による高度教育専門職

プログラム」を実施、その成果の点検評価、次年度へ
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の展開、すべて計画通り達成できている。GPの成果を

活かす展望が得られたことは高く評価できる。 

理工学研究科：アカデミックサイエンスマスター

（ASM）、プロフェッショナルサイエンスマスター

（PSM）、サステイナビリティ学プログラムで代表され

る多様な教育プログラムの実施を順調に進めてきた。

今年度初めて、アカデミックサイエンスマスタープロ

グラム（64名）とプロフェッショナルサイエンスマス

タープログラム（5名）の修了生を出した。(理学系) 

 大学院博士前期課程改組の基本方針が徐々に具体化

してきているものの、コース制、プログラム制などの

具体的な検討に入る段階ではない。 

問題点は認識されているが、大学院改組の概算要求

の動向とも一部関係し検討に入る準備（課題抽出等)

段階である。(工学系) 

農学研究科：農学部教務委員会では、地域サステイナ

ビリティ実践農学教育プログラム、サステイナビリテ

ィ学教育プログラムを継続して実施するために、大学

院履修案内への記載を充実させた。具体的には、学生

が履修する際に、大学院共通科目等との区別がわかる

よう、また上記プログラム毎の履修状況を把握出来る

よう、履修計画一覧表の改訂を行った。また、ダブル

ディグリー制度の導入について農学研究科で検討を開

始した。 

【6-3：R111g06-3】第１期から展開している大学院共通カリキ

ュラムを継続するとともに、研究科の教育目的に照らして、大

学院共通カリキュラムを見直し、改善策を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学院共通科目の見直しを行い平成23年度の開設授

業科目を設定するとともに、特別経費（教育プロジェ

クト）を財源として平成21年度から実施してきた2年分

の実績について自己点検評価を実施し今後の課題と改

善方策を明らかにしていく。また、「サステイナビリ

ティ学教育プログラム」の環境省環境人材育成事業と

しての終了年度にあたり、大学院教育部に「大学院横

断型プログラム運営委員会」を設置し今後の継続実施

のための組織的な運営体制を確立した。 

 共通科目の見直し、実施計画の自己点検及び大学院

横断型プログラムの運営体制の整備等着実に事業は進

行している。 

理工学研究科：現在開設の大学院共通カリキュラムを

点検し、更なる充実の可能性について検討している。

大学院共通カリキュラムは今年度で2年目であり、最初

の修了生が出た。(理学系) 

 平成22年度までの実施実績に基づき、受講者の少な

い科目、偏りのある共通科目は廃止し、共通科目に相
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応しいと考えられる科目については新設するなど、大

学院共通カリキュラム・研究科共通科目の実施計画の

見直しを行った。 

大学院共通科目、研究科共通科目の見直しは着実に

行われており、共通カリキュラムの改善は行われてい

る。(工学系) 

【6-4：R111g06-4】最終試験の周知状況、実施状況、試験採点

状況を点検し、実質化の方策を決定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：最終試験の採点基準をすでに定め、

複数審査体制で実施している。大学院生にも「便覧」

において採点基準を示している。しかし、採点結果の

詳細な報告を求めていなかったため、最終試験の実施

状況報告書のフォーマットを作成し、主査に提出して

もらった。それを踏まえて、専攻及び研究科での修了

判定を行った。 

 最終試験実施状況報告書の提出を求めたことから、

採点基準を意識した最終試験が行われるようになった

と考える。それゆえ、良好な成果を上げた。 

教育学研究科：教育学研究科では最終試験・学位論文

審査の基準の周知、実施状況、評価の決定過程のいず

れにおいても、外形的な問題点は見出せない。さらな

る実質化については、公開発表会や抄録等の活用によ

り、外部への公開性を高めていくことが考えられ、次

年度で、カリキュラム改革（イノベーション）の実施

において検討することとなった。 

 最終試験の周知状況、実施状況、試験採点状況を点

検し、さらなる実質化の方策を決定した。 

理工学研究科：最終試験に備え、準備状況を各系で確

認した。各プログラムの修了要件を確認し、具体的な

審査手続き等について確認した。 

学務委員会は最終試験の周知と実施を行うととも

に、全審査報告書の内容を精査した。年度計画は十分

に実施した。(理学系) 

 最終試験の結果を記述するよう「学位論文審査およ

び最終試験審査結果報告書」の様式を見直した。また、

前期課程における最終試験の実施、採点方法の調査を

実施し、その結果をもとに、理工学研究科で共通の最

終試験にかかる履修要項を策定した。 

「学位論文審査および最終試験審査結果報告書」の

改善だけでなく、理工学研究科（工学系）で共通の最

終試験にかかる履修要項を策定したことは、年度目標

を十分上回る進捗である。(工学系) 

農学研究科：主指導教員と2名の副指導教員による研究

指導体制は継続して実施している。また、公開による

発表と最終試験はすべての専攻においても実施した。
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資源生物科学専攻においては、学位審査の基準として

学会発表を在学中に1回を義務づけており、その基準に

合致した場合にのみ修了とした。 

 すべての専攻において、主指導教員と2名の副指導教

員による研究指導体制でもって学生を指導し、修了判

定においては公開による発表と最終試験がすべての専

攻においても実施されており、適正な成績判定がなさ

れている。 

［修士課程の教育の成果と改善] 

【7：R111g07】7．研究科の教育目的に沿

った人材を育成するため、統一した成績評

価基準を導入して達成度を明確にした教

育課程に改善する。 

施策として以下の取組を実施する。人材

育成目的に沿った修了生の輩出、全研究科

間の成績評価基準の統一 

【7-1：R111g07-1】目的とする人材を養成していることを点検

し、改善につなげる。修了生の就職先データや意見の収集と保

管のシステムを点検し、改善する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：専門委員会において就職先データの

収集・保管について点検を行い、データの収集方法に

改善の余地があるとの結論に達した。そこで、調査書

類未提出者について、最終試験の際、さらに修了式の

場において提出を求め、年度末までデータ収集を行っ

た。主査には最終試験の結果報告書等とともに進路調

査用紙の提出をお願いした。 

 修了式が中止となったこともあり、提出を修了時ま

で追求することはできなかった。提出状況を前年度と

比較し、100％の提出を目指したい。 

教育学研究科：大学院修了生の就職先データの収集保

管に関する教育学研究科の実態を専門委員会で報告、

共有した。さらに各専修独自の就職先データの収集保

管システムの実態に関して調査を行い、平成23年2月専

門委員会で報告、共有を行った。また情報収集と同時

に、担当小委員会において、教育学研究科全体でのシ

ステムの改善策を作成した。 

 順調に進み、ほぼ予定した計画は実施した。2月の専

門委員会で担当小委員会で作成された改善案を検討

し、研究科としての改善案を策定した。順調にすすん

でいる。 

理工学研究科：修了生の就職先データの収集と保管に

努めている。 

年3回の進路調査により現役学生の進路動向を把握

するとともに、学務第二係において就職先データの収

集と保管を行っている。年度計画は達成していると理

解する。(理学系) 

 現行稼働している入学情報、教務情報、就職(進路)

情報のデータ項目リストを精読し、データの一元化に

向け、集約・体系化の項目チェックを行った。 

工学部で必要とされる情報の検討については終了で

きるものと考える。(工学系) 

農学研究科：修了生の就職先データの収集と保管を行

う職員（非常勤職員）を手当し、過去のデータを整理
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し、まとめた。就職先データの収集を的確に把握する

ための方策として、学生に個人毎にデータの提供を促

す方策をとった。 

 修了生がどのような仕事に就くことができたかを把

握することは、カリキュラムポリシー、ディプロマポ

リシーの達成度を知るうえで最も重要である。今後も

修了生の就職先データの収集と保管は大変重要な業務

であることから、この業務に従事する人材の確保は大

いに評価される。順調に進んでいると言えるが、実際

の保管業務では、補助要員が必要である。 

【7-2：R111g07-2】成績評価基準の統一方針を決定し、平成23

年度実施に向け、制度を制定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

◇教育改革推進会議に於いて原案を作成し、審議のう

え、「成績評価基準の統一方針（案）」を決定した。

人文科学研究科：全学の統一方針案が示される見込み

であるため、平成23年2月の専門委員会および研究科委

員会で、それに対する意見聴取を行う。全学方針が年

度内に最終決定されれば、それを本研究科でも適用す

る。全学の最終決定は未確認。 

 全学の統一方針が確定すれば、それに従って研究科

内での規則等の見直しが必要かどうかを至急検討す

る。 

教育学研究科：平成23年度から、成績の評価区分およ

び標語の意味については全学のそれに合わせること

と、成績評価基準の系統化および標準化についての方

針を定めた。 

 成績評価基準の統一方針を決定した。 

理工学研究科：大学院教育部会の方針を待ち、協力に

向けた準備を行っている。 

基本的には全学大学院教育部会の方針待ちである。

(理学系) 

統一した成績評価基準について、全研究科統一方針

が提示されておらず、未着手である。 

全研究科統一方針の提示を待って、研究科の評価基

準との整合性が検討できるよう準備を進めた。(工学

系) 

農学研究科：本部大学院委員会等からの検討要請並び

に提案があり、提案内容が農学研究科において実施し

ている成績評価基準と同じであることから今後も引き

続き同成績評価基準でもって評価することとした。 

 農学研究科においてこれまで実施している成績評価

基準が全研究科の基準にされることから、今後も引き

続き教育目的に沿った人材を育成できるものと判断す

る。 

［博士後期課程教育の改革］ 【8-1：R111g08-1】現行の研究進展状況確認体制を点検し、改
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【8：R111g08】8．指導体制の充実により

修了生の質を確保する。 

施策として以下の取組を実施する。研究

進展状況の確認体制の確立、専門性と実践

力の育成 

善を図る。確認資料を保全する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

理工学研究科：学生便覧の点検を行い、学会への論文

投稿時期などを基にした標準的な研究実施スケジュー

ルの確認、複数教員による指導の確認を行った。ガイ

ダンス時に学生および各専攻長に学生便覧に記載され

ている特別実験、特別実習、特別演習による指導体制

の実施、研究進捗状況の確認を周知徹底した。学生の

進捗状況確認の一助として研究成果公開に関してイン

ターネットを利用した大学院生情報収集システムの開

発、試験的運用を行った。今後はWEB入力システムの本

格的運用および教員からの証拠書類の収集システムに

ついて検討を行う。 

学生便覧の点検を行い、進捗状況の確認、複数指導

教員による指導体制の確認の改善を促せた。大学院生

情報収集システムの開発、試行も行い、確認資料の保

全を行えるようにした。 

【8-2：R111g08-2】現行の研究指導方針の中で、専門性と実践

力の育成の観点から改善すべき課題を抽出し、次年度向けに指

導方針を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｂ 

理工学研究科：各専攻において、研究指導計画書の作

成、および研究指導計画書に沿った指導の実施状況を

点検するための統一様式を定め、FD研修会等で確認す

るシステムの枠組みは概ね構築できたものと考える。

指導計画書の改善だけでなく、指導におけるPDCAの

サイクル構築に必要な、研究指導計画書に沿った指導

の実施状況を点検するための統一様式を定め、FD研修

会等で確認するシステムの枠組みが概ね構築できた。

これは年度目標以上の進捗である。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(1)  教育に関する目標 

 ② 教育の実施体制等に関する目標 

 

中

期

目

標 

4.大学教育の目的を達成するよう教育の企画推進体制を強化し、新たなプログラムの企画やニーズに

対応する。 

5．教養教育実施体制及び入学試験実施体制を改善する。 

6．大学及び学部の教育目標に則り、学士課程教育組織を改革するとともに、組織的な教育実施体制を

整備する。 

7．大学院及び研究科の教育目標に則り、大学院組織を改革するとともに、組織的な教育実施体制を整

備する。 

8．学士課程及び大学院課程の教育に対して、PDCAサイクルに基づき点検評価を行い、教育の質の向上

を図る。 

 

中期計画 年度計画 

＜教育企画推進体制の確立＞ 

【9：R112009】9．全学的に教育の企画推

進を担当する組織を整備する。 

施策として以下の取組を実施する。学士

及び大学院課程教育の企画推進を図る体

制の整備と教育系センター間の連携推進 

【9-1：R112009-0】教育改革推進会議を設置して、学士及び大

学院課程教育の企画推進を図る体制を整備し、教育企画力を高

める。第２期に係る教育施策の具体的計画を検討する。教育系

センター間の連携推進のため、教育振興局を設置し、連携を進

める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

教育改革推進会議を開催し、第2期に係る教育施策の

具体的計画を検討する。教育振興局内教育系各センタ

ーの教員人事を教育振興局として一元管理する。実施

計画に掲載してある教育改革推進会議と教育振興局の

業務と照らし合わせてみて、実施記録に記載のとおり

業務に掲げらている事項はほとんど会議開催を行っ

た。 

実施記録に記載のとおり達成できたと考えられる。

＜大学教育センターの改革＞ 

【10：R112010】10．大学と大学教育セン

ターは、4年一貫カリキュラムの実質化及

び教育の質の保証を確保するため、全学の

教育に関する点検評価及び教育改革の支

援を行う体制とする。 

施策として以下の取組を実施する。全学

の教育に関する点検評価及び教育改革の

支援についての機能改善、教育実施におけ

る教育系センターとの組織的連携、大学教

育センターの体制整備 

【10-1：R112010-1】全学の教育に関する点検評価及び教育改

革の支援に取り組むために、教育点検支援部の機能の拡充と体

制の充実を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 各学部のFD活動に組み込む形で、センターの学習管

理システムの啓蒙FDを展開した。その結果、多くの参

加者を得、効率の良いFDを実施できた。茨城大学FDネ

ットワークを設立し、部局でのFD活動の情報交換や相

互乗り入れを容易にするための準備を進めた。これが

実現すると、全学におけるFD活動情報の集約機能を果

たすことになる。大学教育センターが統括機関となる

就業力育成事業に関して教育点検支援部と平成23年度

からの設立が認められたキャリア教育部との連携を進

めることで機能の拡充を図っている。 

 FD活動、及び就業力育成事業に対して積極的に教育
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点検支援部の機能拡充を進めている。 

【10-2：R112010-2】教育系センターとともに効果的授業を設

計し、組織的連携を図る。平成23年度からの連携した授業計画

を作成する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 平成24年度開講に向けて、健康スポーツ科目に保健

管理センター教員の担当する生活指導的内容の講義を

組み込む計画をたてた。この案では、1年次後学期の一

コマ分を全学生対象（必修）の保健理論（講義は保健

センターの専任教員が担当）、にあてるものである。

今後、この案について、保健管理センターの教員と折

衝をおこなうことになっている。健康・スポーツ部会

には、授業の精選、非常勤講師時間の大幅削減、の検

討を依頼した。その結果、保健管理センターとの合同

授業、小人数クラスの合理化などが答申された。 

 健康スポーツ科目の授業内容を、体育理論、保健理

論、体育実技の三本柱をめざすことは、大いなる授業

改善への第一歩と評価できる。 

【10-3：R112010-3】大学教育センターの機能の見直しを行い、

その役割を再定義することを検討する。同時に組織体制の再整

備を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 大学設置基準の見直しによって就業力育成の機能

（社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培

うための体制）が求められるようになり、大学教育セ

ンターにキャリア教育部を設けて全学的な取組の推

進、各学部との調整などを行うこととした。今年度は

GP経費で電子ポートフォリオの導入、試行カリキュラ

ムの編成などにあたっている。キャリア教育部につい

ては関連する規則の改正、教育部の部長人事、任期付

き教員を雇用するためのプロジェクトを提案、承認さ

れた。これにもとづいて、任期付き教員の雇用は来年

度におこなう。 

 就業力育成事業経費は、国の事業仕分けで一度廃止

の判定を受けている。そのため、当初の5年計画の継続

は確かでなく、途中廃止の場合は大学予算での継続が

約束されている。 

＜入試実施体制の改革＞ 

【11：R112011】11．大学と入学センター

は、入学者選抜の適正な実施及び入学者確

保のための方策の策定を行うとともに、入

学者選抜方法の改善及び点検評価を行う

体制とする。 

施策として以下の取組を実施する。全学

的な対高校広報戦略の策定、入学者の追跡

【11-1：R112011-1】全学的な対高校広報戦略を策定する。取

組の体制を整理し、広報の充実を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ｓ 

 従来から行ってきた「入学案内2011」を発行、全学

オープンキャンパス、高校･個人の大学見学等、高校お

よび業者主催の進学ガイダンス等の企画とともに、高

校との新たな関係を構築していく試みとして、入学セ
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調査、選抜方法の改善、出題の共通化、大

学院入試の適正実施、入学センターの体制

整備 

ンターからの提案により県内高校の出身学生の参加に

よる大学説明会を開催した。また、全学的な対高校広

報戦略を策定した。 

 受験生、保護者、高校教員等に対する広報は従来の

ものに加えて新たな企画も試みており、又、対高校広

報戦略も策定され、入学センターを中心とした取り組

み体制も整理されたことから十分上回って達成でき

た。 

【11-2：R112011-2】大学は、入学者の追跡調査方針を策定す

る。入学センターは、入学者の追跡調査体制を整備する。各学

部は、全学方針に従って取組体制を整備する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ｓ 

 入学者選抜方法研究WGで、社会情勢、学生の気質等

を背景とした志願者の動向を探るために入学者選抜方

法の改善に係わる追跡調査方針を大学として策定し

た。また、入試制度改革について研究会を開催し、大

学全体の改革意識の啓発を促せた。 

 入学者選抜方法研究WGで入学者選抜方法の改善に係

わる追跡調査方針を策定した。また、入試制度改革に

ついて研究会を開催し、大学全体の改革意識の啓発を

していることから年度計画を上回って達成できた。 

【11-3：R112011-3】学部の入試問題作成において、共通する

科目について、出題の共通化を図ることを大学の方針として決

定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｓ 

 物理・化学・生物の3科目について共通化を図るため

の理学部、工学部、農学部による懇談会を副学長の下

で5回開催し、12月9日の入学戦略会議で「一般入試に

おける共通入試問題作成ガイドライン」で審議、決定

された結果、平成24年度一般入試から実施することに

なった。 

 学部間での共通する科目について共通化することが

大学として決定されたこと、また物理・化学・生物の3

科目について平成24年度一般入試から実施することに

なったことから、かなり上回って達成できる。 

【11-4：R112011-4】全学の大学院入試実施方針を受けて、大

学院入試実施に入学センターが関わる体制を構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

 6月23日開催の役員会で「茨城大学大学院入学者選考

に関する規則」が承認され、制定された。（平成22年6

月23日規則第78号）年度計画は達成された。 

 大学院入試に入学センターが関わる体制を構築する

ために、10月21日に大学院入学者選考委員会を開催し

た。その後、大学院入学者選考に関する規則の一部改
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正を行い、入学センター長が委員となり、また副委員

長にもなったことで大学院入試に入学センターが関わ

る体制となった。 

 入学センター長が大学院入学者選考委員会のメンバ

ーとなり、また委員会を開催したこと等により、年度

計画は十分達成できる。 

【11-5：R112011-5】入試に係る施策に取り組むため、入学セ

ンターの体制整備を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ｓ 

 入試広報講師の採用では、平成23年度も引き続き採

用することで執行部の了承が得られ、対高校広報戦略

を推進していく体制ができた。 

 入学センター入試広報WG設置、特命教授を来年度も

引き続き採用することによって、対高校広報戦略を推

進できる体制ができたことから、年度計画は上回って

達成できる。 

【12：R112012】12．大学院入試実施体制

を改善する。 

施策として以下の取組を実施する。大学

院入試実施体制の再構築 

【12-1：R112012-0】大学院入試を入学戦略会議の下で全学的

組織的に実施するため、体制と規則を整備し、大学院入試実施

体制を構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｓ 

 6月23日開催の役員会で「茨城大学大学院入学者選考

に関する規則」が承認され、制定された。（平成22年6

月23日規則第78号）年度計画は達成された。 

 10月21日に大学院入学者選考委員会を開催し、大学

院入試の実施に関して各研究科との共通認識を共有化

したことにより、全学的組織的な入試実施体制が構築

された。これにより規則と体制は整備され、実施体制

は構築された。 

 大学院入学者選考に関する規則が制定されたこと、

また大学院入学者選考委員会が設置されたこと等によ

り実施体制は構築されたので、年度計画は上回って達

成できる。 

＜学士課程＞ 

［教育体制の改革] 

【13：R112b13】13．総合英語や理数接続

教育の実施体制を安定化するとともに、他

の習熟度別教育実施体制を整備する。 

施策として以下の取組を実施する。習熟

度別教育実施体制の安定化 

【13-1：R112b13-0】習熟度別教育に携わる任期付教員を安定

的雇用につなげるため、教育組織の見直しを図り、安定化策を

検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 大学教育センターは、任期付き教員の安定的雇用を

確保するために、テニュアトラック制度の導入案を大

学執行部に打診した。一方、学長からは新（教養）学

部の提案があり、現在、設置検討委員会で新学部の設

置について検討中である。従って、センターのテニュ

アトラック制度案は棚上げ状態である。この件につい

て、大教センターは上記提案作成以後提案に沿った活

動はなく、新学部設置検討委員会委員として活動して
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いる。本委員会の要請をうけて、センター及び教養教

育の課題を纏めて報告した。その中で、任期付き教員

の安定雇用も指摘した。なお、教養教育の充実方策が

具体的な課題となれば、その中でセンター専任教員の

安定雇用についても合わせて検討されるものと思われ

る。 

【14：R112b14】14．学部間や大学間で連

携して教育が行えるよう、柔軟な教育体制

を構築する。 

施策として以下の取組を実施する。学部

間共同教育体制の構築、コンソーシアム等

の大学間連携組織の整備 

【14-1：R112b14-1】学部間共同で専門教育授業を担当して、

単位を共同で認定できる制度を検討するWGを立ち上げる。学部

間でのニーズを調査する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇教育改革推進会議では、平成24年度概算要求の特別

経費(プロジェクト分：高度な専門職業人の養成や専門

教育機能の充実)に「学部・研究科共同教育体制の構築

－学位プログラム導入の基盤整備－」を要求すべく、

素案の検討を進めた。 

◇学部間共同で専門教育の授業を担当している科目に

ついて調査を行った。 

・教育学部の専門科目を工学部学生が履修できるよう

に17科目（添付ファイル参照）設定している。 

・工学部では、教育学部の学生が受講できる科目を12

科目設定している。 

工学部と教育学部で相互乗り入れの授業科目を設け

て受講できるようになっているが、教育学部の学生が

工学部において受講している状況である。 

人文学部：学部・研究科を超えて教員が授業を担当し、

単位を付与することのできる教育制度を検討する前段

階として、現在、人文学部と教育学部との間で相互乗

り入れをおこなっている授業の現状を把握することと

した。該当授業をリストアップし、それぞれの講義に

ついて、人文学部、教育学部からの受講者数を過去3

年分について調査した。その結果、教育学部からの受

講者が増えている授業がある一方で、受講者が減少し

ている（受講者が「0」となっている授業もある）授業

もあることがわかった。その原因等について来年度以

降に調査し、科目乗り入れの効果的な在り方について

考えていく必要があるだろう。また、教育学部との情

報交換も必要だろう。 

 人文学部と教育学部の学部間相互乗り入れ授業の現

状把握、科目乗り入れの効果的なあり方、教育学部と

の情報交換の必要性などが明らかになり、今後、計画

の十分な達成が期待できる。 

理学部：理学部におけるニーズを調査する準備を整え

た。 

 学部間共同専門授業の実施体制の枠組み作りは、1

学部では困難である。現段階では、ニーズの調査準備

段階でやむを得ないと理解する。 



－52－ 

工学部：建築士試験指定科目において、工学部と教育

学部で単位を共同で認定できる制度を既に設けてい

る。工学部と教育学部でそれぞれ開講科目を設け、実

際に双方の学部から受講生がいる。また、教育改善委

員会で自然系科目を中心に学部間共同で実施可能な専

門教育授業のニーズ調査を開始した。 

 具体的に進行している。 

農学部：農学部教務委員会では、理学部、工学部の開

講科目およびシラバス等を取り寄せ、農学部開講の専

門科目との照合を開始した。また、教職用科目等の共

同開講に関する検討を開始した。なお、本計画は、全

学での取り組み状況を踏まえて検討する。 

 学部改組の議論のなかで検討している。 

【14-2：R112b14-2】人文学部で検討中のコンソーシアムを大

学の協定とし、連携組織として整備する。コンソーシアム等に

関する規則を整備する。連携組織間で履修基準に照らして単位

互換制度を見直す。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成20年度から進めてきた常磐大学、常磐

短期大学との間での単位互換協定についての協議が進

展し、「茨城大学、常磐大学及び常磐短期大学との間

における単位互換に関する協定書(案)」及び「茨城大

学、常磐大学及び常磐短期大学との間における単位互

換に関する覚書(案)」にまとめられた。前述のように、

この両案は平成23年2月16日の人文学部教授会で了承

され、単位互換の具体化に向けて大きく第一歩を踏み

出したといえる。また茨城県立歴史館との間での協議

も大きく進展し、「茨城大学人文学部と財団法人茨城

県教育財団茨城県立歴史館との連携協力に関する協定

書(案)」及び「茨城大学人文学部と財団法人茨城県教

育財団茨城県立歴史館との連携協力に関する覚書

(案)」が作成された。数度にわたる協議を経て3月31

日、両文書は調印された。連携活動を本格的に展開す

る枠組みが整えられたことになる。 

 常磐大学・常磐短期大学との間では、これまでの協

議と共同授業の実績を踏まえて、23年度中には連携協

定が締結され、平成24年度から実施される運びとなる。

茨城県歴史館との間でも、同様に、これまでの協議と

連携事業の実績を踏まえて、連携協定が締結され、平

成23年度から連携事業が本格的に実施されることとな

った。両者との連携協定の実施に必要な制度・ルール・

インフラの整備も進められた。（協定締結前からの）

共同事業が順調に実施されていることも含め、全学工

程表に定められた達成目標を達成しており、それを上

回る活動実績であると評価することができる。 

工学部：人文学部でのコンソーシアムを参考とするた
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め、人文学部に資料の提供を依頼した。既に、工学部

では近隣の茨城キリスト教大学との単位互換協定に基

づき、毎年、履修者(3名)を派遣している。本年度は初

めて筑波大学への履修希望者が2名出ている。 

 検討が進み、具体的に実績も出ている。 

農学部：9月27日に3大学の担当者間での協議を行い、

本年度から県立医療大も含めた「3大学間交流セミナ

ー」と名称を変更し、今後の運用についての詳細を決

定した。これらの決定に基づき、11月25日に東京医科

大学茨城医療センターを当番校として「第1回三大学間

交流セミナー」を開催し、研究内容についての相互理

解を深めるとともに、今後の共同研究に向けた意志疎

通を行った。また、県立医療大と農学部の連携につい

て6月2日に協議を行い、連携の具体的中身を、①授業

の単位互換、②施設の共同利用、③授業の共同実施と

することとし、現在は協定書や申し合わせの策定に向

けて、両大学間の委員会レベルでの検討を進めている

ところである。 

 順調に進展していると評価できる。平成23年度中に

は県立医療大との連携協定は締結できるものと判断で

きる。 

［学部組織の改革] 

【15：R112b15】15．大学及び学部の教育

目標に則り、教育学部及び農学部組織を改

革する。 

施策として以下の取組を実施する。教育

学部新課程の学生定員を教員養成課程へ

移行して学部改組、農学部の改革の推進 

【15-1：R112b15-1】学部改組案を作成し、平成24年度概算要

求案をまとめる。ただし、国の教員養成課程に対する政策によ

って計画の変更があり得る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

教育学部：①三つのWGは9～10月までに「仮まとめ」を

行い、それについて10～11月に教授会メンバーからの

意見聴取を行い、12月1日の教授会で最終報告を行っ

た。②12月に大筋公表と見られた新たな教員養成政

策・制度は未だ形を成さず、新たな学校教育教員養成

課程の運営組織案の策定には入れていない。③このよ

うな状況を踏まえ、どのような教員養成政策・制度と

なった場合でも必要な改善策から実施する方向で検討

中。 

 新しい教員養成制度の制度設計にあわせることはで

きていないが、教育実施・運営体制の問題点・改善点

は抽出できた。 

【15-2：R112b15-2】学部改革案を確定し、平成24年度からの

改革実施のための年次計画案を立てる。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

農学部：平成23年3月4日までに15回の将来構想委員会

と4回の教員懇談会を開催し、改革案を作成している。

大枠の基本設計は、一括入試制度、初年次教育（第1

ステージ（100番台科目））の強化、4コースカリキュ

ラム制度（第2ステージ：200～300番台科目）、研究ユ
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ニットによる専門教育（第3ステージ：400番台科目）

となっている。カリキュラム設計では、科目番号制を

導入し講義の前後関係などを明確化し、講義科目の連

続性がわかるようにする。これらにより、カリキュラ

ムの一貫性が誰にでも明確になり、カリキュラムツリ

ーや専門に最小限必要なカリキュラムの把握が簡単に

できるようになる。初年次教育に必要なカリキュラム

と4コースカリキュラムを検討し、具体案の作成に移行

している。大枠のカリキュラムを作ることで、次年度

以降教務委員会などと共同し、さらに内容に踏み込ん

だものの作成を行える基礎部分を作ることまで進んで

いる。 

 一括入試と初年次教育の強化に関しては、入学する

学生にとって多様な教育に触れる良い改革案であると

考えている。大学教育を入学時から3ステージに分け、

番号制カリキュラムを割り振ることで、カリキュラム

体系が明確化できた。一括入試制＋4コース制の具体案

の検討を同時に行っているが、改革案が認められれば、

さらなる科目精選を行い、実行できる具体案に移行で

きる。改革案の合意形成に時間がかかっているのが、

遅れにつながっている。具体案の作成について着手し

ている。全教員の合意が得られれば、具体案の実現化

に向けた作業を行う予定である。1年遅れるが、着実に

進めている。 

＜大学院課程＞ 

［教育体制の改革］ 

【16：R112g16】16．研究科間や大学間の

共同教育体制を構築するとともに、大学院

教育を統括する組織を整備充実する。 

施策として以下の取組を実施する。統括

組織としての大学院教育部の充実、北関東

４大学院連携の推進と大学院共同専攻の

設置計画の策定 

【16-1：R112g16-1】大学院教育部の機能を恒常的に維持する

ために組織を見直し、位置づけを明確にする。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 大学院入学者選考委員会に入学センター長を加え、

組織的管理体制を整備した。大学院教育部の下に「大

学院横断型プログラム運営委員会」を設置し、全学的

体制を整えた。組織の見直しを順調に進めている。 

【16-2：R112g16-2】４大学院連携先進創生情報学教育研究プ

ログラムを発展的に変更して、連携する大学院間での共同専攻

に関する組織新設の概算要求案を検討する。概算要求作業と平

行して、同プログラムを４大学院で継続する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｂ 

理工学研究科：4大学連携協議会を通じ、4大学院連携

先進創生情報学教育研究プログラムの継続ならびに共

同専攻設置について議論を進めたが、各大学の事情に

より，群馬大学と埼玉大学はプログラムから離脱し、

宇都宮大学と本学で実施方法を模索し、継続プログラ

ムを準備した。 

 他大学の事情により、共同専攻新設に向けた意見調

整ができなかった。しかしながら、プログラム継続に

向けた協議により、宇都宮大学と本学の2大学院で継続
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できるよう調整を進めた。 

 他大学の事情で4大学の取り止めはやむを得ないが、

受講者の多かった宇都宮大と茨城大で継続の方向で話

し合われている。熱心な2大学が残ったことで、新たな

展開も期待される。 

［大学院課程の改革] 

【17：R112g17】17．大学院及び研究科の

教育目標に則り、社会の要請に合致するよ

う、大学院課程を見直す。 

施策として以下の取組を実施する。理工

学研究科博士後期課程の定員を若干名削

減する方向での見直し、理工学研究科博士

後期課程での他研究科との組織的連携、連

合農学研究科の推進、人文科学研究科の充

実 

【17-1：R112g17-1】理工学研究科博士後期課程の改組案を検

討する。改組案の概算要求案を固め、年度内に設置審議会への

事前審査請求の準備を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 大学院後期課程改組WGで検討を進め、文科省へ2回訪

問して、意見を伺った。現在、文科省の助言にしたが

い検討を進めている。 

 文部科学省との打ち合わせが始まって、計画立案が

加速している。 

【17-2：R112g17-2】理工学研究科博士後期課程の改組案に他

の研究科との連携案を定める。連携案に対応した入学試験制度

を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文科学研究科：「文系博士課程設置調査研究会」が

予定どおり平成22年5月に設置され、その後数回の会議

を重ねて鋭意検討を行った。全学WGにも座長（伊藤哲

司）・副座長（高橋修）が出席し、そこでの議論にも

積極的に加わった。その結果、構想されている「総合

科学研究科」の元に文理融合の「多文化共生・サステ

イナビリティ学コース」の設置をすることが有力な案

として浮上し、全学WGおよび理工学研究科内のWGでも

了承された。 

 しかしその後学長から、博士後期課程のグランドデ

ザインの練り直しと、基本的にあくまで「理工学研究

科」の改組案でなくてはならないという大方針が示さ

れ、大学院委員会でもそれが了承された。その後も「多

文化共生・サステイナビリティ学コース」の構想と、

研究科名称を「複合科学研究科」とするなどの案が全

学WGで検討されたが、再び学長から「あくまで理工学

中心で」という方針が示され、人文学部としては関わ

れる部分がかなり限定されることがはっきりした。11

月初旬現在では「サステイナビリ学コース」が想定さ

れており、その部分でかなり限定的な人文教員が関わ

っていくことが見込まれている。 11月末の文科省への

相談を経て、文理融合を含む「複合科学研究科」の構

想に戻すことが全学WGでの暫定的な方針となり、当初

検討していた「多文化共生・サステイナビリティ学コ

ース」などの案の段階まで戻すこと等が12月に確認さ

れた。平成23年1月以降は全学WGは開催されておらず、

大学院将来構想専門委員会にWG案が示され議論がされ
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ていると聞いている。先行きについてはまだ不透明で

ある。3月に全学WGが開催される予定が立てられたが、

3月11日の大震災の影響で開かれることなく年度末を

迎えてしまった。そのため具体的な議論は進められて

いないが、新年度に向けて拡大WGとして再編成される

ことになり、人文学部からは、伊藤他3人の教員が出席

し対応していく方針が学部長との相談の結果決定し

た。またそれに呼応して、人文学部内の研究会も再編

成する見込みである。人文としては、文理融合のかた

ちをしっかりと組み込んだ大学院博士課程となるよ

う、議論に加わっていく心づもりである。 

農学研究科：農学部での新規採用教員については、理

工学研究科の改革案を説明し、希望する場合があれば、

参画を促す。 

理工学研究科：1年間博士検討WGで検討を行い、2案が

出された。今後は大学院委員会将来構想専門委員会の

下にWGを設置し、2案を軸に検討を進めることになる。

(理学系) 

 人文科学研究科及び教育学研究科の教員が参加した

大学院後期課程改組WGにおいて、人文、教育系を含ん

だ複合科学研究科構想を検討し、文科省へ訪問して意

見を伺った。現在、その助言にしたがい、検討を進め

ている。(工学系) 

【17-3：R112g17-3】連合農学研究科を推進し、博士課程教育

を充実する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 定員超過の問題を解消する方向で、次年度からの定

員増（40名→45名）を申請し、認められた。教育に関

しては、ディプロマポリシーを定めるとともに、カリ

キュラムポリシーを検討し、教育・人材育成について

の基本指針を関係者に周知した。さらに、単位制教育

を本格稼働させるとともに、6連大協力で実施する多地

点システムを用いた双方向コミュニケーション型の総

合農学概論などを農学部内で通常授業として実施でき

るようになり、広く新しい知見を円滑に教育できるよ

うにした。また、海外での実践的調査研究の教育プロ

グラムである海外フィールド演習や海外短期集中コー

スなどの科目を継続して実施できる体制を整え、募集

を行って実施した。この他、博士課程修了時に求めら

れる人材として、多面的な視点・企画力などを向上さ

せる必要があるという観点から、イノベーション推進

特別講義Ⅰ～Ⅲの開講を決定し、次年度から実施する

体制を整えた。また、今年度は国内外の修了生を招い

た連合農学研究科設立25周年記念行事を開催して、課

程在学生に研究への取り組みや修了後準備に関する姿

勢や経験を具体的に伝達する機会をつくった。 
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 定員の適正化の取り組み、ディプロマポリシーの設

定、カリキュラムポリシーの検討、試行的教育プログ

ラムの定着化、総合力育成のための科目新設などによ

り、養成すべき人材像の明確化を図るとともに、教育

体制の整備、研究支援の実施などを順次進めており、

博士課程教育の充実化はスムーズに推進されていると

いえる。 

【17-4：R112g17-4】研究科カリキュラムの充実と充足率改善

のため、取組施策の年次計画を策定する。平成22年度は、学部

のコース再編案に併せて、大学院のコース、分野編成と定員配

置を見直し、新たに「コース運用定員」を設けてコースの充実

を図ることを検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文科学研究科：大学院専門委員長が7月の第5回専門

委員会でコース運用定員の素案を示し、両専攻で9～10

月に審議した上で、10月の研究科委員会で決定した。

コース再編等は学部のコース再編案の議論が当初予定

より遅れたため、それが決定と共に各専攻会議等で本

格的な議論を開始する予定であった。両専攻において

コース再編の議論は始まっている。 

 コース運用定員の決定は順調に行われた。コース再

編の議論・決定は平成23年度とせざるを得ない。コー

ス運用定員の確定と実施は計画通りに進行しており、

目標は達成できた。今後の課題は、学部の再編に合わ

せた研究科の再編の検討ということになる。今後の進

捗状況次第で大いに期待できる。 

地域政策専攻：専攻会議のもと定員充足のためのワー

キング・グループを5月に設置し、定員確保の方策を検

討し実施した。その結果、本年度の地域政策専攻の定

員は充足することができた。「コース運用定員」につ

いては専攻会議において決定した。また、地域政策専

攻の中長期的な課題に対応するためのワーキング・グ

ループを設置し、コースの再編、名称の変更、定員問

題、大学院入学者選抜方法、カリキュラムの検討を課

題として検討を行うこととした。定員は現行の12名を

維持すること、名称は社会科学専攻への変更が決定さ

れた。なお、名称変更については、手続きを確認して

今後対応していくこととなっている。大学院入学者選

抜方法は、改善策を提案しおおむね了承された。学部

のコース再編とカリキュラム改善案策定後、地域政策

専攻のコース再編とカリキュラムは本格的に検討して

いく予定である。 

 最重要課題であったコースの定員充足問題は、コー

ス運用定員の活用と早期履修制度の活用、専攻長およ

び研究科委員会の尽力により、定員を大きく超えるこ

とができた。なお、地域政策専攻の中長期的な運営の
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ための検討も行われており、順調に進んでいる。 

文化科学専攻：専攻会議でコース運用定員について検

討し、決定した。コース・分野の編成については、学

科内WGにおいて、この点も検討の視点の一つとして学

科のコース再編案を検討するとともに、学科のコース

再編案と現行の専攻のコース・分野編成との間に齟齬

はないことを確認した。また、大学院改革WGを発足さ

せた。 

 コース運用定員に関しては計画どおりに達成でき

た。専攻のカリキュラム充実とコース再編については、

平成23年度以降に本格的な検討を行うために、本年度

は大学院改革WGを組織するにとどまった。 

＜教育の点検評価＞ 

【18：R112z18】18．学士課程教育・大学

院課程教育を毎年点検評価し、教育改善に

結びつける。 

施策として以下の取組を実施する。教育

改善評価の実施 

【18-1：R112z18-0】教育改善評価によって学士課程教育・大

学院課程教育を点検評価し、教育改善に結びつける。評価結果

を次年度に公表する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：自己評価書の回収に手間取り、若干の遅れ

はあったが、おおむね滞りなく予定通りに実施できた。

10月14日に「平成21年度業務活動評価集計表」を添付

して、個人評価書を教員、助手本人に返却した。ただ

自己評価書の回収に時間がかかりすぎる点は、今後改

善の工夫が必要となろう。 

 自己評価書の回収率が97％で、100％でなかった点

は、反省材料である。それ以外は計画通りに達成でき

た。次の2点が今後の課題として残る。①回収率100％

を目指す、②回収までの期間を短縮する。 

 次年度以降に向けて、どのようにその改善を図るか、

対策を検討する必要がある。 

教育学部：学生授業評価アンケートの改良を行い、従

来、質問用紙と回答用紙が別々であったものをA4の用

紙1枚に集約し、教員、学生のアンケートにかける労力

の削減を図った。学生アンケートからスタートするシ

ステムの一環として平成23年2月23日に卒業研究指導

及び履修カルテに関するFD研究会を行った。 

 第二期の初年度に授業アンケートの改善を試行的に

実施するという年度計画は達成されたものと考える。

理学部：1）前期と後期の終盤に、授業アンケートを行

い、前期の結果をweb上で公表した。2）6月末に、学生

モニター会を開き、カリキュラムや授業についての問

題点等を聴取した。その内容は、すぐ各コースに伝え

られるとともに、平成23年2月の学部FDでも改めて紹介

された。少なくとも一部のコースでは、それを、来年

度の教育指導に反映させる手はずをとった。3）後期の

終盤に学部FDを開催し、前期授業アンケート結果を分

析するとともに各コースFDでの活動を紹介する機会を

作った。アンケートの結果の分析から、各質問項目の
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答えが全体的に、2年前のものと近いことが分かった。

今後の改善点としては、自習を促すための教材などの

情報を、より多く学生に提供する必要性が考えられた。

加えて、本分析により、授業に対しての満足度は、内

容の理解度と授業の準備度に高く相関するが、成績と

は低い相関性しか示さないことが判明した。 

 アンケート結果を公表し、それについて議論するこ

とで、今後の授業の改善につなげる道筋を作った。教

育改善に生かす材料として、モニター会で得られた学

生の意見を、教員に周知した。今後はアンケートの分

析結果を更なる授業改善に活かされることを期待す

る。 

工学部：学士課程教育・大学院課程教育の点検評価の

ため、各学科及び各専攻から提出された「教育点検報

告書」を複数の教育改善委員会の担当員が精査し、点

検結果を各学科にフィードバックして改善を促した。

また、次年度公表に向けた点検評価項目について検討

を行った。 

 各学科の教育FDと教育改善委員会における学科から

の報告書の検討と改善指示のサイクルが軌道に乗って

確実に実施されている。 

農学部：本年度前期並びに後期における学士課程学生、

大学院修士課程学生による授業アンケートの実施とそ

の結果に対する教員による自己点検を実施した。点検

評価委員会のもとで集計作業も実施し、各教員に評価

結果を公表した。 

 本年度も前・後期とも学士課程教育・大学院課程教

育を授業アンケートの実施とその結果に対する教員に

よる自己点検評価を実施し、その結果を受けて各教員

は前期の講義については次年度のシラバス作成に反映

させていることから、教育改善に効果を上げていると

判断される。 

大学教育センター：昨年度に従って学生アンケートを

実施した。年度末には運営委員会でアンケート項目に

ついて議論を予定していたが、震災の影響で委員会の

開催が来年度にずれこんだ。 

 学生アンケートの経年変化の追跡システムは準備で

きた。4年間のアンケート結果をどのような視点で分析

するかが残された課題である。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(1)  教育に関する目標 

 ③ 学生への支援に関する目標 

 

中期

目標 

9．教育効果を高めるために、組織的・総合的な学生支援を推進する。 

 

  年度計画 

＜学習・生活・経済支援の改革＞ 

【19：R113019】19．充実した学習環境の

確保のため、学習支援と生活支援、学資支

援について、組織的で広範な支援を行う。

特に大学院生の経済支援を重視する。 

施策として以下の取組を実施する。学部

大学院を通じて教務情報や学生情報・就職

情報の一元的活用、各学年次における学習

支援のための学生の学習進捗管理システ

ムの構築と運営、初年次学生の学習支援、

独自の経済支援の充実、大学院生への総合

的経済支援 

 

【19-1：R113019-1】教職員が学生指導を一元的に行うために、

教務情報、学生情報、就職情報を一元的に活用することが可能

なように整理統合して、利活用のためのシステム化を検討す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：前期には両委員会の把握している学生情報

の共有の可能性を協議した。教務委員会では、主題別

ゼミナール出席状況、総合英語出席状況、基礎演習履

修申請の有無、コース所属申請の有無等、学習面の情

報を把握しており、学生委員会では、事故や病気等の

生活面の情報を把握している。学生に対するきめ細か

い指導の実現のために、これらの情報の一元管理が必

要であるとの結論に至った。今後、具体的な手法につ

いて引き続き協議する予定である。 

後期は、具体的に取得可能かつ共有可能な情報を整

理した。学務データベースから引き出し情報について

はR113091-2において検討しているが、ここでは、教務

委員会の日常業務の中で把握可能な学生情報を整理し

た。その結果が以下である。 

1年生前期 総合英語を10回以上休んだ者（大教セン

ターより） 

1年生10月 主題別ゼミの出席状況が悪い学生（主ゼ

ミ担当者より） 

2年生4月 基礎演習未登録者名 

2年生5月 2年前期に授業登録がない学生名（旧主ゼ

ミ・基礎演習担当者より） 

3年生4月 コース所属申請未提出者名 

3年生5月 3年前期に授業登録がない学生名（各コー

スより） 

4年生5月 4年前期に授業登録がない学生名（各コー

スより） 

4年生2月 卒論を提出したが卒業単位不足者名（学

務より） 

R113091-2で得られる情報と併せて学生委員会に提

示し、先方と共有することで学生の支援がよりきめ細

かく行えることを確認した。今後、具体的な運用に向

けて、情報の精選、情報取得体制、連絡体制について
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検討する必要がある。 

教職員による一貫的な学生指導のために利活用すべ

き教務情報、学生情報一元化検討のために、共有可能

な情報のリスト化が終了した段階である。教務委員会

の情報整理に負うところが大である。就職情報につい

ては具体的な検討に至らなかった。この件は就業力GP

との連携も必要となるだろう。 

理学部：教育会議運営委員会としては、現行の「教務

情報ポータルシステム」の問題点を指摘していく。こ

れまでにも多くの問題点が指摘されている。このシス

テムが十分に機能してから、より広範なシステムの構

築を検討する予定である。 

 教務情報ポータルシステムの問題点は、担当委員会

及び担当係で整理し、全学的な課題として教育担当の

副学長に上申している。今後もより良いシステムの構

築に向けて検討を進めていく予定であり、年度計画は

達成されたと理解される。 

工学部：工学部内の教務情報、就職情報の一元化につ

いては、「平成21年度 茨城大学工学部 コーディネ

ータ委託事業・工学部学生の情報一元化および情報検

索システム構築に関する調査」によって学生の個人情

報のデータベース化に関する調査・検討が行われてい

る。今年度は、学生委員会の主たる調査項目として、

学生の就職情報（就職先、連絡先など）をデータベー

ス化し、全学の情報一元化システムに対応すべく整備

を行った。 

 各学科に対して就職情報の提供を促し、就職先、連

絡先のデータベース化を構築中である。 

農学部：農学部では、学生情報（教務、生活、就職）

の一元化については農学部教学支援ワーキンググルー

プで検討されてきた。平成22年度の検討の結果、以下

の諸施策が提言された。 

1．休学・退学者情報のデータベース化、2．卒業生

のデータベース化、3．全員面談、4．学生担任制度、5．

保証人への成績一括発送、6．宿泊オリエンテーション、

7．クラス委員制度、8．出席管理システム。これらの

うち1～4は学生情報の一元化と密接に関連する。また、

5、6は1～4とともに学生支援の一環として計画されて

おり、農学部では一体的に運用する。 

 上記施策のうち、1～2は平成21年度中に実施され、

平成22年度においてもデータの整理を行った。4～7は

順調に実施され、一部は事前の想定以上の高い成果が

あげられた。8については予算措置が必要であることか

ら、農学部教学支援ワーキンググループ等で継続して

検討中である。 

 また、現在、農学部教学支援策の実施結果について、

教員にアンケートを実施した。なお、今後は、上記施
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策を点検評価を加えながら着実に推進するとともに、

大学院における諸施策の立案と実施の検討が必要であ

る。 

 平成21年度までの農学部教学支援ワーキンググルー

プの検討結果をふまえ、平成22年度は諸施策を着実に

実施した。今後は、大学院における諸施策の立案と実

施が必要である。 

【19-2：R113019-2】大学は、学習進捗管理システムの構築と

運営について全学計画を決定する。各学部は、計画に従って学

部独自の運用方針と運用体制を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇教育改革推進会議及び全学教務員会で検討し、具体

案を提案して、各学部の意見をまとめることになって

いる。教育学部は先行して実施している。全学的なポ

ートフォリオシステム構築は進んでいる。 

電子ポートフォリオの基幹システムを構築し、3月末

に動作テストを行う予定。 

 就業力育成支援事業の事業計画に沿って着実に進捗

している。 

人文学部：前期に、「修得度の思わしくない学生」を

抽出するための各学年の基準について検討し、各学科

の事情に即して、以下のように抽出基準を設定した。

なお、「修得度の思わしくない学生」を成績ではなく

修得単位数で把握するという観点から、各学科の各学

年の抽出基準のうち、①を主たる抽出基準、②以降を

従たる抽出基準としている。 

人コミ： 

 2年生；①単位不足（1年次までの取得単位が28単位未

満）、②授業未登録、③主ゼミ未修得。 

 3年生；①単位不足（2年次までの取得単位が56単位未

満）、②授業未登録、③主ゼミ未修得、④基礎演習未

修得、⑤コース未所属。 

4年生以上；①単位不足（3年次までの取得単位が86

単位未満）、②授業未登録、③主ゼミ未修得、④基礎

演習未修得、⑤コース未所属。 

人社： 

 2年生；①単位不足（1年次までの取得単位が28単位未

満）、②授業未登録、③主ゼミ未修得。 

 3年生；①単位不足（2年次までの取得単位が56単位未

満）、②授業未登録、③主ゼミ未修得、④基礎演習Ⅰ

未修得、⑤基礎演習Ⅱ未修得、⑥コース未所属、⑦ゼ

ミ未所属。 

 4年生以上；①単位不足（3年次までの取得単位が86

単位未満）、②授業未登録、③主ゼミ未修得、④基礎

演習Ⅰ未修得、⑤基礎演習Ⅱ未修得、⑥コース未所属、

⑦ゼミ未所属。 
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後期に、学部学務係よりデータの提供を受け、前期

に設定した基準に基づいて「各学年の修得度の思わし

くない学生」を抽出した。各学科の結果は、別添付フ

ァイルの通りである。なお、データはいずれも前期時

点（5～6月）のものである。 

この活動により、学務データベース上の情報を利用

して習得度の思わしくない学生を抽出する現実的な方

法が明らかになった。来年度以降に実施される学習進

捗管理システムの仕様検討のための基礎的情報が整理

されたと考えられる。 

教育学部：学部内のイノベーション基本デザインWGで

学生支援の基本方針を検討し、その中でこの活用策も

検討した。 

 入学生オリエンテーションで当該学生に対して履修

カルテを配布・解説するとともに教員に対しても使用

法の解説をし、学生の指導を開始した。次年度当初に

履修カルテを記入することになるので、教務委員会で

も注意を喚起し、また指導徹底のために平成23年2月23

日に履修カルテ記入のためのFDを実施した。 

 入学生オリエンテーションでの当該学生に対して履

修カルテを配布・解説、教員に対しても使用法の解説、

教務委員会でも注意を喚起し、また指導徹底のために2

月23日に履修カルテ記入のためのFDを実施すしたこと

で目的は達成された。 

理学部：全学の方針を待つ。 

 全学の学習進捗管理システムの構築と運営方針の提

示後、学部はそれに準拠して学部のシステムの構築を

図る予定でいる。 

工学部：昨年度までに、全学科においてポートフォリ

オの検討が整い、各学科の学習・教育目標および履修

方法に応じたポートフォリオを作成できた。本年度か

ら、全学科で各ポートフォリオの運用が始まり、学生

への学習支援に活用された。データの管理者、データ

更新の方法についても、各学科で適宜検討を加えてい

る。 

 平成22年度後学期の始めに、全学科でポートフォリ

オの運用および学生への学習支援に活用されたことを

確認できた。また、データの管理、運用体制について

各学科ごとに検討を行い、データ管理者を定め、運用

体制を整備した。 

農学部：農学部学習管理制度を反映した大学共通の学

習進捗管理システムの構築を目指した概算要求が採択

されなかったことから具体的な計画を見直している。

大学から学習進捗管理システムの構築と運営につい

て、全学方針が提示されていないので検討は行ってい

ない。 

大学教育センター：就業力支援事業の支援を受けて、
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電子ポートフォリオを立ち上げた。その運用は工学部

でパイロット的に試行する。 

 大教センター教育点検支援部長が電子ポートフォリ

オ立ち上げに積極的に協力した。 

【19-3：R113019-3】大学は、初年次学生に対する学習支援計

画を決定する。各学部は、その計画に従って学部の取組を検討

する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文学部：初年次学生に対する学習支援体制を構築す

るため、主題別ゼミナールの問題点を把握することを

年度計画として活動を開始したが、その後スタートし

た就業力育成GPが主題別ゼミナールのフレッシュマ

ン・ゼミナールへの組み替えを目指すものであったた

め、担当教員への聞き取り調査により主題別ゼミの問

題点把握をおこないながらも、フレッシュマン・ゼミ

ナールの設計に取り組むこととなった。 

2名の委員が就業力育成GP実施委員会のカリキュラ

ム小委員会委員となり、フレッシュマン・ゼミナール

の平成24年度からの本格実施、及び平成23年度からの

試行に関する検討・準備に携わった。特に平成23年度

からの試行に関しては、カリキュラムに関する事項に

ついて教務委員会との関係を密に図りつつ、人文コミ

ュニケーション学科及び社会学科それぞれにおける試

行内容の検討及び具体化のための調整を行った。 

人コミ：フレッシュマン・ゼミナールの案として検

討されている主題別ゼミナールと情報処理関連科目の

連携実施のモデル構築に向けて平成23年度に先行的に

部分試行することとなり、これに伴う関連科目の授業

計画の調整、主題別ゼミナールの「ガイドライン」の

改定等の作業を1月から3月にかけて集中的に行った。

人社：フレッシュマン・ゼミナールの平成23年度試

行及び平成24年度本格実施、キャリアアップ科目群に

ついての議論が行われた。フレッシュマン・ゼミナー

ル本格実施についてはまだ目途が立っていない。平成

23年度試行にあたっては、就職情報サービス会社が学

生向けに実施するイベントなどフレッシュマン・ゼミ

ナールに盛り込むという方向性が有力になった。キャ

リアアップ科目群については、当該科目として指定が

可能なものを点検することになり、専門科目の中に適

切科目が存在していることが分かったが、キャリアア

ップ科目群は教養科目として位置づけられるため、科

目区分の可否について審議をする必要が出てきてい

る。 

問題点把握が年度計画の範囲であったが、就業力GP

の開始により、より具体的な検討に入ることになった。

就業力GPのカリキュラム検討小委員会と連動して具体
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的な検討と調整をおこない、来年度の試験的実施に貢

献した。 

教務委員会における主題別ゼミの問題点把握に関す

る情報を得た。フレッシュマン・ゼミナール本格実施

に関する教務委員会における作業が完成しておらず、

この点に関しては当委員会としては別段の取り組みは

行っていない。2年次以降の学生の単位取得状況を正確

に把握し、問題があると思われる学生に対する適切な

指導をするべく、基礎演習担当の教員、各コースの主

任教員、ゼミナール担当の教員に対して前期と後期に

各1度づつ、「学生の単位取得状況に関するアンケート」

をお願いし、適切な指導をしていただいた。 

就業力GPの開始により、教務委員会においてより具

体的な検討に入ることになった。教務委員会での具体

的な検討と調整による来年度の試験的実施の成果を待

ちつつ、当学生委員会においてもそれの成果を生かし

て生きたい。 

教育学部：学部内のイノベーション基本デザインWGで

学生支援の基本方針をまとめた。全学の初年次学生に

対する学習支援方針の決定をまって、学部としての取

り組みを決定する。 

理学部：全学の決定を待っている。それとは別に、学

習相談室が実際に数学・情報数理コース、物理学コー

ス、化学コース、地球環境科学コース、学際理学コー

スで、開始されている。また、初年次学生のための学

習相談室も既に開始された。今年度の実施内容（相談

学生数、相談内容、効果）を、来年度から検討する予

定である。 

 全学の初年次学生に対する支援とは別に学部独自の

支援を進めている。着実に成果を挙げていると認めら

れる。 

工学部：今年度は各学科の入学時ガイダンスにおける

説明内容を調査した。概ね各学科とも同一内容を説明

している。全学の方針が決まり次第、初年次における

工学部における初年次学習支援の取り組みを決定（検

討）する。就業力GPの平成23年度スタートにともない

講義内での初年次学生への指導内容についても検討す

る必要がある。 

 計画遂行の準備として各学科の初年次学生に対する

指導内容を調査した。中間時点での進行状況は「順調」

である。各学科とも概ね同内容を入学時ガイダンスに

て説明している。全学の初学年次に対する指導方針が

示され次第、工学部の指導方針を決定可能と思われる。

平成23年度より就業力GPの開始に伴い、指導方針・学

習支援内容を検討する必要もある。 

農学部：農学部独自の学生担任制度を本年度から導入

した。その際、学生担任予定者には事前に学生担任業
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務内容の説明会を開催して周知した。4月の授業開始

後、農学部教員が担当する全科目の授業出席状況につ

いて授業担当教員から逐次学科長への報告、また学生

担任と学生の個人面談による農学部全学生の単位修得

状況の把握等、農学部独自の学習管理制度の試行を開

始した。さらに、4月に農学部独自の宿泊オリエンテー

ションを実施し、学生担任と学生の交流を図り、1年生

の学習支援の一助とした。順調に進んでいる。 

大学教育センター：大学として、初年次学生に対して、

フレッシュマンゼミナールを中心とする学習支援計画

を決定して、実施に移している。 

理系の履修相談室は順調に運用され、実績を上げて

いる。保健管理センターとの連係授業（生活指導的科

目）を計画したが、来年度は大学講堂の震災被害のた

め開催は困難の見込みである。初年次学生の出席状況

を学部に連絡するシステムを立ち上げた。 

【19-4：R113019-4】既存の独自経済支援策を継続するととも

に、その充実や新規の学生支援を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

 成績優秀学生に対する支援については、学業成績、

人物共に優れている学生（対象4年次）に対して奨学金

を授与し、学生の勉学意欲の向上に資することとして

いる。大学院生への経済支援については、平成23年2

月の中央学生委員会において、「大学院博士前期課程

及び修士課程の学生に対する入学料免除」について、

半額免除者の倍増を図り、学生支援の拡大推進を図る

ことを目的とした、本学独自の入学料免除枠拡大によ

る入学料免除を平成23年度より実施することとしてい

る。 

【19-5：R113019-5】大学は、第２期中の大学院生に対する総

合的支援策を検討し、年次計画を決定する。平成22年度取組と

して、学生交流事業支援、学生国際会議支援、TA・RA支援の充

実、優秀学生表彰を実施する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

◇平成22年度特別事業費で予算措置された優秀学生奨

学金(1,000千円)の支援について、平成22年2月の中央

学生委員会で計画案を検討し平成22年6月までに実施

案を策定することとしていたが、実施案についてさら

に検討すべき事項が生じたため次回以降検討すること

とした。 

平成22年7月中央学生委員会において、学生支援に関

する調査の集計結果についての報告があり、財源につ

いては執行部側で検討し9月末までに結論を得る予定。

実施案については各学部からの意見を参考に平成22年

10月以降検討し、本年度後期から成績優秀者に対する
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サポートを実施する。 

平成23年2月の中央学生委員会において、「大学院博

士前期課程及び修士課程の学生に対する入学料免除」

について、半額免除者の倍増を図り、学生支援の拡大

推進を図ることを目的とした、本学独自の入学料免除

拡大枠による入学料免除を平成23年度より実施するこ

ととしている。 

中央学生委員会において、平成23年2月に、優秀学生

奨学金経費について検討した結果、学業成績、人物共

に優れている学生（対象4年次）に対して奨学金を授与

し、学生の勉学意欲の向上に資することとしている。

大学院に対する優秀学生表彰に関しては、理工学研究

科において、学業成績が特に優秀な者、学術研究活動

において特に顕著な成果を挙げた者に表彰状と併せて

副賞を贈呈している。 

◇博士後期課程の大学院生が実質的授業料免除となる

ようにRA制度活用を目指し原資の検討を行っている。

特に必要総額がRA制度支援総額を超える場合に間接経

費、学部長裁量経費などから補填可能であるように制

度化することを企画立案委員会で検討している。検討

が終了しだい理工学研究科で協議に入る。 

 RA制度活用による博士後期課程大学院生の経済支援

は実施しており、現在、その活用が常に実施されるこ

とを目的として制度作り（特に原資の確保）を行って

いる。実際の制度作りは来年度へまたぐ可能性が強い

が、それでも、工程表に記されていること以上の活動

が行えると考えている。後期課程の学生確保対策も関

係し、改善に向けた検討が進み、まもなく実施に移さ

れる段階にきた。 

◇学生国際会議派遣支援、優秀学生表彰のPRなどを実

施した。大学院学生のTA雇用は本年度も実施した。 

＜学生支援体制の改革＞ 

【20：R113020】20．学生の視点に立った

相談支援体制に改善する。 

施策として以下の取組を実施する。学生

センターの体制改善と支援制度の充実 

【20-1：R113020-0】学生センターの機能と運営体制を見直し、

学生センターの再組織化を検討する。学生のニーズを把握し、

学生センターを中心とする支援の具体的取組について、年次計

画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｂ 

 施設計画運営専門委員会（12月22日）で、共通教育

棟再整備WGが策定した「平成22年度共通教育棟再整備

に対する計画案」が承認された。学務課各係の所掌業

務を点検し、管理企画部門と修学支援部門に整理する

再配置案を策定し、平成23年4月からの人事異動計画の

学務部案に盛り込んだ。 

共通教育棟の再整備計画の策定にあたり、1号館東棟

に学務部、大学教育センター及び留学センターのゾー

ニングを行い、東棟にあった教室を西棟に集約して教

室棟とした。なお、留学生に対するワンストップサー
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ビスの向上を目的として留学交流課を学生生活課と同

室とすることとした。また、学務課の各係の所掌業務

を点検した結果、管理企画業務と修学支援業務が各係

に混在しているため、これを整理すれば業務の効率化

が図れることが期待できるため再配置案を策定した。

共通教育棟の再整備計画の内容は学生にとって学生

センター機能が見えやすくなり、且つ授業の受講、学

生活動における教室利用等に関して利便性が向上する

と思われる。また、学務課再配置計画は修学支援機能

の充実と管理関係業務の効率化が期待できる。 

＜学生支援施設設備の充実＞ 

【21：R113021】21．学習場所や活動拠点、

居住環境等の支援を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。学生

図書の充実、学生寮の整備、福利施設の改

善、課外活動施設の整備 

【21-1：R113021-1】大学教育センターと図書館は、協力して

学生図書の充実を図る。大学共通の方針として学生図書を充実

するため、学部学生用図書の充実方法について、図書館と学部

で方針を策定する。方針に基づき、年次計画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇図書館運営委員会の下に「図書館学生用図書検討委

員会」を設置した。現行の選定方法の問題点を明らか

にし、選定方法の見直しを図り、具体案を策定するた

めに委員会を2回開催した。第1回委員会において、学

生の教養教育を支援するために文庫・新書コーナーを

新設することを提案し、了承された。また、第2回委員

会において、新刊書を刊行の都度順次選書し、学生に

提供する体制として、年度当初より図書館職員による

選書の実施を提案し、各学部での検討を依頼した。こ

の結果、図書館運営委員会において上記の提案が了承

された。 

全学の各学部の委員で構成された「図書館学生用図

書検討委員会」において、検討の結果、学生の教育支

援のために本館に文庫・新書コーナーを新設した。ま

た、新刊図書を発行の都度選書する施策を含む方針及

び年次計画が策定されたことにより、次年度以降は、

学生用図書の充実が期待される。 

毎年、年度末に集中した選書を年度当初より計画的

に行うことができるように改善された。長年の懸案事

項であったが、教員のご理解を得て、一歩前進し、目

標を上回って達成できたといえる。 

人文学部：学生図書の充実、人文図書室資料の充実に

ついては、教員からの推薦も受けて選定を行っている。

文献検索の指導についても、主題別ゼミナール時間中

の人文図書室ガイダンスの実施、図書館主催の文献検

索ガイダンスの宣伝を行った。法律コースなど特殊資

料の検索についての特別なガイダンスも12月に実施し

た。「とくに主題別ゼミナール・基礎演習・専門演習

に関連した文献・資料の充実」という点に関して、図

書選定の際に意識的に行った。 

 主題別ゼミナール、基礎演習、専門演習等の科目に



－69－ 

関連した文献・資料の充実を意識的に行うなど、平成

22年度計画を達成したと思われる。今後の進行状況に

もよるが、6年間の目標達成は大いに期待できる。 

教育学部：教育学の実践的文献をカリキュラム開発室

に配架し、学部の学生図書の充実を行った。その結果、

教員志望の学生が利用できる実践的文献が充実した。

このことで、通常授業・教育実習への教育効果を大き

く高めることが期待できる。 

 今年度、教育学の実践的文献のカリキュラム開発室

への図書充実が行うことができた。次年度以降はより

詳細な充実策の策定を行う。今後も、今年度同様にニ

ーズにあった充実策の実施が望まれる。 

理学部：図書委員を中心に対応した。 

 学部図書委員が定期的に推薦図書の依頼を各教員に

行っている。学部生向けの学生図書の充実方法は、従

来の方法で格段の問題はないと理解している。 

工学部：図書館運営委員会の下に設置され、全学各学

部の委員で構成された図書館学生用図書検討委員会が

これまでの学生図書選定方法の問題点を整理してその

見直しを行った。これを受けて平成23年3月11日開催の

第2回図書館運営委員会にて本館における学生用図書

の選定に関する年次計画を策定した。図書館学生用図

書検討委員会における検討状況ならびに本館の年次計

画を参考に工学部分館における学生図書の選定方法に

関する議論を行い、3月12日開催予定の第2回工学部分

館図書委員会にて年次計画を策定する予定であった

が、地震による被害のために委員会を開催できず、年

次計画の策定はならなかった。このため、平成23年度

第1回工学部分館図書委員会をできるだけ早期に開催

して年次計画を策定し、即実施することとした。 

 順調に見直し、改善計画、実施が進められている。

農学部：実施計画に基づき、水戸図書館本館と同様に

学生用図書（月刊誌、教養雑誌）の充実を図った。 

 学生用図書（月刊誌、教養雑誌）の充実は順調に行

うことができた。 

大学教育センター：図書館と協議し、学生参考図書費

の使い方について抜本的改善を図った。大教センター

の経費枠を参考にして、年度当初に教育点検支援部が

各部会の要求を取りまとめ、図書館に申し込むことと

した。このことで、当該年度の授業に経費を役立てる

ことができる。着実に改善に努め、実績を上げている。

【21-2：R113021-2】学生寮・福利施設・課外活動施設の整備

計画を作成し、年次計画を策定する。学生寮運営方針も策定す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

  第3回中央学生委員会（7月7日開催）において、学生
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Ａ 

用施設の整備に関しワーキンググループを設置して検

討することが決定され、学生用施設整備ワーキンググ

ループにより12月末までに学生用施設整備に関する基

本的な考え方を取り纏めることとした。 11月から学生

用施設整備ワーキンググループにより5回の会議をも

って検討を行い、第7回中央学生委員会（12月22日開催）

において、学生用施設整備WG・座長からの答申「学生

用施設整備に関する基本的考え方と方針について（答

申）」が審議了承され、併せて、学生用施設整備ワー

キンググループにより学生寮運営方針が策定された。

中央学生委員会委員長より施設計画運営専門委員会委

員長に学生用施設に係る整備計画及び年次計画の策定

を依頼した。 

＜学生課外活動の支援＞ 

【22：R113022】22．学生の課外活動の支

援を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。課外

活動が社会と結びつくように支援を充実 

【22-1：R113022-0】課外活動支援を継続するとともに、社会

と結びついた課外活動を重点的に支援する方針を決定し、重点

支援する内容を学内に周知する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇課外活動届出団体のうち、社会と結びついた活動を

計画している団体についての活動状況（4月～9月）等

を把握し、以後、重点的に支援する方針及び重点支援

する内容を検討のうえ、本年度中に決定することとし

た。第7回中央学生委員会（12月22日開催）において、

「社会と結びついた課外活動を重点的に支援する方

針」及び「重点支援する内容」が承認された。なお、

学内周知については、本学の学生ボランティア支援に

おけるリスクを分析のうえ、掲示板等により周知する

こととしている。 

「社会と結びついた課外活動を重点的に支援する方

針」については、学生のボランティア活動がその活動

を通じて地域社会に貢献する学生や課外活動団体を重

点的に支援することとし、重点支援活動及び重点支援

する内容を策定した。 

◇地域連携推進本部：今年度は、10件の学生地域参画

プロジェクトを実施した。その成果については、平成

23年1月26日に報告会・審査会を実施し評価した。10

の各プロジェクトは、それぞれの内容に合った形で地

域・自治体・関係団体等との連絡調整などを行いプロ

ジェクトを実施し、地域社会との結びつき等、それぞ

れが良い結果を残すことができた。その中のいくつか

は報道関係からの取材を受けるなど好評であった。 

今年度より、各プロジェクトに教員をスーパバイザ

ーとして配置して事業を展開したことにより、一層効

果があがった。 

人文学部：学生の課外活動に関する支援に関して、具

体的な検討をするにいたらなかった。財政的前提もな

く、学生側からの特段の要望もあがっていない状況に
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あることから、委員会で特別に検討することを怠って

しまった。 

 特段の取り組みはしなかった。まずは課外活動に携

わっている学生からの要望を吸い上げる何らかの方策

（例えばアンケートなど）を考えることを来年度の課

題としたい。 

農学部：平成21年度末に竣工したサークル棟および体

育館の利用ルール等を策定・実施するとともに、必要

物品等についてサークル・学生からの意見を聴き対応

した。その結果、円滑に利用・運用できるようになっ

た。サークル代表者会議に学生委員が参加することに

より、サークル・学生から直接問題や意見を聴くこと

ができ、対応することができた。サークル・学生の社

会貢献活動を今後とも支援することとした。 

 課外活動支援は目標を上回る成果をあげた。社会と

結びついた課外活動を重点的に支援する方針の決定等

については、全学の施策を勘案して検討する必要があ

る。 

 



－72－ 

 

Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(2)  研究に関する目標 

 ① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中期

目標 

10．基盤研究及び重点研究で国際的水準の研究を活発に遂行するとともに、組織的に新たな研究を

育成推進し、社会へ成果を発信し還元する。 

 

中期計画 年度計画 

＜研究推進＞ 

【23：R121023】23．研究の企画力を向上

させ、「茨城大学の研究推進方針」に基づ

き、基礎研究、萌芽的研究及び特色ある研

究領域の育成を図る。 

施策として以下の取組を実施する。新た

な研究プロジェクトの育成と支援、特色あ

る研究の発掘と支援 

【23-1：R121023-0】推進研究プロジェクトを公募し、認定す

る。認定研究グループの育成策を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇本学の研究活動の一層の活性化を図ることを目的と

して平成21年度に創設した「茨城大学推進研究プロジ

ェクト認定制度」に基づき、平成22年度研究開始の3

プロジェクトを新たに認定し、前年度開始の16プロジ

ェクトと合わせて計19の推進研究プロジェクトが研究

活動を展開してきた。 

研究企画推進会議では、認定推進研究プロジェクト

の育成策を検討し、平成21年度開始の16プロジェクト

を対象に、その活動状況を評価した上で研究費支援を

行うことを決定した。具体的には、同会議委員による

書面審査及び合議審査を経て、研究経費550万円を配分

した。さらに新たな特色ある研究活動の発掘を目指し

て、平成23年度開始プロジェクトを募集（平成23年2

月7日～3月11日）した。 

平成22年度開始プロジェクトを認定するとともに、

育成策を検討した上で実施しており、上回って達成で

きそうである。 

◇教育学部では、学部内イノベーション基本デザイン

WGで研究支援の基本方針を、①大学院生の指導体制、

②学部と附属学校園の研究協力・支援体制の構築、③

研究インフラ整備の3点から検討した。①では修士課程

の指導体制、修士在籍者・修了者の発表機会拡大策に

ついて議論を行い、修士課程を卒業したOBのアフター

ケアのあり方について議論を行った。②では学部と附

属学校園の研究支援組織として「教育学部教育研究連

携推進委員会」を設置した。また、地域の学校モデル

構築の一環としてのESDに着手した。③では学部の個性

化、得意分野構築体制が議論されるとともに外部資金

獲得充実策について検討が行われた。 

 学部としての研究推進の基本方針を立て、研究支援

をデザインすることができた。 

＜重点研究の推進＞ 

【24：R121024】24．本学の重点研究（フ

ロンティア応用原子科学関連の研究、サス

【24-1：R121024-0】重点研究を支援し、各方面の外部資金へ

の申請を援助する。推進研究プロジェクトの進展などを精査し

て、新たな重点研究の形成に努める。 



－73－ 

テイナビリティ学関連の研究、ライフサポ

ートサイエンス研究，ニューマテリアル研

究、バイオ燃料の開発研究、霞ヶ浦環境保

全研究）を推進するとともに、新たな重点

研究を育成する。 

施策として以下の取組を実施する。既存

の重点研究の推進、新たな重点研究の育成

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇本学の特色ある研究の育成推進を目指して平成22年

度から新たに「重点研究認定制度」を創設した。本認

定制度に基づき、学内に公募（5月10日～31日）したと

ころ8研究プログラムから申請があり、研究企画推進会

議の書面及び合議の審査を経て、学長が6つの研究プロ

グラムを認定した。 

認定された重点研究に対しては、大学として組織的

な支援・育成策を検討し、財政的な支援として別途の

支援を受けていない4プログラムに対して480万円を措

置するとともに、外部資金への申請を促進するために

各種助成金の公募情報を提供した。 

また、各研究プログラムの研究活動の公開に努め、

大学HPに重点研究専用サイトを開設した。さらに研究

企画推進会議では、平成23年度研究開始の重点研究の

学内公募（平成23年2月7日～3月11日）を行い、新たな

重点研究の形成への取組を開始した。 

10月14日に学長学術表彰式を行った。(2名：人文学

部、工学部) 

重点研究認定制度を創設した上で、重点研究を育成

策として研究費支援を行っており達成は可能と考え

る。 

機器分析センター：現有電子顕微鏡と比較し格段に性

能、操作性が向上していることから、教育研究活動の

活発化に貢献できるものと期待している。 

 機器分析センターの基幹的機器である電子顕微鏡の

更新・整備が行われた。 

広域水圏環境科学教育研究センター：サステイナビリ

ティ学研究については、産官学(㈱ユードム、守谷市役

所・古河商工会議所、茨城大学大子合宿研修所)の協

力・連携のもとCO2観測ステーションを茨城県内に4点

設置して連続濃度計測を行っている。霞ヶ浦環境保全

研究については茨城県内水面水産試験場や茨城県霞ケ

浦環境科学センターなど県内の研究組織と連携し霞ヶ

浦の生物群集に関する共同研究を展開している。 

ＩＣＡＳ：JICA・世界銀行や国際STARTプログラムなど

と途上国に対する気候変動影響に関する共同研究を行

い、その成果を国際的に発表した。また、11月の茨城

大学・茨城県・茨城産業会議3者連携後援会、12月の農

学部国際シンポジウム、平成23年1月17日のIPCCの研究

者を招いた適応に関する国際シンポなどを通じて社会

への成果発信を行っている。 大学院サステイナビリテ

ィ学教育プログラムは全研究科から50名以上の学生が

履修し、国際・国内実践演習など特色ある教育を行っ

た。また、大学院共通科目の実施にも協力した。これ

らの成果を総括するため、11月24日に教育シンポジウ
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ム「大学院教育を再考する」を開催した。成果の発信

を活発に行っている。平成19年から約2年間連載した茨

城新聞の記事を再構成して、「茨城大学発：持続可能

な世界へ」(茨城新聞社)を発行（平成22年10月）した。

ICASメンバーが執筆参加したサステイナビリティ学シ

リーズ和文・英文各5巻が、東京大学出版会（和文）と

国連大学出版（英文）から出版された。 国内外のシン

ポジウム、講演会で多数の講演・発表を行った。 

平成22年度の主要目標である、1)明確な研究成果、

2)グローバルとローカルの両面での取り組み、3)大学

院サステイナビリティ学教育の充実化の観点から着実

に成果を挙げてきている。 

ICASは平成21年度までの科学技術振興調整費の支援

期間が終了し、平成22年度はいわゆる第二期の開始年

度に当たる。4月に第二期の兼務教員・協力教員の再登

録を行い、従来の54名から90名を超える規模になった。

全員参加の活動をいかに組織するかが課題となるが、

研究教育活動のさらなる充実化が期待される。 

フロンティア応用原子科学研究センター：重点研究を

申請し、認定された。センター内で、研究戦略を検討

する会議を開催し、重点研究計画を充実させた。平成

23年3月に、重点研究報告会を開催することとし、準備

を進めている。また、重点研究をベースにした平成24

年度概算要求書を作成・提出し、予算獲得を目指して

いる。 

センターの研究計画を確実なものとして、重点研究

に申請し、認定を受けた。提案している研究計画に対

して、サブテーマ毎の実施体制を含む研究実施計画を

明確にし、研究を推進した。年度末に活動報告会を開

催し、成果を公表すると共に、今後の研究計画を議論

することにより研究の活性化を図るようにする。 

重点研究計画を、担当者間で議論を重ね、しっかり

としたものにした。今後は、この計画を基本に研究を

推進し成果につなげる。また、外部資金などの獲得の

基本として活用する（日本学術振興会先端研究拠点事

業に申請したのもそのひとつ）。重点研究推進のスタ

ート段階では、確実なものとすることができたと評価

できる。 

宇宙科学教育研究センター：先端的宇宙研究を推進す

る電波望遠鏡が立ち上げられた。センター専任教員が

主幹となり、国立天文台、超長基線干渉計（VLBI）観

測研究大学連合【7大学】、2機関（情報科学機構（NICT）、

国土地理院））の研究者の協働・協力を組織し、大口

径パラボラアンテナ2基（KDDI㈱より国立天文台に譲

渡）を宇宙電波望遠鏡に改造し、単一鏡としての天体

の試験観測と国内外の望遠鏡と組んだVLBI試験観測を

成功させた。これにより、国際水準の宇宙電波望遠鏡
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を誕生させた。 

＜研究水準と成果＞ 

【25：R121025】25．国際的な水準の研究

を遂行し、より多くの研究成果を発信する

とともに、研究について組織毎に第三者外

部評価を実施する。 

施策として以下の取組を実施する。セク

ター毎の研究の外部評価、第１期と同等若

しくは上回る研究成果の発信 

【25-1：R121025-1】学部毎に、研究分野などを単位として研

究の外部評価を計画する。外部評価取組みの年次計画を策定す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：研究の外部評価に関して、点検評価委員会

及び学部運営会議で検討を重ねてきた。その結果、平

成25年度に地域連携の外部評価と同時に実施すること

に決定した。その際、平成24年度前倒し実施も視野に

入れて準備を進めることが確認された。 

研究の外部評価に関しては、点検・評価委員会及び

学部運営会議で検討の結果、平成25年度実施が決定さ

れた。研究に関しては『年報』等に資料の蓄積がある

ので、比較的順調に資料の準備は進むと思われる。今

年度は計画立案だけであったので比較的作業は楽であ

ったが、今後さらに精度の高い資料を蓄積しておく必

要がある。 

人文学部の教育研究の第三者外部評価に関して、対

象セクター（＝研究）と実施年度（＝平成25年度）を

決定した。研究の評価に当たっては、『年報』等がそ

の資料となるが、その点に関連して、平成23年度から、

『年報』のデータの収集方式を改め、研究者情報管理

システムを利用することとなった。 

教育学部：学部の個性化、得意分野構築についての議

論をもとに、外部評価を受けるための学部内教育成果

洗い出しシステム構築とその方策について検討を行っ

た。外部評価の実施年度の原案を作成したが、全学で

認証評価を平成26年度に受審することが決まったの

で、再検討している。 

 今年度中に行うべき作業は行われた。 

理学部：平成24年度に教育と研究に関して一緒に外部

評価を受ける予定でいる。今年度は外部評価を受ける

体制を検討した。 

 教育と研究を同時に外部評価を受ける予定でいるた

め、学際理学コースのあり方を検討するWGを立ち上げ

た。 

工学部：3学科で研究活動に関するFDを行っており、学

科によっては若手教員の研究促進や不活発な教員への

警告を行っている。各学科で研究外部評価に関する計

画を立案中である。 

 各学科において研究FDを活発にし外部評価を受ける

計画を立てることを決め、作業が開始された。 

農学部：外部評価を平成25年度に行うこととし、その

研究成果の紹介発信を行った。具体的には、農学部重

点推進9研究テーマの紹介発信を、ホームカミングデー

（11/6）、第20回阿見町工業に関する懇談会(11/30)、
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日本政策金融公庫訪問会(12/3)で行った。また、1プロ

ジェクトは「アグリビジネス創出フェア 2010」（主催：

農林水産省 農林水産技術会議事務局、11/24～26）で

行った。 

 外部評価に向けて、茨城大学農学部重点推進研究9

テーマの紹介発信等を積極的に行った。 

【25-2：R121025-2】学野毎に、第１期中の研究成果の量を確

認し、第２期中の研究成果発信目標を定める。各学野は、年次

毎の成果を確認する体制を構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

人文学部：科研費への積極的応募を図るため、学部内

説明会実施(6月)、過去に採択された申請書のサンプル

公開、応募者への研究費増額決定を実施した。紀要に

ついては投稿者の都合による作業の遅れが生じ、発行

の遅延があった。新任教員の研究発表会を6月に実施し

た。人文学部資料室の効果的運用については、各コー

スの利用状況を調査し、書架の再配分を行い、稼働率

を上げた。院生の研究発表の機会充実については、院

生論集第2号の編集作業を進めた(2月刊行)。第3号の投

稿募集作業も2月に開始した。また、学術データベース

の充実については、Read等への記入を呼びかけるが、

独自のシステムを構築する予定はない。 

 紀要については投稿者の都合による作業の遅れが生

じ、発行の遅延があった。投稿者への締切厳守を徹底

したい。委員会としてはできる限りの取り組みを行い、

科研費の応募数向上を目指したが、成果は上がらなか

った。応募率向上のために何が必要か、分析が求めら

れている。科研費応募者に、インセンティブとして2

万円の研究費を配分しているが、科研費応募の伸びが

いまひとつ停滞しているように思われる。今後の計画

の進捗に期待したい。 

教育学部：イノベーション基本デザインWGで研究・教

育支援の基本方針を決定し、研究・教育支援委員会で

学部内教員の研究成果洗い出し方針について検討を行

った。担当委員会が研究成果の量を確認するための方

針を決定した。 

理学部：化学領域の山口准教授が文部科学大臣表彰を

受けた。また、化学領域の高妻教授はタンパク質構造

と機能に関する研究成果が認められ、環太平洋化学会

議（米国）においてStructure and Functions of 

Non-Covalent Weak Interaction Probed with a Blue 

Copper Protein, Met16X Pseudoazurin Variantsとい

う招待講演を行った。分野のトップジャーナルへの論

文発表が1件（物理学領域の横沢教授）。 

 研究成果は確実に蓄積されており、情報発信もしっ

かりと継続実施している。学術委員会が年次毎の研究
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成果を集約する役割を十分に果たしたと認められる。

なお、この年度計画は学術委員会のみ所掌している。

工学部：工学部が主体として認定された2件の重点研究

の実施組織とした研究センターを構想し、これらを核

に組織的研究体制の整備について検討を進めている。

 個人研究は大事にしながら、工学部の目玉となるよ

うな組織的研究を展開する検討が進み、実施に移す段

階にきている。 

農学部：農学部重点推進9研究テーマの紹介発信を、ホ

ームカミングデー（11/6）、第20回阿見町工業に関す

る懇談会(11/30)、日本政策金融公庫訪問会(12/3)で行

った。また、1プロジェクトは「アグリビジネス創出フ

ェア 2010」（主催：農林水産省 農林水産技術会議事

務局、11/24～26）で行った。平成22年度学術研究推進

経費（個人研究支援経費）では、3件（各50万円）を採

択した。なお、本経費は、個人研究でありながら、著

しい研究の成果を生んでいる研究分野、または、科研

費の申請になじまない研究分野に対して、支援を行う

ものである。 

業務自己点検評価書及び年報の作成による研究成果

の確認体制を構築し、実施している。現在、自己点検

評価委員会に教員の研究成果評価とその量的評価のあ

り方に関するワーキング・グループを形成し検討する

こととしている。 

順調に進んでいると判断される。 

【26：R121026】26．研究成果を知財とし

て適切に管理し、有効活用を図る。 

施策として以下の取組を実施する。知財

創出の推進、知財の権利化と有効活用 

【26-1：R121026-0】産学官連携イノベーション創成機構は、

各教員に対して、知財創出の推進、知財の権利化と有効活用の

キャンペーンを実施する。知財創出と知財の権利化について、

積極的に支援し、知財を蓄積する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

産学官連携イノベーション創成機構の知財部門は、

稲垣部門長（教授、併任）と4名の非常勤コーディネー

ター（片上、阿萬、高松、岩田）から構成されている。

企画した知財説明会や新規に構築した知財関連WEBコ

ンテンツを適宜援用しながら、各教員に対する知財創

出の奨励や知財権利化の実務作業を適宜実施した。ま

た、外部機関であるJSTや4uとも密接に連携し、知財の

国際化業務や広報活動にも取り組んだ。さらに、知財

関連諸規則についても、発明委員会を通じて継続的な

改善を進めている。 

1．知財説明会の開催や新規に構築した広報用WEBコン

テンツの開示によって、これまで比較的関心の薄かっ

た教員からも地財創出意欲を引き出せた。 

2．また、JSTとの密接な連携によって、幾つかの知財

を海外向けに公開するとともに、4uとの密接な連携に

よって、国内向け知財の創出活動にも取り組んだ（実
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施記録を参照）。 

3．さらに、知財関連諸規則の改善活動によって、社会

一般の基準に可能な限り準拠した内容を提起できた。

4．各教員に対して、知財創出の推進、知財の権利化と

有効活用、諸注意事項に関する広報や啓蒙活動を工学

部（全体教授会）・農学部・理学部で展開すると共に、

適宜個々の教員に対する支援を実施した。また、前年

度に引き続き、知財創出と権利化を支援・推進し、添

付資料にある知財を蓄積した(発明届、特許・実用新案

出願の推移.pdf)。これら知財の新技術発表会により、

23件の技術相談を受けた。さらに、発明規則を見直し、

上層部へ提言した。 

1.特許出願手続きの教員への周知 

 ホームページ（HP）の充実、工学部全教員への周知

徹底化。 

 工学部教授会を利用して教員全員への周知徹底化。

 HPを利用しての個別教員への手続き周知活動。 

2.他キャンパスでの特許相談、PR 

阿見キャンパス：農学部フライデー･レクチャー･シ

アターを通じての周知。出張による個別相談4件。水戸

キャンパス：出張による個別相談4件。 

3.規定、規則の改訂・制定 

 職務発明規定の改訂、特許法30条対応方策立案、知

財承継基準(案)策定。 

4.知財の公開、技術移転活動 

 JST新技術説明会による知財のPR。 

 公開特許のHP上での掲示、茨城県知的財産センター/

茨城県中小企業振興公社のHP/機関紙上への掲載。 

 JST科学技術コモンズへデータ提供。 

5.知財に関する契約関係業務 

 海外との共同研究契約書の個別検討：韓国向け3件。

 種々の問題提起（茨城大学側のサイナーの学長以外

への契約権限の委任提案など）。  

6.外国出願 

 (1) PCT出願は、JSTの支援を受けての大学単独が1件、

大学共願が1件、企業との共願が4件の合計6件であっ

た。 

 (2) 台湾への直接出願を企業との共願で2件実施し

た。 

 (3) JSTへの外国出願支援申請として、PCT出願2件、

各国移行1件を申請し、うち各国移行1件（2カ国）が認

可された。 

（注：上記(1)(2)は外国出願そのもの、(3)はその資金

支援のための申請で(1)(2)とは異なるものである。）

（H230525修正） 

7.特許管理手法の改善 

 特許管理ソフトの試用開始―プログラム問題点の抽
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出、修正中。 

8.数値成果 

 発明届36件、大学承継30件、総出願（外国出願含む）

37件、国内出願29件、外国出願（PCT＋個別）8件であ

る。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(2)  研究に関する目標 

 ② 研究実施体制等に関する目標 

 

中期

目標 

11．研究推進体制を改革して研究及び研究者を支援するとともに、各種資源を有効に活用して研究

環境を整備する。 

 

中期計画 年度計画 

＜研究実施体制の改革＞ 

【27：R122027】27．研究企画及び支援の

ための組織を再整備し、学内の研究組織の

連携を強化して、研究の推進と研究支援体

制を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。研究

企画及び支援のための組織整備、支援員の

措置、研究推進のための研究グループ等の

構築、研究予算の効果的活用 

【27-1：R122027-1】研究に関する全学的な課題を審議・企画

する研究企画推進会議を立ち上げ、研究企画力を高める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 学術研究に関する全学的な課題を一元的に審議・企

画する研究企画推進会議を平成22年4月に設置した。さ

らに、同会議の下、学術研究の基礎・基盤となる研究

環境を整備する「設備マスタープラン専門委員会」と

研究資金の戦略的な獲得を企画・立案する「競争的資

金獲得専門委員会」の2つの専門委員会を設置して、本

学の学術研究に関わる具体的な施策を企画及び推進す

る組織体制を強化した。 

研究企画推進会議では、研究に係る企画と予算に関

わる権限が付与され、重点研究の認定や学術研究推進

経費の配分などの具体的な課題に機動的かつ戦略的に

対応してきた。 

研究企画及び支援のための組織整備については、全

学的な課題を一元的に審議・企画する研究企画推進会

議を設置するとともに、研究に係る企画と予算に関わ

る権限を付与し、平成23年度計画に掲げられている「研

究企画推進会議に企画と予算に関する権限を付与し、

充実した組織として整備する。」を前倒しで実施した。

【27-2：R122027-2】大学は、研究支援員を措置する方針を決

定し、その運用制度を整備する。既存の研究支援員の効果につ

いて点検し、効果的運用を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 研究企画推進会議では、平成22年度限りの学内予算

6,000万円を確保して25人の研究支援員を別途措置す

ることによって研究支援体制の充実を図るとともに、

既存の研究支援員と併せて新たに措置した研究支援員

の配置の効果について調査、把握した。さらに、効果

的運用の検討を踏まえ、競争的資金等の間接経費配分

方針の見直しを図り、平成23年度以降、間接経費2,000

万円を活用して研究支援員を配置する制度の実施を通

じて研究環境を整備する方針を決定した。 

 間接経費を活用して研究支援員を配置する方針を決

定した。この方針に基づき平成23年度に実際に研究研
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究支援員を配置することになる。しかしながら、震災

により研究支援員の効果等に係る調査の点検について

は実施できなかった。 

【27-3：R122027-3】研究グループの構築を推進する体制を充

実し、政策的経費などを用いて、新たな研究グループの構築に

努める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇研究グループの構築を推進する体制の充実を目指し

て、「研究プロジェクト推進委員会」の組織見直しを

図り、平成22年4月に学術研究に関する課題を一元的に

審議・企画する「研究企画推進会議」を設置した。 

・同会議では、本学の研究推進のための研究グループ

等を構築するために、平成21年度に創設した推進研究

プロジェクト認定制度に基づき選定された研究グルー

プの育成に努めるとともに、新たに重点研究認定制度

を創設した。 

・推進研究プロジェクトについては、大学が育成すべ

き研究分野を開拓するために認定した19推進研究プロ

ジェクト（うち平成22年開始は3プロジェクト）の育成

に努めた。具体的には、研究企画推進会議において育

成策を検討して、16推進研究プロジェクトに本学の政

策的経費である学術研究推進経費524万円を配分した。

・重点研究については、本学の特色ある研究の育成推

進を目指して6重点研究プログラムを認定し、育成に努

めた。具体的には、研究企画推進会議において育成策

を検討して、大学から別途の支援を受けていない4プロ

グラムに対して学術研究推進経費480万円を配分した。

・研究企画推進会議（平成23年2月2日開催）では、新

たな研究グループの構築を目指して、平成23年度開始

の重点研究及び推進研究プロジェクトの学内公募（2

月7日～3月11日）を行った。 

人文学部：今年度の共同研究ユニット募集にあたって、

委員会では、これまでの状況を整理して検討した。教

育改革分野については、必要な枠を確保し、研究分野

については、より応募しやすいように1件あたりの上限

額を設けない形で応募を行った。その結果予算規模に

見合った応募があった。学部委員会体制の改編にとも

ない、将来計画委員会が担当するかどうかも含めて、

「共同研究ユニット」の今後の在り方について、どの

ような形で学部の研究活動を活性化させて行くかとい

う視点で次年度早々に学部運営会議で議論を進める。

 年度末の震災により、次年度に積み残しとなった課

題もあるが、年度計画は問題なく達成されている。 

教育学部：新たな研究グループが立ち上げに向けて、

学部アンケート、希望調査を行った。学部内の研究グ

ループ作成フィージビリティを考慮しながら、新たな



－82－ 

研究グループづくりの枠組みとして、教育学系・学際

分野系・地域（茨城）系3系統のグループ構築を模索す

る議論を行った。また、研究グループ構築のために教

員のインセンティブをどのように上げるか、その方策

について議論を行った。学部内教員と附属学校教員か

らなる研究グループは実際に構築され、ESD領域で活動

が始まった。 

 新たな研究グループづくりの枠組みづくりは困難で

あったが、教育学系・学際分野系・地域（茨城）系3

系統で枠組みづくりを行う方向である。そのためには、

やはり教員のインセンティブをどのように上げるかが

問題とならざるをえないと思われる。来年度はこの2

点について実際の枠組みづくりの構築を行う必要があ

る。学部内教員と附属学校教員から成る研究グループ

は実際に構築され、ESD領域で活動が始まった。順調に

推移している。 

 学部内教員と附属学校教員からなる研究グループ活

動が進行し、新たな枠組みの研究グループの立ち上げ

も期待できる。 

 『年報』の構成に学部独自の共同研究をクローズア

ップする項目を新たに加えることを検討した。また、

共同研究の成果をFD研修会に活かす方法について議論

した。研究活動を孤立させない試みが期待できる。 

理学部：茨城大学推進研究プロジェクトに理学部教員

が代表で3件が認定されており、それぞれ研究グループ

としての連携強化に努めている。また、茨城大学重点

研究プロジェクトのメンバーにも化学・生物科学系の

教員が参加している。さらに、公開シンポジウムや研

究会を開催し、研究成果の発信とともに学部内外での

研究の連携を深めるための活動を実施した。平成23年2

月2日(水)には、化学分野での産業技術総合研究所との

連携シンポジウムを開催し、80名の参加があった。さ

らに、理学部公開シンポジウム「がん放射線治療の基

礎と臨床をつなぐ」を2月5日(土)に開催し、教育研究・

医療機関関係者等30名の参加があった。 

 学術委員長の活動内容のまとめに記載されているよ

うに、研究グループの構築が一定程度なされており十

分に成果が出ていると認められる。ただし、重点研究

プロジェクトの研究課題を提案できるような研究グル

ープは現時点ではない。 

工学部：大学院博士後期課程の枠組みがほぼ固まって

きたので、それと工学部研究センター構想と連動した

組織的研究体制について、検討を進めている。 

 全学重点研究のチームを中心に工学部研究センター

を立ち上げる計画ができつつある段階。 

農学部：研究推進委員会の中に、地域連携推進委員会

と産学連携推進委員会を取り込み、研究交流・成果発
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信を一元的かつ効率的に進めるように改革した。一方、

本委員会の下部組織であった国際交流専門委員会を

「国際交流委員会」に昇格させ、多様な国際交流事業

に即応できるようにした。これに伴う必要な規則改正

を行った。学内研究推進助成経費の改革案をまとめ、

茨城大学重点研究や推進研究プロジェクトに応募でき

る研究グループの育成をより強力に推進できるように

した。併せて、助成研究の事後評価を厳格に行う項目

を設けた。第4回三大学合同セミナーを実施した。 

 順調に進んでいると判断される。 

【27-4：R122027-4】研究費の教員数配分方式の効果を点検す

る。政策的戦略的な研究費配分について見直し、改善を図る。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学長特別補佐を座長に、5学部等から各2名を拠出し

て構成される「教育研究経費に関する検討ワーキング

グループ」を10月から開催し、研究経費（教員数分）

の配分効果の点検・検討を行った。 

◇研究企画推進会議では、学内研究費配分の見直し、

改善の検討を行い、本学の政策的戦略的に配分する研

究費である学術研究推進経費を1,000万円から3,000万

円に増額するとともに、本学における学術研究の推進

に関わる諸施策を体系的に実施できる研究費配分への

転換を図った。具体的には、「茨城大学の研究推進方

針」の下、第2期中期目標等を着実に実行するための4

つの政策テーマである、1)発展段階に応じて、多様な

学術研究を組織的に支援・育成、2)大型の競争的資金

の獲得促進とその戦略策定、3)次代を担う若手研究者

育成と女性研究者への支援、4)研究環境の整備と先進

的取組等の普及啓発を設定し、研究推進経費から研究

設備維持経費までを戦略的に配分することとした。 

重点研究への支援：認定6件中4件に@120万円を措置 

若手研究者への支援：科研費 6研究者に@50万円を措

置 

：最先端・次世代研究開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ 27研究者に@25万円を措置 

個人研究への支援：申請6件中5件に@50万円を措置 

推進研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援：16ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに25万円～50

万円を措置(総額524万円) 

大型科研費への支援：1研究100万円を措置 

研究設備の維持管理・保守：申請18件中9件に32万円～

50万円を措置(総額436万円) 

国際交流事業推進経費：農学部へ110万円を措置 

 政策的戦略的な研究費である学術研究推進経費につ

いては、増額するとともに、政策的な配分方法に見直

し、改善を図っていることから、年度計画を十分に達

成しているものと考える。 
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＜研究系センターの組織改革＞ 

【28：R122028】28．研究系センターの評

価を行って組織改革を行い、体制を整備す

る。 

施策として以下の取組を実施する。未実

施研究系センターの外部評価、研究系セン

ター間の連携体制の整備 

【28-1：R122028-1】学術振興局の各センター等は、第２期中

に外部評価を受ける方針を決定し、評価作業の年次計画を策定

する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学術振興局では、外部評価未実施の9センター等につ

いて、平成23年度末までに外部評価を受ける方針を決

定し、外部評価の円滑な実施ために準備に要する経費

として1センター等当たり50万円の予算を確保して、各

センター等の取組を支援した。外部評価未実施の9セン

ター等では、この方針の下、自己点検評価書の作成等

の実施準備を前倒しで進め、9センターのうち6センタ

ーが外部評価委員会を開催し、評価結果の取り纏め手

続きを行い、平成23年度には、外部評価報告を作成し

て関係機関に周知する予定である。なお、今年度中に

外部実施しなかった3センターついては、平成23年度中

に実施する予定となっている。 

（参考）外部評価委員会を開催したセンター等：ＩＴ

基盤センター、産学官連携イノベーション創成機構、

機器分析センター、遺伝子実験施設、地域総合研究所、

広域水圏環境科学教育研究センター 

・平成23年度に外部評価を実施するセンター等：地域

連携推進本部、フロンティア応用原子科学研究センタ

ー、宇宙科学教育研究センター 

 年度計画では、第2期期間中に外部評価を受ける方針

を決定し、年次計画を作成することとなっていたが、

学術振興局において前倒しで外部評価を実施すること

を決定し、平成23年度中には、全ての未実施のセンタ

ー等が外部評価を実施することになった。平成22年度

末までの実施状況については、9センターのうち6セン

ターが外部評価委員会の開催まで終了している。また、

その他の3センターについても、自己点検評価書の作成

や外部評価者の選定等を進めており、十分に達成でき

るものと考える。 

ＩＴ基盤センター：評価資料として自己点検評価書を

作成し、平成23年3月8日に外部評価委員3名による外部

評価点検を行った。評価依頼項目は11項目を用意し、

おおむね、評価点が4（適切あるいは十分である）～5

（適切あるいは十分で、特に優れている点がある）で

あったが、組織体制等の3項目に評価2（不適切あるい

は不十分である）が幾つかあったので、今後の検討課

題とする。 

 工程表等では、平成25年度に外部評価となっていた

ので、予定を前倒しで実行している。 

産学官連携イノベーション創成機構：国立大学が法人

化した平成16年からイノベ機構を設立した平成21年の

6年間の活動について外部評価委員に評価していただ
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く。評価委員には「産」「学」「官」を代表して各1

名お願いした。平成23年3月10日に外部評価を実施し

た。結果を内部で議論し、今後の活動に反映させる。

機器分析センター：12月6日に4名の外部評価点検委員

より外部評価点検を受けた。外部評価点検の結果は報

告書の形でまとめ、関係部局、教員に配布した。 

地域連携推進本部：3月16日に予定していたが、震災で

延期。改めて、7月に外部評価委員会を開催する予定。

遺伝子実験施設：当施設を利用した外部発表（論文、

学会）や外部資金獲得への貢献などを利用教員より情

報収集整理した。また、機器の稼働率や学内外向けに

実施した講座・セミナー・シンポジウム、そして実験

室、機器利用に関連する管理運営全般を総括した。大

学、国研（農水省）、民間より各1名ずつの外部評価委

員を選定、委嘱をした。作成した自己点検評価に基づ

いて、3月3日に外部評価委員会を開催し、外部評価報

告書としてまとめ印刷した。 

地域総合研究所：平成23年2月3日に外部評価点検委員

に資料送付して、3月4日外部評価委員会を開催した。

五浦美術文化研究所：平成21年度末に実施した外部評

価の結果を検討し、2月8日の総務委員会において、第2

期中期計画期間における具体的な取り組みを決定し

た。また次回の外部評価を平成27年度に実施すること

を正式に決定した。 

予定通りの進行状況であると考えられる。 

ＩＣＡＳ：ICASは平成19年度、平成21年度に外部評価

を行い、概ね高い評価を得るとともにICAS年報等に評

価結果を公開している。平成25年度に第二期ICASの中

間評価を予定している。また、9月にICAS年報2010を作

成し、活動成果の公表を行った。 

広域水圏環境科学教育研究センター：平成23年3月2日

に外部評価委員会を開催した。10:00～15:20まで。1.

理念・目的、2.教育、3.研究、4.社会貢献活動、5.組

織及び運営、6.施設及び設備、7.中期目標と今後の課

題、施設見学。評価委員2名(1名欠席)。 

フロンティア応用原子科学研究センター：平成23年度

前半に外部評価を受けるべく、活動状況を自己点検評

価書にとりまとめている。第1回の準備会議を平成23

年1月21日に開催した。そこで、責任者を決め、準備態

勢を整えた。また、評価項目、資料収集、外部評価委

員の人選などの作業を進めることとした。 

 平成20年4月発足で間もないこともあり、対象年度を

平成20～22年度の3年間とし、平成23年度に評価を行う

こととなっている。そのための準備をスケジュールに

従って進めてきており、予定通り進行してきている。

宇宙科学教育研究センター：センター運営委員会にお

いて、平成22年度は自己点検評価書を作成する方針を
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決定し、センター職員を中心に、自己点検評価書の作

成に向けて、センターの目的と業務の整理、平成21年

度までの実績についてまとめている。平成23年度実施

予定。 

【28-2：R122028-2】学術振興局を設置し、研究系センター等

間の連携体制を構築する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇本学の学術研究の充実と高度化の実現を目指して、

平成22年4月に研究系の11センター等で組織する「学術

振興局」を設置し、学術研究系センター等の間で相互

協力と相互補完する連携体制を構築した。 

具体的な取組としては、それぞれ産学官連携拠点と

して活動している「産学官連携イノベーション創成機

構」と「フロンティア応用原子科学研究センター」に

おいて相互協力に関する協議を行ったうえで、6月に

「科学・技術フェスタ in 京都」への共同出展、10月

以降に「塑性加工を科学するフォーラム」を3回共催実

施するなど、県内外で産学官連携活動に取り組んでき

た。 

また、本学の地域連携の主たる活動であって、茨城

県北地域の市町村と連携して推進する「茨城県北ジオ

パーク構想」では、地域連携推進本部を中心に五浦美

術文化研究所、宇宙科学教育研究センターが地域の活

性化や科学教育に活用する施設として参画するととも

に、同構想におけるインタープリター（案内人）を育

成すために、2センターに加え、広域水圏環境科学教育

研究センターや地域総合研究所の研究者が連携、協力

して行っている。 

各センターの設置目的な設置場所は一様でなく、11

センターが一つになって連携することは困難であると

考えるが、種々の課題に対して、関連のセンターが連

携していくことは可能と考える。 

ＩＴ基盤センター：当センターは、全学を対象として

教育研究活動を支援しており、学術振興局内のセンタ

ーに留まらない、各種の連携を行っている。 

 当センターはその任務から、管理する対象が全学に

渡り、その支援・連携は対応している。しかし、所帯

が小さいので、特定の部署との連携を特に積極的に強

く形成するには組織量が及ばないと思える。特に、阿

見、水戸キャンパス管理・事務室には常駐の教員・技

術員がいるわけではなく、現状では、日立本部から専

任教員も出向いているなどの点も考慮が必要である。

産学官連携イノベーション創成機構：日立地域企業と

工学部、フロンティア応用原子科学研究センターの特

性を活かした地域活性化を目的として活動を連携して

進めている。 
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1．将来像や具体的な連携手法案を地域企業へ説明する

過程で、それら案の修正や合意形成のため地域企業と

濃密な意見交換が不可欠であることが判明した。その

ため意見交換の場を新たに設定し運用を開始する予定

である。 

2．人材育成支援に対しては社会人対象及び学生対象の

事業を支援した。受講者からのアンケート調査で事業

支援に対する良好な評価を得た。 

1.フロンテイア原子科学応用研究センターとの連携 

1)本学のシーズを広く活用推進していくために、両機

関の連携を強化して事業を推進する。 

2)イノベ機構が参加した科学技術フェスタin京都の展

示会にフロンテイア原子科学応用研究センターの成果

を展示した。 

3)共同研究・受託研究確保に向けて企業訪問・技術相

談を連携して実施している。 

4)フロンテイア原子科学応用研究センター主催のフォ

ーラム「塑性加工を科学するフォーラム」を共催した。

5)池畑副機構長が次年度よりフロンテイア原子科学応

用研究センター産学官共同研究推進部門長を兼任され

ることになった。イノベ機構とフロンテイア原子科学

応用研究センターとの連携を一層密にして活動を一体

として推進していく予定。 

2.近隣の学術機関との連携 

3.産学連携活動の広域化－首都圏北部4大学連合(4u) 

4.金融機関、商工会議所、自治体との連携強化 

機器分析センター：機器分析センターが学術振興局の

一員となり、機器分析センター長は研究企画推進会議

のメンバーとなっている。 

 研究系センター間の連携体制の構築を行う準備は整

っている。 

広域水圏環境科学教育研究センター：重点プロジェク

トであるサステイナビリティ学研究ではICASと密接に

連携して研究を実施している。地域連携推進本部を中

心に運営されている茨城県北ジオパーク推進協議会が

主催する茨城県北ジオパークインタープリター養成講

座の実施に積極的に協力している。 

地域総合研究所：研究所独自の研究予算が科研費など

の外部資金以外になく、専任研究スタッフがいないと

いう厳しい状況の中で調査研究の実施、自治体との連

携活動、研究所活動のHPを通じた情報発信、研究成果

の年報としての発行などを活発に行ってきたことは高

く自己評価できる。これだけの活動に対して、全学的

な予算的、人的支援措置がとられていないことが大き

な問題である。 

ＩＣＡＳ：ICASは今年度より第二期を迎え、参加者が

約90名に増加し、これまで以上に全学へまたがる研究
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センターとなっている。さらに、サステイナビリティ

学教育プログラムを企画立案機関として教育活動でも

全学的な実施体制を推進している。 

 今年度より発足したSSCには、ICASメンバーが理事を

担当するなど積極的に参加している。ICASでは平成22

年度より第二期ICASとして組織体制の整備を行った。

兼務教員・協力教員の再登録を行い、従来の60名程度

から90名を超える規模になった。全学的に関心が高い

ことが反映していると思われるが、その反面、増えた

メンバー全員が参加できる活動をいかに組織するかが

課題となったと考えている。 

フロンティア応用原子科学研究センター：産学官連携

イノベーション創成機構と、会議を開催し連携に関す

る意見交換を行い、連携事項を確認した。平行して、

塑性加工フォーラムによる産学連携ついては連携しな

がら活動を進めていてモデルケースとなる。機器分析

センターのNMRが共同利用としてフロンティアセンタ

ーに配置されており、利用に際して連携を図りながら

進めている。また、今後の機器共同利用方策について

も相談することとしている。 

産学官連携に関しては、産学官連携イノベーション

創成機構との協働体制が望ましく、塑性加工フォーラ

ムについて具体化してきている。これは、モデルケー

スとして全学の参考になる。共同利用研究設備に関し

ては、機器分析センターとの連携が必須であり、サー

ビスの向上と活発な研究につながることができた。 

当センターと関係の深い2機関（イノベーション機

構、機器分析センター）と具体的な連携活動を行って

きており、センター単独では得られない成果につなが

ると期待できる。 

＜研究者支援＞ 

【29：R122029】29．研究環境の整備を行

って基盤研究を広く支援するとともに、特

に若手研究者、ポスドク、博士後期課程学

生の研究を支援する。 

施策として以下の取組を実施する。研究

環境の整備、若手研究者・ポスドク・博士

後期課程学生を支援 

【29-1：R122029-1】大学は、研究環境の整備方針を定め、評

価と成果を基本として、研究環境を整備することを周知する。

研究環境整備を組織的に企画推進する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 大学は、研究環境整備を組織的に企画推進する研究

企画推進会議を平成22年4月に設置した。研究企画推進

会議では、学術研究推進や研究環境整備のための資金

である学術研究推進経費の配分方針を定めた上で、学

内における公募及び審査を経て、重点研究や推進研究

プロジェクトの研究推進費や研究設備の維持管理費な

どについて資金面での支援を行った。さらに、研究企

画推進会議では、平成23年度以降の間接経費配分の見

直しの検討を行い、研究施設の維持や研究支援要員の

雇用など研究環境の整備に要する経費に配分する方針

を決定した。 

研究環境の整備について、その推進体制を整えると



－89－ 

ともに、整備経費の支援方針を定めている。さらに、

研究費の支援にあたっては、実績等を評価して配分を

決定しており、中期目標は達成可能と考える。 

【29-2：R122029-2】女性を含む若手研究者・ポスドク・博士

後期課程学生の支援内容を整理し、支援制度を設計する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇大学は、学術研究の推進や研究環境の整備について

広く支援するために、平成22年4月に研究企画推進会議

を設置した。研究企画推進会議では、本学の政策的な

研究費である学術研究推進経費3,000万円の配分方針

の一つとして「次代を担う若手研究者育成と女性研究

者への支援」を掲げ、競争的資金の獲得支援などのた

めに、延べ33名、合計975万円を措置した。さらに、若

手研究者、ポスドク、博士後期課程学生のそれぞれに

対する支援策を整理して、若手研究者に対しては、研

究経費を支援することを通じて研究活動の活性化や進

展などを促進させる取組を行うこととし、ポスドク及

び博士後期課程学生に対しては、博士特別研究員又はR

Aとして雇用した上で、研究プロジェクト等に研究者又

は研究補助者として参画させることを通じて研究実績

を上げさせたり、研究遂行能力を育成する取組を行う

こととしている。 

年度計画にある「支援内容を整理し、支援制度を設

計する」ことについては、若干不十分な面もあるもの

の、具体的な支援策を講じており、中期目標を達成す

ることは可能であると考える。 

理学部：基本的には支援策には経費負担が伴う事が予

測されるので研究科でできることには限界がある。若

手研究者（教員）に対しては、校務分担の軽減につい

て領域で配慮されている。ポスドク（博士特別研究員）

については、各指導教員が配慮している。 

 基本的な支援策は就学・研究経費の軽減であり、研

究科単独での実施には困難が伴う。大学執行部に博士

関連の経費増を要請しているところである。 

工学部：企画立案委員会を中心にして、工学部で可能

な支援内容を整理した。博士後期課程の学生に関して

は経済的な支援が間接経費、学部長裁量経費から支出

可能か両経費の使途を調査した。 

 学長方針に加えて工学部でも補填する方針にしたの

で、後期課程学生への経済支援は来年度からかなり改

善される見込みである。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(3)  その他の目標 

 ① 社会との連携や社会貢献に関する目標 

 

中期

目標 

12．社会連携事業を推進し、大学力を地域に示すとともに、地域から高い評価を得る。 

 

中期計画 年度計画 

＜地域連携事業の推進＞ 

【30：R131030】30．「茨城大学地域連携

２１世紀プラン」や連携協定に基づき、広

く地域連携事業を進め、地域の活性化に寄

与する。 

施策として以下の取組を実施する。地域

連携事業の量的・質的充実、地域連携事業

の外部評価と見直し 

【30-1：R131030-1】「茨城大学地域連携２１世紀プラン」を

第２期に対応させて改訂を行う。改訂プランに従って、取組の

年次計画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

 ｢茨城大学地域連携第2期プラン－地域とともに発展

する大学｣を11月に作成し、関連機関に配布した。第一

期プランに基づいた地域連携活動を点検評価し、より

発展的なプランが作成できた。一部はすでにこのプラ

ンによる成果が出てきている（学生地域参画プロジェ

クト）。今後は、本格的な事業展開が期待できる。 

【30-2：R131030-2】地域連携事業に外部評価を導入し、地域

から評価を得る事業として取組を見直す。外部評価方法を提示

する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇地域連携推進本部：茨城大学地域連携第2期プラン作

成に当たって、第1期プランに従って行った事業につい

て全面的な点検・評価を行った。その結果は、第2期プ

ランの冊子の中に取り入れ公表し、外部評価について

の準備を行った。平成23年3月に外部評価委員会を開催

する予定で産、官、学、民、金関連の評価委員による

外部評価委員を確定し、評価に関わる資料を作成した。

しかし、3月11日の東日本大震災のため、外部評価委員

会の開催が不可能となった。改めて、7月に外部評価委

員会を開催する予定である。 

 産、官、学、民、金関連の評価委員による外部評価

を企画しており、地域や社会のニーズに基づいた評価

がいただけるものと期待している。 

人文学部：学部地域連携委員会と点検・評価委員会が

協力して、平成22年度秋から計画を継続して検討した

結果、平成25年度に地域連携の外部評価を実施するこ

とになった。平成24年度の前倒し実施も視野に入れて、

23年度から資料の準備を整えることになった。平成22

年度は計画の作成だけであるので、特に大きな問題は

なかった。平成23年度は資料の整理等の具体的な活動

が中心となると思われる。 

 点検・評価委員会と地域連携委員会との間で検討を
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行った結果、①地域連携事業に外部評価を導入するこ

と、②実施年度を平成25年度とすること、が決定され

た。②の実施年度は、早ければ平成24年度にも行うこ

とができるように、地域連携委員会では、平成23年度

から、そのための資料の整理等を進めることとなった。

工程表の目標を十分に達成していると評価することが

できる。 

農学部：主に連携協定先の地元自治体である阿見町と

の連携事業を実施した。町側の要請に応じて本年度は

地元工業団地の企業向けに農学部訪問交流会を実施し

た。また従来より継続して実施してきた「食育・食農

教育推進事業」では、この活動を通して阿見町の学校

給食センターでの地場農産物利用率を県内1位に向上

させることができた。 

 極めて順調に進めていると判断される。 

＜産学官連携事業の推進＞ 

【31：R131031】31．企業等との共同研究

や受託研究の獲得、技術やシーズの提供な

どにより、産学官連携事業を進め、ステー

クホルダーから高い評価を得る。 

施策として以下の取組を実施する。共同

研究・受託研究の獲得を促進、自治体や企

業との連携事業の推進、シーズの企業化 

【31-1：R131031-1】共同研究・受託研究の獲得を促進するた

めの取組を継続的に実施する。獲得状況をとりまとめ、成果を

確認する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 茨城大学のシーズを活用して地域に貢献することを

目的にした産学官連携活動を推進した。大学が研究成

果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」について、

日本経済新聞社産業地域研究所が全国の大学を対象に

調査した結果、茨城大学は8位にランクされた。特に茨

城大学のシーズ活用による地元企業などとの共同研究

が地域経済の活性化に力を入れている証として評価さ

れた。 

産学官連携イノベーション創成機構の共同研究推進

部門のコーディネーター等が県内外の企業を訪問し、

大学シーズのPRと企業ニーズの調査をしている。平成

22年度実績は245件で、平成21年度実績の192件を大幅

に上回った。平成22年度の技術相談件数は186件で、平

成21年度の実績は182件であった。 

1.シーズの広報・活用【イベント開催・参加】 

(1)4u新技術説明会キャラバン隊開催 第9回を群馬県

前橋商工会議所で開催（5月10日）。キーテーマを「次

世代ロボット産業の関係技術」として、6件の研究シー

ズを紹介。本学からは、工学部近藤教授の発表をアレ

ンジした。 

(2)工学部こうがく祭＋オープンキャンパス 6月5日、

工学部こうがく祭＋オープンキャンパス開催。「地域

企業・教員・学生 出会いコーナー」開催。出展企業1

2社。出展研究室7、来場者数85名。出展企業と出展研

究室間での技術相談から共同研究が創出された。また、

出展企業と学生のリクルート相談案件も生まれた。 

(3)科学技術フェスタin京都 6月5日、科学技術フェス
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タin京都に参加した。本学から5テーマ展示、シーズ広

報を行った。 

(4)JST4大学新技術説明会 6月30日、7月1日の二日間

にわたり、JSTホール（東京・市ヶ谷）にて開催した。

4大学から特許出願ベースの研究シーズを5件ずつ、合

わせて20件を発表した。本学からは、尾関准教授、増

澤教授、鈴木助教、鵜殿准教授、馬場教授の発表をア

レンジし、9件の個別相談があった。機構のコーディネ

ーターや産学連携室がスタッフとして、運営、教員サ

ポート、企業との名刺交換や個別相談に対応した。 

(5)4u第2回産学官連携講演会（＠茨城） 第2回を茨城

大学水戸キャンパス（9月17日）で開催した。5件の連

携事例について、大学側と企業側双方から発表という

形式で実施し、質疑応答が活発に行われ、盛況となっ

た。今回の特徴としては、茨城キリスト教大学からも

事例講演頂くとともに、講演者によるポスターセッシ

ョンも実施し、これには、茨城高専、福島高専にも出

展頂いた。 

(6)工学部研究室訪問交流会 9月29日(水)に日立地区

にて、E5棟イノベーションスペースを会場に工学部研

究室訪問交流会を開催し、80名を越える企業関係者、

支援機関関係者、自治体関係者に参加いただいた。 

(7)第10回4u新技術説明会キャラバン隊開催 第10回

を宇都宮大学で開催（10月19日）。キーテーマを「水

と食・農関係技術」として、6件の研究シーズを紹介。

本学からは、工学部藤田准教授の発表をアレンジ。当

日の個別相談は、4u全体で14件であった。 

(8)ひたちものづくり協議会先進地調査 10月21日

(木)～22日(金)山形大学米沢キャンパスと山形の代表

的な精密加工企業であるミクロン精密を視察した。 

(9)農商工連携セミナーマッチング会2010 10月23日

(木)常陸太田市にて農商工連携セミナーマッチング会

2010を開催した。イノベーション創成機構は後援の形

で参加した。 

(10)茨城県食品産業協議会研修会 11月16日(火)に茨

城県食品産業協議会研修会を農学部にて開催した。 

(11)4u食の安全と健康シンポジウム 4u研究会テーマ

である「食の安全と健康」に関するシンポジウムを11

月26日に埼玉大学で開催。個別研究会への企業参加を

呼びかける目的で、各大学から提案するテーマ4件につ

いて内容紹介を行った。本学からは、大学院理工学研

究科の池畑教授が提案するテーマについて発表をアレ

ンジした。アンケート調査により、参加を希望する企

業が数社いるため、フォローしている。 

(12)阿見町工業に関する懇談会 11月30日(火)に阿見

町工業に関する懇談会を農学部にて開催した。阿見町

の天田町長ほか多数の参加を得て講演と見学会を実施
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した。終了後は懇親会を開催し、参加者間での情報交

換を図った。 

(13)日本政策金融公庫見学会 12月3日(金)に日本政

策金融公庫の顧客による農学部見学会を開催した。約3

0名の参加があった。 

(14)農学部研究室訪問交流会 12月10日(金)に農学部

研究室訪問交流会を開催し、約50名近くの方が参加。

(15)彩の国産学連携フェア＠埼玉 平成23年1月26日

(火)～27日(水)さいたまスーパーアリーナにて開催の

彩の国ビジネスアリーナ2011産学連携フェアに参加し

た。茨城大学からは下記の展示をした。 

①リチウムイオン二次電池による太陽光発電出力の平

準化の検討：工学部垣本教授 

②LEDを用いた大気環境計測装置：理学部北教授 

③住谷研究室の研究テーマ5件の紹介：工学部住谷助教

・人物位置伝達触覚ディスプレイ 

・ゆらぎ利用癒し誘発信号生成 

・眼球駆動マウスドライバ（IRID） 

・汎用アクチュエータ使用高速制振を可能とするモデ

ル参照予測ピッチ駆動制御 

・個体味覚反応を可視化する脳波利用味覚刺激反応解

析 

 2日間で、茨城大学ブース来訪者は94名、今後進展が

期待される相談案件は5件であった。 

(16)第11回4u技術キャラバン（＠茨城） 平成23年1

月21日(金)ホテル天地閣にて第11回4u技術キャラバン

を開催した。「ECO技術の創出に向けて～再資源化、高

度加工技術、新エネルギー～」をテーマに5件の研究シ

ーズを技術紹介。特別講演として「低炭素社会の実現

に向けたエネルギー・環境技術」と題して㈱日立製作

所電力システム社 技師長兼CTO 池口 隆 氏に講演を

していただいた。本学からは、工学部垣本教授の発表

をアレンジするとともに、福島高専にも参加を要請、1

件の発表をして頂いた。当日の個別相談は、4u全体で6

件、うち垣本先生に対して3件の相談があった。 

(17)イノベーションプロジェクト審査・決定（平成23

年2月14日） ベンチャープロジェクト14件、インキュ

ベートプロジェクト8件がイノベーションプロジェク

トとして申請があり、外部審査員2名と学内審査委員8

名による厳正な審査を行い、ベンチャープロジェクト9

件、インキュベートプロジェクト3件を採択した。 

(18)理学部研究室訪問交流会 平成23年2月16日(水)

理学部研究室訪問交流会が開催された。交流会で5件の

技術相談がありイノベーション創成機構で対応した。

(19)ひたちものづくりフォーラム2011 平成23年2月1

6日(水)ひたちものづくりフォーラム2011を開催した。

約100名の参加者があり有意義な情報交換ができた。 
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(20)平成22年度 農商工連携マッチング会in土浦 平

成23年2月17日(木)平成22年度 農商工連携マッチン

グ会in土浦が開催され、茨城大学から下記を展示した。

 農学部の重点研究テーマの中から、3件を出展。 

①IBOS（茨城大学バイオ燃料社会）プロジェクト：新

田先生 

②茨城県特産果樹のゲノム研究基盤の整備に関する研

究：井上先生 

③熱ショックの農業利用技術開発（HOT Strawberry P

roject）：佐藤先生 

説明員として、上記3人の先生と後藤先生及びイノベー

ション創成機構から中澤専任教員、高木CD、池本CD、

園部CDが参加した。当日約400名の参加者があり、茨城

大学の展示に対して13件の相談があった。 

(21)平成23年3月2日、JST事業説明会を工学部にて開催

した。実施内容は水戸、阿見、フロンテイアセンター

に映像で配信した。 

2.イノベーション創成機構ホームページ 随時更新し

最新の情報を掲載。「HP掲載のシーズを見て」との技

術相談申し込みもある。HP掲載のシーズを充実するた

め、コンテンツ・掲載方法の見直し改善を推進。 

3.広報資料 

(1)年報発行。 

(2)平成22年度茨城大学技術・ビジネス相談分野一覧を

3月発行。 

(3)4u研究室紹介・シーズ集Vol.4「4u研究室紹介・シ

ーズ集」を2月に発刊。本学の20件に加え、昨年に引き

続き茨城キリスト教大学1件、茨城高専2件の原稿提供

を受けるとともに、新規に、福島高専3件、茨城県立医

療大学1件の原稿提供を受け、4u活動の広域展開を図っ

ている。 

(4)イノベーション創成機構パンフレットの更新 

4.企業訪問・技術相談の実施 

(1)阿見町 阿見町にある64企業に対して、天田阿見町

長の協力を得てアンケート調査を実施。アンケート調

査結果に基づいて企業訪問を実施している。今後、訪

問先選定に際しては阿見町でのアンケート方式から入

ることを基本形とする予定。 

(2)平成22年9月末時点での企業訪問件数は115件であ

る。平成23年1月末時点での企業訪問件数は211件で、

昨年の実績192件を上回っている。平成23年3月末時点

での企業訪問件数は245件で、昨年の実績192件を大幅

に上回った。 

(3)平成22年9月末時点での技術相談件数は110件であ

る。県内企業73件、県外企業37件、県外企業からの相

談件数が増加している。平成23年1月末時点での技術相

談件数は159件となっている。県内企業111件、県外企
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業48件である。平成23年3月末時点での技術相談件数は

186件となった。 

5.共同研究の確保 平成22年9月末時点での共同研究

件数は149件である。うち継続が49件、新規が100件と

なっている。昨年同時期の共同研究件数は135件、件数

は昨年同時期より多くなっている。平成23年1月末時点

での共同研究件数は174件となっている。昨年度の実施

件数は178件であったが、ほぼ同数になっている。平成

23年3月末時点での共同研究件数は178件となった。 

今年度の特徴としては海外との共同研究が3件あり、

英文の契約書ひな型をイノベーション創成機構で作成

した。 

6.研究シーズの企業化を目指した競争的外部資金獲得

(1)平成22年度JSTのA-STEP FSステージ探索タイプ19

件応募。応募に当たってはイノベ機構CDが申請書作成

を全面的に支援した。19件応募で採択は4件、採択率は

21.1％(全体の採択率は21.6％)。 

(2)JST先端計測技術・機器開発事業 2件受託。 

(3)経産省戦略的基盤技術高度化支援事業 関連受託

研究4件受託。 

(4)いばらき産業大県創造基金 8件受託。 

(5)日立地区産業支援センター 平成22年度「産学連携

による研究・開発補助事業」 3件受託。 

(6)トヨタ先端技術共同研究公募等への応募支援。 

(7)総務省SCOPE応募支援。 

7.金融機関、自治体、商工会議所等との連携促進 

(1)日本政策金融公庫水戸支店 連携強化を図るため

の働きかけがあり、茨城大学～日本政策金融公庫顧客

との交流会を計画中。 

(2)阿見町との連携 天田阿見町長の協力を得て活動

を強化している。 

(3)その他学外機関との連携 添付ファイル参照。 

8.地域貢献 大学が研究成果や人材を地域に役立てる

「地域貢献度」について、日本経済新聞社産業地域研

究所が全国754の大学を対象に調査し公表した（11月）。

茨城大学は8位にランクされた。昨年の調査では14位で

あったが、ランキングを上げた。茨城大学の活動で注

目されたのは茨城大学のシーズ活用による地元企業な

どとの共同研究で、平成21年度は93件まで増えた点で

ある。地元との共同研究は北関東以北では北海道大学

が72件、岩手大学が66件、同じ県内の筑波大学も73件

と60～70件台止まり。茨城大学の93件は地域経済の活

性化に力を入れている証として評価された。 

【31-2：R131031-2】茨城産業会議・企業等との連携事業の年

次計画を策定し、取組を実施する。各取組について自己点検評

価し、見直しと改善を図る。また、自治体との連携協定の成果

を確認し、継続する連携協定については、事業を推進する。新



－96－ 

たな連携協定を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇従来の実施体制の自己点検・評価はほぼ終了した。

新たな連携協定についても検討を開始した。 

人文学部：今年度においても、地域連携事業は順調に

推移した。地域連携協定に基づく事業として展開され

た常陸大宮市との事業はもちろんであるが、大洗町と

の事業においてもまちづくりに関連する分野において

は連携先の地域社会に対して多くの点で裨益できたと

思われる。ただ、5年目を迎えた大洗町での日本語教室

については、上述したように担い手側にもまた受益者

側にも多くの課題が発生したため見直すことにした。

このこととも関連して、大洗町との連携事業をより充

実させる方向でさらに検討していきたい。第2の柱であ

る講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の実施、及

び第3の柱の地域史シンポジウムの開催についても予

定通り実施できた。これらを通して、学生や一般市民

に対して様々な刺激を与えることができ、本来の事業

の趣旨は十分貫徹できたものと思われる。 

1.地域連携協定に基づく事業 

(1)常陸大宮市関連事業 

 今年度も、教員と多くの学生の参加によって多彩な

地域連携事業が展開された。 

第1は、市民大学講座の開催である。恒例となった秋講

座及び春講座の内容は、以下の通りである。 

秋講座「龍馬の時代Ⅰ－同時代の世界を見る」（3回シ

リーズ）第1回11月17日(水)＜幕末開港と日本経済＞

（人文学部講師・宮﨑忠恒先生）第2回11月25日(木)

＜世界市場と幕末開港＞（人文学部講師・宮﨑忠恒先

生）第3回12月2日(木)＜高杉晋作と魯迅＞（人文学部

准教授・西野由希子先生） 

春講座「龍馬の時代Ⅱ－近代の名作を読む」（3回シリ

ーズ）第1回2月1日(火)＜マーク・トウェインとヘンリ

ー・ジェイムズ＞『ハックルベリー・フィンの冒険』

（人文学部教授・大畠一芳先生）第2回2月10日(木)＜

美へのあこがれ－トーマス・マン＞『ヴェニスに死す』

（人文学部教授・小泉淳二先生）第3回2月17日(木)＜

日本近代文学の中の「鏡」－漱石と康成＞『草枕』と

『水月』（人文学部教授・杉井和子先生）秋講座につ

いは14名の市民が、また春講座については11名の市民

が受講した。両講座を受講した5名に記念品を贈呈し本

年度の市民大学講座を終了した。 

第2は、常陸大宮市ホームステイ受入事業に係る通訳ボ

ランティアへの取り組みである。平成22年9月30日(木)

～10月3日(日)の間に、打ち合わせを含めて延べ22名の

学生がボランティアとして参加した。参加者の内訳は、
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打合せ7名、1日目（7か所の中学校を分かれて訪問、レ

セプション）7名、2日目（紙漉き、茶道体験等）4名、

3日目（国際交流協会の主催で、ハイスクールの引率教

員が五浦海岸や竜神峡を見学）3名、4日目（お別れレ

セプション）1名である。参加した学生たちの英語力は

高く、訪問先の中学校での通訳を全面的に任された。

また英語の通訳というだけでなくて、市の職員、交流

協会の人たちをよくサポートし、配慮が行きとどいて

いた、と交流協会の会長からも高く評価された。さら

に、オーストラリアの生徒たちととても親しくなり、

年明けにオーストラリアを訪ねる約束を交わしたとい

うことで、そういった点でも成功だったいえる。 

第3は、連携事業の内容を知らせるために壁新聞「ひた

ちOh！宮」を作成したことである。平成23年2月までに

3号の壁新聞を作成し、市役所1階ロビー及び人文学部B

棟1階の2箇所に掲示した。常陸大宮市と人文学部との

多様な連携事業を市民や学生に広く周知するという大

きな役割を担った。 

第4は、御前山ビオトープの里山保全事業への参加であ

る。御前山桧山集落において、地元住民、企業、そし

てNPOを中心に行われている里山保全事業に人文学部

の4年生を中心に学生が参加した。参加学生のなかには

本活動をテーマとして卒業研究を行った学生もみら

れ、地域連携活動が研究と直接結びつくという効果が

みられた。 

第5は、常陸大宮市を教室に見立てての集中講義の実施

である。本年度も常陸大宮市企画課と人文学部（小原

規宏講師、西野由希子教授）との連携で、集中講義（教

養総合科目）を開講した。本年度は、講義名を「市民

によるまちづくりへの挑戦」として、平成23年1月12

日(水)3～4講時、及び19日(水)3～5講時に本学にて市

民によるまちづくりに関する講義を行い、1月23日

(日)、及び29日(土)に実習として常陸大宮市にてまち

づくりに取り組む市民との意見交換、及びワークショ

ップを行った。具体的には、18名の学生が本講義を受

講し、23日には小学生と協働で伝統文化である和紙の

保全に取り組む市民と、そして29日には、廃校を利用

して都市農村交流事業に取り組む市民団体と意見交

換、及びワークショップを行った。 

第6は、文学作品「常陸大宮物語」の発表（主に茨城大

学文芸部が担当）である。昨年度に文芸部が制作・発

表した創作小説「常陸大宮物語」が市民に好評であっ

たために、本年度も引き続き制作を継続した。特に本

年度は、新たな学生も加わり、昨年度以上のボリュー

ムのある作品となった。平成23年3月5日に市民の前で

完成発表会が行われた。本冊子と執筆した文芸部の学

生のインタビュー記事が、茨城新聞（3月18日付）に掲
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載された。 

第7は、「広報常陸大宮」のコラム「いっしょにまちづ

くり」の欄への寄稿である。本年度も人文学部教員及

び学生が「広報常陸大宮」のコラムの執筆を担当した。

具体的には、4月号、5月号、7月号、9月号、10月号、1

1月号、1月号、2月号を執筆した。  

第8は、常陸大宮市関係者の茨苑祭への参加である。本

年度も本学の学園祭茨苑祭に常陸大宮市市民が参加し

た。具体的には、11月13日には舟生フォーラムが、14

日には岩崎農産物直売所が学園祭に参加し、農産物の

販売や来場者との交流を行った。 

第9は、農村集落活性化活動、及び都市農村交流活動の

サポートである。本年度も、常陸大宮市塩田地区にお

ける豊島区との農を介した都市農村交流事業に人文学

部学生が参加し、サポートを行った。具体的には、年3

回開催される「塩田そばの学校」及び年3回開催される

「塩田お米づくり体験オーナー」に参加し、都市住民

が行う農作業のサポートを行った。また、今年度から

都市住民のそばの畑や田、そして集落内の耕作放棄地

を学生が地元住民と協働で管理しながら地元住民との

交流を充実させ、地域活性化やまちづくり、そして農

に関する研究を進めることができた。年間を通じて延8

0名以上の学生が参加し、茨城新聞や常陽新聞にもその

活動が掲載された。また、この活動を通じて得られた

研究成果を本学の学園祭で発表した。また、平成23年3

月5日に開催予定のアクションミーティングでも発表

する予定である。 

第10は、伝統文化保全活動への参加である。本年度は、

常陸大宮市歴史民俗資料館が主催した「コウゾを育て

て和紙を漉こう！」という活動に人文学部学生が参加

した。「コウゾを育てて和紙を漉こう！」は、地元の

小学生を対象に、常陸大宮市の伝統文化である和紙の

製作を体験させることで、保全につなげようという活

動である。月1回の活動であったが、和紙の原料となる

楮やトロロアオイを育てることから始め、平成23年1

月には育てた楮やトロロアオイを原料として和紙を漉

き、2月には漉いた和紙で団扇などを製作して資料館で

展示した。この活動に人文学部学生が参加した。 

第11は、「アクションミーティング2011」の開催であ

る。本年度も昨年度に引き続き、常陸大宮市をフィー

ルドに研究を行った学生の研究発表会であるアクショ

ンミーティングを平成23年3月5日に開催した。本発表

会は企画課との連携活動の1つで、市民の前で学生が研

究を発表するものである。3つの学生グループが研究発

表を行い、6つの学生グループがポスター発表を行っ

た。アクションミーティングには常陸大宮市長、地域

連携委員会委員長をはじめ、60名を超える市民が参加
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し、学生との意見交換などを行った。当日のプログラ

ム概要は、以下の通りである。①研究発表「「和紙」

育てました。－楮から和紙を作るということ」（茨城

大学和紙プロジェクトメンバー（中山喜恵、堀江真由

美、平塚直美、二川ナオミ）） ②研究発表「つながる・

広がる・地域の輪」（チームAPUS（立花将太、蓮沼大

和、津田彩織、横谷祥子、山仁菜々子、楊箸千里、奈

良綾乃、平澤梨紗）） ③研究発表「自然環境を基盤と

した地域 企業 NPOの新たなネットワーク－御前山

ビオトープの取り組み－」（安藤康平） ④ポスター発

表「TEAMひたまる活動紹介」（チームひたまる（塚平

愛美、塚本由希、常田拓、土井僚也）） ⑤ポスター発

表「英語通訳ボランティアをつとめて」（安亮太、石

井里奈、本多由枝、寺田美穂、丸山夕貴、大越香奈恵、

合田英明、板倉将） ⑥ポスター発表「2010年度集中講

義「市民によるまちづくりへの挑戦」（常陸大宮キャ

ンパス）」 ⑦ポスター発表「創作小説集『常陸大宮物

語』」（茨城大学文芸部） ⑧ポスター発表「和紙新聞

 第1号 「和紙」育てました。」（茨城大学和紙プロ

ジェクトメンバー） ⑨ポスター発表「つながる・広が

る・地域の輪 平成22年度の取り組み」（チームAPUS）

第12は、「常陸大宮市まちづくりネットワーク会議」

の開催である。本年度は昨年度まで行ってきたまちづ

くりシンポジウムに参加したまちづくりに取り組む市

民グループを集めて、今後のまちづくりについて話し

合う「ネットワーク大会」を平成23年3月5日に開催し

た。30名を超える市民と意見交換を行い、今後のまち

づくりについて検討した。 

(2)大洗町関連事業 

第1は、インドネシア人を対象にした大洗日本語教室に

ついてである。今年度の活動状況について記すと、今

年度も前期から、各日曜日にGⅢとベツレヘム教会での

日本語教室を予定していたが、前期は1回のみの開催で

あり、後期も春休みを含めて開催することができなか

った。夏休みには、大洗キャンプ場にてBBQ大会を計画

したが、土曜日に設定したため大洗の方たちの参加を

得られず、参加者は実質ゼロであった。イベントは日

曜日のみに予定すべきという反省点が残った。日本語

教室は1年をとおして1回のみであったが、先方が開催

するパーティなどへの参加はあり交流の機会は設けら

れた。今年度の開催回数が少なかった理由の一つは、

昨年度までと比べて今年度は学生の参加がきわめて少

なかった点にある。新規参加学生の勧誘をおこなった

がひとりも追加できなかった。また、インドネシア人

側の参加者も限られた少数のメンバーに固定されてい

るうえ、双方とも参加の都合がつかず流れたことも多

かった。こうした現状を踏まえて議論した結果、大洗
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町主催の外国人向けの日本語教室も開催されるように

なったことなどもあり、日本語教室活動はその役割を

果たしたと判断し、今年度で終了する方向となった。

第2は、大洗オープンウォーター大会へのボランティア

協力である。ユニバーサルビーチとして評価されてい

る大洗サンビーチにて、8月21日に大洗オープンウォー

ター大会（遠泳大会）が開催され、人文学部の学生4

名が大会ボランティアとして参加した。 

第3は、大学院演習、国内教育実践演習の実施である。

 9月13日から15日にかけて大洗の水環境とまちづく

りをテーマに大学院・国内教育実践演習が実施された。

全研究科の大学院生24名が参加し、2泊3日の工程で涸

沼・涸沼川での水産資源の保護、海岸開発とまちづく

りの歴史などについてフィールドワークを行い報告会

を行った。  

第4は、大洗サーフライフセービング・クラブ報告会へ

の参加である。10月3日に大洗町文化センターで開催さ

れた「2010年度 大洗サーフライフセービング・クラ

ブ報告会」に地域総合研究所所長とともに参加した。

第5は、大洗ライフスタイル研究会の開催である。一時

中断したものの9月に再開され、その後継続している大

洗町主催の「大洗ライフスタイル研究会」に、地域総

合研究所の所員とともに参加した。具体的な研究内容

や活動日は、以下の通りである。8月26日(木)第1回「研

究活動計画について・他」、10月28日(木)第2回「ふる

さと回帰フェア参加報告、モニターツアーの実施につ

いて、移住者懇談会の開催について」、1月17日(月)

第3回「モニターツアー実施報告、移住者懇談会の開催

について」、1月23日(日)大洗町移住者懇談会に渋谷敦

司（地域総合研究所所長）・熊沢紀之（所員）が参加、

2月10日(木)大洗町議会特別調査委員会勉強会で「大洗

町の商店街の現状と課題」をテーマに渋谷が報告 上

記懇談会の記録を文章化し、移住希望者向けパンフレ

ットを作成した。来年度は、これらの活動を基にして、

「ライフスタイル」についての本格的な調査を実施す

る予定である。 

2.講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の開講 

地域連携論「働く意義・学ぶ意味」の講義（Ⅰおよ

びⅡ）は、年度計画通り、今年度も茨城県経営者協会

や茨城大学文理・人文学部同窓会のご協力を得て順調

に進行し、終了した。企業や労働組合などのトップあ

るいはミドル・マネジメントとして地域社会で活躍さ

れている方々に、「働く意義・学ぶ意味」というテー

マで語っていただくこの企画は、今年度も学生達に大

変好評だった。普段お話しを聴く機会のない方々の経

験をふまえた講話と学生達へのメッセージは、大学で

学ぶことの意味や卒業後の進路や生き方を考えるうえ
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で良いきっかけを学生達に与えることになった。それ

は、受講生が毎回提出した感想文やレポートから明か

である。受講希望は、ⅠおよびⅡをあわせて130人（重

複履修を含む）であったが、希望が分散したため、辞

退をしていなかった名（Ⅰ56名・Ⅱ74名）が履修した。

受講者の分布（Ⅰ・Ⅱの合計）は、学年で2年生100人、

3年生25人、4年生5人である。就職活動の前倒しの影響

もあるが、「働く意義・学ぶ意味」という講座の趣旨

からすると、2年生の受講が多くなったのは望ましい。

学科別受講生では、人文コミュ二ケーション学科が11

人、社会科学科が119人である。科目の性格を考慮する

と、人文コミュニケーション学科の学生の受講が少な

かった。11月10日に開催された公開シンポジウムでは、

㈱日立ライフの代表取締役専務取締役佐藤修二氏に、

「働く意義・学ぶ意味」をテーマに、ご講演いただい

た。会社でのご自分や部下のキャリア形成、仕事の面

白さ、チャンスは自らつくるという（計画された偶然）

お話しなど、大変刺激に満ちたもので、学生達に強い

印象を残したようである。学生達からの多岐にわたる

質問にも丁寧に率直にお話しいただいた。ヴァイタリ

ティあふれるポジティヴなお人柄とも相俟って、大教

室いっぱいに集まった200人ほどの学生達には大いに

刺激になった。講演後行われた県内主要企業（カスミ、

ケーズホールディングス、常陽銀行）の人事担当者（本

学卒業生を含む）による公開模擬面接には、人文学部

の学生たち28名がチャレンジした。面接後の質疑応答

では、担当者から面接の際の質問の意図や評価基準な

ども丁寧に話していただいた。茨城大学の学生たちへ

の心暖かいメッセージと、期待を込めたホットな指導

に、受講生達も得るものが大きかったようである。ま

た、人文学部の労働経済論ゼミナール4年生達による体

験談をまじえた「学生生活と就職活動」と題した最新

の就活事情に関する話も、受講生には、なかなか好評

であった。 

3.地域史シンポジウムの開催 

 12月4日(土)、人文学部講義棟10番教室において、第

5回地域史シンポジウム「茨城から世界史研究・世界史

教育を考える－「日本史」/「世界史」を越えるこころ

み－」を開催した。参加者は142名であり、その住所は

茨城県内をはじめ、東京、埼玉、栃木、群馬、千葉、

山梨、兵庫、北海道と広い範囲にわたっている。また、

大別すると一般市民、高校教員、学生であった。「趣

旨説明」の後の第1部「どのような世界史研究・世界史

教育を目指すか」では、まず南塚信吾氏（世界史研究

所長、アジア世界史学会会長、法政大学教授）が「日

本からの世界史を求めて－「ケンペル」から「ベニョ

フスキー」まで－」との題目で講演した。南塚氏は、
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近年、世界中で一国史の枠を越えたグローバルヒスト

リーを求める声が強まっているとし、世界史はどのよ

うにあるべきかを問いかけた。次に油井大三郎氏（日

本学術会議高校地理・歴史教育分科会委員長、東京女

子大学教授）が「高校の歴史教育をどう改革するか」

という題目で講演した。油井氏は、これまで歴史教育

においては歴史的思考力の育成よりも歴史知識を教え

込むことがおこなわれてきたことを指摘し、現在、日

本学術会議高校地理・歴史教育分科会で検討されてい

る世界史A・日本史Aを合わせた新設の必修科目「歴史

基礎」の概要を説明した。第2部「茨城の世界史教育」

では、まず岡崎賢治氏（水戸第二高校教員）が「世界

史教育の〈可能性〉を探る」とのテーマで報告した。

岡崎氏は、世界史の授業では論述指導も重視している

とし、また「歴史基礎」は対外関係を加味した必修日

本史となる可能性があるので望ましくないとの意見を

述べた。次に高橋裕文氏（元茨城県立高校教員）が「『日

本史』教員から見た世界史教育」とのテーマで報告し

た。高橋氏は、現行の学習指導要領では多様な内容を

持つ世界史が単一的な歴史を持つ日本史を補完する役

割を持たされていることを指摘し、近年の日中韓三国

の近現代史教材づくりを評価した。以上の講演と報告

に対して、山本茂氏（茗渓学園高校教員）と稲田夢希

奈氏（茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース3年生）

がコメントをおこなった。この後、講演者・報告者・

コメンテーター間での討議がおこなわれた。第3部「全

体討議」では、まず澁谷浩一氏（茨城大学教授）が「茨

城大学における世界史教育の現状」とのテーマで報告

し、茨城大学での世界史を意識した歴史教育について

紹介した。その後の討議では、27名の参加者から提出

された質問用紙による質問や4名の参加者からの発言

をめぐって、講演者・報告者・コメンテーターの応答、

講演者・報告者・コメンテーター間の討議がおこなわ

れた。地域史シンポジウムのシリーズで初めて「世界

史」を押し出したので、参加者が非常に少なくなるの

ではないかとの危惧があったが、まずまずの数の参加

者を得られた。平成23年秋頃からホットな話題となる

であろう「歴史基礎」について先行的に問いかけたこ

と、大学の歴史系教員と高校の歴史教員が交流を深め

たこと、それに高校での歴史教育を経て大学で歴史学

を専門的に学んでいる学生がコメンテーターとして壇

上に立ったことも意義を有することであった。シンポ

ジウムの準備過程でも、さらに演習や合宿でも学生・

院生が積極的に「世界史」について討議し、その結果

をシンポジウムに反映することができた。また、人文

学部歴史・文化遺産コースの学生・院生が中心となっ

て実務的な準備や当日の運営に当たり、授業外での教
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育活動としても大きな成果を上げていることは指摘し

ておくべきことである。このシンポジウムの内容を収

めた冊子『茨城から世界史研究・世界史教育を考える

－「日本史」/「世界史」を越えるこころみ－』を3月

に刊行した。なお、今回のシンポジウムは、五浦美術

文化研究所と茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース

専攻会の協賛を得たことを付記しておきたい。また、

平成19年度、平成20年度に「北関東の武士たち」とい

うテーマで開かれた地域史シンポジウムの成果が学術

書にまとめられて出版された。高橋修編『実像の中世

武士団 北関東のもののふたち』（高志書院発行）が

それで、地域連携の成果として評価できよう。 

4.地域連携委員会のホームページ 

 前年度はホームページのデザインと構成のリニュー

アル作業を行ったが、今年度はその積極的な活用を目

指して、本委員会が関与する各種イベントの告知をト

ップページに掲載した。リンクをたどって来る訪問者

は少ないと思われるので、おもにGoogle等の検索を通

じた訪問者に正確な情報を提供する意図である。地域

史シンポジウムにおいて参加者にアンケートをとった

ところ、9％がネットの情報からイベントの存在を知っ

たと回答しており、微力ではあるが手堅い効果を持つ

ものと評価できる。ただし、より幅広い層にイベント

を周知するにはさらなる工夫が必要である。各イベン

トの参加者の傾向を分析し、効果的な情報発信の方法

を個別に検討することが来年度の課題となった。なお、

ホームページの更新等の作業は、Web制作の知識を持つ

委員1名が各担当委員から資料の提出を受けて行った。

今年度は技術的にも量的にも作業が容易だったことか

ら、委員が直接作業することが可能だったが、年度に

よってホームページ関連作業の量と質は異なり、またW

eb制作のできる委員がつねに委員会に在籍するとは限

らないので、来年度以降はこれらの作業を誰がどのよ

うに担うかについて一定のフォーマットを整える必要

があるだろう。 

5.茨城大学文理・人文学部同窓会との連携事業 

 茨城大学文理・人文学部同窓会との連携事業につい

ては、すでに2.で述べたように、講義「地域連携論」

の展開として実績を上げている。それに加えて今年度

は、新たな事業として「学生懸賞論文募集」に取り組

んだ。人文学部の学生・人文科学研究科の大学院生が

地域社会・産業・文化さらには世界にまで問題意識と

思索を広げ、それを一定の字数で論文にまとめさせる

ことを通じて学生・院生の勉学意欲に刺激を与え、ひ

いては学部と大学院の活性化を図ろうというのが事業

の趣旨である。10月に「学生懸賞論文募集」のチラシ

を配布することから本事業はスタートした。論文のテ
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ーマは、例えば「学ぶ意味・働く意義」、「地域社会

と私」、「大学の地域貢献」等自由に設定してよいこ

ととし、平成23年2月21日に募集を締め切った。その結

果、26本の論文が集まり、現在、外部の有識者をまじ

えて構成された選考委員会で入選作を選考中である。

最優秀賞等の入選作は、5・6月を目途に確定する予定

である。 

今年度においても、地域連携事業は順調に推移した。

地域連携協定に基づく事業として展開された常陸大宮

市との事業はもちろんであるが、大洗町との事業にお

いてもまちづくりに関連する分野においては連携先の

地域社会に対して多くの点で裨益できたと思われる。

ただ、5年目を迎えた大洗町での日本語教室について

は、上述したように担い手側にもまた受益者側にも多

くの課題が発生したため見直すことにした。このこと

とも関連して、大洗町との連携事業をより充実させる

方向でさらに検討していきたい。第2の柱である講義

「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の実施、及び第3

の柱の地域史シンポジウムの開催についても予定通り

実施できた。これらを通して、学生や一般市民に対し

て様々な刺激を与えることができ、本来の事業の趣旨

は十分貫徹できたものと思われる。 

地域連携協定に基づく自治体との地域連携事業のほ

か、茨城県経営者協会、本学文理・人文学部同窓会等

との連携事業、学生・一般向けの講義・シンポジウム

の開催など、多彩な事業を実施し、それを通じて、本

学の存在感・大学力を地域に示し、また地域にとどま

らず、学外からの高い評価を得ることができた。ただ、

部局実施計画に定められた「新たな連携の可能性」の

検討という事項に関しては、上記の実施記録・活動内

容のまとめ・担当者評価からは、委員会における検討

の内容とその結果がはっきりと見えてこないという点

がある。 

教育学部：イノベーション基本デザインWGで地域の教

育関係機関との連携の基本方針を立てた。教員養成制

度等の改革の動向が不確定のため、県教委などの地域

の教育関係機関との改革をふまえた連携についての協

議は始められないでいる。ただし、以前からの連携は

継続して、さらに幅広く充実して行っている。具体的

には、県・市町村の教育委員会との連携活動、教育研

究連盟等の教育団体との連携事業、小・中・高の個々

の学校の活動支援、各種ボランティア事業を通しての

地域教育支援、さらには心理教育相談室活動など。今

年度はさらに、内閣官房参与でもある劇作家・大阪大

学大学院教授の平田オリザ氏を中心に公開シンポジウ

ム「対話の時代の表現教育 演劇によるコミュニケー

ション教育の可能性を探る」を開催し、地域の多くの
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教員や教育関係者が参加するなど、さらに多様な地域

貢献を行った。詳細は冊子『平成22年度 教育学部に

おける地域連携活動』（茨城大学教育学部地域連携委

員会、茨城大学教育学部附属教育実践総合センター）

参照。 

 教員養成制度等の改革を見すえつつ、現行制度の下

でも県教委などの地域の教育関係機関との連携を推進

していくことができている。 

理学部：理学部地域連携委員会を設置した。平成23年2

月16日(水)に茨城産業会議との共催で、理学部研究室

訪問交流会を実施した。 

 学術委員会の組織改編を行い、地域連携活動を充実

させるために地域連携委員会を設置した。理学部研究

室訪問交流会も実施しており、所期の目的は十分に達

成されたと理解する。 

工学部：1.「茨城大学工学部研究室訪問交流会｣を9月2

9日(水)に実施した。イノベーション創成機構副機構長

による茨城大学産学官連携活動の概要説明、都市シス

テム工学科、呉智深教授の特別講演の後、参加者は5

グループに分かれて、マテリアル工学科、情報工学科

の6研究室を訪問、見学した。参加人数は、企業等から

50名、支援機関等から6名、学内から30名、計86名であ

った。また、次回の参考に資すため、事後アンケート

を実施した。 

2.当初計画に付加する取り組みとして、6月5日(土)の

こうがく祭・工学部オープンキャンパス(日立キャンパ

ス)の際に、イノベーション創成機構と工学部の共催

で、「地域企業･教員･学生・出会いコーナー」を開催

した。地域企業12社がパネルや製品展示を行い、工学

部７研究室がパネル展示を行った。全体で85名の参加

者があった。この中で、企業と工学部教員の間で新た

な共同研究に発展したり、訪問した学生との間で求人

活動に発展するなどの具体的な成果が見られた。 

3.当初計画に付加する取り組みとして、日本原子力研

究開発機構大洗研究開発センターと工学部との第1回

研究交流会を12月15日、日立キャンパスで実施した。

センターから研究開発の状況、共用施設の紹介等があ

り、質疑応答の後、今後、共同研究など連携を深めて

いくことで合意がなされた。 

4.当初計画に付加する取り組みとして、首都圏北部4

大学連合4uの第11回技術キャラバンが1月21日、日立市

内で開催された際に工学部教員1名が研究成果・新技術

の発表を行った。また、数名の工学部教員の研究成果

をパネル展示し、さらに教員の研究シーズ集を配布し

た。当日は、企業関係者47名、自治体・支援機関関係2

3名を含む109名の参加があり、3件の技術相談を受け

た。今後新たな技術相談や共同研究に発展することが
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期待される。 

原子力機構との交流会が文教ニュースに紹介される

など、活発な取り組みが進められた。 

農学部：11月16日に茨城県食品産業協議会農学部視

察・研修会、11月30日に阿見町工業に関する懇談会、

12月3日に日本政策金融公庫農学部見学会、12月10日に

茨城産業会議との連携事業（研究交流会：農学部）を

開催した。 

【31-3：R131031-3】シーズの企業化を推進するための年次計

画を作成する。企業化シーズを逐次累積する取組を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 茨城大学のシーズを活用して地域に貢献することを

目的にした産学官連携活動を推進した。大学が研究成

果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」について、

日本経済新聞社産業地域研究所が全国の大学を対象に

調査した結果、茨城大学は8位にランクされた。特に茨

城大学のシーズ活用による地元企業などとの共同研究

が地域経済の活性化に力を入れている証として評価さ

れた。 

 産学官連携イノベーション創成機構の共同研究推進

部門のコーディネーター等が県内外の企業を訪問し、

大学シーズのPRと企業ニーズの調査をしている。平成

22年度実績は242件で、平成21年度実績の192件を大幅

に上回った。平成22年度の技術相談件数は186件で、平

成21年度の実績は182件であった。 

今年度の特徴としては海外との共同研究が3件開始

したことであり、そのために英文契約書ひな型を産学

官連携イノベーション創成機構で作成した。 

＜社会人教育の改革＞ 

【32：R131032】32．地域のニーズに対応

した社会人教育を行って、大学の教育力を

地域に還元する。 

施策として以下の取組を実施する。教員

免許更新講習の安定的運営、ニーズに対応

した社会人教育の展開 

【32-1：R131032-1】受講生を適正規模受入れ、教員免許更新

講習を安定的に運営する。なお、国の政策によっては、平成23

年度以降の中期計画の見直しを行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 第Ⅰ期教員免許状更新講習を8月19日、20日及び8月

23日から25日の間で実施し、延べ1,545名が受講した。

第Ⅱ期教員免許状更新講習を10月23日、24日及び12月

25日から27日の間で実施し、延べ489名が受講した。茨

城大学教員免許状更新講習専門委員会（11月22日）で

平成23年度実施計画を策定し、本年度と同時期、同規

模で第Ⅰ期及び第Ⅱ期の2回実施することとした。教員

免許状更新講習連絡会（12月15日）において茨城県内

各大学の平成23年度実施計画の確認を行った。 

受講者数は昨年に引き続き延べ2,000名を超えてい

る。申請者数が受講定員を上回る場合も可能な限り受

講定員を超えて受け入れている。 

【32-2：R131032-2】大学は、生涯学習に関する方針を策定す
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る。生涯学習教育研究センターは、大学の方針に基づき、セン

ターの目的と役割を見直す。同センターは、地域社会の学習ニ

ーズを調査する。既存の講座等を見直し、広くニーズに対応し

た講座を検討する。講座開設にあたって、外部資金の導入を検

討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

◇大学の生涯学習に関する方針は明確に示されていな

い。今年度は、センター運営委員会において、中長期、

短期の計画を審議し、それに基づき運営した。 

1）センター長を中心に、公開講座・公開授業の広報戦

略の変革を実施し、専任教官（1名）、担当係長不在の

状況にもかかわらず、実績は顕著に向上した。 

2）社会貢献活動は多様に展開され、本センター及び本

学の社会的知名度・貢献度は上昇したと思われる。し

かし、全学工程表の中での意義が不明確であり、効果

測定は十分ではない。 

(1)①公開講座 21講座（受講生394名）、公開授業 1

10科目（受講生194名）、②サイエンスカフェの検討（3

回）、③ワークショップデザイナー講習の検討（青山

学院大学と協議など3回）、④茨城県社会教育士養成講

座の検討（県生涯学習課と協議3回） 

(2)①センターホームページに「生涯学習支援の窓」を

開設した。 

(3)①ワークショップデザイナーニーズ調査（看護協

会・スクールボランティア協議会・社会教育主事会等）、

②半期ごとに授業科目受講希望調査を実施する。平成2

2年3月 教養科目について試行的に実施、9月 人文学

部専門科目について実施 平成23年3月 理学部専門

科目について実施予定 

(4)①茨城県阿見町男女共同参画アンケート調査委託

契約（50万円）、②文科省受託研究「社会教育による

地域の教育力強化プロジェクト」における実証的研究

（290万円）への参画・監修、③高萩市コミュニティ活

性化戦略プロジェクトの指導、④神戸空港・茨城空港

間就航記念交流事業（生涯学習）の指導・講演、⑤鹿

島市総合計画策定事業アドバイザー、⑥守谷市地域福

祉計画策定アドバイザーなど 

 中期計画の計画施策にある「ニーズに対応した社会

人教育の展開」には、二つの事業形態が含まれている。

第1は、本学が有する知識や技術を社会貢献の一環とし

て社会人に開放する「公開講座」のような事業を指し

ていると思われ、本センターはその充実に努力してい

るところである。第2は、大学の教育課程を社会人に積

極的に開放し、単位の修得を可能とするような新しい

「社会人教育の開拓」が考えられる。後者については、

本学全体の主要な課題であり、本センターも含めた会
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議の開催と方針作りを検討している。 

 地域社会の学習に関するニーズ調査は、公開講座・

公開授業ともに実施している。特に、公開授業に関す

る受講者意識の動向については「学部講義テーマ」に

即して調査し、その都度、センターニュースで広報し

てきている。 

◇農学部では、先方の組織改革により、本年度からは

「土浦市生涯学習館」が開催する「茨城大学共催講座」

として対応することとなった。調整の結果、本年度は

「有機栽培を学ぶ－自然と調和する食と農と健康の視

点から－」とし、中島紀一教授（11月24日）、成澤才

彦准教授（12月１日）、安江健准教授（12月８日）、

小松崎将一准教授（12月15日）の4名を派遣して実施し

た。 

研究推進委員会地域連携部門が窓口となって本年度

開催した生涯学習は、「土浦市生涯学習館」における

「茨城大学共催講座」のみである。本講座は今年で3

年目であるが毎年好評で、次年度も実施が要請されて

いる。 

全学工程表では「生涯学習に関するメニューの見直

し」等が挙げられているが、農学部研究推進委員会地

域連携部門が企画・調整する生涯学習は基本的に自治

体等の生涯学習課や生涯学習センターからの要望に応

える形で開催してきており、そういう意味では毎回ニ

ーズに合わせて講座を形成していることから特に見直

しは不要と考えている。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(3)  その他の目標 

 ② 国際化に関する目標 

 

中期

目標 

13．特にアジア地域を視点にして、重点事業を中心に海外大学との連携事業を推進し、大学の国際

化を進める。 

14．留学生受入事業及び留学生派遣事業を活発に行い、受入数を確保する。 

 

中期計画 年度計画 

＜国際交流体制＞ 

【33：R132033】33．国際交流のための組

織を整備し、交流を円滑に進める体制とす

る。 

施策として以下の取組を実施する。国際

交流体制の整備 

【33-1：R132033-0】国際交流を担当する部署の連携を密にし、

交流事務のノウハウを収集して、支援を円滑に進める。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 9月17日(金)に、神永副学長室において、国際交流関

係の中期目標・計画、年度計画の実施について、伏見

留学生センター長、山崎学務部長、加藤留学交流課長、

貝田学術企画部長、菊地課長、田中で打合せを行った。

特に、学生交流と学術交流の体制を融合する組織改革

は、すぐには着手できそうにないことが確認された。

伏見センター長からは、大学としての国際化の方針を

策定すべきとの意見が出された。12月20日(月)に、神

永副学長、田代副学長、山崎学務部長、貝田学術企画

部長、菊地企画課長他で2回目の打合せを行い、留学生

センターの見直しなどに関わる意見交換を行った。1

月14日付けで、協定校との交流事業の充実のため、国

際交流委員長と留学交流委員長が「国際交流協定校と

の交流事業の調査、点検等の実施について」の調査を

実施。2月17日、国際交流委員会と留学生交流委員会合

同会議を開催して、①国際交流協定校との交流事業の

調査、点検及び②茨城大学重点交流事業の選定要項の

検討を行う。2月22日付けで、国際交流委員長と留学交

流委員会が「重点国際交流協定校選定に関わる提案書

等の作成について」依頼。3月10日、国際交流委員会と

留学生交流委員会合同会議を開催して、茨城大学重点

国際交流事業の選定を行う。 

国際交流を担当する部署の連携を図り、交流業務を

円滑に進めるために、学生交流と研究交流とを担当す

る各々の副学長、委員長及び事務担当者が出席する会

合を開催し、国際交流に係る組織見直しや交流事業推

進などについて協議を行った。この協議を踏まえ、協

定校との交流事業の調査・点検や重点国際交流事業の

選定を円滑に実施するとともに、さらに、事務担当者

間の意見交換によって、協定校訪問団の受入や協定締

結手続きなどの交流支援に係る業務を円滑に進めた。

交流事務のみならず、国際交流、留学交流の両委員

会でも連携を進めるなど、達成は可能であると考える。
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＜海外大学連携事業の推進＞ 

【34：R132034】34．海外の大学との連携

協定に基づき、特にアジア地域を視点に学

術交流事業を重点的に推進する。 

施策として以下の取組を実施する。連携

協定校との交流充実、重点交流事業の推進

【34-1：R132034-1】大学は、連携協定校との交流事業を点検

し、連携協定を見直すとともに、充実のための課題を整理する。

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学は、国際交流委員会と留学交流委員会が主体と

なって、国際交流協定校との交流の充実を図るために

交流事業を調査し、その結果に基づき、各協定校との

交流状況を点検して、交流事業の見直しや充実のため

の課題を整理した。 

平成23年1月13日開催の国際交流委員会において、交

流協定を締結している31大学との学術研究に関する交

流事業に関する調査を行い、その調査結果を踏まえて

交流事業の課題等を整理することとした。1月14日に各

部局長等に対して「学術研究に関する交流事業に関す

る調査」の依頼を行った。2月17日に国際交流委員会と

留学交流委員会との合同委員会を開催して調査結果の

検討をおこなった。 

協定校との交流事業の点検と課題の整理はおこなっ

た。 

留学生センター：過去10年間の交流実績を調査し、受

入・派遣実績の正確なデータを作成した。また、連携

協定校との交流充実のために、より茨城大学の学生の

ニーズにあった超短期留学（1ヶ月未満）の交流に関し

て韓国仁濟大学校と協議を行い、平成23年度の実施に

向け準備を行った。 

人文学部：5月26日、研究生、科目等履修生（外国人留

学生）入学案内作成、私費外国人留学試験平均点以上、

日本語能力試験2級以上と明記。J.TEST実用日本語準B

級以上も加え、応募チャンスの増加を図った。6月30

日、留学生チューター懇談会開催。7月1日、留学生懇

談会開催。9月13日、人文学部国際交流委員長梁継国教

授が北京国際関係学院を再訪し、協定を結ぶ意志を確

認し、その実際作業に入ることの合意を得た。11月12

日、田中重博副学長が団長として、本学訪中団を率い

て、北京国際関係学院を訪問し、両大学の交流協定を

交わした。12月15日、フエ大学・フエ外国語大学との

学部レベル交流協定締結について審議。1月26日、マギ

ル大学における語学研修母体を人文コミュニケーショ

ン学科から人文学ヘ移行について審議し、次回の学部

教授会に提案することにした。マギル大学生涯学習セ

ンターと茨城大学人文学部間の学生交流に関する協定

書について審議し、次回の学部教授会に提案すること

にした。2月24日、ベトナムフエ大学/フエ外国語大学

との学術交流協定書（案）について審議した。 

研究生、科目等履修生（外国人留学生）入学案内に、

私費外国人留学試験平均点以上、日本語能力試験2級以

上と明記．J.TEST実用日本語準B級以上も加えたことに
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より、留学生の質が改善され、授業も受けられないよ

うな現象はなくなり、特に研究生（外国人留学生）来

年度4月入学予定の人数は今年度の13名から24名へと

増加した。今年度4月入学した大学院生は30名であり、

そのうち、16名が留学生（全員研究生経験者）である

ことから、長期間にわたる大学院定員不足の解消に貢

献していると考えられる。年に2回（前期後期一回ずつ）

も留学生・チューター懇談会を開催し、留学生同士、

チューター同士および留学生とチューター同士のコミ

ュニケーションがさらに取れるようになり、留学生た

ちの勉強・生活に大いに役立っている。北京国際関係

学院を含めて、人文学部主導で海外の大学との交流協

定締結は一年度内に三つも増えた。 

人文学部の国際交流活動は、全学工程表と照らして

みても、遅れていないことはもちろん、非常に個性的

で効果があり、評価されるべきである。 

理学部：今年度に新たに中国 西北農林科技大との学

部間研究交流協定締結を決定し、教授会等での手続き

を経て協定を締結した。 

新たな学部間交流協定を締結することができた。な

お、既存の交流協定については、今後実体を調査し、

点検・整理して実質のあるものを継続する方向である。

工学部：1)韓国の忠北大学校、仁済大学校、インドネ

シアの大学と活発に交流を行っている。1)にあるよう

にこれは、中期計画の「アジア地区との連携強化」の

趣旨に合っており、順調に進展していると言える。2）

協定校との事業の中には教官の個人的関係を大学間に

発展させた例もあり、教官の退職に伴い、交流が極端

に少なくなった例もある。これらは、協定締結時の情

報をもとに、判断する必要があろう。3）例年どおり実

施中であるが、より交流の活性化のため、平成18年度

以降の留学生情報を収集中である。指導教官の退職に

伴うのか、卒業、修了留学生の消息の多くが不明であ

る。従って平成22年度以降は、各専攻の国際交流委員

が中心となって、留学生の名簿作成を行う事となった。

問題点は、卒業、修了時の住所、電話番号、メールア

ドレスが、帰国あるいは入社時の住所、電話番号、メ

ールアドレスと異なる事から、各国の代表者を決めて

組織化する必要がある。国によっては、かかるボラン

テァ作業は難しく、学長等が任命するなどの方策が必

要な事が分かった。 

最近の学生は留学に消極的であり、環境を整える事

よりも留学希望を如何に高めるか？が大事であるとの

意見が多かった。 

全学の留学生の半数近くが工学部学生である。しか

し、博士後期課程学生の募集や研究交流促進は個々の

教員の個人活動にとどまっているので、国際交流委員
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会あるいは別の形で、海外の工学部連携拠点を卒業生

（現地の大学の教授になっている博士後期課程修了生

など）を中心に組織化を進めたい。 

農学部：アジアの大学との新たな学術協定について検

討した。また、農学部に国際交流会館を新設し、協定

大学との教育・研究交流を発展させるよう利用規則な

どを整備した。 

いままで農学部が締結していない国を対象とし、ア

ジアの大学との新たな学術協定を検討した。また、農

学部に国際交流会館を新設し、協定大学との教育・研

究交流を発展させるよう利用規則や同細則などを整備

した。 

タイ国のコンケン大学との学部間の交流協定を締結

することができた。また、インドネシアの交流大学と

連携した教育プログラムを実施することができた。さ

らに、農学部に国際交流会館を設置し、国際交流に円

滑に利用できるよう整備した。 

【34-2：R132034-2】大学は、重点的に支援する連携協定事業

制度を制定する。連携協定事業の中から３年間の重点事業を選

定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

 現在のところ国際交流委員会における制度制定の審

議は進んでいないが、協定大学を重点的に支援する取

組として、①サステイナビリティに関する教育研究の

展開と②大学院修士課程のダブルディグリー・プログ

ラムの構築の2つの連携協定事業を推進しているイン

ドネシア3協定大学（ガジャマダ大学、ボゴール農科大

学、ウダヤナ大学）に対して国際交流事業推進経費55

0万円を措置した。平成23年1月13日開催の国際交流委

員会において、交流協定を締結している35大学との交

流事業の調査を行い、交流事業の課題等を整理すると

ともに、重点国際交流事業選定の基礎資料とすること

とした。2月17日開催した国際交流委員会と留学交流委

員会との合同委員会において、重点国際交流事業の選

定要項について検討した。2月22日付けで、重点国際交

流事業選定に関わる提案書の作成について各協定校の

主担当部局に依頼した。3月10日開催した国際交流委員

会と留学交流委員会との合同委員会において、3つの重

点国際交流事業候補を選定し、学長に推進した。3月3

0日に、学長が、合同委員会の推薦に基づき、重点国際

交流事業を選定した。 

大学は、重点的に支援する重点国際交流事業制度を

平成22年度に制定した。この制度に基づき、国際交流

協定を締結している35校の中から3年間の重点国際交

流事業として、3交流事業を選定した。3交流事業の選

定にあたっては、学内から提案のあった6交流事業につ
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いて国際交流委員会及び留学交流委員会を審査した上

で、学長が3交流事業を選定した。3交流事業について

は、①ベトナム国家大学との「ベトナムにおける自然

災害と気候変動の影響に関する共同研究と教育プログ

ラムの開発」事業、②ボゴール農科大学（インドネシ

ア）との「ダブルディグリー・プログラム関連事業の

一環としての共同開講授業の展開と高度化」、③プー

ケット・ラチャパット大学理工学部（タイ）との「サ

ステイナビリティ学教育プログラムの国際実践教育演

習」であった。 

＜留学生教育の改革＞ 

【35：R132035】35．国際水準の留学生教

育を重視し、留学生の満足度を高める。 

施策として以下の取組を実施する。日本

語教育の充実、英語で開講する科目の拡充

【35-1：R132035-1】留学生アンケートを行って、日本語教育

について留学生の意見を徴する。既存の日本語教育科目を点検

し、改善計画を立てる。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 国際水準の留学生教育を重視し留学生の満足度を高

めるとともに、留学生の多様なニーズに対応するため

に、クラスの見直しやカリキュラムの改善などの日本

語教育プログラムの更なる充実を図る。そのために、

全学の留学生を対象にした留学生教育に関するアンケ

ート調査を実施する。 

 12月～平成23年2月までに、全学の留学生を対象に留

学生教育に関するアンケート調査【調査内容は、1)茨

城大学を選んだきっかけについて、2)学習・研究環境

について、3)生活指導について、4)生活について、5)

交流活動について、6)修了後の進路希望について、7)

入学前の日本語学習について、8)現在の日本語能力に

ついて、9)勉強する必要のある日本語の種類について、

10)希望する日本語クラスについて、11)学術日本語に

ついて】を実施し、113部（113名）を回収した。現在、

アンケートの回答集計と分析を行っている。 

【35-2：R132035-2】交換留学生の希望に合わせた英語で授業

する科目を設計する。次年度開講科目を準備する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

人文学部：平成23年度に開講する英語による専門科目

は、多くの方の協力をいただいて、以下のように決定

した。 

前期 1．Japanese Literature I(ハリス・アイヴス、

非常勤) 2．Introduction to Japanese Culture and 

Society I(高橋教雄、非常勤) 3．Japanese Film 

History(谷川、非常勤) 4．International 

Development and Japan's Cooperation(三輪、専任) 

後期 5．Geography of Japan(葉、専任) 6．Japanese 

Film History(谷川、非常勤) 7．Introduction to 

Japanese Culture and Society II(高橋教雄、非常勤)

8．Intercultural Communication(小林邦彦、専任) 
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 昨年度の開講科目（前期4科目・後期4科目）の開講

を目指して調整したが、頼みとしていた外国人教師の

継続雇用が打ち切られたために、8科目開講予定を維持

するのに大変苦労した。しかし学長枠の非常勤講師90

時間を確保できたので、昨年並みの開講が可能となっ

た。外国人教師の不足分をどのようにして補ってゆく

のかが今後の課題となろう。 

理学部：留学生に対する英語の授業の必要度の検討を

行った。その結果、現時点では必要ないとの結論に至

った。 

 交換留学生は在籍しておらず、また留学生も少ない。

留学生に対する英語の授業の必要度の検討を行った結

果、留学生の日本語能力は高く、現時点では英語授業

は必要ないと判断されている。 

工学部：英語により実施可能な講義は例年通りシラバ

スに明示した。しかし、英語での講義は日本人学生の

理解不足を招くという意見があり、その実施形態につ

いては、留学生と日本人学生の双方をみて配慮する必

要がある。英語による講義の実施状況を点検したとこ

ろ、都市システム工学専攻を除き、英語開講科目が十

分に留学生に受講されていないことが分かった。 

中期計画では留学生受け入れを目的としているが、

従来、日本人学生の英語力強化・国際化などを狙いと

して実施されてきた経緯があり、留学生のいない、あ

るいは少ない専攻で、教員の負担が大きい英語での開

講科目を拡充する意義、目的を改めて明確にする必要

がある。場合によっては、中期計画の見直しも検討す

る必要があると考えられる。 

農学部：JICA筑波との連携修士コースにおける英語開

講科目を実施する。大学院GP後継プログラムでの授業

（グループ課題演習）をインドネシア3大学の教員と共

同で英語開講する。 

 学部専門科目の英語開講では、筑波大学グローバル

30との連携のなかで英語開講科目を設定していく方向

を検討している。 

JICA環境共生農学選抜による私費留学生（修士課程）

を英語開講科目（環境共生農学コース）で4人修了させ

るなど、英語による授業、研究指導を実施した。 

大学院修士課程10月入学の学生に対しては、学生が

履修する全授業科目を英語で開講した。 

＜留学生支援の充実＞ 

【36：R132036】36．留学生の学習支援、

生活支援、経済支援を充実する。 

施策として以下の取組を実施する。留学

生用学生寮の整備、在学留学生の総合的支

援、帰国及び在日留学生修了者の組織化 

【36-1：R132036-1】３キャンパスの留学生用学生寮の整備計

画を策定する。学生寮での留学生と日本人学生の比率を見直

し、支援を充実する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 水戸地区国際交流会館の改修計画に沿って、平成21

年度に引き続き居室の改修を行う。具体的には、経年
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Ａ 

劣化したA棟101室～109室、A棟201室～209室、B棟101

室～105室、C棟101室～103室、C棟201室～203室の改修

を行い、居室内の備品の更新も行う。又、阿見地区国

際交流会館も平成22年度内に竣工予定で、20室が新設

される。水戸地区国際交流会館の改修は3期に分けて実

施している。第1期は10月25日から11月24日の間に10

部屋が終了し、第2期は12月6日から12月28日の間に10

部屋が終了した。第3期は平成23年1月13日から2月12

日の間に9部屋の改修工事が終了した。また、水戸地区

国際交流会館の増築については、第二次補正予算で5

棟24戸の増築が認められている。今後、日立地区国際

交流会館の増築計画策定と水戸地区学生寮での日本人

学生と外国人留学生の混住について、検討を開始する。

施設課、学生生活課、留学交流課とで整備計画策定

準備の打合せを行い、年末頃までに整備計画に係る資

料（案）を作成し、施設課に提出した。国の留学生30

万人計画に則り、茨城大学における留学生増加に対応

するため、留学生用学生寮整備及び学生寮での日本人

学生との混住計画策定を行う。 

【36-2：R132036-2】第２期中に実施する留学生総合支援施策

を策定する。各学部に配分されている「留学生経費」の使途に

ついて再検討を行い、効果的な留学生支援を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 留学生総合支援施策として、国際交流会館の拡充計

画が立てられた。また、その一つとして、「留学生経

費」の使途について各学部に対し確認を行い検討を行

った。留学生の総合支援の一環であるチューター制度

において、新たにチューター長を設置し、チューター

間の連携を図るとともに、チューターのメーリングリ

ストを作ることにより、情報交換を促進している最中

である。情報交換の円滑化が進んだ。 

在学留学生の学習・生活支援内容の向上のため、チ

ューター制度改善の一環としてチューター長及びチュ

ーターのメーリングリストを新たに設置した。チュー

ターがより緊密に組織化されることで、新たな国際交

流イベントが企画・運営され、留学生との自主的交流

が促進された。年度計画を上回って達成できそうであ

る。 

「留学生総合支援施策」の「留学生経費」の再検討

とは、「留学生経費」の配分方法の見直しのことで、

平成22年度留学交流委員会で提案し、各学部に問い合

わせたが、1学部以外は反対であった。平成23年度はそ

の仕切り直しで、今回は各学部長が出席する国際交流

委員会で新たに提案する予定で、各学部へ配分する前

に控除額を増やし、それを特に奨学金がないと来れな

いような国、主に（特に中国・韓国を除く）アジアな
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どの交流協定校からの留学生用の奨学金にする、とい

う内容にする予定となっている。 

しかし、平成23年度に「留学生経費」の配分の見直

しが出来なければ、大学が新たに何か特別な予算措置

を講じない限り、留学生総合支援施策の内、予算を必

要とするものに関して留学生センターが主体的に行う

ことは今後不可能になるので、予算を伴わないものに

限定して行うことになると思われる。(H230915加筆) 

なお、「留学生対象の表彰制度」、「博士課程留学

生の特別支援」や「修士課程留学生の経済支援の拡大」

などは考えていない。（昨年度から始めた学生表彰の

枠に正規の留学生も含めて考えれば良いことで、特に

留学生だけをターゲットにするような表彰制度は意味

がないと考える。） 

【36-3：R132036-3】大学は、留学生卒業者及び修了者の組織

化の方針を決定し、組織化の準備作業を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 卒業者及び修了者の「同窓会設立準備委員会」の立

ち上げに向けて、3月にまず工学部と農学部に意見の聴

取を行った。また、将来的な同窓生名簿作成のため、

卒業生・修了者に対する卒業後の連絡先収集のシステ

ム作りに努めた。 

＜留学生派遣事業の推進＞ 

【37：R132037】37．本学から派遣する長

期及び短期留学生を支援するとともに、受

入プログラムを充実して、留学生の双方向

性を確保する。 

施策として以下の取組を実施する。派遣

留学生の経済的支援、受入プログラムの充

実 

【37-1：R132037-1】交換プログラムによる派遣留学生に対し

て、経済的支援策を見直し、充実した支援を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 海外協定校との留学生交換プログラムに関し、海外

からの留学生に対する奨学金の優遇を、海外の協定大

学へ留学する日本人学生にも適用させるシステムの原

案作成に着手した。 

【37-2：R132037-2】交換留学の連携協定に従い、留学生を派

遣している学部は交換留学生用の受入プログラムを設計し、準

備する。受入プログラム開講の年次計画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

◇留学生センターと留学生を派遣している学部を中心

とした「茨城大学短期留学プログラム準備委員会」を

立ち上げ、短期プログラム開設に向けて準備を行う。

短期留学プログラムの導入に関しては、まず実施可能

な学部から導入する方針は既に留学交流委員会の場で

説明済みである。「茨城大学短期留学プログラム準備

委員会」のメンバーの内、留学生センターの教員を中

心に、各学部に提案する為の原案を作成し、まず人文

学部に説明した。 

人文学部：英語で開講する科目も含めた国際教養プロ

グラムの最新案を10月に将来計画委員会に報告した。
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平成22年度第9回教授会（12月1日）の将来計画委員会

報告で、将来計画委員会では国際教養プログラムを、

従来提案されていた案よりもっと英語に重点を置いた

実用的なプログラムへのシフトする方向での意見が大

勢を占めていることが示された。その後、将来計画委

員長より、WGに英語にシフトした案の作成の依頼があ

り、現在その方向で細部を含めて検討中である。この

ように当初より英語にシフトした枠組みの中で、英語

で開講する科目（平成23年度は前期・後期とも4科目開

講予定）を継続的に開講することにより、留学生セン

ターとも協力しつつ、留学生受け入れプログラムの一

つである「短期留学プログラム」（通称「短プロ」）

などの導入の可能性を探っている。 

理学部：なし 

工学部：今年度は、中国の復旦大学に機械工学科の学

生が留学した。 

受入プログラムで、問題点は住環境の確保である。

即ち国際寮の定員が少なく、別途民間アパートなどに

住まざるを得なく経済的負担が大きい。従って学生寮

のより一層の整備が必要不可欠である。上記寮整備が

進むと同時に日本生活の基礎などを記述した冊子（日

本語、韓国語、中国語）を利用し、学年初めに講習会

を開催した。 

出来る範囲で行ったが、留学生等の消息をつかむ事

が困難な事が分かった。大学のメールアドレスでない

他のメールアドレス等も登録してもらう必要がある。

留学生用の宿舎は3キャンパスの中で日立キャンパ

スが極端に悪い状況で、全学の留学生の半数近くを受

け入れている。加えて交換留学生プログラムを設計し

実施するには困難が多いが、わずかなながら実績もあ

り、最低限のレベルには達していると判断する。 

農学部：大学院修士課程に「地域サステイナビリティ

実践農学教育プログラム」を継続的に実施し、大学院

学生の連携協定校への短期の渡航と教育・研究交流を

実施した。また、海外の大学からの大学院学生の短期

の渡航を促し、教育・研究交流の実施を検討した。 

 大学院修士課程に「地域サステイナビリティ実践農

学教育プログラム」を継続し、連携協定校への短期の

渡航と教育・研究交流を実施したことは評価できる。

インドネシア・ボゴール農科大学とのダブルディグリ

ー・プログラムを介した留学生交流案の策定はほぼ完

了した。あとは、学則改訂の審議である。 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上に関する目標 

(3)  その他の目標 

 ③ 附属学校に関する目標 

 

中期

目標 

15．附属学校園の設置目的に則り、教育及び教育実習事業を展開する。 

 

中期計画 年度計画 

＜教育実習の改善＞ 

【38：R133038】38．教育実習の実施体制

及び方法を改善し、教育の質を確保する。

施策として以下の取組を実施する。教育

実習体制の改革、教育実習の見直し 

【38-1：R133038-0】第１期に改善された教育実習体制の下、

教育実習を行う。教員免許に関する制度の改変状況に対応し

て、教育実習体制を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

(1) 附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別

支援学校で、現在の教員養成カリキュラムにしたがっ

て、（附属幼稚園での一部の実習を除き）5月～10月に

教育実習を行った。実施時期などの詳細については、

別紙資料「平成22年度附属校園実習関係日程」参照。

(2) 教員免許に関する法律の改変を見越して、学部内

のイノベーション基本デザインWGで今後の教員養成カ

リキュラムにおける教育実習のあり方に関わる事項を

検討した。（検討結果は別紙資料。） 

(3) 現段階では教員免許に関する法律の改変の見通し

が得られていない。見通しが得られるのを待って、新

しい実習体制の検討を開始する。 

◇学部側の実習生担当教員と幼稚園との連携を強化

し、履修簿提出遅れなど実習中に発生する諸問題に速

やかに対応できるようにした。幼稚園教員の協力によ

り学部担当教員が実習状況報告書を纏めて教育実習委

員会に報告した(8月)。 

＜学部との共同研究事業の展開＞ 

【39：R133039】39．学部と附属学校との

共同研究事業を展開し、教育方法の改善に

生かす。 

施策として以下の取組を実施する。学部

と附属学校園の共同研究事業の促進、学校

評価の実施 

【39-1：R133039-1】共同研究事業の促進のための研究協力委

員会を設置する。第２期における共同研究事業計画を策定す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

(1) 「茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会」の

設置については、附属学校委員会の審議を経て、9月の

学部教授会で審議採択された。これによって、教育研

究における協力関係が制度的に保証された。本委員会

の設置を見越して、学部の経費を使い、学部・附属教

員による共同研究計画を募集したところ、12件の応募

があり、そのうち7件が採択され、助成金が提供された。

委員会の立ち上げ後、学部と附属の全教員を対象に共

同研究の（実施中を含めた）計画書を提出してもらっ

たところ、平成23年2月末現在で76件もの計画が実施中

であることが判った。 
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(2) 学部と附属教員の交流会は90％以上の教員が参加

し、相互理解を促進した。教科研究会については、昨

年度までに立ち上げられたものが、順調に活動を続け

ている。 

「茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会」が設

置されて、特に学部と附属学校との間の共同研究が活

性化されつつある。共同研究の計画や実施内容につい

ては、実施者が委員会に書面で報告することになって

いるため、学部と附属の研究・実践活動を通じた諸関

係が確実に把握できるようになった。それに基づいて、

一層系統的な協同関係が発展しつつある。 

当初、今年度は「茨城大学教育学部教育研究連携推

進委員会」を立ち上げることを目標にしていたが、年

度半ばで設置できたため、その後、予想以上に組織的

な連携が進んだ。当初見込みをかなり上回って達成可

能と評価できる。 

「実践センター・学部附属連携研究費補助金｣に申請

した。その結果、学部・幼稚園連携研究が1件、学部・

4附属学校園連携研究が1件が採択された。また、人文

学部教員との連携研究も行った(結果は平成22年度附

属幼稚園研究紀要にて公表予定)。 

【39-2：R133039-2】附属学校園は、平成21年度に実施した学

校評価の方法の改善に取組み、学校評価報告書を作成する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

 評価が適正かつ厳正に行われると共に、年度ごとの

評価作業において各学校に過重な負担を与えないとい

う視点から、附属中学校から提出された平成21年度の

報告書を土台としたフォーマットによって評価報告書

を作成した。同時に、学校評議員を中心とする学校関

係者による評価についても、実効ある方法を検討して

いる。 

＜地域と連携する事業の推進＞ 

【40：R133040】40．地域の小中高の学校

の教育を、モデル教育事業などを通して支

援する。 

施策として以下の取組を実施する。モデ

ル教育事業の実施 

【40-1：R133040-0】第２期中に行うモデル教育事業を計画し、

年次計画を作成する。平成22年度分のモデル事業を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

 近年、環境に関わる持続的な発展についての教育

（ESD）が、ますます重要性を帯びてきている。茨城大

学では、地球変動適応科学研究機関（ICAS）が中心と

なり、東大など11機関と協力して持続的発展を目指す

サステイナビリティ教育（ESD）を進めている。附属学

校においても、教育課程の中で行われている関連の授

業を見直し、それらを有機的に結びつけると共に、ICAS

とも協力して、地域におけるESDモデルを開発する方向

で、計画が進みつつある。小学校と中学校では、現在

の教育課程の中にESDをどのように組み込めるかにつ

いて、検討を始めた。 
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 5月に開催した全国幼児教育研究協会の総会におい

て、協会加盟幼稚園の教員向けに公開保育を実施。11

月に実施される関東地区国立大学附属幼稚園の教員を

対象にした公開保育に向けて準備中。 

 

進捗状況の評語 

進捗状況【全学工程表で想定する６年間の達成目標や進行プロセスに対して】

かなり上回って達成できる Ｓ 

上回って達成できそうである Ａ 

達成は可能であると考えられる Ｂ 

このままでは達成が危ぶまれる Ｆ 
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Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

【教育活性化の取組】 

１）カリキュラムの見直しと改組等による教育機能の強化 

① 理工学研究科では、学部と修士課程の6年一貫教育の充実を図ると共に、学生、社会、地域の要請に

応えるために博士後期課程の改組を平成25年度に実施すべく精力的に検討を進めた。 

② 農学部では、21世紀における農学教育の意義を問い直し、社会変化に対応した入試制度、初年次での

学力格差への対応、専門職業人としての基礎学力と幅広い知識力の強化、21世紀を生きる農学専門職

業人を見据えたカリキュラムの再構築からなる学部改組の検討を進めた。 

③ 理学部では、平成22年度が一連の学部改組と大学院博士前期課程改組の最終年度となることから、改

革の成果を検証すると共に、更なる改善の検討を行った。学士課程の国際水準をめざすコアカリキュ

ラムの明確化と大学入学前の履修歴を配慮した初年次基礎教育の充実計画を策定した。 

④ 人文学部では、学士課程充実のために現行カリキュラムを点検評価し、人文コミュニケーション学科

及び社会科学科のコース再編について平成24年度実施に向けて検討を進めた。 

⑤ 教育学研究科では、大学院GP「地域教育資源開発による高度教育専門職養成」の実施による新必修科

目「フィールドスタディ」「ケーススタディ」等の導入と、多様な授業形式（講義、演習、実地研修、

講演、シンポジウム）の展開により、大学院教育を活性化させた。 

 

２）学生への学習支援の充実 

① 学生が授業科目の履修を積み重ねることにより得られる学習内容と能力を理解し、自律的に学習計画

を立て、学習への主体性をもたせることにより、きめ細かい履修指導を行う学習管理制度の充実がな

された。教育学部では、履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記録」により、学生と教

員への使用法を解説し、その運用を開始した。 

② 工学部では、CALLシステムなどの自主学習環境の整備を進め、各学科でポートフォリオによる学習管

理を進めた。 

③ 農学部では、「学生担任マニュアル」の作成、新入生アンケート、宿泊オリエンテーション、面談に

よる学生の学業と生活状況の把握と助言、「クラス委員学生」との会合などにより、教学支援を実施

している。 

④ 理学部では、各学期の授業開始前日に履修ガイダンスを開き、各学年各コース毎に、教務委員と各学

年担当教員による学生との面談により、学生の修得状況を把握し、きめ細かい履修指導を実施した。

大学院生TAを活用した種々の学習相談室（数学、物理学、化学、情報プログラム、基礎宇宙惑星圏物

理演習）の開設、学習相談Webページ「Wiki」の作成などにより、学習支援を充実させた。 

⑤ 人文学部では、各学年の必修科目の出席状況の情報等を取り込んだ学習管理制度の構築に向けた検討

を開始した。 

 

３）留学生への学習・生活支援の充実 

① 阿見キャンパスに国際交流会館を建設し、留学生（単身20室）と外国人研究者（単身3室、家族2室）

の宿泊施設を充実させた。水戸キャンパスの国際交流会館（家族6戸、単身23室）を改修して住環境を

整え、新たに5棟24戸の宿泊施設を平成23年度に建設する計画を策定した。 

② 留学生への支援強化と日本人学生との交流促進のため、チューター長の設定やチューターのメーリン

グリストの整備により、チューターの組織化を進めることで、学内での国際交流イベントの企画体制

が強化され、留学生との自主的交流が促進された。 

４）研究科間、大学間、及び、国家間での共同教育プログラムの展開 

① 教育資源を有効に活用し、学生に多角的な視野と広い分野の知見を提供することを目指して、研究科
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間、大学間及び国家間での共同教育が進展した。 

② 茨城大学の研究科間に跨って、大学院共通科目20科目と横断型教育プログラム「サステイナビリティ

学」が開講された。サステイナビリティ学教育プログラムは全研究科から50名を超える学生の履修が

あり、第1回修了生を誕生させた。修了生には、所属研究科及びサステイナビリティ・サイエンス・コ

ンソーシアム（SSC）が発行する2種類の修了認定証が授与された。大学院共通科目「国際実践教育演

習」では、タイ国プーケット・ラチャパット大学と合同で演習を実施し、研究科間、国家間の学生交

流を促進した。 

③ インドネシア三大学を中心とする海外の交流協定校とのダブル・ディグリー教育プログラム（DDEP）

に関するFDや国際交流シンポジウムを開催、併せて教員の相互訪問により、平成23年度からDDEPを開

始する体制を整えた。 

④ 常磐大学と共同で新しく開講した授業科目「観光学入門」に、100名を超える受講者があるなど、大

学間共同授業の成果を基に、単位互換の実施方法（対象となる授業科目の選定方法、履修方法、成績

評価法）を検討し、平成23年度に大学間連携組織（コンソーシアム）を整備することとなった。この

大学間連携教育プログラムには、茨城県立歴史館との共同授業が組み込まれ、豊富な教育資源が確保

されている。 

⑤ 北関東4大学連携協議会（茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学）が運営するIT教育プログラ

ム「先進創生情報学教育研究プログラム」は、茨城大学が主幹校となり実施している。このプログラ

ムを履修するコースに進学する茨城大学の学生は、年々増加している（平成22年度：7名）。 

 

 

 

【国際的水準の研究を推進する取組等】 

１）重点研究と推進研究プロジェクトの推進 

① 研究企画推進会議では、6件の「重点研究」を認定し、各方面の外部資金への申請を援助した。新た

に4件の「推進研究プロジェクト」（合計32件）を認定し、支援を行った。 

② 重点研究「サステイナビリティ学関連の研究」では、JICA・世界銀行及び国際STARTプログラム等と

「途上国に対する気候変動影響」に関する共同研究を行い、その成果を国際的に発表した。外部資金

として環境省地球環境研究総合推進費S-8及び早稲田大学・ブリジストンW-BRIDGE研究助成金を獲得し

た。 

③ 重点研究「バイオ燃料の開発研究」と推進研究プロジェクト「熱ショックの農業利用の研究」では、

研究の成果を基に、外部資金（環境省）を獲得し、研究を進めた。 

④ 宇宙科学教育研究センターは、国立天文台とVLBI大学連携6大学及び情報通信研究機構等3研究機関の

協力を得て、旧㈱KDDI通信アンテナを宇宙観測の電波望遠鏡に改造して、宇宙からのファーストライ

ト受信に成功した。初の国際的VLBI観測において、開発した電波望遠鏡の性能が優れていることが認

められると共に、大質量星誕生領域の物質構造に関する観測の成功に貢献した。また、自然科学研究

機構の競争的資金を獲得した。 

 

２）学野毎に研究成果を確認し研究推進を図る 

① 理学野では、平成22年4月から平成23年2月までの査読付き学術論文の発表状況（72件）を調査し、従

来と比較し、同等か上回ると評価した。研究の質においても、平成22年度科学技術分野の文部科学大

臣表彰・若手科学者賞を受賞した論文（1件）、国際学会招待講演数（9件）等を調査し、国際的にも

高いレベルの研究が行われていると評価した。また、学会の全国大会開催・地域の研究機関と連携し

た研究会の開催・国際研究組織運営への寄与等を調査し、研究成果の発信と共に、研究活動の活動度

を評価した。 

 

３）研究推進のための研究グループ等の構築 

① 人文学部では、共同研究ユニットの組織化を進め、新たに2件の共同研究ユニットを選定し、研究を
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支援した。茨城大学人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国

際被害者学研究所」との英語発表形式の国際的共同研究会を2回開催し、「愛」と「被害者学」の共通

点を見出す等研究成果をあげ、継続的に研究を促進することとなった。 

② 教育学部では、学内研究グループの構築を進め、大学教員と附属学校教員からなる研究グループが新

たに組織された。これらの研究グループによる新たな科研費申請もなされた。 

 

４）外部資金の獲得企画 

① 研究企画推進会議の下に「競争的資金獲得専門委員会」を設置し、外部資金獲得戦略を策定した。こ

の一つとして、科学研究費補助金の獲得促進のため、(1) 科学研究費補助金申請助言制度の創設、(2)

研究計画調書作成を重視した実践的な説明会、(3)科研費ホームページの充実を実施した。結果として、

科学研究費補助金の採択件数と獲得額の増の成果があった。 

 

 

 

【社会との連携事業の推進】 

① 地域連携推進本部は、「茨城大学地域連携21世紀プラン」を第2期に対応させて改訂し、地域連携第2

期プランとして「地域とともに発展する大学」を策定した。効果的な地域連携活動を展開するために、

市町村自治体のニーズの聞き取り調査（44市町村、43商工会、7商工会議所）を実施した。茨城県北ジ

オパーク推進協議会を立ち上げ、本格的な活動を開始した。ジオツアー（10回）、インタープリター

養成講座等を開催し、ホームページを立ち上げた。茨城産業会議との産学連携事業として、日立、水

戸、阿見キャンパスでの研究室訪問交流会を開催した。日立キャンパスでは、2件の講演と6件の研究

室訪問を実施し、84名が参加した。水戸キャンパスでは、2件の講演と3件の研究室訪問を実施し、30

名が参加した。阿見キャンパスでは、2件の講演と8件の研究室訪問を実施し、44名が参加した。技術

相談は、日立1件、水戸4件、阿見2件の申込があった。学生による地域参画プロジェクトを募集し、10

件を採択、新たに顧問教員をおいて活動の充実を図った。 

② フロンティア応用原子科学研究センターでは、塑性加工に係る地域企業、公設試験研究機関、常陽銀

行と本学研究者との研究交流活動を実施した。茨城県の委託事業として、J-PARCに設置する2台の中性

子解析装置の利用促進を図り先導的な研究に取り組み、企業研究者の利用を支援した。産学官連携イ

ノベーション創成機構では、茨城大学のシーズ活用と地域ニーズ把握のため、企業訪問、技術相談、

イベント開催を実施した。茨城県委託事業「茨城県北臨海地域活性化推進プロジェクト」として、「メ

カトロニクス中核人材育成講座」を実施（受講者61名）した。生涯学習教育研究センターでは、公開

講座、公開授業を開講した。地域総合研究所では、東海村の第5次総合計画策定、原子力安全フォーラ

ム等に参加した。 

③ 人文学部は、常陸大宮市との地域連携協定に基づき、常陸大宮市企画課と人文学部の共同授業「市民

によるまちづくりへの挑戦」（教養科目）の開講、市民大学講座「龍馬の時代」（春季3回、秋季3回）

の開催、農を介した都市農村交流事業のサポート（参加学生延べ80名）、ホームステイ事業への通訳

ボランティアの支援（学生延べ22名）、里山保全事業への参加（卒業研究）、フィールド研究発表会

「アクションミーティング2011」、地域連携事業内容を知らせる壁新聞「ひたちOh！宮」の作成等を

実施した。 

茨城県経営者協会と茨城大学文理・人文学部同窓会の協力を得て、授業科目「地域連携論－働く意

義・学ぶ意味」（Ⅰ、Ⅱ）の開講（受講者：Ⅰ56名、Ⅱ74名）、公開シンポジウム「働く意義・学ぶ

意味」の開催（参加者200名）、県内主要企業の人事担当者による公開模擬面接（面接学生28名）、地

域史シンポジウム「茨城から世界史研究・世界史教育を考える」の開催（県内外から参加者142名）等

を実施した。 

④ 教育学部は、教員養成制度等の改革の動向に合わせ、新しい時代における地域教育関係機関との連携

の基本方針を策定した。地域の教員及び教育関係者を主な対象とする公開シンポジウム「対話の時代

の表現教育－演劇によるコミュニケーション教育の可能性を探る」（講師：平田オリザ大阪大学大学
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院教授（劇作家））を開催（参加者190名）した。 

⑤ 理学部は、地域貢献の窓口を一本化し活動を促進するため、「理学部地域連携委員会」を発足させた。

高校生の科学体験教室・研究室体験（参加者22名）、高校生の科学研究発表会（参加者約170名）、サ

イエンステクノロジーフェスタ（参加者140名）等を開催した。 

⑥ 農学部は、「食育の活性化を通した農産物地産地消」の取組を実施した。小学校での「食育モデル授

業」、地元自治体と共催したシンポジウム（120名参加）を開催した。 

⑦ 図書館では、企画展「茨城初の女性教師 黒澤止幾子」を開催、期間中2,000人の来場者があった。「映

画「武士の家計簿」と「桜田門外ノ変」の古文書世界」の企画展には期間中1,200名の来場者があった。

宇宙科学教育研究センターでは、施設公開「公開天文台」を開催、2,000人の来場者があった。 

 

 

 

【国際交流の推進】 

① 国際交流事業実施実行委員会を設置し、部局間の連携を促進し、国際交流事業の展開を図った。平成

22年度から新たに国際交流事業推進経費を措置し、2件の取組を選定、アジアの大学との教育研究の交

流促進を図った。 

② 受入プログラムを充実させ、米国のペンシルバニア州立大学から5名の学生を受入、同大学に2名の学

生を派遣した。タイ国のトゥラキットバンディット大学との学生交流協定を締結し、平成23年度には4

名の交換留学生を受け入れる。北京国際関係学院と学生交流協定を締結し、短期研修学生を13名派遣

した。台湾の静宜大学との学生交流協定を締結し、交換留学生の受入（2名）と派遣（3名）の促進を

図った。 

③ 人文学部は、国際化対応ワーキング・グループを立ち上げ、国際化（カナダ・マギル大学での語学研

修の充実（参加学生15名、他学部学生8名）、英語による専門科目の開講（8科目）、国際教養プログ

ラムの計画）を促進した。ペンシルバニア州立大学（PSU）との共同授業の計画（PSU日本語専攻の学

生、本学学生対象の相互交流を伴う共同授業）を促進したが、原発問題によりPSUからの留学生派遣が

延期された。理学部は、東南アジアの3大学学部・研究機関との生物多様性の教育研究を促進する国際

学術交流学部間協定の下に、インドネシア科学院生物学研究センターからの研究員を理工学研究科博

士後期課程に受入、ベトナム科学技術アカデミー生態学生物資源研究所からの研究員（2名）受入、マ

レーシア国立大学理工学部の大学院研究指導に本学から教員を派遣する等、教育研究交流を促進した。

中国の西北農林科技大学動物科技学院との国際学術交流学部間協定を締結し、学術交流の促進を図っ

た。 

 

 

 

【附属学校における教育及び教育実習事業の推進】 

① 学部と附属学校との共同研究事業を促進するために、(1) 附属学校運営委員会事務局を設置し、附属

学校の運営機能の改善と学部・附属の連携強化を図り、(2) 教育学部教育研究連携推進委員会を設置

し、学部と附属学校との共同研究の組織化を図り、(3) 学部長経費を活用し、「学部と附属学校との

共同研究計画」を募集し、採択計画に支援を行い、(4) 学部と附属学校の教科別・領域別交流会を開

催した。学部と附属学校との共同研究は76件となり、昨年度（33件）に比して格段に発展した。教育

学部「イノベーション基本デザイン」ワーキング・グループは、今後の教員養成カリキュラムにおけ

る教育実習の在り方について検討した。教育学部と附属学校園との組織的連携の下に、教育実習を実

施した。 

②附属中学校は、「地域のモデル校」として、地域の教育界との連携協力の下に、地域の教員の資質能

力の向上、教育活動の推進に寄与するため、公開研究協議会を4回（平成21年度：2回）開催し、昨年

度と同様に600名程度の参加者があった。附属小学校は、教育研究会と公開授業研究会を開催し、公開

授業研究会の参加者数は648名で、ここ数年増加する傾向にある。附属幼稚園は、研究会を開催（2回）
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し、茨城県内外から230名の保育士の参加があった。茨城県幼稚園担当指導主事協議会からの公開保

育・講義の開催協力要請を受入れ、実施した。附属特別支援学校は、公開授業研究会（253名）、公開

講座（128名）、公開セミナー（86名）を実施し、地域から高まっているニーズ（自立活動、自閉症児

の支援方法、職業教育）に応えた。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

 

・教養教育におけるGPA制度の構築（関連年度計画：2-2） → 不充分 

  GPA WGと全学シンポジウムでの議論や他大学視察の結果から、GPA導入に向けては、目的を明確にして

全学合意を得ることが重要で、茨城大学方式のものから始めることが大切であるという共通認識となっ

た。このことは、教育改革推進会議に報告し、制度としての導入は理解を得ている。 

 

・現行のCAP制度の運用を確認し、学部での実質的運用制度を決定する（関連年度計画：4-3） 

 → 不充分  

  全学的な「実質化に関する運用方針」を示すべく、教育改革推進会議で共通理解を図っている。 

 

・各研究科のカリキュラムの国際化の基本方針を策定する（関連年度計画：6-1） → 不充分 

  ４研究科とも、課題の抽出や整理にとどまって、国際化の基本方針を策定するまでに至らなかった。 

国際化とは、国際水準の教育を行うことで、その教育内容は、各研究科の実情に応じて定めればよろ

しい。 

 

・博士後期課程の研究指導方針の策定（関連年度計画：8-2） → 不充分 

  さらに、現行の研究指導方針の中で、専門性と実践力の育成の観点から改善すべき課題を抽出する。 

 

・習熟度別教育の任期付教員の安定的雇用（関連年度計画：13-1） → 不充分 

  大学教育センターでは、任期付き教員の安定的雇用を確保するために、テニュアトラック制度の導入

案を大学執行部に打診した。学長から、新（教養）学部の提案があり、設置検討委員会で新組織の設置

について検討中であり、任期付き教員の扱いもその中でいずれ検討される見込みである。 

 

・学部間共同で専門教育を実施する検討WGを立ち上げる（関連年度計画：14-1） → 不充分 

  教育改革推進会議において、プロジェクト「学部・研究科共同教育体制の構築」について検討した。

大学として、学部間でのニーズ調査をしていない。しかし、教育改革推進会議で基本的な理解は共有さ

れている。現行の枠を拡充する方向で議論している。 

 

・コンソーシアム等に関する規則を整備（関連年度計画：14-2） → 不充分 

  常磐大学・常磐短期大学との間では、これまでの協議と共同授業の実績を踏まえて、23年度中には連

携協定が締結され、平成24年度から実施される運びとなる。茨城県歴史館との間でも、同様に、これま

での協議と連携事業の実績を踏まえて、連携協定が締結され、平成23年度から連携事業が本格的に実施

されることとなった。 

大学として、他大学や地方自治体等と協議を重ね、コンソーシアム等の規則を整備する必要があるの

ではないか。 
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・教育学部改組案を作成し、平成24年度概算要求案をまとめる（関連年度計画：15-1） → 不充分 

  12月に大筋公表と見られた新たな教員養成政策・制度は公表されなかった。そのような中で、どのよ

うな新たな教員養成政策・制度となった場合でも、必要な改善策から実施する方向で、教育実施・運営

体制の問題点・改善点を抽出するにとどめた。 

 

・農学部改革案を確定し、平成24年度からの改革実施のための年次計画案を立てる 

（関連年度計画：15-2） → 不充分  

  平成25年度改革案実施に向けて、以下の主要な4改革項目を策定した。 

1.一括り入学制度（1学科制）と2年次後期でのコース選択。2.授業科目の体系化と階層性を明確にして、

学生にとって学習到達目標が立てやすいカリキュラム構造の構築。3.1年次に、食料生産と環境保全をめ

ぐる科学の現場を体験する必修科目の設置。4.専門教育体系を6分野に分類して体系化。現在、項目1の

具体的方法の確定に向けて調査・検討を進めている。 

 

・４大学院連携先進創生情報学教育研究プログラムを発展的に変更して、連携する大学院間での共同専攻

に関する組織新設の概算要求案を検討する。概算要求作業と並行して、同プログラムを4大学院で継続す

る。（関連年度計画：16-2） → 不充分 

  宇都宮大学と本学の2大学院での継続を維持し、共同専攻設置に向けた準備を進める。 

 

・学生センターを中心とする支援の具体的取組について、年次計画を策定する 

（関連年度計画：20-1） → 不充分  

  中期計画20.「学生の視点に立った相談支援体制に改善する。」の計画施策は「学生センターの体制改

善と支援制度の充実」なので、共通教育棟の再整備計画というよりも、学生委員会等の機能を改善し、

学生支援取組の全てが一括で見えるようにすることで、細分化されている担当事務組織の連携が強化さ

れるように組織を充実すること。3地区で公平に支援を行える体制とすること。第2期中に新たに取組む

支援制度をリスト化し、計画的に制度化することとなっている。 

 

・学野毎に、第１期中の研究成果の量を確認し、第２期中の研究成果発信目標を定める。各学野は、年次

毎の成果を確認する体制を構築する。（関連年度計画：25-2） → 不充分 

  教育学部、理学部、農学部以外は、第２期中の研究成果発信目標を明確にする。 

 

・大学は、生涯学習に関する方針を策定する（関連年度計画：32-2） → 不充分 

  中期計画の計画施策にある「ニーズに対応した社会人教育の展開」には、二つの事業形態が含まれて

いる。第1は、本学が有する知識や技術を社会貢献の一環として社会人に開放する「公開講座」のような

事業を指していると思われ、本センターはその充実に努力しているところである。第2は、大学の教育課

程を社会人に積極的に開放し、単位の修得を可能とするような新しい「社会人教育の開拓」が考えられ

る。後者については、本学全体の主要な課題であり、本センターも含めた会議の開催と方針作りを検討

している。 

 

・交換留学生の希望に合わせた英語で授業する科目を設計する。次年度開講科目を準備する。 

（関連年度計画：35-2） → 不充分  

  この年度計画では、「交換留学を進めるために、英語で学習できる環境を構築する」とされており、

人文学部、農学部で取組んでいる。他の学部・研究科でも科目の設定に努めることとされている。 

 

・学生寮での留学生と日本人学生の比率を見直し、支援を充実する（関連年度計画：36-1） → 不充分 

  22年度中には、混住は実施しているが、大震災で人数の見直しをかけられなかった。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中

期

目

標 

16．法人運営体制及び事務管理体制を効率的に運営する。 

17．業務の専門性に合った人材確保・育成を行い、業務運営を改善する。 

18．教育研究組織の運営にあたって、教員資源を有効に活用できるように改善する。 

 

中期計画 年度計画 

＜法人運営体制の改善＞ 

【41：R210041】41．法人組織及

び法人運営体制を見直し、運営の

改善と効率化を図る。 

施策として以下の取組を実施

する。役員会・副学長学長補佐会

議・副学長学部長会議の関係の見

直し、経営協議会・教育研究評議

会の会議運営の改善、理事とその

統括組織との関係の見直し、第３

期中期計画検討委員会を組織 

【41-1：R210041-1】役員会において、副学長学長補佐会議と副学長学

部長会議の役割と関係を整理し、会議の効率化と会議時間の短縮を図る

ための課題を整理する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ｓ 

大学運営上の諸課題について、副学長・学長補佐会議で整理

し、副学長・学部長会議で学部長に情報を提供し情報の共有化

を図り、共通認識を持つことで学部等を含めた大学執行部の意

思統一を図っている。主要会議の運営方法の改善については、

次のとおり実施し、時間の短縮・効率化を図った。 

①会議時間は最大2時間とする。②ペーパーレス会議とする。③

会議構成員への資料の事前送付を行う。④説明概要を作成し少

量で明瞭な資料とする。⑤説明者は説明概要に沿って簡潔な説

明を行い、議論の時間を多く確保する。⑥主要会議の検討結果

等について大学構成員に速やかに情報を伝達するため議事概要

の公開を原則として2週間以内に行う。 

 会議の効率化と会議時間の短縮が図られるとともに、大学構

成員に対する速やかな情報伝達が行われた。 

 「副学長学長補佐会議と副学長学部長会議の役割と関係の整

理」に関しては、既に学長に確認し、現行のままでよいとの判

断をいただいている。 

【41-2：R210041-2】役員会は、経営協議会及び教育研究評議会の効率

化と会議時間の短縮を図るための課題を整理する。会議資料の提示方法

を検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

経営協議会及び教育研究協議会の運営方法の改善、効率化、

議事概要の公表方法については、次のとおり実施した。 

①ペーパーレス会議とする。②議題提出に係る期限を設定する

とともに会議構成員への資料の事前送付を行う。③説明概要を

作成するとともに少量で明瞭な資料とする。④説明者は説明概

要に沿って簡潔な説明を行い、議論に時間を多く確保する。⑤

大学構成員に速やかに情報を伝達するため、議事概要の公開を

原則として2週間以内に行う。 

 会議の効率化と会議時間の短縮が図られるとともに、大学構

成員に対する速やかな情報伝達が行われた。 



－128－ 

【41-3：R210041-3】各理事と各理事が統括する組織との業務関係を効

率化するため、組織と運営を点検する 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

5月12日開催の第3回役員会において「国立大学法人茨城大学

の理事、副学長、学長補佐及び学長特別補佐の職務等に関する

内規」が承認され、制定された。これにより、理事等の職務、

担当、業務分担等が明確になり、理事等が統括する組織が整理

された。 

担当内規を制定することにより、効率化を図った。 

【41-4：R210041-4】平成22年度の計画はない。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

  

＜事務管理体制の改善＞ 

【42：R210042】42．事務管理体

制の見直しを行い、効率的に運営

できる体制に改善する。 

施策として以下の取組を実施

する。事務局内の事務管理体制の

改善 

【42-1：R210042-0】学内の教育研究組織等の改編に合わせて事務管理

体制を見直し、当面の改革を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ｓ 

4月の教育振興局、学術振興局の設置に合わせて、学務部、学

術企画部に継続雇用職員を配置し、事務体制を強化した。 

また、事務系職員の定型的業務、季節的業務を軽減し、専門

的能力を発揮できるようにするとともに、継続雇用制度を有効

に活用することを目的に、事務支援室を設置した。職員が減少

し、アウトソーシングや事務軽減にも限界がある中、長年蓄積

された専門知識・業務経験に基づいたシニアスタッフが活躍し

ている。事務支援体制を整備した。 

決裁ラインの簡素化（権限の委任）については平成23年3月に

規則改正を行った。 

＜職員登用及び職員の職能化に

よる組織改革＞ 

【43：R210043】43．教員及び職

員の業務の専門性に合った登用

を行い、効率的効果的な運営に生

かす。 

施策として以下の取組を実施

する。教職員人事システムの見直

し、任期制の見直し、教職員定数

管理の見直し 

【43-1：R210043-1】継続雇用や特任教員などの人事システムを導入し、

人材を活用する。事務系の専門職制度の導入を検討する。教員人事制度

を見直し、採用や昇格、定員管理について全学的に統一した方針を検討

する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

  

 

Ａ 

国立大学法人等職員採用試験のほかに多様な方法で有能な人

材を確保するため、非常勤職員のうち事務補佐員を対象とした

常勤職員への登用試験を実施し、大学の業務運営上有用な諸資

格を有する人材を確保した。 

就職指導や高等学校を対象とする入試広報などの特殊業務を

担わせる教員として学校長経験者を特命教授として雇用し、き

め細かい就職指導や積極的な大学入試広報を実施することによ

り、就職力の向上、大学志願者の確保を実現し、また特定の分

野の専門家を同じく特命教授とし、地域に係わる業務を担わせ

るなど、特命教授制度を設立、充実させた。 

大学院教育を充実するため、教育研究指導の面で活躍された

定年退職する大学教員を特任教授として、引き続き任期を付し

て雇用することにより、本学での研究指導を希望する学生に対
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し、研究の継続性を保障することができた。 

事務系の専門職制度の導入に当たっては、キャリアプラン等

について、検討するためのユニットを設置し、内部からの登用、

外部からの登用等に関し、導入可能な分野、導入後の職位及び

昇格等の基準等について詳細な検討を行っている。 

「継続雇用や特任教員などの人事システムを導入」する点に

ついては満足できるが、「人材を活用する。」となると活用の

ための検証期間が必要となる。ただ、「教員人事制度を見直し、

採用や昇格、定員管理について全学的に統一した方針を検討す

る。」に関しては、例えば、部局管理のポイント制導入や外部

資金特任教員制度の導入などについて、学長と何度も相談した

が、なかなか妙案が見つからなかった。当面、特任教員制度を

全学展開することで対応することにした。よって、「検討する」

ことに関しては達成可能である。 

【43-2：R210043-2】教員のプロジェクト任期制を点検し、課題を抽出

する。教員のプロジェクト任期制に加え、新たな教員任期制度の導入を

検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

大学院教育を充実するため、教育研究指導の面で活躍された

定年退職する大学教員を特任教授として、引き続き任期を付し

て雇用することとし、本学での研究指導を希望する学生に対し、

研究の継続性を持たせることに寄与した。教育研究等の活性化

の方策の一つとして、教員を外部資金により任期を付して雇用

し、必要とされる期間、特定の業務へ専念させる制度を案とし

てまとめた。 

「教員のプロジェクト任期制を点検し、課題を抽出する。」

に関しては、これまでの実績に基づき課題を抽出し、「教員の

プロジェクト任期制に加え、新たな教員任期制度の導入につい

て検討」し、例えば、外部資金特任教員制度の導入などについ

て、学長と何度も相談したが、当面、特任教員制度の全学展開

によって対応することとした。従って、課題抽出と導入検討に

関しては、達成可能である。 

【43-3：R210043-3】第１期から継続してきた定員削減が平成23年度に

終了することを見通して、平成23年度以降の教職員の定数管理方針を検

討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

第1期から継続してきた定員削減を実施してきたところであ

るが、教育・研究の質の低下の懸念が生じないよう、特に大学

院教育を充実するため、定年退職する大学教員を特任教授とし

て活用を図るなど、定員削減により生じた学部間の教員数の不

均衡の改善の一方策として、特任教授を一定数雇用する等によ

り改善を図るべく検討を行った。 

【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、

学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、
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新規ポスト等使用数は5人 

 平成24年度以降の「教職員の定数管理方針の検討」について

は、例えば、教員の場合、各部局に人件費を配分しポイント制

度によって運用するなどについて、学長と何度も相談したが、

他大学の実態や10年後の状況等を想定し、導入困難と判断され

た。因みに、事務職員については、自己都合退職や休職など、

年度途中の欠員等に関しては、ポイント制を導入し、人件費の

効率化を図っている。当面、特任教員の全学展開の実施状況を

見ながら、平成24年度以降の予算査定状況（平成24年1月ごろ）

を踏まえて、対応することとする。従って、「定数管理方針の

検討」については、達成可能である。 

【44：R210044】44．採用の工夫

や多様な研修を行って、職員の職

能化を図る。 

施策として以下の取組を実施

する。職員研修方針の改善、専門

職の充実 

【44-1：R210044-1】大学は、第２期の職員研修方針を決定し、研修計

画を策定する。平成22年度の職員研修を実施する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

茨城大学独自の研修として新採用職員研修、中堅職員研修等

を実施し、また、他機関の実施する係長級研修、若手勉強会等

へ職員を派遣した。 

従来実施してきた職員研修について内容の見直しを考慮する

とともに、新規研修を企画・実施した。第2期の職員研修方針を

策定すべく検討を重ね、原案までは作成したが、6年間を見通し

た方針に相応しい内容に充実するため、決定するまでには至ら

なかったが、引き続き検討を進め、平成23年度の早期に決定す

ることとした。 

【44-2：R210044-2】大学は、専門性の高い職員の雇用形態を見直し、

新たな専門職人事制度を策定して専門職職員を配置する。専門職職員の

キャリアパスとその研修計画を策定する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

事務系職員に対する専門職の導入に当たっては、人事制度、

キャリアプラン等について検討するユニットを設置し、内部職

員からの登用、外部からの登用等に関し、導入可能な分野及び

職位、昇格の基準などの人事制度について詳細な検討を行い、

この検討内容を成文化した。また、専門職の対象部門に従事す

る職員を対象にした研修会を実施するとともに、専門職の配置

要望が強かった部門について、課長補佐・専門員に相当する職

位へ職員を配置した。引き続き、専門職対象部門の拡大、専門

職配置職により適した研修の実施等について検討等を進めてい

く。 

【45：R210045-1】45．男女共同

参画事業を推進し、女性教職員を

積極的に活用する施策を導入す

る。 

施策として以下の取組を実施

する。女性教員の採用促進施策の

導入、女性教職員支援策の導入 

【45-1：R210045-1】大学は、女性教員の採用促進の方針を定め、学内

の意見をもとに、採用促進計画を策定する。計画推進のため、全国大学

等の採用促進策を調査研究する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

本学の教職員を対象に実施した男女共同参画の調査結果、国

立大学協会が実施した全国大学の男女共同参画関係施策の調査

結果をもとに、本学の基本方針の整備、女性教員を採用した学
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Ａ 

部にインセンティブとして「女性研究者採用促進経費」の措置

（平成22年度実績：2人×100万円）、産前・産後休暇等取得の

場合の代替の措置、若手教職員を対象にした啓発セミナーの開

催、男女共同参画施策に積極的に取り組んでいる大学の担当者

を招いての実施施策説明会の実施などの採用促進策を計画的に

実施した。 

各学部等の意見等の聴取などを通じ、より現実的な採用促進

計画を策定すべく、男女共同参画委員会を中心に鋭意検討を進

めている。 

【45-2：R210045-2】大学は、女性教職員の就業を支援する制度を検討

する。制度導入のため、全国大学等の就業支援策を調査研究する。学内

意見を徴す。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

本学の教職員を対象に実施した男女共同参画の調査結果、国

立大学協会が実施した全国大学の男女共同参画関係施策の調査

結果を踏まえ、女性教員を採用した学部にインセンティブとし

て女性研究者採用促進経費を措置し、産休取得時、育児休業取

得時の代替の措置、子育て時の勤務軽減制度適用者に対するパ

ート職員の配置、子育て等に関する情報交換の部屋としての男

女共同参画室の設置などの就業支援策の拡充を行った。本学の

女性教職員の就業を支援する制度の一層の充実に関し、男女共

同参画委員会で議論を深めている。 

＜教育研究運営組織の改善＞ 

【46：R210046】46．学部学野制

を有効に活用した新たな教員運

用方式を導入して、教育研究組織

の運営を改善する。 

施策として以下の取組を実施

する。学部改組及び研究科改組と

関連する教員定数管理の見直し、

学部研究科を越えた教育研究で

の教員の有効活用、教員年齢バラ

ンスの見直し 

【46-1：R210046-1】平成23年度まで継続する学長運用教員制度のその

後について、平成27年度までの教員定数管理方針を検討する。また、平

成24年度以降の学部改組及び研究科改組の検討状況に対応して、学部・

研究科及び大学全体の定数管理体制を検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

◇第1期から継続してきた定員削減を実施してきたところであ

るが、教育・研究の質の低下の懸念が生じないよう、特に大学

院教育を充実するため、定年退職する大学教員を特任教授とし

て活用を図るなど、定員削減により生じた学部間の教員数の不

均衡の改善の一方策として、特任教授を一定数雇用する等によ

り改善を図るべく検討を行った。 

【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、

学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、

新規ポスト等使用数は5人 

 「平成23年度まで継続する学長運用教員制度のその後につい

て、平成27年度までの教員定数管理方針を検討する。」につい

ては、例えば、ポイント制の導入などについて、学長と何度も

相談したが、当面は、特任教員の全学展開などで、対応するこ

ととなった。「平成24年度以降の学部改組及び研究科改組の検

討状況に対応して、学部・研究科及び大学全体の定数管理体制

を検討する。」については、全体の計画が1年以上ずれ込むこと

に加え、新学部の検討を開始されたため、それぞれの改組検討
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の中で検討することとする。従って、達成は可能である。 

◇理学部では、全学の方針が策定された後、学部の対応を検討

する。 

◇工学部では、企画立案委員会と領域長・専攻長会議において、

大学院及び学部の改組と教員配置（担当分担）について検討(教

育プログラムの実施に最低限必要な教員数、一人の教員が複数

の教育プログラムで授業を行うなど、教育実施の効率化を検討)

をしてきた。研究と教育のバランスを考えて、教員人事を進め

ることで合意が得られた。特色のある研究分野を作り大学院の

魅力を高めるために、退職教員の後任人事ではなく、総合原子

力工学分野の教授もしくは准教授を採用することにして、公募

を開始した。 

◇農学部では、将来構想委員会での改革案の練り直し作業と教

員懇談会での議論を繰り返し行った。平成23年2月の懇談会で

は、1学科制、4コースという組織で、その詳細を決めることが

了承された。1年遅らせて、平成25年度改組のスケジュールで進

めている。当初の工程表のスケジュール通りには行かなかった

が、改革内容については、十分に整備を図るつもりである。 

【46-2：R210046-2】学士課程又は修士課程の専門教育において、学部

又は研究科を越えて教員が授業を提供し、単位を付与することのできる

教育制度（学部にあっては自由履修ではない単位／大学院にあっては共

通科目ではない単位）を検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇教育改革推進会議では、平成24年度概算要求の特別経費(プロ

ジェクト分：高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実)に

「学部・研究科共同教育体制の構築－学位プログラム導入の基

盤整備－」を要求すべく、素案の検討を進めた。 

◇理学部では、全学の方針が策定された後、学部の対応を検討

する。 

◇理工学研究科工学系では、全専攻の専門科目と工学系の研究

科共通科目で、前期と後期の講義の実施状況と各講義の履修者

数を調査した。その結果、開講時期で平均履修申告者数が2.5倍

の差があることから、受講者数だけからは大学院科目の見直し

は難しいことが明らかとなった。前期に履修が集中する理由と

しては、学生の就職活動が本格化するM1の10月までに必要な単

位を修得しておきたいためで、M1の前期に履修が集中すると考

えられる。特に縛りがある研究科共通科目は前期に履修が集中

する傾向に有り、このような事情を踏まえた見直しが必要であ

る。 

 現状調査が終わり、大きな課題が明らかになったので、改善

策を考える段階である。問題が生じる要因のひとつは1年の後期

から就職活動が始まることであり、そちらが改善されないとむ

つかしい。 

◇農学研究科では、大学院授業科目の中では、すでに研究科共

通科目（地域サステイナビリティ農学概論等）を実施した。 

【46-3：R210046-3】大学は、学部毎の教員年齢バランスを適正化する
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方針を定める。バランスの適正化のための方策を検討する。各学部は、

第２期中の教員年齢バランスの予測をする。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学部毎の年齢バランスの適正化については、教員の退職と採

用時においてのみ調整が可能であることから、中期的な教員配

置計画に基づき、計画的・定期的に教員採用を行っていく必要

がある。また、採用時の調整のみならず、あわせて昇格に係る

審査等において、基準などの見直しや評価制度の改善を行い、

積極的に在職教員を登用していくことが不可欠である。当面は、

大学全体における年齢バランスの目標を定め、大学院の教育研

究指導に支障が無いことに配慮しながら長期的に年齢構成の適

正化を図ることとする。 

◇工学部では、企画立案委員会において、教員の年齢構成のデ

ータを確認し、バランスの取れた教員採用計画を検討した。以

前に比べて30歳以下の教員が激減し、高齢化している。教育研

究の活性化には、若手教員やポスドクを増やすことが必要であ

り、その点を踏まえた教員採用を行うことを領域長、専攻長と

も意見交換し実現に向けて努力することにした。 

◇農学部では、農学部は、1名の定員（最後の1名）を平成22年

度末に学長運用定員として拠出する予定である。今年度は、現

教員の停年年次のリストを踏まえながら、その後の教員定員管

理の進め方を審議し、計画案を作成した。教員年齢バランスの

適正化は、その計画を実施する過程で十分に審議する。 

 平成22年度末、1名の学長運用定員拠出にともなう、その後の

教員定員運用案を作成した。定員削減という厳しい状況の中で

も、学部運営をなんとか維持できそうな教員運用案を作成した。
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ② 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中期

目標 

19．効率的な事務遂行を目指して、事務組織の機能を改善する。 

 

中期計画 年度計画 

＜事務機能の改革＞ 

【47：R220047】47．大学運営に

柔軟に適応した効率的な事務機

能の実現を図る。 

施策として以下の取組を実施

する。事務業務実施組織の機能別

体系化 

【47-1：R220047-0】部や課を越えて同様な作業を行っている業務につ

いて、業務態勢の体系化を検討する。広報体制、評価体制、安全と衛生、

インナーソーシングなどの実現可能な業務や緊急に改善すべき業務か

ら、機能別体系化を進める。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

①4月から事務支援室（常駐型継続雇用職員）が水戸地区におけ

る郵便集配等を担当するなど、業務を一元化した。事務局4部の

旅費計算業務を契約課に集約した。広報室、評価室に対応し全

学横断的な事務処理を行うため、広報グループ、評価・大学改

革グループを設置した。 

②9月17日事務局長の下に「茨城大学事務組織改革等推進チー

ム」が設置され、検討を開始し、平成23年度事務組織改革等の

方向性を決定した。 

 体系化することに加え、機能化して実施した。 

＜事務業務の効率化・合理化＞ 

【48：R220048】48．業務の簡素

化とＩＴ化を推進する。 

施策として以下の取組を実施

する。IT基盤センターの組織と機

能の見直し、主要な会議のIT化、

事務処理の改善 

【48-1：R220048-1】IT基盤センターの効率的・効果的運営を目的とし

て、組織と機能を見直すため、点検評価を実施し、次年度のセンター改

革案の策定に生かす。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

点検評価に備えて、前年度から業務記録（メールに残された

記録が主）も作成し、自己点検評価書を作成した。自己点検評

価書や業務記録から、業務遂行実態の一端も明らかとなった。

平成23年3月8日に外部評価点検を行った。その際の評価資料と

して自己点検評価書を作成している。自己点検評価書の中にお

いて、改善すべき点を点検している。 

外部評価委員は3名招請し、1（早急の改善が必要）～5（特に

優れている点がある）の5段階評価を採用した11評価項目からな

る外部評価表による点検を受けた。3月31日までに、全委員から

外部評価表の回答があった。優れている点として、管理する部

門が離れている3キャンパスにも関わらず、決して多いとはいえ

ない現陣容で効率良く運営していると評価された。しかし、組

織体制等の3項目において、評価2（不適切あるいは不十分であ

る）が幾つかあった。人員配置について、3キャンパスに分かれ

ていることもあり最小限の常勤技術員を配置することは必須で

ある。大学情報資産のマネジメントを行う重要な機能を担う部

門であるから、センター長を教育研究に関わる重要な会議の構

成員とすることが望まれる。小さい組織にも関わらず二重構造
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があるので、早急な改善が望まれるという意見などであった。

この自己点検評価書に基づいた外部評価点検においては、組

織体制等について、今後の改革案策定に生かされるべき有用な

改善点が指摘されている。 

【48-2：R220048-2】会議資料が膨大な量になるなど会議資料の整理が

必要な会議を選び、IT化を図る。そのための設備を整備する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

(1) 大学の主要会議について、ペーパーレス会議とすることを

決定し実施した。会議システムは、グループウェア（サイボウ

ズガルーン）を利用することとし、事務局第一会議室にノート

パソコン46台を設置した。 

平成21年度末に事務局第1会議室に整備されたペーパーレス

会議システムを活用して、役員会、学部長会議、教育研究評議

会、経営協議会、総合計画委員会、教育・業務評価会議、学術・

教員評価会議等で会議を開催するようになった。このことによ

り、会議資料の印刷が大幅に削減された。同時に、印刷や配布

作業に係る担当者の作業時間も大幅に縮減された。(教育研究評

議会、経営協議会、総合計画委員会では、配布資料の種類も多

く、50部近く必要で、毎回3～4時間かけて印刷し、直前に資料

の差し替え等が出れば、さらに印刷し、差し替えるなどの作業

に膨大な時間を費やしていた。)  

工学部、農学部の委員がTV会議システムで参加できるように、

工・農学部の応接室に事務局第1会議室に整備されたペーパーレ

ス会議システム用のノートパソコン各2台を設置した。 

工・農学部教職員の会議にかかる移動時間と旅費等の軽減を

図るため、10月末に学長裁量経費の配分を受け、事務局第2会議

室にTV会議システムを設置した。 

(2) 主要会議の検討結果等について大学構成員等に速やかに情

報を伝達するため、グループウェア（サイボウズガルーン）及

びホームページにおける議事要録の公開を原則として2週間以

内に行うことなどを決定し実施した。 

(3) 事務用共有ファイルサーバとソフトウエア管理システムの

導入 

◇11月1日より、各個人が業務で利用しているPC内データの共有

や、保管を行うための事務用共有ファイルサーバを整備・導入

した。対象は、事務系職員で、部・課・係単位の所属別フォル

ダや個人フォルダが利用可能なものである。同時に、Windows OS、

Office、Adobe社製品、一太郎などのセキュリティアップデート

の集中管理を行い、自動的にセキュリティパッチを充てる作業

を実施するソフトウエア管理システムも導入した。 

このことにより、業務データの安全管理と共有が促進でき、

業務用PCのセキュリティを格段に向上させることができた。 

【48-3：R220048-3】各部署における書類の決裁方法を見直し、簡素化

を図るために、新たな決裁方式を検討する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

事務組織の再編及び業務改善等については、平成 21 年度に事

務組織改革等検討委員会において検討し「茨城大学の事務組織

等の改革について（報告）」に纏め、平成 21 年度に一定の成果

を挙げることができた。 

平成22年度以降に検討し実施する事項の1つの取組として、事

務組織改革等推進チームの下に文書管理法関係ユニットを置

き、公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号）の施

行に伴う「国立大学法人茨城大学法人文書管理規則」制定の検

討と併せて、決裁ラインを簡素化するため、総務課への合議の

省略、事務局部長への回議の一部省略及び専決事項・専決者の

抜本的見直し等を図り「国立大学法人茨城大学文書処理規則」

を改正した。（平成23年4月1日施行）他大学及び本学の関係資

料の収集、整理を行った。 

 

 

進捗状況の評語 

進捗状況【全学工程表で想定する６年間の達成目標や進行プロセスに対して】

かなり上回って達成できる Ｓ 

上回って達成できそうである Ａ 

達成は可能であると考えられる Ｂ 

このままでは達成が危ぶまれる Ｆ 



－137－ 

 （１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・会議の効率化と会議時間の短縮及び会議資料の提示方法の改善について（関連年度計画：41-1、41-2、

48-2） 

大学運営上の諸課題について、副学長・学長補佐会議で整理し、副学長・学部長会議で学部長に情報を

提供し情報の共有化を図り、共通認識を持つことで学部等を含めた大学執行部の意思統一を図っている。

主要会議の運営方法の改善については、次のとおり実施し、時間の短縮・効率化を図った。 

①会議時間は最大2時間とする。②ペーパーレス会議とする。③会議構成員への資料の事前送付を行う。

④説明概要を作成し少量で明瞭な資料とする。⑤説明者は説明概要に沿って簡潔な説明を行い、議論の時

間を多く確保する。⑥主要会議の検討結果等について大学構成員に速やかに情報を伝達するため議事概要

の公開を原則として2週間以内に行う。 

また、これらの会議は事務局第1会議室に設置されたペーパーレス会議システムを利用して行われること

になったため、資料の印刷とそれに関わる職員の作業時間等が大幅に削減された。 

 

・各理事等の職務の明確化（関連年度計画：41-3） 

5月12日開催の役員会において、「国立大学法人茨城大学の理事、副学長、学長補佐及び学長特別補佐の

職務等に関する内規」が制定された。このことにより、理事等の職務、担当、業務分担等が明確になり、

理事等が統括する組織が整理され、関係する組織との間での業務が効率的に行われることとなった。 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況  ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（業務運営の改善及び効率化の観点） 

○ 戦略的・効果的な資源配分、業務運営の効率化を図っているか。 

（指標例） 

・法人の経営戦略に基づく経費及び人員枠等、資源配分の措置状況（関連年度計画：50-1、46-1） 

 教職員人件費の削減にあたっては、学長運用教員(60人)の継続により、目標を上回る削減率を達成した。

平成22年度は、対平成17年度人件費三目の△5％減目標に対し、△13.4％減(人勧を除くと△10.2％減)であ

る。【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、新規ポスト等使用数は5人 

 

・教育振興局と学術振興局の設置（関連年度計画：42-1） 

 平成21年10月から試行的に運用してきた教育振興局と学術振興局は、平成22年4月から正式に発足した。

教育振興局は、本学の教育系の8つのセンター(大学教育センター、入学センター、生涯学習教育研究セ

ンター、留学生センター、保健管理センター、学生相談センター、学生就職支援センター、大学院教育部)

の組織的連携を図り、第2期中期計画及び年度計画を推進することとした。 

 学術振興局は、本学の学術研究の充実と高度化の実現を目指して、研究系の11のセンター(ＩＴ基盤セン

ター、産学官連携イノベーション創成機構、機器分析センター、地域連携推進本部、広域水圏環境科学教

育研究センター、遺伝子実験施設、地域総合研究所、地球変動適応科学研究機関、フロンティア応用原子

科学研究センター、宇宙科学教育研究センター、五浦美術文化研究所)がまとめられ、センター間で相互協

力と相互補完する連携体制が構築され、共同事業や外部評価の実施など、活発な活動が行われた。 

 

・事務支援室の設置（関連年度計画：42-1、47-1） 
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 本学では、事務系職員の定型的業務、季節的業務を軽減し、専門的能力を発揮できるようにするととも

に、継続雇用制度を有効に活用することを目的に、事務支援室を設置した。職員が減少し、アウトソーシ

ングや事務軽減にも限界がある中、長年蓄積された専門知識・業務経験に基づいたシニアスタッフが活躍

している。 

 

 

 

○ 外部有識者の積極的活用や監査機能の充実が図られているか。 

（指標例） 

・外部有識者の活用状況（関連年度計画：なし） 

 外部有識者の活用により運営の活性化が図られている。 

一例として、経営協議会の外部委員には、茨城県副知事を始めとして、県内に所在する独立行政法人、

NPO法人、企業、教育界、マスコミ等の代表等に参画いただき、毎回、審議事項とは別に討議の時間を設け、

大学が設定したテーマについて民官学の経営者等の視点からの幅広いご助言をいただき、大学運営の改善

に役立てている。その具体的な活用事例は、下記公表状況に掲載しているとおりであるが、「コンプライ

アンスが大事である」との意見を受け、「コンプライアンス推進体制検討WG」を設置し、組織的監視、監

督体制や行動指針について検討を行い、「茨城大学コンプライアンス推進方針」の最終案を作成した。 

 

・経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表状況（関連年度計画：なし） 

 経営協議会の審議状況・運営への活用状況及び関連する情報の公表では、審議状況については、茨城大

学ホームページ→総合案内→情報公開→諸会議議事要録→経営協議会 に、運営への活用状況については、

茨城大学ホームページ→総合案内→情報公開→経営協議会(学外委員)からの意見を法人運営の改善に活用

した取組等 に掲載し公表している。 

 

・業務監査の充実（関連年度計画：59-1） 

中期目標・中期計画における「監査機能の充実及び法令遵守」を受け、監事と連携した効率的かつ効果

的な監査実施及び監査機能の充実を図るため、平成22年度から本学における業務全般を監査対象として、

監査区分を「業務監査」及び「会計監査」と明確に規定した。 

 従来実施してきた監事及び会計監査人との連携による監査の実施・改善事項等の指導・報告等を監査計

画に則り適宜補佐・実施するとともに、「国立大学法人茨城大学内部監査実施要項」の一部改正に伴う業

務監査として「H22.12.16部課長事務長会議報告の未処理業務の改善策の履行状況等の検証等」を実施し、

業務全般における監査機能の充実を図った。 

 また、平成23年度からの監査室体制について、従前の2名体制（監査主幹・監査係長）を3名体制（監査

室長、監査主幹、監査係長）とする体制強化を図るとともに、大学の動向、教育・研究面及び業務・財務

面等の情報収集・共有面での強化を図った。 

 監事からの提言「全学委員会の精査と再整理」、「化学物質の安全管理」、「法人情報管理サーバの運

用改善」等がなされ、提言内容の実現に向けて、担当部署で検討され、提言の趣旨に沿った改善策が実施

された。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

・各理事が担当する事項以外の事項の遅延 

○職員研修方針（関連年度計画：44-1） → 検討中 
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 第2期の職員研修方針を策定すべく検討を重ね、原案までは作成したが、6年間を見通した方針に相応

しい内容に充実するため、決定するまでには至らなかったが、引き続き検討を進め、平成23年度の早期

に決定することとした。 

 

○女性教員採用促進計画（関連年度計画：45-1） → 不充分 

  各学部等の意見を聞きながらより現実的な「採用促進計画」を策定すべく、検討を進めている。 

 

○女性教職員就業支援制度の検討（関連年度計画：45-2） → 不充分 

  計画そのものが、「検討する、調査する」なので、いずれも検討、調査し、年度末に開催した男女共

同参画推進委員会で議論した。 

 

○学部・研究科を超えた教育制度の検討（関連年度計画：46-2） → 不充分 

  各学部単位での検討は進められたが、大学としての検討が進んでいなかったため、年度末に平成24年

度概算要求（案）として、「学部・研究科共同教育体制の構築－学位プログラム導入の基盤整備－」を

取りまとめた。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(2)  財務内容の改善に関する目標 

 ① 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

 

中期

目標 

20．外部資金等の自己収入を増やす。 

 

中期計画 年度計画 

＜外部資金による自己収入の増加

＞ 

【49：R310049】49．外部研究資金

の獲得に組織的に取り組み、自己

収入を増やす。 

施策として以下の取組を実施す

る。外部資金獲得増 

 

 

単位：千円 

 H21 H22 

共同研究 178件 178件 

133,280 110,773 

理工学研究科、フロンティアで減 

受託研究 58件 56件 

517,875 452,133 

工、農、水圏で大幅に減、ICAS、宇宙増 

寄附金 146件 128件 

91,024 73,983  

事務局・農で大幅に減、工が増 

共同 H16 78件 121,952千円 

受託 H16 42件 154,049千円 

寄附 H16 170件 138,760千円 

【49-1：R310049-0】科学研究費補助金、共同研究、受託研究、その他

外部資金の獲得増を図るための取組を強化し、科学研究費補助金につ

いては申請件数の増を図る。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇外部資金獲得を促進するために研究企画推進会議の下、平成

22年4月に競争的資金獲得専門委員会を設置し、外部資金獲得

戦略の策定に取り組む体制を整備した。 

平成22年度においては、我が国の競争的資金予算の約4割を

占める科学研究費補助金の獲得促進に関わる方策について検

討がなされ、①科学研究費補助金申請助言制度の創設、②研究

計画調書作成を重視した実践的な説明会の実施、③科研費ホー

ムページの充実が提言された。 

この提言を受けて、①助言制度を創設し、申請予定者の8名

が、9月24日から10月12日の間に「研究計画調書」の記載方法

等に関するアドバイスを14名の助言者から受けたこと。②9月

29日に開催した科研費学内説明会では、これまで豊富な採択実

績を有する3名の教員が、自らが作成した採択計画調書に基づ

き、作成のポイントや留意事項について具体的な説明を行った

こと。さらに、③その他、科研費申請専用ホームページを設置

して一元的に科研費情報を提供するとともに、科研費申請助言

制度を活用しなかった者の計画調書のブラッシュアップのた

めに、申請のあった全ての計画調書を対象に、審査のポイント

等を勘案した踏み込んだ内容チェックを行った。 

平成22年度科研費の採択実績は、185件、4億6,043万円(間接

経費30％含む)であり、平成21年度の152件、4億4,960万円を上

回った。ただし、平成23年度申請件数は415件（新規・継続）

で、平成22年度の439件を下回った。 

科研費については、獲得増のための取組を強化した。ただし、

申請数が減少したのは第2期計画の2年目以降の課題となった。

◇リーマンショックの影響もあり、全国的に共同研究、受託研

究、その他外部資金の獲得金額が減少している中でも、産学官

連携イノベーション創成機構の共同研究推進部門のコーディ

ネーター等が県内外の企業を訪問し、大学シーズのPRと企業ニ

ーズの調査をしている。平成22年度実績は245件で、平成21年

度実績の192件を大幅に上回った。平成22年度の技術相談件数

は186件で、平成21年度の実績は182件であった。 

今年度の特徴として、海外との共同研究が3件あり、英文の
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契約書ひな型をイノベーション創成機構で作成した。 

大学が研究成果や人材を地域に役立てる「地域貢献度」につ

いて、平成22年11月に日本経済新聞社産業地域研究所が全国

754の大学を対象に調査し公表した。茨城大学は8位にランクさ

れた。昨年は14位であった。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(2)  財務内容の改善に関する目標 

 ② 経費の抑制に関する目標 

 

中期

目標 

21．「総人件費改革」の趣旨を踏まえ、第２期期間中に人件費の削減を行う。 

22．管理的経費の節減・合理化に努め、経費を効率的に執行する。 

23．財政運営の基本計画を作成し、運営経費を適正かつ効率的に配分し執行する。 

 

中期計画 年度計画 

＜人件費改革＞ 

【50：R320050】50．「総人件費改革」の

趣旨を踏まえ、平成23年度までの人件費削

減を行う。 

施策として以下の取組を実施する。「総

人件費改革」の趣旨を踏まえた人件費削減

【50-1：R320050-0】第１期からの人件費削減方針を堅持し、

計画に従って人件費を削減する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ｓ 

平成22年度は、対平成17年度人件費3目の△5％減目

標に対し、△13.4％減（人勧を除くと△10.2％減）で

ある。 

【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60

人分確保、学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15

人分確保、新規ポスト等使用数は5人 

 計画以上に人件費の削減は実施されている。 

＜経費節減＞ 

【51：R320051】51．管理的経費の節減・

合理化に努め、経費を効率的に執行しなが

ら、低炭素活動を実践する。 

施策として以下の取組を実施する。管理

経費の節減・合理化、省エネルギー対策の

強化、低炭素活動の実践 

【51-1：R320051-1】第１期からの経費節減推進本部を継続し、

第２期における管理経費の節減・合理化について多様な取組を

計画し、取り組む。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

1）複数年契約等について 

 前年度から引き続き、複数年契約により経費節減が

図れるもの、事務の合理化が図れるもの等の契約内容

の検討を行い、複数年契約又は仕様見直しを実施した。

2）事務用品の一括調達契約の実施について 

 水戸地区においては、3ヶ月毎に事務用品の一括調達

を実施し、第1期（4月～6月）254千円、第2期（7月～9

月）210千円、第3期（10月～12月）106千円、第4期（1

月～3月）294千円の節減を図った。 

3）前年度まで随意契約を実施していた契約について、

契約内容を検討し、競争契約に移行できるものは移行

した。 

4）経費節減推進本部では、平成22年度経費節減推進計

画に基づき、経費節減対策の実行に努め、次のような

取り組みを行った。 

①4月6日の入学式において、「新入生の皆様へ」と題

して、地球温暖化防止及び経費節減への協力要請チラ

シを新入生へ配布した。 

②光熱水量（料）について毎月の実績額及び前年度と

の比較表を学内グループウェアに掲載し、節減対策に
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対する啓蒙を実施している。 

③省エネ対策費として1,000万円の予算措置を行った。

④今年度は例年になく高温の日が続いたため、健康面

を配慮し7月1日～9月15日までの冷房運転期間を9月30

日まで延長し、それに伴い巡視による冷房運転状況の

点検も9月30日まで実施した。点検項目 (1)不在時の

冷房運転停止 (2)冷房の温度設定（28℃目途） 12月1

日から3月31日の冬季暖房期間においても、適正な室温

になっているか週1回の巡視を行い、暖房運転状況の点

検を実施している。 

⑤8月12日～16日（土・日を含む）の間、一斉休業を実

施し、光熱水量（料）の節減を図った。 

⑥大型改修事業において、省エネルギー設備への改修

を行っている。  

⑦茨城県内4機関共同調達連絡協議会において、共同調

達3品目（トイレットペーパー・PPC用紙・蛍光管）に

ついての共同調達を平成23年度より実施するため、平

成23年2月25日に協定書及び覚書を締結した。（年間約

80万円の経費節減が見込まれる）【県内４機関：茨城

大学、筑波大学、筑波技術大学、高エネルギー加速器

研究機構】 

【51-2：R320051-2】既存の省エネルギー対策を再点検し、効

果的省エネルギー対策を検討する。第２期の省エネルギー対策

年次計画案を策定する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

エネルギー管理員資格既取得者2名に加え、農学部2

名、工学部1名、水戸地区6名がエネルギー管理員の資

格を取得した。エネルギー管理員指導により、省エネ

ルギー対策強化を推進する。エネルギー使用の分析を

行い、効果の大きい省エネルギー対策として、水戸地

区の空調の集中制御化工事を行った。 

年度末までに、効果的省エネルギー対策を検討し、

第2期の省エネルギー対策年次計画案を策定した。省エ

ネ対策の強化及びエネルギー使用の合理化を図るた

め、エネルギー管理標準を作成した。これにより、全

学でエネルギー使用の合理化に取り組み、省エネルギ

ーを図る。 

（財）省エネルギーセンターが行っている省エネル

ギー診断（無償）が採択され、工学部の診断を平成23

年1月に行った。診断結果を踏まえ、順次、省エネルギ

ー対策に取組む。 

【51-3：R320051-3】第２期の低炭素活動実践計画を策定し、

各キャンパスでは低炭素活動の取組案を検討する。低炭素活動

を経費の効率的運用に反映する取組とする。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 
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Ａ 

◇低炭素活動実践の年度計画をうけ、7月に環境活動推

進プロジェクトチームを設置し、「エネルギーのグリ

ーン化計画」及び「低炭素活動実践計画」を内容とす

る「茨城大学グリーン化推進計画」の策定作業を開始

した。平成23年3月末の役員会において「茨城大学グリ

ーン化推進計画」が審議・了承された。ホームページ

掲載と共に、メール、掲示板による周知を行った。 

・「低炭素活動実践計画」では、電気使用量の削減が

温室効果ガス排出量抑制の取組みとして最も重要であ

るとしている。 

・「エネルギーのグリーン化計画」では、省エネルギ

ー推進としては、施設の使用と管理にあたり配慮する

事項として、空調の温度管理、照明の消灯、OA機器等

電気製品の共用など、施設・設備の改善では、個別空

調集中管理システムの導入、人感センサー、明るさセ

ンサーの導入など、施設の新築・改修に当たっての配

慮としては、省エネルギー対策の徹底、省エネルギー

診断に基づく改修など、事務・事業にあたっての配慮

としては、用紙類の使用量の削減などの施策を掲げて

いる。 

・平成22年度は、省エネ対策として1,000万円の予算措

置による空調の集中管理装置の設置、耐震改修工事、

営繕工事の際の省エネ対策としての遮熱ブラインドの

取付等を進めた。ペーパーレス会議を役員会、経営協

議会、教育研究評議会等で導入しており、コピー用紙

の大幅な削減を図っている。 

 上記計画等を基として、現在｢夏季の節電15％削減｣

に対応するため、空調・照明の35％カット、冷房の28℃

徹底に取り組んでおり、7月11日(月)現在、梅雨が明け

たのにも関わらず、昨年と比較して、水戸キャンパス

の契約電力1,590kwに対して992.2kwの使用量となって

いる。△37.6％節減している状況である。（7/19(火)

現在、1,013.9kw△36.2％） 

◇茨城大学地球変動適応科学研究機関(ICAS)では、城

里町や筑西市などと地域の持続可能な実践や茨城産業

会議等との連携講演会(11月17日)の企画運営、

ICASNewsなどを通じた緑のカーテンなどの省エネルギ

ー化の具体例の紹介など、アウトリーチ活動を行って

きた。今後は、全学的な低炭素行動を立案し、その推

進の一翼を担う。 

＜計画的財政運営＞ 

【52：R320052】52．第２期財政運営の基

本計画を毎年度見直し、第２期中の計画的

財政運営を図る。 

施策として以下の取組を実施する。第２

期財政運営基本計画の遂行と毎年度見直

し 

【52-1：R320052-0】平成21年度中に策定された第２期財政運

営基本計画を遂行するとともに、国の施策や人口統計などを加

味した次年度計画の修正を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

財政運営計画の策定においては、運営費交付金の効

率化など不確定要素に前提条件を付け作成している。
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Ａ 

可能な限り確定された要素による計画を策定するため

に、翌年度の予算編成などを考慮した上で修正を行い、

3月の経営協議会に提出した。3月31日開催の役員会で

審議・了承された。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(2)  財務内容の改善に関する目標 

 ③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中期

目標 

24．財務状況を的確に把握し、資産を適正に保つ。 

25．資産の効率的・効果的な運用を図る。 

 

中期計画 年度計画 

＜財務状況の管理と改善＞ 

【53：R330053】53．財務諸表と収入支出

予算と決算を分析し、学内資源配分の改善

を図る。 

施策として以下の取組を実施する。決算

ヒアリングと財務分析の活用、政策配分経

費事業の評価による見直し、政策的予算配

分編成方針の策定 

【53-1：R330053-1】前事業年度の財務諸表を分析し、予算と

決算の乖離が著しい場合などに随時決算ヒアリング・調査を行

い、改善を図るとともに、計画的な財務状況を維持し、分析結

果を翌事業年度の予算編成に反映させる。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

平成21年決算ヒアリングを見直し、予算決算の乖離

が著しい場合は、別紙【予算決算の乖離等確認項目】

により、各部局に対してそれぞれの質問事項を求め、

それに対する回答をする体制に変更した。各部局から

の回答に対して、予算決算から生じた差額の要因に改

善が必要とされるものがあるかの検証作業を実施し

た。その結果、決算ヒアリングをするまでもなく該当

する予算管理責任者宛に改善を通知し、平成22年度の

予算執行及び平成23年度の予算編成に反映させた。 

【53-2：R330053-2】前年度の政策配分経費事業を評価し、当

該年度及び次年度の事業計画に生かす。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇学長秘書室で管理している学長裁量経費は、各部署

からの要求に基づき副学長・学長補佐会議で審議し、

配分の有無、金額等を決定している。3月末現在の配分

済額は26,677,540円である。年度終了時点で学長に評

価していただいた上で、副学長・学長補佐会議に報告

し、次年度の事業計画に活かす。 

◇教育改革推進会議（6月10日）で平成22年度教育改善

経費の公募要領をさだめ、学内公募を実施した。教育

改革推進会議（7月15日）の審査結果に基づき、24件の

申請に対して17件、総額17,610千円分を採択した。平

成22年度は申請件数24件で前年度の倍の申請があっ

た。(平成21年度申請11件) 

なお、次年度以降の審査にあたってはヒアリング等

の実施、事業内容及び事業規模等教育改善経費の在り

方について検討を加えていくこととした。 

◇8月24日に財務部から、平成21年度政策配分経費等の

点検評価報告書の「学長による評価結果と改善指示」

欄の記載について、評価室長へ依頼があり、11月29日

から行われた「平成22年度評価・財務合同ヒアリング」
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において、評価室長から報告書の疑問点等についての

質疑応答を経たうえで評価コメントを記載し、事業実

施者へフィードバックした。 

【53-3：R330053-3】政策的な予算配分方針を策定し、戦略的

な予算編成を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

11月から12月にかけて部局長及び部局執行部等を対

象に評価・財務合同ヒアリングを実施し、ヒアリング

結果や財務分析結果、収入予算の状況等を踏まえ、効

果的、効率的な資源配分を行うべく、平成23年度の予

算編成方針を策定し、戦略的な予算編成を行った。 

＜計画的予算執行＞ 

【54：R330054】54．予備費等の計上によ

り適切に予算を運用し、目的積立金を積極

的に活用する。 

施策として以下の取組を実施する。正確

な年度人件費計上、中間決算の実施、目的

積立金活用方針策定 

【54-1：R330054-1】予算編成時点で正確な年度人件費を計上

し、適正な財務運営を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

Ａ 
人事課で積算した年度人件費について確認を行い、

正確な年度人件費を支出予算へ計上した。 

【54-2：R330054-2】中間決算を執行し、財務執行状況を的確

に把握する。また、執行状況を分析し、補正等を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

平成22年度期首の経過勘定の整理、9月期までの各財

源の債務整理作業等が完了し、集計作業の結果、中間

決算期作業が完了している。決算内容について12月に

監査法人による精査も完了している。また、集計結果

である9月期の合計残高試算表を会計検査院に提出済

みである。 

【54-3：R330054-3】財政運営基本計画に合わせて、第２期中

の目的積立金による事業計画を作成し、目的積立金活用の年次

方針を策定する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

平成22年度の執行状況を把握するとともに、第2期中

の目的積立金による事業計画を作成し、第2期中期目標

期間中における目的積立金活用方針を平成23年3月開

催の経営協議会に提出した。 

＜保有資産の運用改善＞ 

【55：R330055】55．保有資産の運用を効

率的に行う。 

施策として以下の取組を実施する。土地

と建物の利用頻度調査及び利用価値の評

価、資金の適切な運用とその有効活用 

【55-1：R330055-1】土地と建物の利用頻度調査及び利用価値

の評価を行い、効率的・効果的な運用を進める。各施設等の管

理責任者は、毎年、利用頻度調査を実施する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

◇「国立大学法人茨城大学における固定資産の減損に

係る会計処理取扱要項」に基づき、土地の使用状況を

把握し、年度内に評価を完了した。 

◇施設の有効活用を行うため、調査要領により12月に
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建物有効利用調査を実施した。問題のある部屋等につ

いて、各施設等の管理責任者は改善計画を作成し、施

設計画運営専門委員会に提出し、有効活用の改善を進

めている。 

【55-2：R330055-2】年間資金の流れを予測し、資金の適切な

運用と有効活用を図る。そのために、月例報告を行う。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

「平成22年度資金運用計画」に基づき、以下のとおり

資金運用を実施した。 

〇一般財源 

H22. 3～H22. 6 定期預金（3ヶ月）1,280,000,000円

運用益（預金利息）225,837円 

H22. 7～H22. 9 定期預金（2ヶ月） 400,000,000円 運

用益（預金利息） 33,972円 

H22.10～H22.12 定期預金（2ヶ月） 800,000,000円 

運用益（預金利息） 40,107円 

H22.10～H22.11 定期預金（1ヶ月） 800,000,000円 

運用益（預金利息） 21,040円 

H23. 1～H23. 2 定期預金（1ヶ月）1,280,000,000円

運用益（預金利息）35,769円 

H23. 1～H23. 3 定期預金（2ヶ月）1,120,000,000円

運用益（預金利息）54,312円 

〇寄附金財源 

H22. 3～H23. 3 定期預金（1年） 100,000,000円 運

用益（預金利息）100,109円 

H22. 4～H23. 4 定期預金（1年） 200,000,000円 運

用益（預金利息）160,000円 

役員会において、「資金管理計画表」により、資金

運用の実施状況及び計画について月例報告を行った。

平成22年10月及び平成23年1月に開催された経営協

議会において、「資金管理計画表」により、資金運用

の実施状況及び計画について報告を行った。 
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・教職員人件費の削減にあたって学長運用教員の継続により、目標を上回る削減率を達成（関連年度計画：

50-1） 

 教職員人件費の削減にあたっては、学長運用教員(60人)の継続により、目標を上回る削減率を達成した。

平成22年度は、対平成17年度人件費三目の△5％減目標に対し、△13.4％減(人勧を除くと△10.2％減)であ

る。【教員】不補充年次計画により平成22年度末までに60人分確保、学長運用教員使用数は15人 

【職員】定数削減年次計画により平成22年度までに15人分確保、新規ポスト等使用数は5人 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況  ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（財務内容の改善の観点） 

○ 財務内容の改善・充実が図られているか。 

（指標例） 

・経費の節減、自己収入の増加、資金の運用に向けた取組状況（関連年度計画：51-1、49-1、55-2） 

 経費の節減については、第1期からの経費節減推進本部での活動を継続し、事務用品の一括調達契約の実

施により864千円を節約した。茨城県内4機関共同調達連絡協議会において、共同調達3品目(トイレットペ

ーパー、PPC用紙、蛍光管)についての共同調達を平成23年度より実施するため、平成23年2月25日に協定書

及び覚書を締結した。年間約80万円の経費節減が見込まれる。 

 自己収入の増加については、研究企画推進会議の下に平成22年4月に競争的資金獲得専門委員会を設置

し、外部資金獲得戦略の策定に取り組む体制を整備した。科学研究費補助金の獲得を促進するため、申請

助言制度を創設、研究計画調書作成を重視した実践的な説明会を実施、科研費ホームページを充実し一元

的に科研費情報を提供した。 

 資金の運用については、平成22年度資金運用計画に基づき、一般財源の一部を定期預金とし411,037円の

預金利息、寄附金財源の一部を定期預金とし260,109円の預金利息を得た。 

 

・財務情報に基づく財務分析結果の活用状況（関連年度計画：53-1） 

財務諸表及び財務報告書を公表することで、財務諸表等だけでは解りづらい財務データを本学の教育研究活動状況

と関連づけ、本学の利害関係者に対して理解度向上に努めることができた。また、平成21事業年度財務報告書におい

ては、第1期中期目標・中期計画期間の最終年度の決算であることから、財務状況の分析に当たって、第1期6年間の

経年変化を加味するとともに、財務指標及びレーダーチャートでも、過去3年間について比較を行い、財務状況の理

解促進に努めた。なお、レーダーチャートが学術研究推進の奮起材料にも活用された。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

・特になし 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(3)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 ① 評価の充実に関する目標 

 

中期

目標 

26．教職員の業務評価を実施し、外部意見を聴取して、運営の改善に生かす。 

27．監査機能を充実し、運営の改善に生かす。 

 

中期計画 年度計画 

＜教職員評価の改善と充実＞ 

【56：R410056】56．教員業務評価を隔年、

事務系職員評価を毎年実施し、運営の改善

に生かす。 

施策として以下の取組を実施する。教員

業務評価の改善、職員勤務評価の改善、評

価データベースの拡充 

【56-1：R410056-1】平成21年度業務を対象に教員業務評価を

実施し、方針に従って処遇へ反映する。評価結果を改善に生か

す。次回の教員業務評価の実施年度を計画する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

平成22年4月に設置された学術・教員評価会議構成員

に、平成21年度の教員業務評価の実施について再依頼

をした。各学野は、平成22年12月までに評価者評価を

実施し、学長に評価結果概要を報告した。教員評価部

門会議は、学長の評価結果公表原案を審議し、学長に

報告した。学長は、2月の学部長会議、教育研究評議会

で学長の評価結果公表原案を報告し、茨城大学ホーム

ページで公表された。 

本学の教員業務評価の評価結果の処遇への反映は、

「間接反映を基本とする」こととして実施しており、

学長の評価実施結果の概要にも記載があるように、「評

価結果の処遇への間接反映は、すべての学野で、勤勉

手当の成績優秀者及び昇給の推薦などの選考時に、総

合的な判断を行う際に参照すべき資料として活用さ

れ、人事考課の適切性向上に寄与することができた」

としている。 

次回の教員業務評価の実施年度(平成22～23年度の

実績で平成24年度実施)、実施手順等について、原案を

提示し、意見を求め、具体的な対応については、次年

度の本会議において議論することとした。 

【56-2：R410056-2】毎年度の職員勤務評価を適切に実施する。

評価方法を見直し、改善を図る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

「職員勤務評価規程」に則り評価を実施した。また、

評価の方法等の見直しを検討するため収集した他大学

等の資料及び国家公務員の評価制度を参考として、評

価制度構築の実績を有する社会保険労務士と共同して

改善の概要を検討、作成した。 

【56-3：R410056-3】評価室は教員業務評価、総務部は職員勤

務評価の基礎データを毎年確実に収集し、評価データベースを

構築して保存する。 

進捗 判断理由（計画の実施状況等） 
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状況 

 

 

Ａ 

◇第1期目から運用している「教育改善情報提供システ

ム」において、各教員ごとに、教養教育、学士課程教

育、大学院課程教育の成績分布データを蓄積している。

◇研究者情報管理システムでは、各教員ごとの論文、

著書、学会発表、社会貢献などの情報を管理している。

これらの情報は、大学HPにおいて「研究者情報総覧」

というタイトルで公表している。順調に基礎データは

蓄積されている。 

◇実施した職員勤務評価をデータ化し保存した。 

＜第三者外部評価の実施＞ 

【57：R410057】57．大学の教養教育、大

学院教育、研究について第三者外部評価を

実施する。 

施策として以下の取組を実施する。教育

研究のセクター毎に第三者外部評価を実

施、各種評価スケジュールの策定 

【57-1：R410057-0】教育研究のセクター毎に積極的に第三者

外部評価を第２期中に受けることを計画し、評価単位毎に評価

スケジュールを策定する。 

進捗

状況 
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇評価室(企画課)としては、9月24日に教育・業務評価

会議員による外部評価に関する意見交換会を開催し、

セクターの考え方、直近の年報目次、外部評価目次の

資料を提示し、評価スケジュール策定の参考資料とし

ていただくよう配慮した。 

人文学部：研究の外部評価に関して、点検評価委員会

及び学部運営会議で検討を重ねてきた。その結果、平

成25年度に外部評価を実施することが決定した。その

際、24年度前倒し実施も視野に入れて準備を進めるこ

とが確認された。 

教育学部：点検・評価委員会において、全国の教育学

部における外部評価状況を検討し、次の三つのスタイ

ルに分類した。Ａ学部全般の評価を単年度で実施する

タイプ（静岡大学、滋賀大学等）、Ｂ特定項目を設定

し複数年で実施するタイプ（三重大学）、Ｃ特定項目

を単年度で実施するタイプ（京都大学）のそれぞれの

長所短所を議論した。その結果、Ａのタイプで実施す

るという結論に達し、学部企画運営会議へ提案した。

実施年度については、平成25年度を目標とし、外部評

価委員会の構成等の詳細は次年度に検討することとし

た。ただし、その後全学の認証評価実施年度が平成26

年度となったため、再検討を行っている。 

理学部：平成24年度に第三者外部評価を受ける予定で

ある。その前に、運営体制の問題が顕在化している学

際理学コースの自己点検評価を行うべく体制を整え

た。具体的には学部長の諮問として、WGを立ちあげ、

点検を始めたところである。 

工学部：工学部FD研修会を開催し、JABEE会長および

JABEE基準委員会副委員長を講師に工学部にお招きし、

JABEE受審に向けての対応等について工学部教職員に

講演していただいた。さらに電気電子工学科では予定

どおりJABEE審査を受けた。機械工学科および都市シス
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テム工学科は平成23年度に継続審査を予定している。

他学科もJABEE審査に向けてカリキュラムの整備を計

画している。教育改善委員会にてJABEE審査に関して意

見交換をしている。 

農学部：第二期における第三者外部委員による評価を

もっとも効果的な時期で実施するため、全学的評価ス

ケジュールの検討結果を踏まえて点検評価委員会が実

施することの検討に入った。そのために必要な資料（年

報、教員業務評価書、カリキュラム点検評価書等）の

作成を継続して行った。 

大学教育センター：外部評価のためのエビデンス蓄積

の手段として、センター年報を利用することを決め、

そのための年報構成のモデルを準備した。 

【58：R410058】58．経営協議会の学外委

員や茨城大学同窓会連合会等の社会の各

方面から意見等を聴取し、大学運営の改善

に資する。 

施策として以下の取組を実施する。ステ

ークホルダーによる評価を実施 

【58-1：R410058-0】大学及び各学野は、教職員の業務評価に

ついて、ステークホルダーによる外部評価を計画する。意見を

継続的に聴取し、フィードバックして改善に活用する取組を検

討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

今年度、平成21年度の教員業務評価の評価者評価結

果が学長に報告された。その実績を基にして、経営協

議会学外委員の中から4～5人に外部評価委員となって

いただき、外部評価を実施したい。評価していただく

内容は、評価の基本方針、評価手順、4分野、業務点検

評価書、教育改善点検評価書等。外部評価の実施時期

は、平成25年9月頃までには実施予定。 

＜監査機能の充実と改善への反映＞ 

【59：R410059】59．監査機能を充実し、

運営の改善に資する取組を行い、監査を活

用する。 

施策として以下の取組を実施する。監査

機能の充実、監査結果による改善 

【59-1：R410059-0】監査体制を見直し、監査機能を充実させ

て、監査結果を改善に生かす仕組みを導入する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

国立大学法人茨城大学内部監査実施要項の一部改正 

・中期目標・中期計画における「監査機能の充実及び

法令遵守」を受け、監事と連携した効率的かつ効果的

な監査実施及び監査機能の充実を図るため、本学にお

ける業務全般を監査対象として、監査区分を「業務監

査」及び「会計監査」と明確に規定した。 

◇従来実施してきた監事及び会計監査人との連携によ

る監査の実施・改善事項等の指導・報告等を監査計画

に則り適宜補佐・実施するとともに、「国立大学法人

茨城大学内部監査実施要項」の一部改正に伴う業務監

査として「H22.12.16部課長事務長会議報告の未処理業

務の改善策の履行状況等の検証等」を実施し、業務全

般における監査機能の充実を図った。 

 また、平成23年度からの監査室体制について、従前

の2名体制（監査主幹・監査係長）を3名体制（監査室

長、監査主幹、監査係長）とする体制強化を図るとと

もに、大学の動向、教育・研究面及び業務・財務面等
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の情報収集・共有面での強化を図った。 

科学研究費補助金等内部監査 

・科学研究費補助金等内部監査の実施については、今

年度は、監査要領を見直すとともに不正防止計画推進

本部員と協力し、交付163件に対し約20％31件（通常

10％）を抽出しての通常監査とさらに通常監査31件か

ら約32％10件（通常10％）を抽出しての特別監査を行

うなど例年の2倍の件数を監査対象とするなどの対応

を行った。 

また、監査結果については部課長事務長会議で報告

するとともに、工学部、農学部、財務部、図書館に学

長名で是正改善措置事項として通知し、平成23年3月末

までに各部局から改善事項としての報告を求めてい

る。 

監事定期監査 

・監事定期監査については、監事と協力し監事監査に

必要な調書等の取り纏め等を監査室で行い監事に提出

した。これらの資料を基に監事が6件のヒアリング項目

を設定して各部局からのヒアリングを行い3件の意見

書を学長に提出した。これらの項目については、学長

から各部局長に検討取り組み事項として通知し、平成

23年3月までに改善事項としての報告を求める等の対

応を図った。 

例月現金出納検査 

・例月現金出納検査については、毎月預り金等の書面

検査を実施し訂正などの指導を行い、10月に現地実地

検査を実施した。実地検査報告については学長に報告

するとともに改善措置を部局に通知し、11月末までに3

部局からその改善報告を提出していただき改善報告書

のとおり実施されている。 

監事臨時監査 

・監事臨時監査については、「大学入学試験問題の出

題ミス等防止対策について」関係部署からヒアリング

を実施した。学部全体をみると多種多様な入試が行わ

れている現状であり現在その取り纏めを行っている。

定期監査 

・茨城大学内部監査実施要項に基づき内部監査実施計

画を策定、11月8日から29日の間に事務局、各学部及び

図書館を対象とした定期監査を実施した。また、併せ

て、茨城大学不正防止計画推進本部と連携し、不正防

止計画推進本部が策定した行動計画による実施事項に

ついて、具体的実施事項が適正に実施されているか確

認し、監査結果を学長に報告した。 

なお、監査結果については、学長から被監査部局等

の長に通知するとともに、是正改善の措置を講ずる必

要がある被監査部局等の長に対して、改善状況等の報

告を2月末までに提出を求めている。 
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◇会計監査に関連した各種研修・セミナーに参加し、

業務能力の向上に努めた。 

・国立大学法人等監事研修会（4.22)  

・大学のための内部統制構築セミナー(7.2)  

・公会計監査機関意見交換会議(8.20)  

・科学研究費補助金等に係る内部監査セミナー(11.19)

・国立大学法人セミナー(12.8) 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(3)  自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 ② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 

中期

目標 

28．広報及び情報収集体制を再整備し、積極的に広報事業を展開する。 

 

中期計画 年度計画 

＜広報及び情報収集体制の構築＞ 

【60：R420060】60．全学の広報及び情報

収集体制を再構築し、効果的な情報発信を

行う。 

施策として以下の取組を実施する。広報

及び情報収集体制の確立、広報及び情報収

集担当組織の整備 

【60-1：R420060-0】広報及び情報収集体制を再構築し、担当

組織を再整備する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

平成22年3月の教育研究評議会において、「茨城大学

の広報体制について」という議題で、「国立大学法人

茨城大学広報ポリシー」の制定が提案され、審議・了

承された。広報ポリシーは、「茨城大学広報の基本方

針」、「茨城大学広報の重点施策」、「茨城大学広報

倫理ガイドライン」から構成され、茨城大学の行う広

報活動が、内容と方法の両面において、市民や社会か

ら受け入れられるものとなるように、学内外に周知さ

れた。同時に、「茨城大学広報に関する懇談会」を設

置し、学外の関係者から茨城大学での広報に関わる意

見を聴取し、大学広報についての点検・評価を行うと

ともに、大学の諸活動について提言を受けることとと

した。 

上記の施策を円滑に運営するために、平成22年4月管

理運営部門に広報室を、事務組織に広報グループをそ

れぞれ設置し、広報及び情報収集体制を再整備した。

学長特別補佐が室長を兼務している。 

＜広報事業の推進＞ 

【61：R420061】61．広報事業を充実して

推進する。 

施策として以下の取組を実施する。学内

外への各広報事業の推進と効果的広報の

実施 

【61-1：R420061-0】新しい広報体制のもとで、効果的広報の

取組について、総合的に計画する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

(1) 全学的な広報を担う広報室に係る平成22年度事業

計画は第1回広報室会議で承認され、①広報に係る年間

スケジュール、②本学会場における学長定例記者会見

の実施、③公式ウェブサイトリニューアル公開等が決

定した。 

(2) 広報室及び広報グループは、次のとおり事業計画

に沿って広報活動を積極的に実施した。 

①4月：入学式保護者向けTV中継 

②6月：公式ウェブサイトリニューアル公開、第1回学

長定例記者発表(本学事務局・学長出席) 

③6月～7月：工学部、農学部及び全学オープンキャン

パスの情報発信、取材等 

④9月：第2回学長定例記者発表(本学事務局・学長主催)
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⑤11月：臨時記者発表（県庁記者クラブ)、第3回定例

記者発表(農学部)、茨苑祭企画・ラジオ中継 
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（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・広報体制の整備（関連年度計画：60-1、61-1） 

 平成22年4月に管理運営部門に広報室を設置した。学長特別補佐が室長を兼務している。学長による定例

記者会見の実施、茨城大学ホームページのリニューアル、その他に学内の様々な情報を収集し、毎月20日

以降に県政記者クラブへ持ち込んでいる。また、平成23年4月からの教育研究活動等の状況の情報公開に向

けた検討を進め、準備を整えた。 

 大学としての広報体制を充実するため、本学ホームページに「大学運営等に関するご意見・ご要望等」

のバナーを設け、広く意見等を聴する体制を整備した。意見等は学長等執行部に通報するとともに、改善

策を検討し、結果を「対応事例等一覧表」にまとめ、ホームページに掲載した。 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況 ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（自己点検・評価及び情報提供の観点） 

○ 中期計画・年度計画の進捗管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運営への活用が図

られているか。 

（指標例） 

・中期計画・年度計画の進捗状況管理、自己点検・評価の着実な取組及びその結果の法人運営への活用状

況（関連年度計画：なし） 

 第2期中期目標・中期計画については、学長が委員長を務める「総合計画委員会」が策定し、同時に6年

間の工程表を提示した。各学部、研究科、センター、事務部等は、この工程表に基づき、中期計画・年度

計画の進捗状況の管理を行っている。教育、業務運営の改善等の年度計画については、「教育・業務評価

会議」の各議員が中心となり、研究の年度計画については、「学術・教員評価会議」の各議員が中心とな

り、進捗管理を行っている。また、工程表には、担当理事、責任課長、責任事務長等を割り当て、関係委

員会等を通じて、計画の進行管理を行わせている。 

年度計画の実施状況は、第1期目から構築したWebサイトの「茨城大学・中期計画進行管理システム

https://isms2.admb.ibaraki.ac.jp/msds/index.php」を活用し、各学部等の担当者が、計画の内容、実施

記録、根拠資料、活動内容のまとめ、担当者評価、責任者評価を記載している。 

進捗状況の確認は、上記Webサイトの書き込みを通じ、中間評価として9月末現在の取組状況を10月末ま

でに、特色ある取組と共に報告することにしている。この報告に基づき、11月～12月にかけて、学長以下

各理事が出席する「評価・財務合同ヒアリング」において、担当部局等と意見交換を行い、取組みの改善

等に活かしている。暫定評価として1月末現在の取組状況を2月中旬までに特色ある取組と共に報告、確定

評価として3月末現在の取組状況を4月中旬までに特色ある取組と共に報告し、評価室において「業務の実

績に関する自己点検評価書」として取りまとめ、教育・業務評価会議、学術・教員評価会議、総合計画委

員会において審議することとしている。 

点検評価結果の法人運営への活用状況では、第1期中期目標・中期計画の6年間の取組の中で見えてきた

改善すべき課題、各種答申、文部科学省からの通知等に基づいて、「総合計画委員会」で第2期中期目標・

中期計画の策定過程において反映するように検討を重ね、策定した。また、平成21年度に受審した大学機

関別認証評価の自己点検評価で改善を要する点として抽出し、機構の評価においても指摘された改善点を

第2期中期目標・中期計画の計画施策として盛り込み、年次計画で改善を図るようにした。 
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○ 情報公開の促進が図られているか。 

（指標例） 

・情報発信に向けた取組状況：学長定例記者会見の開始（関連年度計画：61-1） 

 平成22年4月に管理運営部門に広報室を、事務組織に広報グループをそれぞれ設置し、広報及び情報収集

体制を再整備した。学内外への各広報事業の推進と効果的広報の実施という観点から、学長の定例記者会

見を開始した。平成22年度は、6月、9月、11月の3回開催し、翌日の読売、毎日、日経新聞等に掲載され、

個別に問い合わせが入るなど、社会各方面からの反響があった。 

なお、定例記者会見の概要は、茨城大学ホームページ→総合案内→広報・刊行物・報道→マスコミ報道

に掲載している。 

 

・平成23年4月からの「教育研究活動等の状況」公開に向けた取組（関連年度計画：なし） 

 平成23年1月の副学長・学長補佐会議において、教育情報等の公表に係る当面の方針(義務化された事項

は積極的に公表すること、公表が望ましい事項は努力すること、ホームページを最大限活用すること)を定

め、1月20日開催の教育研究評議会において、この方針に基づき各学部等に対し公表の準備を進めるよう依

頼した。 

同時に、執行部の下に設置された「教育情報の義務化検討WG」では、ステークホルダー、学生等に分か

りやすい公表に努めるため、何をどこまで公開するか等について1年間かけて慎重な検討を行うこととし

た。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 

 

・職員勤務評価の改善を図る（関連年度計画：56-2） → 不充分 

評価の方法等の見直しを検討するため収集した他大学等の資料及び国家公務員の評価制度を参考とし

て、評価制度構築の実績を有する社会保険労務士と共同して改善の概要を検討、作成した。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(4)  その他業務運営に関する重要目標 

 ① 施設設備の整備・活用等に関する目標 

 

中

期

目

標 

29．キャンパスマスタープランと設備マスタープランに基づき、施設設備を整備し、効率的に活用す

る。 

30．省エネルギー化や地球温暖化対策等の環境保全に寄与する活動に取組む。 

 

中期計画 年度計画 

＜施設の整備と活用＞ 

【62：R510062】62．キャンパスマスター

プランに基づき、各キャンパスの特色を生

かして計画的に整備し、有効に活用する。

施策として以下の取組を実施する。施設

マネジメントと施設点検評価、施設・環境

の計画的整備、図書館整備、施設の共用化

推進、学生用施設の整備 

【62-1：R510062-1】未改修建物の点検・評価を計画的に行い、

改修及び維持保全に生かす。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇施設計画運営専門委員会において、未改修建物の点

検・評価方法を決定した。年次計画に従って、未改修

建物の点検・評価を計画的に行い、改修及び維持保全

に反映している。改修リスト点検及び改修計画の検討

を行い、工事発注スケジュールを作成し実施している。

実施件数：施設整備費（8件）、施設整備費（営繕事業）

（4件）、教育環境整備費（12件）、施設等維持管理経

費（21件） 

◇理学部では、G棟改修ワーキング・グループを開催し、

G棟改修計画案を検討した。 

◇工学部学生委員会で学寮を含む学生用施設の点検を

毎年継続して行っている。企画立案委員会・学部長室

会議において、茨城大学キャンパスマスタープランを

点検し、学部長室を中心にして学生用施設の修繕・整

備計画を含めた工学部マスタープランを作成し、それ

に基づき学生用施設の修繕・整備計画をまとめる見通

しが立った。プラン2015の内容はほぼ終わったので改

訂する必要がある。日立キャンパスの劣悪状況が水戸

本部によく伝わっていなくて、修繕/整備が遅れている

感が強い。全構成員の意向を踏まえて改訂版を作り本

部によくお願いする必要がある。 

【62-2：R510062-2】キャンパスマスタープランを踏まえ、環

境の整備計画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

日立、水戸キャンパスにおける教職員及び学生の安

全確保、美しく静謐な環境の創出、自由な広場や憩い

の場の創出、無秩序な駐輪の防止等を図るために、屋

外環境整備を行った。 

・工学部E1棟改修工事に伴い、ワーキングを設置し、

屋外環境整備計画を行い、整備した。 

・水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画を策定し
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た。安全確保対策を早急に実施するための改善経費が

予算化され、平成23年3月11日入札執行、7月4日完成予

定であったが3月11日発生の東北地方太平洋沖地震に

より、本工事予算の確定を停止条件とし、本工事予算

が確保できない場合は無効とする契約を取り交わし

た。 

【62-3：R510062-3】キャンパスマスタープランを踏まえ、図

書館改修計画と設備環境整備計画を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇図書館では、水戸キャンパスの大学教育センター副

センター長、人文学部、教育学部、理学部の教員で構

成した図書館本館増改築WGにおいて、新図書館コンセ

プトを検討し、作成した。学生のアンケートを実施し

たり、館長と学生のフリートークを実施し、図書館の

学習環境に関する学生の意見を聴取した。また、WG構

成員と図書館職員は、具体的な施設をイメージするた

めに、新しい大学図書館の見学を実施した。これらを

踏まえて、WGで新図書館コンセプトを策定し、図書館

運営委員会で報告、了承された。また、学内の執行部

会議である「副学長・学長補佐会議」、「副学長・学

部長会議」へ報告するに至った。 

◇茨城大学では、改修計画方針を受けて、施設課（施

設計画運営専門委員会）にて、平成23年3月末までに、

図書館改修計画を策定する予定であったが、3月11日に

発生した東日本大震災の影響で、応急耐震診断、施設

被害状況調査などに忙殺され、図書館改修計画は平成

23年度前半で策定し、平成24年度概算要求に盛り込む

こととした。 

【62-4：R510062-4】キャンパスマスタープランを踏まえ、施

設共用化の具体的指針を定めて、全学的に施設の共用化を進め

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

施設計画運営専門委員会は、共用化等に関する指針

を定め、施設の有効活用に関する調査(12月末)の結果、

利用実態に問題があるスペースについて、学生用スペ

ースとして活用するなど、有効利用が図られる利用方

法を審議し、施設の共用化を進めることとした。 

【62-5：R510062-5】キャンパスマスタープランを踏まえ、学

生用施設整備の具体的方針を定めて、年次整備計画案を作成す

る。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

◇第7回中央学生委員会（12月22日開催）において、学

生用施設整備WG・座長からの答申が審議了承され、中

央学生委員会委員長より施設計画運営専門委員会委員
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Ａ 

長に学生用施設に係る整備計画及び年次計画の策定を

依頼があり、学生用施設に係る整備計画及び年次計画

（案）を作成した。 

◇工学部では、学生寮の視察から、施設の老朽化にと

もなう設備の改修が必要ないくつかの点が具体的に指

摘された。また、これらを参考に、全学の学生用施設

整備WGでは、(1)老朽化が著しい「吼洋寮」の改修、(2)

危険、不適格建物である「弓道場」および「武道場」

の改修整備、(3)老朽化・狭隘化が著しい福利厚生施設

（生協）の改修整備について、WG答申に工学部の要求

が盛り込まれた。 

◇農学部では、学生自習スペースに関する調査から、

拡充整備を行う具体的な計画を立てた。また、鍬耕祭

（学園祭）に用いる舞台が老朽化しており、更新・修

理の要望が学生側から出された。本件は、年度末に新

規購入と修理を行うことで対応した。 

＜設備の整備と活用＞ 

【63：R510063】63．設備マスタープラン

に基づき、教育および研究設備を計画的に

整備し、活用する。 

施策として以下の取組を実施する。設備

の計画的整備、設備の共用化 

【63-1：R510063-1】設備マスタープランを見直し、設備の維

持・管理も含めて教育及び研究設備の整備指針を策定する。設

備の維持管理費を計画的に計上することを計画する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇研究企画推進会議の下、本学の研究設備マスタープ

ランの策定及び研究設備経費の配分に関する業務を担

う「研究設備マスタープラン専門委員会」を平成22年4

月に設置した。研究設備マスタープラン専門委員会で

は、設備マスタープランの見直しの検討を行い、設備

の維持・管理も含めて教育及び研究設備の整備指針を

改訂した。さらに、研究企画推進会議では、設備の維

持管理費を計画的に計上するために、間接経費の見直

しの検討を行い、平成23年度において1,600万円を研究

設備の維持管理に要する経費に配分する方針を決定し

た。 

◇平成24年度概算要求特別経費の調整方針について確

認し、教育に関わる設備マスタープランを点検し、教

育設備学内要求分3件について審査し、要求順位を設定

した。 

◇五浦美術文化研究所では、本年度第一次補正予算で

350万円の配分を受け、五浦美術文化研究所の建物（長

屋門・天心邸・六角堂）の保存状態現況調査・耐震診

断、樹木等の状態を調査し、次年度以降の建物維持保

全計画を検討した。また文化財保護の観点から防火対

策として大型消火器5台を設置した。 

平成23年3月11日の東日本大震災により六角堂の流

失と旧天心邸が被災したため、その復旧に向けた取り

組みを検討・実施しなければならなくなった。 

【63-2：R510063-2】大学は、設備共用化の方針を策定する。

既存の共用設備の活用を推進する取組を行う。新規に共用設備
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とする取組を奨励し、予算上の支援を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇大学は、平成22年4月に研究企画推進会議の下に研究

設備マスタープラン専門委員会を設置し、本学の教育

研究設備の整備に関する基本方針を定めた設備マスタ

ープランの見直しの検討を行い、設備共用化に関わる

基本方針を改訂した。 

具体的には、(1)他の教育研究機関との連携・共同利

用について、「他の教育研究機関との連携・共同利用

を推進することによって設備の効率的な整備と利用、

維持費負担の軽減を図る。」と改訂したこと。(2)新た

に「Ⅲ維持管理」として、「全学共同利用施設に設置

されている教育研究設備については、受益者負担を原

則とし、管理体制、利用形態等を考慮し全学経費での

負担の方策を検討する。」を加えたことが挙げられる。

また、研究企画推進会議では、共同利用性の高い研究

設備について、その利用の一層の促進を図るために、

同会議における学内公募、審査を経て、10研究設備の

維持管理及び保守に要する経費約430万円を支援し、設

備共用化の取組を奨励した。 

こうした取組の成果として、平成22年度にフロンテ

ィア応用原子科学研究センターへ導入した「時分割生

体分子反応解析システム」については、機器分析セン

ターの保有として全学での共同利用を進めることとし

た。 

◇機器分析センターは、学内共同利用、学外者による

利用ともに順調に進んでいる。平成21年度に導入され

た多くの機器は順調に稼動し、学内共同利用に供され

ている。またNMR、MALDI TOF-MSにおいては学外からの

利用もあった。 

＜環境方針の推進＞ 

【64：R510064】64．「茨城大学環境方針」

を推進するよう、環境に配慮した活動を進

める。 

施策として以下の取組を実施する。環境

方針の周知と推進、エネルギーのグリーン

化、低炭素活動の実践 

 

【64-1：R510064-1】環境方針の周知と推進を図る年次計画を

策定し、第１回環境方針周知キャンペーンを実施する。前年度

の環境報告書に基づき、取組の効果を確認する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇環境活動推進プロジェクトチームを設置(7月21日)

し、低炭素活動実践計画の策定作業を開始した。「茨

城大学グリーン化推進計画」の決定をうけ、学長名の

文書及び「茨城大学グリーン化推進計画」をホームペ

ージに掲載するとともに、掲示板、全学メールにより

環境方針の周知を行った。 

◇化学物質管理システムの運用、廃液処理委託業務と

もに順調に進んでいる。平成23年3月末時点で、化学物

質管理システムについては149グループ、1,038名が利

用している。廃液処理委託業務については20Ｌポリタ

ンク144本を委託した。 
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【64-2：R510064-2】低炭素活動の一つとして第２期中のエネ

ルギーのグリーン化計画を策定し、取組案を決定する。取組の

ための予算措置を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

Ａ 

◇7月に環境活動推進プロジェクトチームを設置し、低

炭素活動実践計画の策定作業を開始した。平成23年3

月の役員会において審議され「茨城大学グリーン化推

進計画」として了承された。 

◇ICASでは、茨城産業会議等との連携講演会(11月17

日)の企画運営、ICAS本部のある環境リサーチラボ棟に

緑のカーテンを設置するなど、グリーン化に関わる幾

つかの実践を行っている。今後は、グリーン化行動計

画に基づく体系的な実践活動を充実させる必要があ

る。バイオ燃料プロジェクト(IBOS)との連携なども含

めてエネルギーグリーン化の推進の一翼を担う。この

バイオ燃料プロジェクトは、茨城大学重点研究プロジ

ェクトの6つの1つに認定されており、平成23年度から5

年間毎年120万円の予算が措置されることになった。 

【64-3：R510064-3】大学は第２期中の低炭素活動の実践計画

を策定し、各組織は取組案を検討する。大学は、各組織の取組

の支援を検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇環境活動推進プロジェクトチームにより、「茨城大

学グリーン化推進計画」を策定した。「茨城大学グリ

ーン化推進計画」により環境教育、省エネルギー、資

源の有効利用等組織全体で、低炭素活動を実践する体

制を整えた。 

◇ICASでは、茨城産業会議等との連携講演会(11月17

日)の企画運営、バイオ燃料プロジェクト(IBOS)との連

携や、ICASNewsなどを通じて､緑のカーテンなど省エネ

ルギーの具体例を紹介してきた。今後は、全学的な低

炭素行動を立案し、その推進の一翼を担う。 

◇理学部では、夏・冬季の経費節減対策点検アンケー

トを行い、結果をまとめて報告した。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(4)  その他業務運営に関する重要目標 

 ② 安全管理に関する目標 

 

中期

目標 

31．危機管理と情報セキュリティの確保に努めて、安全安心なキャンパス環境を維持する。 

 

中期計画 年度計画 

＜適切な危機管理＞ 

【65：R520065】65．危機管理体制を改善

しつつ、適切に危機管理を行う。 

施策として以下の取組を実施する。危機

管理マニュアルの見直しと管理体制の改

善、事業場安全管理体制の改善 

【65-1：R520065-1】危機管理マニュアルの見直しと管理体制

の点検改善を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

(1) 5月26日開催の役員会において、危機管理室の組織

及び業務の見直し並びに危機対策本部の組織の見直し

を行うため、国立大学法人茨城大学危機管理規則の一

部改正が承認され制定された。 

(2) 平成23年2月23日開催の役員会において、「茨城大

学リスクマネジメントシステム」及び「地震、風水害(台

風)、火災、不審者対策危機管理個別マニュアル・ガイ

ドライン」の一部改正が承認された。 

【65-2：R520065-2】第１期中の事業場安全管理体制を見直し、

改善策を策定する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

◇各事業場の安全衛生委員会の意見を尊重しながら、

全学の安全管理体制に関する改善策として、指示系統

の確立及び情報共有を図るための組織概要案を作成し

た。 

◇工学部では、日立事業所安全衛生委員会において、

安全衛生推進の年間計画を立て、毎月委員会を開催し

て点検評価改善しながら計画を実行してきた。各建物

内の安全パトロール、化学物質の取扱い法改善および

安全教育の実施等を行った。安全パトロールによる改

善指示、安全教育訓練、健康診断、化学物質の管理、

作業環境改善などがルーチン化してきた。新たに、受

動喫煙問題や安全体感教育プログラム等をとりあげ、

実施計画を検討している。個人任せから事業所全体で

の管理体制に移行し、安全面の改善が図られている。

◇農学部では、安全衛生推進計画にある5つの実施項目

を全て計画通りに実施した。今年度は学生リスクアセ

スメントのシート形式を見直し、分かり易くしたこと

で多くの意見を収集することができた。学生の視点か

らの危険箇所を把握することが出来、改善を行った。

また、今年度新たに健康教育を実施し、心身のケアの

充実をはかった。人的災害（左小指創傷）が1件起きた

ため、保安監査委員会を開き、災害状況を把握し、原
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因の分析、対策をおこなった。安全衛生巡視では、昨

年度までに安全衛生コンサルタントから改善必要との

指摘があった、1.耐震対策、2.廊下の通路幅確保、3．

廃薬品処理の課題を解決した。安全衛生マネジメント

システムを2年間にわたり実施してきた。積み残し課題

の多くを改善し、次年度からは外部評価を受ける準備

が整ったと考える。一方、昨年度より作業環境測定の

項目に「ホルムアルデヒド」が加わり、第2管理区分の

研究室が認められた。対象研究室には改善指導を徹底

する必要がある。また、学生への安全衛生教育に関し

て、独自の教育DVDを作製し教育を行った。 

＜情報セキュリティの維持＞ 

【66：R520066】66．情報セキュリティを

点検し、管理体制を見直す。 

施策として以下の取組を実施する。情報

セキュリティ体制の計画的点検、情報セキ

ュリティレベルの向上 

 

【66-1：R520066-0】情報セキュリティ体制を点検し、改善を

図って、情報セキュリティレベルを向上させた体制とする。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

文部科学省が提示した雛形を参考に、茨城大学情報

セキュリティポリシーの改訂を行った。平成23年3月上

旬の副学長・学長補佐会議、教育研究評議会において

改定案を承認。3月末の情報セキュリティ委員会で改訂

確定の予定であったが、現在各部局からの意見を徴収

することになったため、改訂終了は年度明けの予定と

なった。 

＜安全と衛生の確保＞ 

【67：R520067】67．キャンパスの安全と

衛生を改善する。 

施策として以下の取組を実施する。感染

症対策の推進、健康管理の推進、学内交通

安全及び防犯の向上 

【67-1：R520067-1】各種感染症に迅速に対応できる体制を維

持し、感染症対策を推進する。新型インフルエンザ対策を平成

22年度も継続して行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

Ａ 

 新型インフルエンザ発症事案に対し「新型インフル

エンザ対策行動計画」及び「同行動計画に基づく休講・

休業基準」に基づき対応した。今後も発症情報及び関

係機関の対応情報等を収集・勘案しながら適切に対応

を実施する。 

【67-2：R520067-2】第２期の健康管理計画を策定し、学生・

教職員の健康管理と維持の取組を行う。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇保健管理センターの作成する健康管理計画にしたが

い教職員等の健康管理を行っている。必要な教職員等

の健康診断を実施している。学生については定期健康

診断、特殊健康診断を予定通り実施できた。相談業務

ではカウンセリング受診者数は1,389名であった。教職

員･学生の一次救急や疾病の対処数は4,549名であっ

た。 

◇機器分析センターでは、9月末までに作業環境測定

は、3事業所、266単位作業場で実施した。粉じん、ニ

ッケル化合物の測定をあらたに実施した。局所排気装

置点検は、3事業所、133台実施した。不具合を発見し
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た場合にはメンテナンスも行っている。10月から3月末

までに作業環境測定は、3事業所、262単位作業場で実

施した。学内すべての事業場において、作業環境測定

と局所排気装置定期自主検査を完全に自前で行った。

国立大学法人の中で、完全に自社測定を行っている大

学は極めて少ない(茨城大学を含めて4大学)。平成22

年度茨城大学工学部技術部研修会(9月3日)にて「本学

における鉱物性粉塵の作業環境測定について」(関根

守・武田誠・塙浩之・崔瑄娥)で発表。第28回大学等環

境安全協議会総会・研修会実務者プログラム(11月25

日)にて「大学等における作業環境管理(化学物質等)

の現状と課題について」で発表。大学等環境安全協議

会会誌「環境と安全」(2011年，第2巻，第1号)に「茨

城大学における作業環境管理の現状と課題」(関根守)

で掲載予定。平成23年1月20日に山形大学工学部技術職

員がセンターを訪問した。作業環境測定の自主測定の

取り組み状況について説明した。労働安全衛生の維

持・向上に貢献するとともに、外部委託していた場合

と比べて、経費の大幅な節減に貢献している。 

【67-3：R520067-3】水戸・日立・阿見・附属学校園の各キャ

ンパスの交通安全を点検し、環境整備計画を策定する。防犯計

画を策定し、取組を開始する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

◇第一期に行った交通環境整備が平成22年4月から開

始した。これに伴う①キャンパス内での交通リスクの

回避、②キャンパス内での交通事故に対する責任を明

確にし、大学ホームページに掲載した。 

第一期に行った交通環境整備(主にハード面)を補完

する交通標識の整備計画を策定した。西第二通用門(西

側駐車場出構口)に歩行者等に車両出構を知らせる警

告灯を設置し、さらなる安全の確保を行った。視認性

のよくない出口であるが、警告灯の設置により歩行者

等への注意喚起の効果を上げることができた。 

第一期に行った交通環境整備について学内の意見聴

取を行い(平成22年9月末)、今後の交通環境整備に反映

させる。○自転車、自動二輪車に対し構内安全確保の

ため立哨指導を実施した(平成22年4月)。○駐車違反車

両(自動車及び自動二輪車)について構内巡視を実施し

ている。○放置自転車の回収を行った(平成22年11月)。

○駐車場・駐輪場配置計画に基づき、自転車登録制を

策定し、平成23年6月から運用開始予定である。 

水戸キャンパスにおける教職員及び学生の安全確

保、美しく静謐な環境の創出、自由な広場や憩いの場

の創出、無秩序な駐輪の防止等を図るために、水戸キ

ャンパス駐車場・駐輪場の配置計画を策定した。安全

確保対策を早急に実施するための改善経費1億円が予
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算化され、計画により工事発注を行った。ただし、東

日本大震災に伴い、予算措置が未確定となったため、

工事延期となっている。 

平成22年4月から、学生寮及び国際交流会館の巡視を

警備会社へ委託し行っている。また、平成22年10月か

ら渡里駐車場の運用開始に併せ巡視を行っている。 

◇防犯に係る計画は、茨城大学リスクマネジメントシ

ステム中に「予防のプロセス－予防対策の実施(リスク

マネジメントシステム)」及び「災害リスク－不審者の

侵入事件及び盗難、強盗、暴漢等事件(危機管理基本マ

ニュアル)」並びに「不審者対策危機管理ガイドライン

－不審者の侵入に備えて(危機管理個別マニュアル) 」

があり、その一部見直し、改定により各種防犯施策を

実施している。実施内容は次の通り。 

(1)講習・訓練の実施 ①新入生のための防犯オリエン

テーション ②防犯教室、避難訓練等(附属学校園) 

(2)冊子・パンフレットの配布、チラシの掲示 ①大学

作成の冊子・パンフレット(読んで良かった安全な学生

生活、情報倫理、C－mail等) ②警察等作成の冊子・パ

ンフレット(地域安全ニュース、薬物のない学生生活の

ために、犯罪被害にあわれた方をみんなで支援しまし

ょう) 

(3)ホームページによる注意喚起(悪質商法に係る注意

情報、警察からの注意情報等) 

(4)巡視・警備の強化 ①警備員による巡視 ②出入口、

門扉の施錠確認 

(5)防犯施設の強化 ①外灯の設置 ②防犯カメラの設

置 

(6)防犯用品の整備 ①防犯ブザーの貸与 ②さすまた

の常備(附属学校園) 

(7)緊急時の情報連絡・通報体制の整備 ①学生対応窓

口の周知(われらの学園) ②茨城大学災害緊急時の連

絡体制(茨城大学リスクマネジメントシステム)の周

知・徹底 

(8)茨城大学リスクマネジメントシステムの点検・見直

し 

(9)茨大周辺地区犯罪抑止緊急対策会議への参加 

(10)学生寮周辺における警邏箱の設置と警官による見

回り強化 

(11)防犯情報メール(茨城県警察本部)登録の紹介 

(12)市町村別犯罪マップ、地域安全マップ(茨城県警察

本部)の紹介 

◇学生に対する防犯対策として、防犯情報の提供によ

る注意喚起や新入生のための防犯オリエンテーション

を実施している。引き続き、防犯計画による防犯対策

に取り組むこととする。 

◇工学部では、E1棟改修工事及び外構工事にあわせて、
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自転車・歩行者用通用門の設置と自転車用駐輪場整備

を行い、キャンパス内の交通安全状況の改善を図った。

また、交通状況の把握のためバイクの入構台数および

駐輪場所の動向調査を行い、今後の駐輪場等整備計画

策定に向けた資料収集を行った。 

◇農学部では、安全衛生委員会が中心となって学生リ

スクアセスメントの一つとして、学内及び周辺の交通

安全に関する危険個所を把握し、対応（大学前の横断

歩道にセンサーライトの設置など）しております。駐

車違反等の問題に関しても、学生委員会と共同で対応

（週に1度、通学時間帯に学生委員長と学務係長が学生

駐車場の巡回指導を行うなど）しました。特に、夜間

に関しては、リスクマネジメントシステムを活用した

連絡体制を周知徹底し、防犯の向上を図りました。 
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況 

(4)  その他業務運営に関する重要目標 

 ③ 法令遵守に関する目標 

 

中期

目標 

32．関係法令を遵守し、国民及び地域から信頼される大学となる。 

 

中期計画 年度計画 

＜法令遵守体制＞ 

【68：R530068】68．法令遵守に係る周知

や研修等を通じて、学生・教職員のコンプ

ライアンス意識の向上を図る。 

施策として以下の取組を実施する。法令

遵守体制の確立、コンプライアンス研修等

の実施 

【68-1：R530068-1】法令遵守を組織的に監視監督する体制を

検討する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

 9月15日開催の副学長・学長補佐会議において、理事

（総務・財務担当）を座長とするコンプライアンス推

進体制検討WGの設置が認められ、学長特別補佐（危機

管理担当）、総務部長及び総務課長がメンバーに入っ

た。コンプライアンス推進体制検討WGで「茨城大学コ

ンプライアンス推進方針」の制定について、10月6日、

平成23年2月9日、3月3日、メール会議で、12月3日、3

月11日の5回開催し、検討を行った。 

【68-2：R530068-2】法令遵守を徹底するため、コンプライア

ンス研修等を計画する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

Ａ 

◇コンプライアンス研修（導入編）を部課長・事務長

を対象に実施した。コンプライアンス推進体制の検討

内容を踏まえ、必要となる研修項目の検討を行った。

◇不正防止計画推進本部では、コンプライアンス研修

の一環として、公的研究費の使用に関わる法令遵守を

徹底するため、5月24日開催の新任教職員研修会、8月

27日開催の不正防止研修及び9月29日開催の科学研究

費補助金学内説明会において、公的研究費の使用ルー

ル等の説明を行い、不正防止の意識の向上を図った。

【69：R530069】69．監事及び内部監査部

門の連携を図るとともに、会計監査人の意

見を踏まえて不正防止を徹底する。 

施策として以下の取組を実施する。公的

経費の不正使用防止 

【69-1：R530069-0】監事、内部監査および会計監査人監査を

適正に実施し、公的経費の不正使用防止を徹底する。 

進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

 

 

 

Ａ 

◇監査室においては、監事の実施する定期監査、臨時

監査に係る監査調書の取り纏めのほか、被監査部局等

との連絡調整等を行うとともに実地監査（ヒアリング）

に立ち会うなど監事監査の支援を行った。また、監査

室の行う例月現金出納検査（書面検査及び実地監査）、

科学研究費補助金監査、定期監査を監査計画に基づき

実施し、学長に監査結果を報告し、改善事項等を部課

長事務長会議で報告するとともに関係部局に通知し改

善報告を求めた。 
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なお、監事及び本学会計監査人との連携を図り、相

互の情報を共有することで効率的な監査が実施できる

体制と監査マニュアルを見直し重点事項を設定するな

ど監査効率の向上を図った。併せて、茨城大学不正防

止計画推進本部と連携し、不正防止計画推進本部が策

定した行動計画による実施事項について、具体的実施

事項が適正に実施されているか確認し、監査結果を学

長に報告した。なお、監査結果については、学長から

被監査部局等の長に通知するとともに、是正改善の措

置を講ずる必要がある被監査部局等の長に対して、改

善状況等の報告をもとめ、改善等の促進を図った。 

監査室が窓口となっている公益通報窓口への通報件

数は「平成22年度：0件」であった。 

科学研究費補助金等内部監査 

・科学研究費補助金等内部監査の実施については、今

年度は、監査要領を見直すとともに不正防止計画推進

本部員と協力し、交付163件に対し約20％31件（通常

10％）を抽出しての通常監査とさらに通常監査31件か

ら約32％10件（通常10％）を抽出しての特別監査を行

うなど例年の2倍の件数を監査対象とするなどの対応

を行った。 

また、監査結果については部課長事務長会議で報告

するとともに、工学部、農学部、財務部、図書館に学

長名で是正改善措置事項として通知し、平成23年3月末

までに各部局から改善事項としての報告を求めてい

る。 

監事定期監査 

・監事定期監査については、監事と協力し監事監査に

必要な調書等の取り纏め等を監査室で行い監事に提出

した。これらの資料を基に監事が6件のヒアリング項目

を設定して各部局からのヒアリングを行い3件の意見

書を学長に提出した。これらの項目については、学長

から各部局長に検討取り組み事項として通知し、平成

23年3月までに改善事項としての報告を求める等の対

応を図った。 

例月現金出納検査 

・例月現金出納検査については、毎月預り金等の書面

検査を実施し訂正などの指導を行い、10月に現地実地

検査を実施した。実地検査報告については学長に報告

するとともに改善措置を部局に通知し、11月末までに3

部局からその改善報告を提出していただき改善報告書

のとおり実施されている。 

監事臨時監査 

・監事臨時監査については、「大学入学試験問題の出

題ミス等防止対策について」関係部署からヒアリング

を実施した。学部全体をみると多種多様な入試が行わ

れている現状であり現在その取り纏めを行っている。



－171－ 

定期監査 

・茨城大学内部監査実施要項に基づき内部監査実施計

画を策定、11月8日から29日の間に事務局、各学部及び

図書館を対象とした定期監査を実施した。また、併せ

て、茨城大学不正防止計画推進本部と連携し、不正防

止計画推進本部が策定した行動計画による実施事項に

ついて、具体的実施事項が適正に実施されているか確

認し、監査結果を学長に報告した。 

なお、監査結果については、学長から被監査部局等

の長に通知するとともに、是正改善の措置を講ずる必

要がある被監査部局等の長に対して、改善状況等の報

告を2月末までに提出を求めている。 

◇不正防止計画推進本部では、監事、監査室と連携を

図りつつ、5月に策定した平成22年度不正防止計画推進

本部行動計画（実施業務）に基づき、公的経費の使用

ルール等の周知徹底及び予算執行の適正の確認等に着

実に取り組んできた。具体的な取組としては、5月24

日開催の新任教職員研修会、8月27日開催の不正防止研

修、9月29日開催の科学研究費補助金学内説明会におい

て、公的経費の不正使用防止について周知、徹底を図

るととに、監査室が遂行する学内監査の特別監査を連

携実施することを通じて予算執行の適正の確認等に着

実に取り組んできた。 
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（４） その他業務運営に関する特記事項 

１．特記事項 

 重点的に取り組んだ事項や特記すべき事項を記載してください。 

 ※記載分量については、１枚程度としてください。 

 

・「茨城大学グリーン化推進計画」の策定（関連年度計画：64-1） 

茨城大学環境方針を推進すべく、7月に環境活動推進プロジェクトチームを設置し、低炭素活動実践計画

の策定作業を開始した。平成23年3月の役員会で「茨城大学グリーン化推進計画」の決定をうけ、学長名の

文書及び「茨城大学グリーン化推進計画」をホームページに掲載するとともに、ガルーン掲示板、全学メ

ールにより環境方針の周知を図った。具体的な取組みとして、省エネルギー計画の策定、空調の集中制御

システムの導入（水戸地区）、省エネルギー診断（工学部：（財）省エネルギーセンター）、エネルギー

管理資格取得者増（既取得者2名に新規取得者9名が加わる）等を実施した。 

 

・キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画、自転車登録制の導入（関連年度計画：67-3） 

 水戸キャンパスにおいて、平成22年4月から自動車通行遮断機（カーゲート）を2箇所設置し、交通環境

の整備を行った。さらに、教職員及び学生の安全確保、美しく静謐な環境の創出、自由な広場や憩いの場

の創出、無秩序な駐輪の防止等を図るため、水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画を策定した。この

配置計画に基づき、自転車登録制を制定し、平成23年6月から運用を開始する予定とした。 

 

 

 

２．「共通の観点」に係る取組状況  ※平成22～24事業年度の状況について総括的に記載 

（その他の業務運営の観点） 

○ 法令遵守（コンプライアンス）及び危機管理体制が確保されているか。 

（指標例） 

・法令遵守（コンプライアンス）に関する体制及び規程等の整備・運用状況（関連年度計画：68-1） 

 9月15日開催の副学長・学長補佐会議において、理事（総務・財務担当）を座長とするコンプライアンス

推進体制検討WGの設置が認められ、学長特別補佐（危機管理担当）、総務部長及び総務課長がメンバーに

加わり「茨城大学コンプライアンス推進方針」の制定に向けた議論が行われた。 

 

・災害、事件・事故等の危機管理に関する体制及び規程等の整備・運用状況（関連年度計画：65-1） 

 5月26日開催の役員会において、危機管理室の組織及び業務の見直し並びに危機対策本部の組織の見直し

を行うため、危機管理規則の一部改正が承認され、制定された。 

 平成23年2月23日開催の役員会において、「茨城大学リスクマネジメントシステム」及び「地震、風水害

（台風）、火災、不審者対策危機管理個別マニュアル・ガイドライン」の一部改正が承認された。 

 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、同日14:46に「地震対策本部」を学長以下、執行部メン

バー、学部長等を構成員として設置した。その他に、救護班、施設課の診断士2名による応急耐震診断、緊

急Webサイトの立ち上げ、避難住民の受入れ等の応急対応を行った。その後も、引き続き学生の安否確認や

卒業式、入学式の斉行に関する判断、原子力発電所事故に対する情報提供等に継続的に取り組んだ。 

 

 

 

３．改善を要する点 

 取組みが遅れていたり、支障が発生して計画の変更をせざるを得ない事項等について、具体的に記載し

てください。 
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・図書館改修計画等の策定 （関連年度計画：62-3） → 不充分 

  3月11日に発生した東日本大震災の影響で、応急耐震診断、施設被害状況調査などに忙殺され、図書館

改修計画は平成23年度前半で策定し、平成24年度概算要求に盛り込むこととした。 
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様 式 ２ 

平成23年5月25日 

平成２２年度計画 特色ある取組みについて 

全部局 総括版 

１．第２期中期計画の８つの重点目標に関する取組みについて 

1) 教育 

・学士課程教育、大学院課程教育ともに国際的水準の教育課程を構築して高い質の教育を行い、大学の目的

に沿った人材を育成する。 

人文学部： 

１．学習・教育目標の達成基準の策定（R111b03-0） 

5月に、副学部長のもとに両学科長、将来計画委員会、カリキュラム・FD委員会、教務委員会の代表を集め

た「合同委員会」の発足に伴い、それぞれの学科内に、学科長、カリキュラム・FD委員、将来計画委員、各

コースの代表などからなるWGが設置された。また、科目群ごとに定める「開講ガイドライン」に関して、「講

読演習」のそれが未策定であったことから、カリキュラム・FD委員会と両学科会議で案を検討し、7月の人文

学部教育会議でガイドラインを決定した。各WGで行われた現行カリキュラムの点検の結果、コースの見直し・

再編の必要性が浮かび上がったため、9月以降、WGでの議論を学科会議の場に報告し構成員の意見をきくとと

もに、合同委員会でも調整を行いながら、コース再編の具体的な案が現在検討中である。年度を持ち越して、

予定より2ケ月遅れたが、ほぼ内容の検討が終了した。 

２．人文科学研究科の充実（R112g17-4） 

大学院課程の充実を図るために人文科学研究科は以下の4点の取り組みを推進してきた結果、その成果が顕

著に見られるようになった。 

① 大学院入試制度の複数化（秋入試と春入試）  

② 早期履修制度の活用  

③ 大学院説明会の複数回開催（学内と学外での説明会） 

④ コース運用定員の策定 

以上の取り組みの結果、平成22年度実施の秋入試においては、研究科定員17名に対して受験者41名となり、

定員を大きく上回った。平成23年2月19日実施の春入試において、定員8名に対して31名の応募があり、募集

人員のほぼ4倍に達した。 

 最終的に平成23年度入学者は、25名の定員に対し、39名となった。 

その他： 

人文学部を中心として、就業力GP 「根力育成プログラム」のカリキュラム計画が始動した。 

フレッシュマン・ゼミナール4単位等、計6単位が全学必修で、それに各専門教育で6単位を課し、学生の「就

業力」を養うことを目的とする。教養教育が中心であるが、大学全体として取り組むことになる大きなプロ

グラムである。 

 

教育学部： 

■学習管理制度を導入し各年次において修得状況を把握し改善する（R111b04-1） 

教育学部では、昨年度作成した履修記録カルテ「学びのあしあと－教職課程履修の記録（カルテ）」を、

入学生オリエンテーションで配布・解説するとともに、教員に対しても使用法の解説をし、学生の指導を開

始している。この取り組みは他学部に先行するもので、全学の施策実施の参考となるものと思われる。 

 

理学部： 

教育課程中期計画策定WGによる学部教育改善への取り組み・大学院博士前期課程改組（1専攻5系）年次進行

終了に向けた総括と改善策の検討 

平成17年度の学部改組（1学科6コース）に続き平成21年度には大学院博士前期課程改組（1専攻5系）を行

った。全学/専攻共通科目や必修科目の設定、履修単位増、1単位講義の開設などが含まれた改革である。平

成22年度は学部・大学院一連の組織、カリキュラム改革の最終年度でもあり、改革の成果を検証するととも

に、必要な改善を計画・実行して行くべき時期であると考えている。授業アンケートなどから判断する限り



－175－ 

概ね学生からは評価されていると考えているが、今後は全体構想、就職状況などの面からも検証して行く予

定である。 

後期課程改組WGとともに、これまでの改革と連動させて、後期課程の改組に向けて取り組んでいるが、平

成25年度実施に向けて工学部と連携してさらに努力を高めて行きたい。 

平成20年度に発足させた教育課程中期計画策定WGを引き続き存続させ、学部教育課程について更なる改善

の検討を行ってきたが、改組計画後に出された中央教育審議会や日本学術会議の提言、本学中期目標・中期

計画等に照らしても、現行の教育課程に大きな変更を加える必要はないと判断している。しかし、入学前の

履修歴へのより適切な配慮、国際的水準をめざしたコアカリキュラムを明確化し、学士課程修了後そのまま

社会に出て行く者と引き続き大学院に進学する者の両者を視野に入れつつ、大学院進学者が増加するような

改革を図って行く。 

履修歴により適切な配慮を凝らす一環として、教養分野別基礎科目、理学部専門基礎科目について、より

充実するとともに、特に修熟度の低い者に対するクラスでは、市民的素養の醸成にも一層の配慮をする授業

改革を計画し、担当者が平成23年度に向けて準備を行っている。既習者が多く習熟度によるクラス編成が行

われていなかった「基礎化学Ⅰ」は、平成23年度に向けては、二つのクラスの履修内容にある程度の差が設

けられた。また、未履修者向け基礎生物学Ⅰでは、少人数化を図りクラスが増やされることになった。 

博士前期課程については、平成23年度に向けて、授業科目の整理や新設、また、専修免許を取得しやすく

するための免許科目指定の変更などの準備を進めている。 

数学・情報数理コースにおける研究セミナー、修士論文公開の試み 

学部：3年次後期に卒業研究の前段階の研究セミナー「考究」を教員全員が担当し、学生は必修科目として

履修する。（数学・情報数理系では全国的に例がない取組み） 

大学院前期課程：数学系ではすべての修士論文を数学会に報告し、修士論文の題目を雑誌に掲載している。

 

工学部： 

 学士課程教育では世界教育水準のJABEE審査を全学科で受ける準備を進めており、平成22年10月までに3学

科目が審査を受けた。また、大学院博士前期・後期課程の改組を計画し概算要求の準備を進めた。 

 

農学部： 

・教育 GP（初年次からの食のリスク管理教育プログラム）を実施し、教育課程の充実を図った。 

本取組は「農場から食卓までの食の安全管理」を体系的に教育するプログラムである。食の安全にかかわ

る分野は、これまでも学科ごとに取組まれてきた教育内容であるが、その最先端の科学内容を農学部の他教

育分野学生にも受講できる教育プログラムとして編成した。また、最近の学生は自宅から独立した一人暮ら

しによる食生活に不安をいだいている学生が多く、「食生活」面での指導が必要な事態となっており、保健

管理センターの管理栄養士による「食生活の相談会」を１～2回/月、合計 10回実施した。 

さらに、教養総合科目として、食の栄養学と食の根源的意義を学ぶ「食と健康」（108 名受講）、食品加

工体験を含めた食の安全性確保の仕組みを実践教育により修得する「食の安全生産販売実習」（58 名受講）

を開講した。また、専門科目では、食のリスクをリスク管理学的手法により学ぶ「食のリスク管理学」（72

名受講）、革新的農業技術のリスクを総合的に学修させる「食の安全学」（54名受講）を開講した。 

このように「食のリスク管理」を学問的な立場からだけではなく、食生活指導や実習教育など実践的な立

場からも体系的に教育し、「食と農」に関するキャリア、つまり農学的職業観・勤労観及び食の安全に関

する知識や見識をもった人材を養成することを目指したサブ教育プログラムとしての充実を図った。また、

食の安全にかかわる専門科目とこれらの科目を履修することにより、食のリスクを合理的に判断し、一般国

民に適切に伝達できる「食の安全ファシリテータ」を育成することができるものと期待される。 

 

大学教育センター： 

・実践能力を要請されている英語教育のためにプレイスメントテストを用いた習熟度別クラス編成（5段階）

を行い、4技能（聞く、話す、読む、書く）がバランスのよく身につくように確かな教育理論の基に教育を行

っている。学生全員が一定の水準（レベル3）に達することを最低の目標とするとともに、これを修了した学



－176－ 

生のためにレベル4、レベル5を用意してより高度な英語教育を実施した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

① 大学院理工学研究科博士前期課程1年次学生及び社会人を対象とした「実学的産業特論（2単位）」を実

施（受講者数：大学院生22名、社会人4名/回）。 

講師として地域の企業経営者、支援機関関係者、経産省関係者等幅広い分野の協力を得ている。 

また、地域の企業見学も加えた講座となっており、座学では得られない講座になるよう工夫している。

② 大学院理工学研究科博士前期課程1年次学生を対象とした「実体験型ものづくり特論（2単位）」を実施

（受講者数：大学院生11名）。 

講師として地域の企業技術者を選出し、製品コンセプトの検討から市場調査、製品仕様の検討、設計、

試作、性能、安全性評価等製品開発の実体験を行っており、座学では得られない講座になるよう工夫して

いる。 

③ 「メカトロニクス中核人材育成講座」を地域企業のニーズに応え、社会人対象に実施している。 

本講座は、茨城県からの委託契約として、茨城県北臨海地域活性化推進プロジェクトとして実施してい

る。講座は5講座で、本年度受講者は目標60名に対して61名となっている。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・理工学研究科の教育に参加し、ICASと連携して横断型大学院教育を行っている。 

 

遺伝子実験施設： 

・専任教員は学部、大学院教育も担当し、また、セミナー、シンポジウムや技術指導を通じて教育に貢献し

ている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・大学院サステイナビリティ学教育プログラムは全研究科から50名以上の学生が履修し、国際・国内実践演

習など特色ある教育を行った。また、大学院共通科目の実施にも協力した。これらの成果を総括するため、

11月24日に教育シンポジウム「大学院教育を再考する」を開催した。 

 

大学院教育部： 

・大学院共通科目、全学横断型のサステイナビリティ学教育プログラムを実施した。 

 

2) 教育 

・学生の学習・生活及び経済的支援を充実し、教育の成果を上げる。 

人文学部： 

１．学習管理制度を導入し各年次において修得状況を把握し改善（R111b04-1） 

1年生は主題別ゼミへの出席状況と総合英語への出席状況、2年生は基礎演習登録状況および出席状況、3

年生は専門演習において履修状況を把握することができるので、今年度は前提となる情報と問題点の把握が

なされた。来年度以降、学習管理制度の構築に向けて具体的な検討が始まる。 

２．卒業研究単位の実質化（R111b04-2） 

卒業研究の指導は、各教員の裁量にまかされてきた面があるが、今回の調査では、そのような多様な指導

実態を把握し、卒業研究の実質化にむけた知見を得ることを目標としている。 

卒業研究指導の実質化に向けて、今年度はその実態把握を行うこととし、下記のようなアンケート調査を

企画・実施した。調査項目は、今年度担当している卒研指導対象学生数、ここ数年の卒業研究指導経験に基

づいた卒研指導の形態・頻度、4年生の専門演習への出席状況、卒論指導に十分な時間を確保できているどう

かについての教員の自己評価と総合的な自己評価、および卒研指導に関わる自由意見、である。調査実施時

期は平成22年12月であり、人文学部教員50数名からの回答が得られた。調査の単純集計結果は自由回答内容

も含めて平成23年2月の学部教務委員会に提出済みである。この調査結果の分析を手始めとして、卒業研究指
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導に関わる問題点、課題を整理していくことが来年度以降の事業計画になるだろう。 

３．コンソーシアム等の大学間連携組織の整備（R112b14-2） 

常磐大学及び茨城県立歴史館との間の連携協定については、人文学部が中心になって平成20年度からその

実現に向けた協議を重ねてきている。 

 常磐大学との間では、既に定期的な協議体制を持っており、今年度は4月、7月、10月の3回の協議を行った。

これらの協議を通じて、平成23年度中に正式に協定を締結する方向が確認された。これを踏まえ、学務系の

職員及び教務系の教員を中心にして単位互換の具体的な仕組み（例えば、対象となる授業科目の選定方法、

履修方法、成績評価の方法等々）づくりの検討を始めることになっている。また同時に、研究交流について

も議論を始めることで合意している。 

 また、本格的な連携に先立つ実験事業として、平成20年度以来、常磐大学教員と人文学部教員による共同

授業「観光学入門」が継続的に開講され、毎年100名を大きく超える多数の学生が受講している。当該授業は

両学教員の共同によって初めて開講が可能になったものであり、学生の潜在的需要を掘り起こした点でも、

今後の連携事業の有用性を証明するものと言えよう。 

 茨城県立歴史館との間でも、継続的な協議が積み重ねられており、順調に推移している。平成20年度以来、

歴史館の学芸員と人文学部教員による共同授業「茨城の歴史と風土」が継続的に開講されている。当該授業

は茨城大学における講義と茨城県立歴史館における実地授業を有機的に組み合わせ、大学単独では実現し得

なかった特色ある内容を提供しており、学芸員資格取得希望者を中心に好評を博している。また、平成21年

度からは、人文学部の教員が歴史館の地域連携講座の講師を務め、いわゆる地域連携としての成果も上げつ

つある。現在時点では、今年度中に正式協定を結び、平成23年度から本格的な連携事業の実施を目指して、

精力的に作業を進めている。 

 以上の取組と並行して、連携事業全体に関わる事柄として、近い将来における連携授業の本格的展開に向

けた基礎インフラの整備も進められている。具体的には「遠隔授業システムの整備」並びに「常磐大学－水

戸キャンパス、茨城県立歴史館－水戸キャンパス間の移動手段の整備」がこれに当たる。ハード面において

はVCSシステムを補完するskypeシステムの整備、ソフト面ではskypeによる実験授業の実施、公用車ならびに

市内バスによる送迎体制整備に向けた取組が進められている。 

 

教育学部： 

学部独自計画として、■志願者増加策－入学試験のあり方－在学時の学生支援－キャリア支援－卒業後のフ

ォローを一貫したものとしてデザインし、教務情報、学生情報、就職情報の一元化にかかわる全学の作業に

要望事項を提示する（R902002）というものを立てている。■学部大学院を通じて教務情報や学生情報・就

職情報の一元的活用（R113019-1）とも関連。 

これに基づき、学生支援委員会、入選研、教務委員会が参加した基本デザインWGを設置し、6月以来検討を

重ね、12月1日の教授会でまとめが報告された。 

 

理学部： 

学習相談室による学生への学習支援 

理学部では、コース制が始まった平成17年度より、学士課程学生への学習支援として、前期と後期の年2

回履修ガイダンス時に、教務委員と各学年の担当教員によって、学部生の履修指導をきめ細かく行い、学部

学生の修得度の状況を把握してきた。FDを開催し、全教員で学部生の修得度の情報を共有して行く中で、学

部生に講義・演習・実験内容の理解を深めさせるには、なんらかの学習支援が必要であるということが言わ

れるようになった。特に、積み上げ式の学習が主となる、数学・情報数理コースや物理学コースでは、ある

科目で生じた疑問を放置しておくことが他の科目の理解の妨げとなることから、講義の枠にとらわれないで

質問が可能な学習相談室を設置して対応することとした。 

これまで理学部では、学部生のために数学・情報数理コースで「数学相談室（平成17年度前期～）」「プ

ログラム相談室（平成16年度後期～）」と物理学コースで「物理学相談室（平成18年度後期～）」の3学習相

談室が設置されている。初年次の学部生の利用も多く、成果をあげてきた。 

 このような背景のもとで、理学部の学習支援システムの一つの基礎的な要素となるように、本年度後期（11
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月）から教育改善経費「理学部学士課程学生への学習支援システムの充実」の採択を受け、既存の数学・情

報数理コース「数学相談室」・「プログラム相談室」、物理学コース「物理学習相談室」で、相談員を増員

し、学部生の利用がさらに拡大するように準備を進め、実施した。また、新しく、理学部基礎科目である「微

積分II」及び「基礎微積分II」の講義に関する学習相談を行った。これに加え、化学コース「化学相談室」、

学際理学コース・地球環境科学コース「基礎宇宙惑星圏物理演習相談室」を新しく設置した。各相談室の報

告から、初年度の学生が積極的に利用して、基礎学力の向上に利用をしていた様子が分かる。「数学相談室」

では、「微積分II」及び「基礎微積分II」に関する相談者のべ35人中、「基礎微積分II」に関するものが27

人を占めている。特に、「基礎微積分II」では、はじめは理解度が低かった学生に、相談員が粘り強く指導

したことで、最終的には合格レベルまで理解度が向上したことが報告されている。また、「物理学習相談室」

では、相談者のべ70人程度中、主に初年度生が占め、力学、物理数学や物理実験の質問が多かった。中には

自主ゼミの質問をする学生もいた。また、特に質問はないが、勉強をする時間として活用する学生もいたこ

とが報告されている。また、「プログラム相談室」、「化学相談室」、「基礎宇宙惑星圏物理演習相談室」

では、初年度であったが、それぞれのべ23名、47名、15名の相談者の利用があった。 

 また、学習相談室Webページの作成にも取りかかり、相談員と教員が相互に、相談室のQ&Aの記録を蓄積し、

全学部生・全相談員・全教員で情報を共有してくシステムを構築する準備を行った。先行する取り組みとし

ては、「プログラム相談室」のQ & A が既にWiki で運営され、53 件のアクセスがあった。来年度からは、

他のいくつかの相談室でもWikiによる学習相談室ホームページを開設するべく、様々なソフトウエアの使い

勝手を比較検討した。 

 学生が学生支援する「ピア・サポート」は相談員の資質向上にも大きく寄与していることが徐々に感じ始

められてきた。今後は、勉学相談だけでなく、大学生活全般に広げていく事を進めていく。 

 

工学部： 

 CALLシステムなど学生の自主学習環境の整備を進め、各学科でポートフォリオによる学習管理を進めた。

また、博士後期課程学生のRAの時間数を1人あたり224時間と昨年より21時間増加した。 

 

農学部： 

①教学支援の取組として、「学生担任マニュアル」を作成し、新入生アンケートの集計結果を生かした「宿

泊オリエンテーション」を行った。 

②「学生担任制」を強化し、学生担任教員と「クラス委員学生」との会合（3回）や、1年生学生それぞれと

担当教員との面談を実施し、学生の学業・生活状況の把握と助言を行った。 

③保証人への成績通知を行った。 

④経済支援では、奨学金に関する周知を徹底し、博士課程学生で、学振DCや授業料免除当の支援を受けてい

ない学生に対してRAを任用した。 

 

大学教育センター： 

・数学及び力学に基礎クラスを設け、通常の2倍の時間をかけ、基礎力を着実に身につけさせている。また

学習相談室を開設し、大学教育センターの専任教員が質問に応じて、学生が弱点を克服できるようにアドバ

イスを行った。化学の一部でも習熟度に応じたクラス編成で授業を実施している。また総合英語ではCDプレ

イヤーや速読用のテキスト等を用意した教室を開放し、空いている時間帯に自習できるようになっている。

 

財務部： 

留学生生活支援 

・阿見団地に留学生(単身20室)・外国人研究者(単身3室､夫婦2室)の交流会館を建設し支援を充実した。 

・生活環境の向上のため、水戸地区国際交流会館居室A棟(18室)・B棟(5室)・C棟(世帯6戸)の改修を行った。

・留学生寮の充実を図るため水戸地区に、住戸数4戸3棟、6戸2棟の計24戸の新築計画を行い、発注準備を進

めている。平成23年9月5日完成予定である。 
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図書館： 

図書館職員が大学院共通科目「学術情報リテラシー」の授業において、図書館を活用した文献・情報の探

し方や電子ジャーナルの使い方、著作権などの講義および実習を行い、大学院生の研究に必要な学術情報の

入手方法などについて習得させた。受講生は55名であり、「自分に役立つ情報が得られた。」「自習（演習）

のコマで図書館の人たちが回って下さったので質問しやすかった。」などの感想があった。 

他館から取り寄せた複写物や図書の受け渡しは、これまで平日の18時までであったが、7月、自動券売機を

導入し、土日や平日の開館時間中、いつでも受け取ることができる運用を開始した。学生がより早く資料を

手にすることができるようになった。 

平成22年国民読書年にちなみ、学生が推薦する図書の書評を募集し、書評で紹介された図書を購入し、図

書館で展示した。15点の応募があり、優秀作品10点に賞品（図書カード）を贈呈した。3館で巡回展を実施し

た。平成23年1月13日～28日本館、2月1日～10日工学部分館、2月15日～24日農学部分館。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・広域水圏センター潮来キャンパスに遠隔講義システムを設置し、センターで研究する学生の利便性を大き

く向上させた。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・環境リサーチラボラトリー棟などに2009年度から整備された遠隔講義システム及びRENANDIをサステイナ

ビリティ学関連講義に活用し、キャンパスの異なる学生の履修利便性の向上を図った。 

 

大学院教育部： 

・3キャンパス、関連するセンターを結ぶ遠隔授業システムを強化した。 

・人文学部及び工学部で英語教育のためにCALLシステムを更新した。 

 

3) 研究 

・国際的水準の研究を遂行し高度な教育と人材育成に生かすとともに、社会へ成果を発信し還元する。 

人文学部： 

研究推進のための研究グループ等の構築（R122027-3） 

１． 共同研究ユニットの組織化 

今年度の共同研究ユニット募集にあたって、委員会では、これまでの共同研究ユニットの申請状況、選定

結果、その成果について資料を整理して検討した。教育改革分野については、利用促進のために必要な非常

勤時間 108 時間を確保した。研究分野については、従来は総額 100 万円の予算の内、1 件あたりの応募金額

に 30 万円という制限があったが、この額の制限が応募の枠を狭くしているとの判断のもと、今期は 1件あた

りの上限額を設けない形で応募を行った。その結果、予算規模約 50 万円の応募が 2件（1件は「愛と傷つき

やすさの研究会」と常磐大学「国際被害者学研究所」との共同研究会、もう 1件は「地域社会の資源を活用

した教育プログラム案策定のための共同研究」）あり、いずれも妥当な研究計画を備えていると判断し採択

を決定し、7 月教授会で発表した。年度末に提出される各ユニットの報告書を元に、来年度以降の募集の在

り方をさらに検討してゆく。 

２． 常磐大学国際被害者学研究所との英語による共同研究 

 茨城大学人文学部の共同研究ユニットである「愛と傷つきやすさの研究会」と常磐大学「国際被害者学研

究所」との第1回共同研究会が、7月31日(土)に、本学大学会館第7、第8集会室において開催された。二つの

大学によるこのような共同研究会の開催は大変珍しい形態であり、新しい試みであると言える。この合同研

究会は8月23日の茨城新聞紙上において紹介された。 

発端は、2年前に「常磐大学国際被害者学研究所」のKirchhoff氏を人文学部の非常勤講師に依頼したこと

に始まる。その時Kirchhoff氏が「世界被害者学学会」の設立にかかわった世界的な学者であること、また被

害者学研究所は世界から研究者を数多く集めている先進的な研究所であること等を知った。一方、人文学部

人文コミュニケーション学科の文芸・思想コースは、コース指定科目のメンバーを中心として「愛」に関す
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る共同ユニットを発足させており、学部長裁量経費の援助を受け、研究成果報告書を2冊すでに刊行していた。

｢愛｣と「被害者学」という、一見すると接点を見出すことが不可能に思える領域だが、意外と共通点がある

ことが見えてきた。 

今回、本学から人文学部社会科学科の原口弥生准教授が「将来に向けた災害回復力の形成―ハリケーン・

カトリーナ災害はいかに都市を変えたか」、人文コミュニケーション学科の小泉由美子教授が「アメリカ女

性詩における母親像―シルヴィア・プラスの場合」、また常磐大学からKieran Mundy教授が「気候が引き起

こす被害」、所長のJohn Dussich教授が「犯罪ならびに権力濫用の被害者のための国連条約の必要性」とい

う題目で研究成果を発表した。この会の特徴は発表、質疑応答がすべて英語で行われるという点にある。当

初、英語のみによる研究会の開催に対して一抹の不安がないわけではなかったが、幸いにも、当初の不安に

も拘わらず、参加者は60名近くに達し、まずまずの賑わいであった。今後水戸から全国に向けて斬新なメッ

セージを発信できるように努力を継続してゆきたい。 

平成22年度第2回目の合同研究会が、平成23年2月6日(日)、常磐大学において12：30～17：40まで開催され

た。当日の茨城大学関係の発表者は、人文学部教授伊藤哲司「元南ベトナム兵士と住民らの語り―潜在化し

たコンフリクトはどう緩和しうるのか」と人文学部教授杉井和子「夏目漱石の描いた日露戦争―『趣味の遺

伝』の身体」であった。参加者は地域住民の方を含めて60名を超え、盛会裏に幕を閉じた。来年度の第3回研

究会は、茨城大学において7月頃開催される予定である。 

 

教育学部： 

■研究推進のための研究グループ等の構築（R122027-3）＋■学部と附属学校との共同研究事業を展開し、

教育方法の改善に生かす（R133039） 

教育学部でも科研費申請を中心に、学部内の研究グループ作成フィージビリティを考慮しながら、新たな

研究グループの構築を進めている。特に学部内教員と附属学校教員から成る研究グループの構築が進み、ESD

領域で活動が始まった。 

 

理学部： 

国際的水準の研究成果の社会への発信 

 平成22年4月から平成23年2月までの査読付き学術誌論文発表件数は72件であり、例年と同等か上回る成果

となっている。なかには、専門分野のトップジャーナルへの公表も含まれている（物理・天文学分野の"Huge 

Ejection of Antielectron Neutrinos from Massive Accretion Disks", Yokosawa, N., Uematsu, S., Abe, 

J., Astrophysical Journal, 715, , 86-103, , 2010/05）。さらに、化学領域の山口央（あきら）准教授が

「自己組織化法によるナノ流体システム創製についての研究」の研究で平成22年度科学技術分野の文部科学

大臣表彰・若手科学者賞を受賞した。また、化学領域の高妻教授はタンパク質構造と機能に関する研究成果

が認められ、環太平洋化学会議（米国）においてStructure and Functions of Non-Covalent Weak Interaction 

Probed with a Blue Copper Protein, Met16X Pseudoazurin Variantsという招待講演を行った。そのほかに、

年度内の国際学会での招待講演も9件（数学・情報数理領域1件、化学領域5件、生物科学領域3件）あり、国

際的にも高いレベルの研究を行っていることを示している。また、成果の社会への情報発信として学会の全

国大会開催（大会長、準備委員長として、予定を含む）が4件あり、日本原生動物学会（11月5～7日開催）で

は三輪教授が大会長を務めるとともに市民向けの公開シンポジウムによる情報発信も行われた。さらに、公

開シンポジウムや研究会を開催し、研究成果の発信とともに学部内外での研究の連携を深めるための活動も

実施した。具体的には、平成23年2月2日(水)に化学分野での産業技術総合研究所との連携シンポジウムを開

催して80名の参加が、2月5日(土)に理学部公開シンポジウム「がん放射線治療の基礎と臨床をつなぐ」を開

催し、教育研究・医療機関関係者等30名の参加があった。 

数学コースでは、国際水準のレフェリージャーナル MJIU (Mathemathecal Journal of Ibaraki University) 

を毎年発行し、情報を発信している。すでに42年の実績がある。 

国際宇宙ステーションからの成層圏オゾン観測 

茨城大学推進研究プロジェクト「宇宙科学教育研究センターを核とした分野横断的宇宙惑星科学教育研究

の展開」の一環として、国際宇宙ステーション搭載SMILESセンサによる成層圏オゾン測定データの解析によ
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り、北極域でのオゾン減少と中緯度への影響などの研究を行っている。 

統合国際深海掘削計画 

茨城大学は統合国際深海掘削計画 (IODP)に参加するため、国内窓口組織である日本地球掘削科学コンソー

シアム (J-DESC)に機関加盟している。平成21年度は理学部2名・教育学部1名の教員が、3つのIODP掘削航海

（南太平洋・ベーリング海・ニュージャージー沖海域）に参加した。現在はそれぞれの掘削試料を用いた国

際共同研究を引き続き行っている。 

小惑星物質試料のキュレーション共同研究 

小惑星物質試料のキュレーションについての共同研究として、宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研

究所で、はやぶさ探査機のサンプル容器からの小惑星の塵の回収作業に従事中である。さらに、初期分析と

して透過電子顕微鏡による解析を担当している。 

宇宙惑星科学教育研究の展開 

茨城大学推進研究プロジェクト「宇宙科学教育研究センターを核とした分野横断的宇宙惑星科学教育研究

の展開」の一環として、銀河中心の巨大な分子雲ループ構造の解析を、計算機を用いた研究で行っている。

また、そのループとの磁気的な関連のある太陽浮上磁場構造についても、JAXAの「SOLAR-Bプロジェクト」の

共同研究員として、太陽観測衛星のデータ解析を通じ、その構造を明らかにする研究を行っている。 

宇宙科学教育研究センターの米倉覚則准教授らとともにアンテナ立ち上げを推進するとともに、初のメタ

ノールメーザーのVLBI観測を国内外のアンテナとともに実施した。結果については、現在解析中である。 

国際協力による大型電波望遠鏡設置への協力 

国際協力で建設が進められている大型電波望遠鏡アルマで設けられている科学諮問委員会（ALMA Science 

Advisory Committee）の副議長として、理学部教員が計画の推進に貢献した。アルマ科学諮問委員会は日本

からの委員3名、北米 5名、欧州5名、チリ1名の委員で構成されている。 

 

工学部： 

 大学重点研究を中心に研究体制の組織化を図った。また、社会に役立つ研究をめざし、産学共同研究を学

部生、大学院生の教育等に活用した。 

 

農学部： 

①9つの大学認定プロジェクト研究を着実に進めた。特に、バイオ燃料社会プロジェクトと熱ショックの農

業利用の研究では、高額の外部資金を獲得して研究を展開した。 

②認定プロジェクト以外では、「開放水路用低落差規格化上掛け水車発電システム」の研究、「新農薬によ

る各種害虫の生態と防除に関する研究」、「バイオテクノロジーなどの革新技術が農業・食料に対して及ぼ

す影響について農業・食料社会学的観点から研究」で高額の外部資金を獲得して研究を進めた。 

 

大学教育センター： 

総合英語では「高等教育における効果的な多読授業の研究―具体的な指導法の提案と普及」及び「英語習

得用多読的シャドーイングと多読的音読の効果的併用方法の研究と普及」の2件、数学では「天体の連続体モ

デルの数学解析」の1件、計3件の科学研究費補助金を獲得し、それぞれ研究水準の向上に努めるとともに、

教育実践にもその成果を生かして貢献した。 

 

図書館： 

研究成果発信のための「ROSEリポジトリいばらき」のコンテンツ充実のため、「平成22年度学術機関リポ

ジトリ構築連携支援事業」（国立情報学研究所）に応募し、採択され、人文学部紀要および教育学部紀要の

3,407論文について電子化を実施した。 

図書館所蔵の資料を有効に利用するために、全資料のオンライン目録登録が必要である。今年度も昨年度

に引き続き学内予算を獲得し、未登録資料の遡及入力事業を実施した。登録件数は、図書25,960冊、雑誌1,573

冊である。なお、今年度で図書館全館に配架された図書・雑誌の遡及入力が完了した。これにより、学内だ

けでなく学外からも所蔵資料が有効に利用されることになった。 
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産学官連携イノベーション創成機構： 

① 第3期最終年度を迎えたVB部門29チームにおけるベンチャーマインドの実践・教育。 

研究結果をひたちものづくりフォーラム2011にて行い、参加者に広報した。また、イノベーション創成

機構のロビーにパネル展示をしている。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・本学の重点研究の中で、サステイナビリティ学研究および霞ヶ浦環境保全研究に参加し、研究を推進した。

・本年度中に外部評価を実施する。 

 

遺伝子実験施設： 

・学内共同利用の教育研究施設として、生命科学研究の推進に必要なハード面としての設備（機器、実験室）

に加え、ソフト面でのノウハウ等の提供により研究成果に貢献している。 

 

地域総合研究所： 

・科研費プロジェクト2年目の調査研究として、「地域社会と原子力に関するアンケート調査」を4,000人の

市民を対象に実施し、その集計結果を下記4）の地域貢献活動の中で社会還元してきた。 

 

五浦美術文化研究所： 

・所員プロジェクト経費により所員の研究助成をおこなう。また『五浦論叢』（五浦美術文化研究所紀要＝

現在校正中）の年1回の刊行および同別冊（美術編、歴史編、文学編）の年1冊以上の刊行により、その成果

を社会に発信・還元している。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・JICA・世界銀行や国際STARTプログラムなどと途上国に対する気候変動影響に関する共同研究を行い、そ

の成果を国際的に発表した。また、11月の茨城大学・茨城県・産業会議3者連携講演会や平成23年1月17日の

IPCCの研究者を招いた国際シンポなど社会への成果発信を行っている。 

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

・茨城大学重点研究「量子ビームを用いた材料・生体の構造と機能の研究」は、フロンティア応用原子科学

研究センター専任教員ほか、理工学研究科、工学部、理学部、農学部、教育学部の教員が参加するチーム50

名で実施するための実施体制を整え、研究会等を開催し外部資金の獲得を目指している。また、全学に向け

て、中性子利用のためのiFRCセミナーを開催した。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・センター専任教員が主幹となり、国立天文台、超長基線干渉計（VLBI）観測研究大学連合【7大学】、2機

関（情報科学機構（NICT）、国土地理院））の研究者の協働・協力を組織し、大口径パラボラアンテナ2基（KDDI(株)

より国立天文台に譲渡）を宇宙電波望遠鏡に改造し、単一鏡としての天体の試験観測と国内外の望遠鏡と組

んだVLBI試験観測を成功させた。これにより、国際水準の宇宙電波望遠鏡を誕生させた。 

 

学術企画部： 

○ 国際的水準の研究活動への展開を目指すため、学術研究に関する全学的な課題を一元的に審議・企画す

る研究企画推進会議を平成22年4月に設置し、1）大学として特色ある重点研究の育成と推進、2）研究分

野の開拓を目指した推進研究プロジェクトの育成、3）戦略的な研究費配分、4）外部資金獲得策の企画、

実施、5）研究環境の整備などに取り組んできた。 

１）特色ある重点研究の育成と推進 

 ・ 優れた研究実績を有する研究者グループが実施し、学術的及び社会的に卓越した研究成果の創造を目
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指す研究プロジェクトを茨城大学の重点研究として認定した。 

・ 5月の学内公募に8件の申請があり、研究企画推進会議の書面審査、合議審査を経て、7月に6研究プロ

ジェクトを認定した。 

・ 認定した重点研究に対しては、茨城大学HPへの掲載や研究成果発表会の実施など公表に努めるととも

に、平成22年度学術研究推進経費を配分し支援した。 

 ・ さらに新たな研究分野、研究グループの育成を目指して、平成23年度重点研究の公募を実施した。 

２）研究分野の開拓を目指した推進研究プロジェクトの育成 

 ・ 育成すべき研究分野の開拓を目指し、将来的には重点研究への進展も踏まえつつ、実施される研究プ

ロジェクトを推進研究プロジェクトとして認定した。 

・ 平成22年度開始の推進研究プロジェクトの3件（合計32件）については、本年3月に決定し、4月から

研究を開始している。 

・ 認定した推進研究プロジェクトに対しては、茨城大学HPへの掲載や研究成果発表会の実施など公表に

努めるとともに、平成22年度学術研究推進経費を配分し支援した。 

・ さらに新たな研究分野、研究グループの育成を目指して、平成23年度推進研究プロジェクトの公募を

実施した。 

３）戦略的な研究費配分 

 ・ 学内研究費を戦略的に配分すべく見直し、改善の検討を行い、本学の政策的に配分する研究費である

学術研究推進経費の増額（10,000千円→30,000千円）を図るとともに、本学の学術研究の推進に関わる

諸施策を体系的に実施支援する研究費配分への展開を図った。 

 ・ 具体的には、平成22年度学術研究推進経費配分の方針を定め、「茨城大学における研究推進方針」の

下、第2期中期目標等を着実に実施するために次の4つの政策テーマを設定し、研究遂行経費から研究設

備維持経費までを戦略的に配分することとした。 

①発展段階に応じて、多様な学術研究を組織的に支援・育成。 

②大型の競争的資金の獲得促進とその戦略策定。 

③次代を担う若手研究者育成と女性研究者への支援。 

④研究環境の整備と先進的取組等の普及啓発ならびに研究支援者の配置、研究設備の維持管理・保守

及び学術講演会への支援。 

４）外部資金の獲得策の企画、実施 

 ・ 外部資金獲得の促進を図るために研究企画推進会議の下に「競争的資金獲得専門委員会」を平成22年

4月に設置した。本学の研究活動の一層の高度化、活性化を図るためには、さらなる外部資金の獲得が不

可欠であるという認識のもと、外部資金獲得戦略の策定に向けた検討を進めている。 

・ この検討結果の一つとして、9月に科学研究費補助金の獲得促進に関わる3項目の提言がなされ、実施

されている。①科学研究費補助金申請助言制度の創設、②研究計画調書作成を重視した実践的な説明会

の実施、③科研費ホームページの充実。 

 ・ 平成23年度文部科学省の競争的資金の公募情報を収集するとともに、学内における申請を実現するた

めの施策を行った。 

５）研究環境の整備 

 ・ 学術研究の発展を支える研究設備の充実を通じて本学の研究環境の整備を図るために研究企画推進会

議の下に「マスタープラン専門委員会」を平成22年4月に設置した。 

・ 国際的水準の研究活動を展開していくためには、その基盤となる研究設備の戦略的な整備が不可欠で

あり、第2期中期目標等の実施も踏まえて、本学の教育研究設備整備に関する基本計画である「設備マ

スタープラン」の見直しを行った。 

 

4) 地域貢献・国際交流 

・地域に貢献する大学として、地域から評価される有数の大学となる。 

人文学部： 

自治体や企業との連携事業の推進（R131031-2） 
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今年度取り組んだ地域連携事業の内容は、以下の通りであり、特筆に値する。 

１．地域連携協定に基づく事業 

(1)常陸大宮市関連事業 

 今年度も、教員と多くの学生の参加によって多彩な地域連携事業が展開された。 

第1は、市民大学講座の開催である。恒例となった秋講座及び春講座の内容は、以下の通りである。 

秋講座 「龍馬の時代Ⅰ ―同時代の世界を見る」（3回シリーズ） 

第1回 11月17日(水)＜幕末開港と日本経済＞ 

第2回 11月25日(木)＜世界市場と幕末開港＞ 

第3回 12月 2日(木)＜高杉晋作と魯迅＞ 

春講座 「龍馬の時代Ⅱ ―近代の名作を読む」（3回シリーズ） 

第1回  2月 1日(火)＜マーク・トウェインとヘンリー・ジェイムズ＞ 

『ハックルベリー・フィンの冒険』 

第2回  2月10日(木)＜美へのあこがれ―トーマス・マン＞ 

『ヴェニスに死す』 

第3回  2月17日(木)＜日本近代文学の中の「鏡」―漱石と康成＞ 

『草枕』と『水月』 

秋講座についは14名の市民が、また春講座については11名の市民が受講した。両講座を受講した5名に記念品

を贈呈し本年度の市民大学講座を終了した。 

 第2は、常陸大宮市ホームステイ受入事業に係る通訳ボランティアへの取り組みである。9月30日(木)～10

月3日(日)の間に、打ち合わせを含めて延べ22名の学生がボランティアとして参加した。参加者の内訳は、打

合せ7名、1日目（7か所の中学校を分かれて訪問、レセプション）7名、2日目（紙漉き、茶道体験等）4名、3

日目（国際交流協会の主催で、ハイスクールの引率教員が五浦海岸や竜神峡を見学）3名、4日目（お別れレ

セプション）1名である。参加した学生たちの英語力は高く、訪問先の中学校での通訳を全面的に任された。

また英語の通訳というだけでなくて、市の職員、交流協会の人たちをよくサポートし、配慮が行きとどいて

いた、と交流協会の会長からも高く評価された。さらに、オーストラリアの生徒たちととても親しくなり、

年明けにオーストラリアを訪ねる約束を交わしたということで、そういった点でも成功だったいえる。 

 第3は、連携事業の内容を知らせるために壁新聞「ひたちOh！宮」を作成したことである。平成23年2月ま

でに3号の壁新聞を作成し、市役所1階ロビー及び人文学部B棟1階の2箇所に掲示した。常陸大宮市と人文学部

との多様な連携事業を市民や学生に広く周知するという大きな役割を担った。 

 第4は、御前山ビオトープの里山保全事業への参加である。御前山桧山集落において、地元住民、企業、

そしてNPOを中心に行われている里山保全事業に人文学部の4年生を中心に学生が参加した。参加学生のなか

には本活動をテーマとして卒業研究を行った学生もみられ、地域連携活動が研究と直接結びつくという効果

がみられた。 

 第5は、常陸大宮市を教室に見立てての集中講義の実施である。本年度も常陸大宮市企画課と人文学部と

の連携で、集中講義（教養総合科目）を開講した。本年度は、講義名を「市民によるまちづくりへの挑戦」

として、平成23年1月12日(水)3～4講時、及び19日(水)3～5講時に本学にて市民によるまちづくりに関する講

義を行い、1月23日(日)、及び29日(土)に実習として常陸大宮市にてまちづくりに取り組む市民との意見交換、

及びワークショップを行った。具体的には、18名の学生が本講義を受講し、23日には小学生と協働で伝統文

化である和紙の保全に取り組む市民と、そして29日には、廃校を利用して都市農村交流事業に取り組む市民

団体と意見交換、及びワークショップを行った。 

 第6は、文学作品「常陸大宮物語」の発表（主に茨城大学文芸部が担当）である。昨年度に文芸部が制作・

発表した創作小説「常陸大宮物語」が市民に好評であったために、本年度も引き続き制作を継続した。特に

本年度は、新たな学生も加わり、昨年度以上のボリュームのある作品となった。平成23年3月5日に市民の前

で完成発表会を行った。 

 第7は、「広報常陸大宮」のコラム「いっしょにまちづくり」の欄への寄稿である。本年度も人文学部教

員及び学生が「広報常陸大宮」のコラムの執筆を担当した。具体的には、4月号、5月号、7月号、9月号、10

月号、11月号、1月号、2月号を執筆した。 
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 第8は、常陸大宮市関係者の茨苑祭への参加である。本年度も本学の学園祭茨苑祭に常陸大宮市市民が参

加した。具体的には、11月13日には舟生フォーラムが、14日には岩崎農産物直売所が学園祭に参加し、農産

物の販売や来場者との交流を行った。 

 第9は、農村集落活性化活動、及び都市農村交流活動のサポートである。本年度も、常陸大宮市塩田地区

における豊島区との農を介した都市農村交流事業に人文学部学生が参加し、サポートを行った。具体的には、

年3回開催される「塩田そばの学校」及び年3回開催される「塩田お米づくり体験オーナー」に参加し、都市

住民が行う農作業のサポートを行った。また、今年度から都市住民のそばの畑や田、そして集落内の耕作放

棄地を学生が地元住民と協働で管理しながら地元住民との交流を充実させ、地域活性化やまちづくり、そし

て農に関する研究を進めることができた。年間を通じて延80名以上の学生が参加し、茨城新聞や常陽新聞に

もその活動が掲載された。また、この活動を通じて得られた研究成果を本学の学園祭で発表した。また、平

成23年3月5日に開催予定のアクションミーティングでも発表した。 

 第10は、伝統文化保全活動への参加である。本年度は、常陸大宮市歴史民俗資料館が主催した「コウゾを

育てて和紙を漉こう！」という活動に人文学部学生が参加した。「コウゾを育てて和紙を漉こう！」は、地

元の小学生を対象に、常陸大宮市の伝統文化である和紙の製作を体験させることで、保全につなげようとい

う活動である。月1回の活動であったが、和紙の原料となる楮やトロロアオイを育てることから始め、平成23

年1月には育てた楮やトロロアオイを原料として和紙を漉き、2月には漉いた和紙で団扇などを製作して資料

館で展示した。この活動に人文学部学生が参加した。 

 第11は、「アクションミーティング2011」の開催である。本年度も昨年度に引き続き、常陸大宮市をフィ

ールドに研究を行った学生の研究発表会であるアクションミーティングを平成23年3月5日に開催した。本発

表会は企画課との連携活動の1つで、市民の前で学生が研究を発表する。3つの学生グループが研究発表を行

い、6つの学生グループがポスター発表を行った。アクションミーティングには常陸大宮市長、地域連携委員

会委員長をはじめ、60名を超える市民が参加し、学生との意見交換などを行った。当日のプログラム概要は、

以下の通りである。 

①研究発表「「和紙」育てました。－楮から和紙を作るということ」（茨城大学和紙プロジェクトメンバー

（中山喜恵、堀江真由美、平塚直美、二川ナオミ）） 

②研究発表「つながる・広がる・地域の輪」（チームAPUS（立花将太、蓮沼大和、津田彩織、横谷祥子、山

仁菜々子、楊箸千里、奈良綾乃、平澤梨紗）） 

③研究発表「自然環境を基盤とした地域 企業 NPOの新たなネットワーク－御前山ビオトープの取り組み

－」（安藤康平） 

④ポスター発表「TEAMひたまる活動紹介」（チームひたまる（塚平愛美、塚本由希、常田拓、土井僚也））

⑤ポスター発表「英語通訳ボランティアをつとめて」（安亮太、石井里奈、本多由枝、寺田美穂、丸山夕貴、

大越香奈恵、合田英明、板倉将） 

⑥ポスター発表「2010年度集中講義「市民によるまちづくりへの挑戦」（常陸大宮キャンパス）」 

⑦ポスター発表「創作小説集『常陸大宮物語』」（茨城大学文芸部） 

⑧ポスター発表「和紙新聞 第1号 「和紙」育てました。」（茨城大学和紙プロジェクトメンバー） 

⑨ポスター発表「つながる・広がる・地域の輪 平成22年度の取り組み」（チームAPUS） 

 第12は、「常陸大宮市まちづくりネットワーク会議」の開催である。本年度は昨年度まで行ってきたまち

づくりシンポジウムに参加したまちづくりに取り組む市民グループを集めて、今後のまちづくりについて話

し合う「ネットワーク大会」を平成23年3月5日に開催した。30名を超える市民と意見交換を行い、今後のま

ちづくりについて検討した。 

(2)大洗町関連事業 

 第1は、インドネシア人を対象にした大洗日本語教室についてである。今年度の活動状況について記すと、

今年度も前期から、各日曜日にGⅢとベツレヘム教会での日本語教室を予定していたが、前期は1回のみの開

催であり、後期も春休みを含めて開催することができなかった。夏休みには、大洗キャンプ場にてBBQ大会を

計画したが、土曜日に設定したため大洗の方たちの参加を得られず、参加者は実質ゼロであった。イベント

は日曜日のみに予定すべきという反省点が残った。日本語教室は1年をとおして1回のみであったが、先方が

開催するパーティなどへの参加はあり交流の機会は設けられた。 
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 今年度の状況を踏まえると、いくつかの課題が浮上した。一つは、学生ボランティアの募集である。昨年

度は、現3年生（当時2年生）のメンバーが10人近くおり、日本語教室を実施できる回数はより確保できてい

た。また、大洗には行けなくても教材作成の分担などで協力するメンバーも存在した。しかし、今年の主要

メンバーは2年生3人程度であり、教室開催（2人参加可能なメンバーがそろったら開催という条件）にこぎつ

けないことが多かった。2年生の参加者も少ないが、前期からチラシの配布を繰り返し授業中などにも学生に

依頼しているが、現時点では1年生は一人も確保することができていない。今年度のように、ゼミ活動が多忙

になるなどの理由で、3年次になると日本語教室から完全に身を引いてしまう学生がほとんどである。日本語

教室の開始から2年程度は、先方への連絡係や学生の招集など教員側がかなりリードしていたため、参加学生

数の人数はそれほど多くなくても実施できたが、現在は学生主体の活動として展開しており、学生側の負担

感も感じられる。二つ目は、先方の大洗側でも参加人数は毎回、3～4人程度であり、メンバーがほぼ固定し

ていることである。参加者にとって日曜日は唯一の休日であり、参加できるメンバーは限られている。 

 上述のとおり、昨年度までと比べて今年度は学生の参加がきわめて少なく、これまで1回しか実施できてい

ない。新規参加学生の勧誘をおこなったがひとりも追加できなかった。また、インドネシア人側の参加者も

限られた少数のメンバーに固定されているうえ、誰も参加の都合がつかず流れたことも多かった。こうした

現状を踏まえると日本語教室活動はその役割を果たしたと判断せざるをえず、今年度で終了する方向で対応

することになった。 

 第2は、大洗オープンウォーター大会へのボランティア協力である。ユニバーサルビーチとして評価され

ている大洗サンビーチにて、8月21日に大洗オープンウォーター大会（遠泳大会）が開催され、人文学部の学

生4名が大会ボランティアとして参加した。 

 第3は、大学院演習、国内教育実践演習の実施である。 

 平成22年9月13日から15日にかけて大洗の水環境とまちづくりをテーマに大学院・国内教育実践演習が実施

された。全研究科の大学院生24名が参加し、2泊3日の工程で涸沼・涸沼川での水産資源の保護、海岸開発と

まちづくりの歴史などについてフィールドワークを行い、報告会を行った。 

 第4は、大洗サーフライフセービング・クラブ報告会への参加である。2010年10月3日に大洗町文化センタ

ーで開催された「2010年度 大洗サーフライフセービング・クラブ報告会」に地域総合研究所所長とともに

参加した。 

 第5は、大洗ライフスタイル研究会の開催である。一時中断したものの平成22年年9月に再開され、その後

継続している大洗町主催の「大洗ライフスタイル研究会」に、地域総合研究所の所員とともに参加した。具

体的な研究内容や活動日は、以下の通りである。 

・ 8月26日(木) 第1回 「研究活動計画について・他」 

・10月28日(木) 第2回「ふるさと回帰フェア参加報告、モニターツアーの実施について、移住者懇談会の開

催について」 

・ 1月17日(月) 第3回「モニターツアー実施報告、移住者懇談会の開催について」 

・ 1月23日(日) 大洗町移住者懇談会に渋谷敦司（地域総合研究所所長）・熊沢紀之（所員）が参加 

・ 2月10日(木) 大洗町議会特別調査委員会勉強会で「大洗町の商店街の現状と課題」をテーマに渋谷が報告

 現在、上記懇談会の記録を文章化し、移住希望者向けパンフレットを作成した。来年度は、これらの活動

を基にして、「ライフスタイル」についての本格的な調査を実施する予定である。 

２．講義「地域連携論Ⅰ」「地域連携論Ⅱ」の開講 

 地域連携論「働く意義・学ぶ意味」の講義（ⅠおよびⅡ）は、年度計画通り、今年度も茨城県経営者協会

や茨城大学文理・人文学部同窓会のご協力を得て順調に進行し、終了した。 

 企業や労働組合などのトップあるいはミドル・マネジメントとして地域社会で活躍されている方々に、「働

く意義・学ぶ意味」というテーマで語っていただくこの企画は、今年度も学生達に大変好評だった。普段お

話しを聴く機会のない方々の経験をふまえた講話と学生達へのメッセージは、大学で学ぶことの意味や卒業

後の進路や生き方を考えるうえで良いきっかけを学生達に与えることになった。それは、受講生が毎回提出

した感想文やレポートから明かである。 

 受講希望は、ⅠおよびⅡをあわせて130人（重複履修を含む）であったが、希望が分散したため、辞退をし

ていなかった名（Ⅰ56名・Ⅱ74名）が履修した。受講者の分布（Ⅰ・Ⅱの合計）は、学年で2年生100人・3
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年生25人・4年生5人である。就職活動の前倒しの影響もあるが、「働く意義・学ぶ意味」という講座の趣旨

からすると、2年生の受講が多くなったのは望ましい。学科別受講生では、人文コミュ二ケーション学科が11

人、社会科学科が119人である。科目の性格を考慮すると、人文コミュニケーション学科の学生の受講が少な

かった。 

 11月10日に開催された公開シンポジウムでは、株式会社日立ライフの代表取締役専務取締役佐藤修二氏に、

「働く意義・学ぶ意味」をテーマに、ご講演いただいた。会社でのご自分や部下のキャリア形成、仕事の面

白さ、チャンスは自らつくるという（計画された偶然）お話しなど、大変刺激に満ちたもので、学生達に強

い印象を残したようである。学生達からの多岐にわたる質問にも丁寧に率直にお話しいただいた。ヴァイタ

リティあふれるポジティヴなお人柄とも相俟って、大教室いっぱいに集まった200人ほどの学生達には大いに

刺激になった。 

 講演後行われた県内主要企業（カスミ、ケーズホールディングス、常陽銀行）の人事担当者（本学卒業生

を含む）による公開模擬面接には、人文学部の学生たち28名がチャレンジした。面接後の質疑応答では、担

当者から面接の際の質問の意図や評価基準なども丁寧に話していただいた。茨城大学の学生たちへの心暖か

いメッセージと、期待を込めたホットな指導に、受講生達も得るものが大きかったようである。また、人文

学部の労働経済論ゼミナール4年生達による体験談をまじえた「学生生活と就職活動」と題した最新の就活事

情に関する話も、受講生には、なかなか好評であった。 

 なお、茨城大学文理・人文学部同窓会との連携では、今年度新たな事業として「学生懸賞論文募集」が取

り組まれている。自由なテーマで学生から論文を募集し、外部から有識者を招いて優秀者を選考し、表彰し

ようとするもので、2月の締切日で26本の応募があった。 

３．地域史シンポジウムの開催 

 12月4日(土)  人文学部講義棟10番教室において、第5回地域史シンポジウム「茨城から世界史研究・世界

史教育を考える－「日本史」／「世界史」を越えるこころみ－」を開催した。参加者は142名であり、その住

所は茨城県内をはじめ、東京、埼玉、栃木、群馬、千葉、山梨、兵庫、北海道と広い範囲にわたっている。

また、大別すると一般市民、高校教員、学生であった。 

 「趣旨説明」の後の第1部「どのような世界史研究・世界史教育を目指すか」では、まず南塚信吾氏（世

界史研究所長、アジア世界史学会会長、法政大学教授）が「日本からの世界史を求めて－「ケンペル」から

「ベニョフスキー」まで－」との題目で講演した。南塚氏は、近年、世界中で一国史の枠を越えたグローバ

ルヒストリーを求める声が強まっているとし、世界史はどのようにあるべきかを問いかけた。次に油井大三

郎氏（日本学術会議高校地理・歴史教育分科会委員長、東京女子大学教授）が「高校の歴史教育をどう改革

するか」という題目で講演した。油井氏は、これまで歴史教育においては歴史的思考力の育成よりも歴史知

識を教え込むことがおこなわれてきたことを指摘し、現在、日本学術会議高校地理・歴史教育分科会で検討

されている世界史Ａ・日本史Ａを合わせた新設の必修科目「歴史基礎」の概要を説明した。 

 第2部「茨城の世界史教育」では、まず岡崎賢治氏（水戸第二高校教員）が「世界史教育の〈可能性〉を

探る」とのテーマで報告した。岡崎氏は、世界史の授業では論述指導も重視しているとし、また「歴史基礎」

は対外関係を加味した必修日本史となる可能性があるので望ましくないとの意見を述べた。次に高橋裕文氏

（元茨城県立高校教員）が「『日本史』教員から見た世界史教育」とのテーマで報告した。高橋氏は、現行

の学習指導要領では多様な内容を持つ世界史が単一的な歴史を持つ日本史を補完する役割を持たされている

ことを指摘し、近年の日中韓三国の近現代史教材づくりを評価した。以上の講演と報告に対して、山本茂氏

（茗渓学園高校教員）と稲田夢希奈氏（茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース3年生）がコメントをおこな

った。この後、講演者・報告者・コメンテーター間での討議がおこなわれた。 

 第3部「全体討議」では、まず澁谷浩一氏（茨城大学教授）が「茨城大学における世界史教育の現状」と

のテーマで報告し、茨城大学での世界史を意識した歴史教育について紹介した。その後の討議では、27名の

参加者から提出された質問用紙による質問や4名の参加者からの発言をめぐって、講演者・報告者・コメンテ

ーターの応答、講演者・報告者・コメンテーター間の討議がおこなわれた。 

 地域史シンポジウムのシリーズで初めて「世界史」を押し出したので、参加者が非常に少なくなるのでは

ないかとの危惧があったが、まずまずの数の参加者を得られた。平成23年秋頃からホットな話題となるであ

ろう「歴史基礎」について先行的に問いかけたこと、大学の歴史系教員と高校の歴史教員が交流を深めたこ
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と、それに高校での歴史教育を経て大学で歴史学を専門的に学んでいる学生がコメンテーターとして壇上に

立ったことも意義を有することであった。シンポジウムの準備過程でも、さらに演習や合宿でも学生・院生

が積極的に「世界史」について討議し、その結果をシンポジウムに反映することができた。また、人文学部

歴史・文化遺産コースの学生・院生が中心となって実務的な準備や当日の運営に当たり、授業外での教育活

動としても大きな成果を上げていることは指摘しておくべきことである。 

 現在、このシンポジウムの内容を収めた冊子を作成中である。 

 なお、今回のシンポジウムは、五浦美術文化研究所と茨城大学人文学部歴史・文化遺産コース専攻会の協

賛を得たことを付記しておきたい。 

 また、平成19年度、20年度に「北関東の武士たち」というテーマで開かれた地域史シンポジウムの成果が

学術書にまとめられて出版された。高橋修編『実像の中世武士団 北関東のもののふたち』（高志書院発行）

がそれで、地域連携の成果として評価できよう。 

４．地域連携委員会のホームページ 

 昨年度はホームページのデザインと構成のリニューアル作業を行った。今年度はその積極的な活用を目指

して、以下ふたつの活動を実施した。 

(1)本委員会が関与する各種イベントの告知をトップページに掲載した。リンクをたどって来る訪問者は少

ないと思われるので、おもにGoogle等の検索を通じた訪問者に正確な情報を提供する意図である。地域史シ

ンポジウムにおいて参加者にアンケートをとったところ、9％がネットの情報からイベントの存在を知ったと

回答しており、微力ではあるが手堅い効果を持つものと評価できる。ただし、より幅広い層にイベントを周

知するにはさらなる工夫が必要である。各イベントの参加者の傾向を分析し、効果的な情報発信の方法を個

別に検討することが来年度の課題となった。 

(2)今年度の本委員会の諸活動を文章と写真で詳しく紹介した。昨年度のリニューアルにともなって始めた

ことで、3月末に更新を行った。 

以上(1)、(2)の作業は、Web制作の知識を持つ委員1名が、各活動の担当委員から資料の提出を受けて行った。

今年度はデザインの変更がなくコンテンツのみの更新であり、技術的にも量的にも作業が容易だったことか

ら、委員が直接作業することが可能だった。しかし年度によってホームページ関連作業の量と質は異なり、

またWeb制作のできる委員がつねに委員会に在籍するとは限らないので、来年度以降はこれらの作業を誰がど

のように担うかについて一定のフォーマットを整える必要がある。地域貢献は、現在地域連携委員会を中心

に1．常陸大宮市、2．大洗町の二つの自治体との連携協定の更なる充実を目指して取り組んでいる。また茨

城県経営者協会および茨城大学文理・人文学部同窓会と連携して開講される「地域連携論I、II」の二つの授

業も順調に成果を上げつつある。さらに地域史シンポジウムを開催し、新しい知見を着実に地域へ還元して

いる。この分野での人文学部の活動は目覚ましく、今年度も順調に進展していると評価できる。 

 

教育学部： 

教育学部では、継続して県・市町村の教育委員会との連携活動、教育研究連盟等の教育団体との連携事業、

小・中・高の個々の学校の活動支援、各種ボランティア事業を通しての地域教育支援、さらには心理教育相

談室活動など、多面的に充実した地域貢献を行い、信頼と評価を得てきた。今年度はさらに、内閣官房参与

でもある劇作家・大阪大学大学院教授の平田オリザ氏を中心に公開シンポジウム「対話の時代の表現教育 演

劇によるコミュニケーション教育の可能性を探る」を開催し、地域の多くの教員や教育関係者が参加するな

ど、さらに多様な地域貢献を行った（詳細は冊子『平成22年度 教育学部における地域連携活動』（茨城大

学教育学部地域連携委員会、茨城大学教育学部附属教育実践総合センター）参照）。さらに、教員養成制度

等の改革の動向に合わせ、新しい時代における地域教育関係機関との連携の基本方針を策定した（R131031 

-2）。このように教育学部は地域に貢献し、地域から評価される活動を幅広く充実して行っている。 

 

理学部： 

理学部地域連携委員会の設置 

理学部の地域貢献の窓口を一本化し、その成果を一層大きくするために、「理学部地域連携委員会」を平

成22年7月に設立し、活動中である。 
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サイエンステクノロジーフェスタ2010 

4月17日に「サイエンステクノロジーフェスタ2010」を開催した。 

科学技術週間に合わせた一般市民向けの理学部公開と講演・体験講座を実施し、地域への科学の啓蒙活動

を行うことができた。小学生40名を含む140名が参加した。 

高校生の科学体験教室・研究室体験 

8月3日～5日の3日間、未来の科学者養成プラン「高校生科学体験教室」を開催した。 

茨城県教育庁事業に対する協力として、3日間の研究室体験を行った。県内の高校生22名が8つの研究室に

分かれて参加した。連続する3日間で研究室での実験等を体験させることにより、中味ある取組みができ、高

校生の理系進学意欲を高めることができた。 

高校生の科学研究発表会の開催 

今年度からの新たな取り組みとして、「高校生の科学研究発表会＠茨城大学」を平成23年1月29日(土)に理

学部インタビュースタジオにて開催した。茨城県教育委員会の共催を受け、近隣の高校程度を想定してHPな

どで広報を行ったところ、栃木県や岡山県の高校などからも参加があり、想定していた参加者数をはるかに

超える170名あまり（うち高校生130名）が訪れて、口頭発表18演題、ポスター発表20演題（うち1件棄権）に

活発な議論が展開された。参加者数に見込み違いがあり、全員を収容しきれなかった会場設定は今後の課題

となったものの、参加高校生・教諭からの反応は上々で、「来年度も参加したい」という声が多数寄せられ

た。なお、理学部教員・院生による発表の審査を行い、口頭発表5題、ポスター発表4題の演題を優秀発表と

して理学部長が表彰した。 

理学部研究室訪問交流会 

茨城産業会議との共催で平成23年2月16日(水)に研究室訪問交流会を実施した。第一部は、講演会で山口央

准教授と北出理准教授の特別講演を行った。第二部では、研究室訪問（山口研究室、北出研究室、佐久間研

究室）を行い、現場での意見交換を行った。また、技術相談会も実施した。参加者は27名、技術相談は4件あ

った。理学部の研究を地域に紹介できるとともに、今後、地元産業界との連携による技術開発などについて

活発に意見交換がなされ、地域産業界との交流という観点で成果があがった。 

 

工学部： 

 16年間続いているイブニングセミナーを見直し、社会公開セミナーと実践産業技術特論を開始した。企業

技術相談や共同研究の促進を継続して進めた。地域貢献の一環としてグランドの外部使用拡大（鹿島アント

ラーズほか）を図った。 

 

農学部： 

「町・大学・市民の協働による食育の活性化を通した農産物地産地消の推進の取組み」 

農学部の地域連携推進委員会（本年度より研究推進委員会地域連携推進部門）では、平成20年度よりこれ

らの協働事業を実施してきており、本年度も阿見町農業振興課と学校給食センターが主導する小学校での「食

育モデル授業」に講師を派遣し、小学校での食育授業を質的に高度化することに協力している。 

本年度は取組みの3年目となることから、毎年実施している阿見町との共催シンポジウムにおいて現時点で

の成果報告を実施した。本シンポジウムにおいて、これら3年間にわたる取組みによって阿見町は学校給食で

の県産品利用率がそれまでの平均的レベルから平成20、21年度には2年連続で茨城県第1位の自治体となり、

地元阿見産の野菜使用量は取組み前の2倍にもなったことが報告された。 

これら目に見える成果が出始めたことで、地元の阿見町民はもちろん、広く茨城県民に対して「食」とい

う農学部ならではの切り口により茨城大学の存在意義を高めることができた。これら地域からの評価は120

名のシンポジウム参加者からのアンケートや、新聞報道によっても明らかであった。 

この成果はもちろん平成22年度単年度の成果ではないが、従来は行政が主導する事業に大学が積極的に参

画し、同時に市民との協働の窓口を果たすことで、わずか3年間で目に見える成果を得たという点では、まさ

に「地域に貢献する大学として、地域から評価される大学」に値する特筆すべき取組みといえる。 

 

大学教育センター： 
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・講義科目を中心として生涯学習センターを通じて授業公開を行った。公開授業数は前期、後期とも23クラ

スであった。そのうち受講者があったのは前期17、後期13であり、受講者数は42名、45名だった。 

 

地域連携推進本部： 

［茨城県北ジオパーク推進事業］ 

茨城県北の地域振興を目指して、平成22年2月24日に「茨城県北ジオパーク推進協議会」と立ち上げた。協

議会は、茨城大学、県北7市町村、グリーンふるさと振興機構がメンバーとなり、茨城大学学長が会長となっ

た。4月以降、3回の運営委員会を開催し、本格的な活動を開始した。連携市町村、グリーンふるさと振興機

構との連絡を密にして活動を展開している。日本ジオパークネットワーク総会等にも積極的に出席し、情報

収集に努めた。8月には五浦海岸で予察的なジオツアーを実施した。なお、ジオツアーは10月以降9回計画し

ている。9月には日本ジオパークネットワークの準会員となり、来年度の正会員の申請に向けた準備を開始し

た。 

インタープリター養成講座は10月に予定しているが、それに向けた広報活動を活発に行った。各市報、ホ

ームページ、ツイッターなどを利用した。ジオパークについての記事を市報に連載することも決まった。茨

城県北ジオパークのロゴマークも決定した。ジオポイント毎の看板の設置も着実に準備が進んでいる。 

ジオパーク推進事業は、県北7市町村、グリーンふるさと振興機構との強い連携のもとに、着実に活動を進

めている。 

［地域連携第２期プランの作成］ 

地域連携第1期プランに基づいた地域連携活動について、全面的な自己点検・評価を行った。それに基づい

て現在第2期プランを作成中である。第2期プランの活動は①戦略的地域連携プロジェクト、②学生地域参画

プロジェクト、③茨城県北ジオパークプロジェクトの3つを中心に展開される。また、組織も大幅に変え、部

局やセンター等との連携を一層強めることを目指している。 

［学生地域参画プロジェクトの展開］ 

第1期においても、学生による地域参画プロジェクトの成果は、斬新であった。外部からの評価も高かった。

本年度も引き続き、活動を展開している。 

本年度は14件の申請のうち、6月中旬に実施のプレゼンテーションや審査会での選考の結果10件のプロジェ

クトを採択（うち5件H22度新規採択）した。なお、本年度から、各プロジェクトに顧問教員を置き、プロジ

ェクト実施のアドバイス等を行い、内容面、実施面においてより充実を図った。また、学生プロジェクト参

加者やイベントに参加する地域住民の方に傷害保険に加入してもらうなど、安全面での強化を図った。 

［茨城産業会議との連携事業］ 

茨城産業会議との産学連携事業として、大学の有するシーズの提供や、情報交換を通じ産業経済界の活性

化に資する目的で日立・水戸・阿見キャンパスで研究室訪問交流会を行っている。 

 今年度で8回目となる工学部研究室訪問交流会は、9月29日(水)14時～18時（17時から懇親交流会）日立キ

ャンパス（講演会会場E5棟8階イノベーションスペース）において、2つの講演と5グループに分かれての6研

究室見学を行った。参加者は、第1部講演会及び研究室見学会では84名（企業等学外参加者55名、学内参加者

29名）、第2部懇親交流会では57名（企業等学外参加者34名、学内参加者23名）と大盛況であった。 

 また、昨年度から技術相談コーナーを設け、事前に希望をとり、専門の先生に当日対応してもらい大学の

シーズを直に提供するブースを設けた。本年度は1件の希望があり当日対応した。 

年度内には、阿見キャンパス及び水戸キャンパスでも同様の研究室交流会を開催する予定である。 

［市町村自治体からのニーズ調査］ 

真に効果的な地域連携活動を展開するためには、地域のニーズを正確に知ることが出発点となる。5月18

日から8月19日までの期間中、25日間にわたり茨城県内44市町村の役所、43の商工会、7つの商工会議所、合

計94カ所を訪問して、ニーズの聞き取り調査を実施した。自動車の移動距離は約5,000kmに及んだ。収集され

たデータは、今後、戦略的地域連携活動に活用されることが大いに期待される。 

［鹿島アントラーズとの連携事業］ 

昨年度までの連携事業の問題点を整理し、鹿島アントラーズとともに新しい連携活動の展開について検討

し、新たに連携活動を展開している。具体的な活動としては、本年8月に連携協議会の規約を策定した。これ
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は、今後の活動にとって極めて重要な一歩であった。工学部のグランドの貸与に加えて農学部のグランドの

貸与も決定した。相互のサテライトエリアの構成、授業への講師派遣、インターンシップ、応援ツアー、鹿

島スタジアム見学会、スタジアム内の電光掲示板への茨城大学PRなどさまざまな事業展開が計画されている。

［茨城県霞ヶ浦環境科学センターとの連携による授業の展開］ 

茨城県霞ヶ浦環境科学センターの職員と茨城大学教員の連携により、環境政策科目「環境としての霞ヶ浦」

をここ数年にわたり実施してきた。今年度は、自校生全員をボートに乗せ、湖上から霞ヶ浦の環境を観察す

るだけでなく、霞ヶ浦の汚染について船上において実験を行うと共に、センターでの講習、施設見学を実施

する方向で検討を進めた。10月に実施の予定である。学生にとって、地域の環境を身をもって知る絶好の機

会になるものと考える。今後は、この科目は「地域連携科目」といった形で進化する可能性を秘めている。

 

図書館： 

7月21日～8月3日、図書館企画展「茨城初の女性教師 黒澤止幾子」を本館で開催した。図書館が所蔵する

止幾子が寺子屋で使用した文机（ふづくえ）、自筆の短冊などおよそ40点を展示し、期間中2,000名の来場者

があった。 

また、7月24日の企画展記念講演会には、地域の一般の方を中心に90名の参加があった。参加者から「黒澤

止幾子の教育の基本と生き方が学べました」、「このような方がわが郷土茨城にもいたのだということを知

りうれしくなりました」など地域の先人、止幾子に強い関心が寄せられた。 

なお、11月2日～11日農学部分館、11月16日～25日工学部分館で巡回パネル展を開催した。 

平成23年3月1日～11日、図書館企画展「映画「武士の家計簿」と「桜田門外ノ変」の古文書世界」を開催

した。また、3月5日に、本学人文学部磯田道史准教授による記念講演会を開催し、120名の参加があった。展

示期間中の来場者は1,200名に上った。 

 

生涯学習教育研究センター： 

１．公開講座・公開授業を通して、大学の「知」を地域に提供していく。 

２．生涯学習・社会教育を支援するスタッフを地域に紹介していく。 

３．学外の機関や団体との連携をいくつかの企画（生涯学習、男女共同参画、高齢者、地域福祉、市民協働、

総合計画等）について進めていく。 

４．半期ごとに、授業科目受講希望調査を学部別に実施していく。 

 同時にセンター運営についての要望等を収集していく。 

 平成22年3月 教養科目について試行的に実施 

 平成22年9月 人文学部専門科目について実施 

 平成23年3月 理学部専門科目について実施予定 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

① 地域ニーズの把握、茨城大学のシーズ活用のため、企業訪問・技術相談・イベント開催＆参加。 

② 共同研究・受託研究獲得推進。 

③ 地域企業と連携した競争的外部資金獲得支援。 

④ 日立地域企業と工学部、フロンティア応用原子科学研究センターの特性を活かした地域活性化を目的と

する産学官連携拠点を検討 

⑤ 「メカトロニクス中核人材育成講座」を地域企業のニーズに応え、社会人対象に実施している。本講座

は、茨城県からの委託契約として、茨城県北臨海地域活性化推進プロジェクトとして実施している。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・潮来市および周辺地域の小中高等学校の環境学習(授業・実習)に積極的に協力している。 

・内水面水産試験場や茨城県霞ケ浦環境科学センターなど県内の研究組織と連携して共同研究を行ってい

る。 

・産官学(㈱ユードム、守谷市役所・古河商工会議所、茨城大学大子合宿研修所)の協力・連携のもとCO2観
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測ステーションを茨城県内に4点設置して連続濃度計測を行っている。 

 

遺伝子実験施設： 

・大学祭等における見学対応や一般市民向け実験講座などを通じ、地域の方々への情報発信と啓発活動を進

めている。 

 

地域総合研究所： 

・東海村の第五次総合計画策定作業に多数の所員が参画し、パブリックコメントの対象にする「第一次案」

策定までこぎつけた。それと並行して、「原子力安全フォーラム」、「東海村と原子力の未来を考えるフォ

ーラム」、「東海村を原子力センターにする懇談会」などに組織的に参画し、これまでの科研費調査研究の

成果等をふまえ、政策提言を行ってきた。 

 

五浦美術文化研究所： 

・五浦美術文化研究所における「観月会」の開催、五浦プレゼンス経費による茨城県内における文化事業と

の提携・協賛、茨城県天心記念五浦美術館への所蔵品の長期貸与、茨城県北ジオパーク構想の拠点形成など

により地域連携を推進している。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・11月17日に3者連携講演会「茨城における温暖化対策の見通し」を開催し120名弱の参加者があった。また、

「茨城大学発：持続可能な世界へ」(茨城新聞社)の出版等を行った。 

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

(1)「科学に裏付けられた物づくり技術の確立」を目指して、塑性加工に係る地域企業、公設試験研究機関、

常陽銀行と茨城大学の研究者を結集した研究交流（産学官＋金）の活動を実施。 

(2)茨城大学は茨城県との「茨城県中性子ビーム実験装置の活用に係る協力協定」をもとに、茨城県がJ-PARC

に設置している2台の中性子回折装置（iBIX、iMATERIA）の維持管理・利用者支援そして高度化開発を県の委

託として実施しており、iMATERIAの試料交換ロボットが6th International Workshop on Sample Environment 

at Neutron Scattering Facilitiesでポスター賞The 1st Michael Meissner Prizeを受賞(H22.9)するなど質

の高い実績を挙げている。また、装置の利用促進を図るために中性子を活用した先導的研究にも取り組んで

いる。茨城県は、2台の装置の地域における産業利用を目指しており、これを受けて茨城大学は、産業界利用

促進のための研究会の代表者となり、また利用者の大半である企業研究者の対応・支援にもあたっており、

産業界への茨城大のアピールはとても大きなものになっている。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

・センターの施設公開「公開天文台」に市民約2,000人が参加し、宇宙の研究施設開発への理解と市民交流

の拡大が得られた。 

 

5) 地域貢献・国際交流 

・積極的に国際交流を行い、留学生の受入と派遣および研究交流を推進する。 

人文学部： 

１．連携協定校との交流充実（R132034-1） 

9月13日、人文学国際交流委員長梁継国教授が北京国際関係学院を再訪し、協定を結ぶ意志を確認し、その

実際作業に入ることの合意を得た。また11月12日に田中重博副学長を団長とする本学訪中団が北京国際関係

学院を訪問し、交流協定を無事に締結した。また2月に最初の研修学生を派遣した。 

２．英語で開講する科目の拡充（R132035-2） 

国際交流委員会に加えて、新しく国際化対応プログラムWGを立ち上げ、従来の国際交流事業（主に学生の

語学研修等）の他に、①学部単独としてカナダ・マギル大学での語学研修の充実（毎年他学部(8名)の学生を
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含めて23名が参加）、②英語による専門科目の開講、さらに、③国際教養プログラムの計画を進めている。

最終的に、平成23年度は、多くの方の協力をいただいて、昨年度と同じく8科目（16単位）を開講すること

になった。 

前期 

１．Japanese Literature I (ハリス・アイヴス)   

２．Introduction to Japanese Culture and Society I (高橋教雄)   

３．Japanese Film History（谷川） 

４．International Development and Japan's Cooperation（三輪）   

後期 

５．Geography of Japan（葉） 

６．Japanese Film History（谷川）非常勤 

７．Introduction to Japanese Culture and Society II (高橋教雄)  

８．Intercultural Communication (小林邦彦) 

３．受入プログラムの充実（R132037-2） 

平成22年度に初めてペンシルバニア州立大学（PSU）から4名のアメリカ人学生を受け入れ、茨城大学から

も2名の留学生を送り出した。留学生センターと協力して、留学生受け入れのためのプログラムをさらに充実

させる方向で検討している。現在、国際化対応プログラムWGを学部内に立ち上げ、①国際教養プログラムの

実施、②英語で開講する専門科目の充実の2点は、目的達成の可能性が見えてきた。難点は、人文学部の外国

人教員の補充ができないために、プログラムを非常勤講師に頼らなければならなくなったことである。年度

計画を滞りなく実現するためには、従来の外国人教師に代わる補充要員が不可欠であるが、現状では学長か

ら非常勤講師時間90時間分が手当てされただけであり、次年度以降の課題となろう。 

４．ペンシルバニア州立大学との新しいプログラム 

平成22年10月にペンシルバニア州立大学から共同プロジェクト（共同授業の開講）の提案があり、留学生

センターと協力して、協力する方向で検討した。プロジェクトの内容は、平成23年の秋から3年間PSUと茨城

大学の学生の相互交流であり、その内容は以下のとおりである。 

① 両校でそれぞれ授業を履修し、その間、ビデオやメール等で交流を諮り、共同でプロジェクトを行う。

② PSU の日本語専攻の学生が 1～2週間日本を訪問し、その間茨城大学で授業を履修し、継続して茨城大学

との共同プロジェクトを行う。 

なお、プロジェクト実施のためのJapan Foundation の基金の決定は、当初3月末になるとのことであった

が、地震、原発問題等のためか決定が遅れていて、4月15日現在未決定。原発問題で、PSUからの派遣留学生

が、来日を延期したとの連絡があったことは、ゆゆしき問題である。 

 

理学部： 

生物多様性に関する研究での国際交流活動 

理学部は、生物多様性が高い東南アジアの次の3大学学部・研究機関と、主として生物多様性に関する研究

と教育上の双方の発展と相互の交流を目指して国際学術交流学部間協定を結んでいる。その実績と成果は以

下の通りである。 

(1)インドネシア科学院生物学研究センター（平成19年5月協定締結）：インドネシア科学院生物学研究セン

ターは国立研究機関であり、生物多様性の研究・保全に取り組むインドネシアのみならずASEAN諸国の中心的

な研究機関である。平成20年度より、交流協定に基づいて大学推薦で申請し、採用された同センター研究員

を本学理工学研究科環境機能科学専攻の院生として受け入れている。また、同センターと本学理学部との共

同研究については、平成22年10月13日発刊インドネシア滞在邦人紙「ジャカルタ新聞」に生物多様性条約と

の関係で取り上げられた。 

(2)ベトナム科学技術アカデミー生態学生物資源研究所（平成19年6月協定締結）：ベトナム科学技術アカデ

ミー生態学生物資源研究所は国立研究機関であり、生物多様性の研究・保全に取り組むベトナムの中心的な

研究機関である。現在、本学理学部では日本学術振興会外国人特別研究員1名、日本学術振興会「論博」研究

者1名を受け入れている。 
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(3)マレーシア国立大学理工学部（平成19年12月協定締結）：マレーシア国立大学はマレーシア最大の大学

である。本学理学部とは共同研究を進めると同時に、本学理学部教員をマレーシア国立大学大学院生学位論

文研究指導教員として推薦される等、人材育成上の交流も行われている。 

国際学術交流学部間協定締結に基づく西北農林科技大学動物科技学院との国際交流 

西北農林科技大学は、中国陕西省にある農学・生物科学系の大学で、中国教育省の指定する全国重点大学

の一つである。 

 本学理工学研究科で修士・博士の学位を取得した陳俊博士が教授をつとめている動物科技学院との間で、

半乾燥地の草原生態系の植生と生産力に関する共同研究を開始した。平成21年の夏に黄土高原の植生回復試

験地で草原管理の効果について現地調査を行うとともに、研究交流セミナーを行った。その際に草原生態系

の共同研究を持続的に発展させることを確認し、平成22年に学術交流学部間協定を締結するために努力する

ことを決めた。 

 平成22年6月から協定書の文案の作成に取りかかり双方の合意に至った。理学部学術委員会と企画運営会議

の議を経て、9月開催の理学部教授会で本協定の締結が承認された。日本語、中国語、英語の協定書を作成し、

10月19日付けで、理学部長と動物科技学院長の間で署名を取り交わし、協定が成立した。 

 

工学部： 

 学生国際会議を継続発展させた。また、卒業・修了留学生の同窓会発足を中心とした海外拠点を作る準備

を行った。 

 

農学部： 

インドネシア三大学を中心とする海外の交流締結校とのダブル・ディグリー教育プログラム（DDEP）に関

するFDや国際交流シンポジウムを開催、併せて検討教員の相互訪問により同プログラムに関する綿密な打ち

合わせを行い、ほぼ平成23年度からDDEPの開始の体制を整えることができた。 

具体的には、学生の募集要綱と運用に必要な制度の設計（教育体制、講義内容、研究分野等）の整備など。

また、大学からの予算支援により国際交流会館を新設し、今後の短期・長期の留学生の受入れ、研究者の受

入れ時における住居の確保が極めて円滑を進める体制が整った。 

このように、これまで以上に農学部における国際交流を積極的に推進する取り組みであることから、特筆

すべき取組といえる。 

 

大学教育センター： 

留学生センターと協力して外国語科目として「日本語」を16本開設し、本学の留学生に少人数による手厚

い日本語教育を行っている。また総合科目の中に「社会・国際系」科目を設け、国際交流の重要性を教える

とともに、「人間・文化系科目」の中の「アメリカ文化理解」ではイースト・ワシントン大学へ学生を派遣

して英語とアメリカ文化の研修を行っている。 

 

学術企画部： 

○ 国際交流の推進に関する中期計画等の着実な実施などを踏まえ、本年度から新たに措置された国際交流

事業推進経費（5,500千円）を戦略的かつ効果的に活用すべく検討を行い、支援する取組を選定した。 

  具体的には、連携協定校との取組であるとともに、十分な実績があり、かつ、今後のさらなる展開が期

待できるなどを評価し、「インドネシア3協定大学（ガジャマダ大学、ボゴール農科大学、ウダヤナ大学）

を中心とした①アジアのサステイナビリティの教育研究の展開と②大学院博士課程のダブルディグリー・

プログラムの構築に向けた取組」に対して支援することとした。 

さらに、当該事業が、全学的な取組として展開していくために国際交流事業実施実行委員会を設置して

部局間の連携体制を整えた。 

○ 国際交流委員会と留学交流委員会が連携して、国際交流協定校との交流の充実を図るために交流事業を

調査し、その結果に基づき、各協定校との交流状況を点検して、重点国際交流事業の選定に活用するとと

もに、交流事業の見直しや充実のための課題を整理した。 
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○ 大学が重点的に支援する重点国際交流事業制度を新たに制定し、国際交流協定を締結している35校の中

から3年間の重点国際交流事業として、3交流事業を選定した。 

 3交流事業の選定にあたっては、学内から提案のあった6交流事業について国際交流委員会及び留学交流

委員会を審査した上で、学長が3交流事業を選定した。 

 3交流事業については、①ベトナム国家大学との「ベトナムにおける自然災害と気候変動の影響に関す

る共同研究と教育プログラムの開発」事業、②ボゴール農科大学（インドネシア）との「ダブルディグリ

ー・プログラム関連事業の一環としての共同開講授業の展開と高度化」、③プーケット・ラチャパット大

学理工学部（タイ）との「サステイナビリティ学教育プログラムの国際実践教育演習」であった。 

 

留学生センター： 

１．平成21年度に締結された静宜大学（台湾）とペンシルバニア州立大学（米国）との学生交流協定に基づ

き、平成22年4月より交換留学生の受入・派遣を開始し、派遣先の多様化に貢献している。特に静宜大学

との学生交流協定の締結は、中国語に関しては、これまで中国本土の大学との交流協定だけであったが、

これにより学生の選択の可能性が広がる。 

２．学生交流協定先の多様化のため、平成21年度から交渉を続けてきたタイのトゥラキットバンディット大

学（DPU）との学生交流協定が9月開催の国際交流委員会で承認され、10月に交流協定書交換が完了した。

これにより平成23年度から東南アジアの大学であるDPUとの交換留学生の受入・派遣が可能となり、平成

23年度には4名の交換留学生を受け入れる予定である。 

 

遺伝子実験施設： 

・専任教員および学部教員による教育及び共同研究等により、留学生や外国人研究者による施設利用を積極

的に進めている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・国際実践教育演習においてタイ国プーケット・ラチャパット大学と合同で演習を実施した。また、インド

ネシア3大学、ベトナム国家大学との研究・教育交流を活発に推進している。 

 

6) 運営 

・社会の要請を的確に運営に反映し、高等教育を円滑に推進する。 

工学部： 

 近隣の研究機関(JAEA等)、行政機関(東海村等)、企業(日本原子力発電など)に対して、茨城大学の大学院

教育への要望や期待していることに関してヒアリングを実施した。 

 

農学部： 

①教育GPを本格的に実施し、食育教育の充実を図った。 

②一般市民公開で「霞ヶ浦シンポジウム」を開催し、茨城県の環境問題に関する社会連携活動を推進した。

③茨城医療大学の教員等と連携して「園芸セラピー」の活動を展開した。 

 

大学教育センター： 

「大学生の就業力育成支援事業（GP）」に申請・採択されたことを契機に、それまで主として部局単位で

あった就業力育成関係の取り組みを大きく転換して大学教育センターを司令塔とし、全学実施委員会－各専

門部会－各学部委員会という一系列の組織を新設して、全学的で体系的な体制整備を進めた。 

まず、「全学的・体系的整備」の旗印として、育成すべき能力の総体を「根力（ねぢから）」と定義し、

社会人基礎力をベースに茨城大学独自の要件を加えて以下のように定義した。この定義は、今後具体的な作

業・検討を進める中で、より相応しいものへと高めていく計画である。 

 教育内容に関しては、根力養成（必修6単位）－根力強化（選択4単位）－根力実践（選択2単位）の3段階

からなる根力育成プログラムを設定した。これを「PBL技法の活用」「インターンシップの拡充」「SA制度の
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新設」「電子ポートフォリオの導入」等により、実のあるカリキュラムとして整備・運用していく。 

 また各部局が個別に実施してきた就業力育成支援関係の各種施策を、電子ポートフォリオを基軸にパッケ

ージ化して、入学から卒業までの学生活動情報を一元的に管理し、学生対応を行う各センター・各部署等で

学生情報の共有体制を構築することを目指している。 

 以上の体系の中で、教養教育は「根力養成」部分を担う。 

①フレッシュマンゼミナール 4単位（必修） 

②キャリアアップ科目群 2単位（選択必修） 

根力養成プログラムでは、全学部を通じて「土台」となる統一性の高い内容を・大人数を相手に・多様な

授業形態を組み合わせて・効率的に行い、教養教育の実践を通じて蓄積されてきたノウハウを活用すること

にしている。 

 

総務部： 

(1)主要会議の効率化及び運営方法の改善について、ペーパーレス会議の導入、資料の事前送付、説明概要

の作成及び最長会議時間の設定・厳守などを実施した。また、主要会議情報の提供について、議事概要公開

時期の短縮等を実施した。 

(2)理事、副学長等の職務分担当を明確にし統括組織を整理するため、「国立大学法人茨城大学の理事、副

学長、学長補佐及び学長特別補佐の職務等に関する内規」を制定した。 

(3)事務支援室の郵便集配一元化、契約課の事務局4部旅費計算集中化など業務の体系化を進めるとともに、

全学横断的な事務処理を行うため広報室・評価室に対応した広報グループ、評価・大学改革グループを設置

した。 

(4)全学の広報及び情報収集体制を再構築し効果的な情報発信を行うため、広報室及び広報グループを設置

した。第1回広報室会議で承認された平成22年度事業計画に基づき、入学式保護者向けTV中継、公式ウェブサ

イトリニューアル公開、オープンキャンパスの情報発信、取材等、茨城大学と茨城県高校長協会等との連絡

協議会、本学会場における広報室主催の定例記者会見(学長出席、6月・9月)などを実施した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

① 第3期最終年度を迎えたVB部門29チームにおけるベンチャーマインドの実践・教育。 

② VB部門29チームのプロジェクトを終了して、企業との共同研究や技術移転を促進するための研究開発や

教育活動に対する支援を行い、将来のベンチャー創出や企業内での事業化を目指す「イノベーション創成

プロジェクト」を創設。プロジェクトのフェーズによって、1）ベンチャープロジェクトと、2）インキュ

ベートプロジェクトを設けて、1）として9件、2）として3件選定した。平成23年度よりスタートする。 

 

遺伝子実験施設： 

・GM食品などの遺伝子組換えに関する正しい情報を広く社会に提供するため、実験講座などではカルタヘナ

法やGM食品に関する講義を取り入れている。また、ホームページでも情報提供に努めたいと考えている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・「サステイナビリティ学教育プログラム」の運営に対して外部委員の意見を聞くと同時に、外部評価を行

う。 

 

7) 運営 

・健全な財政を維持し、資産を有効に活用する。 

工学部： 

 施設の有効利用のため、工学部キャンパス全室の利用状況調査を行い、その結果を踏まえて活用効率の改

善を図った。 

 

農学部： 
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①体育館の使用を開始し、本学の体育の授業以外に、東京医大霞ヶ浦看護学校の身体活動の授業にも提供し

た。スポーツ系課外活動部による体育館の利用率が高い状況で運用された。 

②阿見町文化財として指定された物品の説明文等の整備を行った。 

 

大学教育センター： 

教室中心の共通教育棟2号館を授業のない土・日曜日を中心に積極的に外部に貸し出しを行っている。本年

度は延べ32日、計13団体に教室を貸与した。 

 

財務部： 

①資金運用による有効活用 

余裕資金の範囲内で定期預金による資金運用を行い、その運用益を原資として平成22年度から学生奨学金

の給付事業を行っている。 

②不用物品のリユースによる有効活用 

ガルーン（学内グループウェア）の全学掲示板に「全学リユース（再利用）情報を掲載し、再利用希望者

を募り物品（資産）の有効活用に取り組んでいる。 

③固定資産（土地・建物）の貸付による有効活用 

教育・研究事業に支障のない範囲で、固定資産（土地・建物）を学外者に有償で使用許可を行い、有効活

用している。 

○茨城県内文部科学省4機関による共同調達事務実施のための協定を締結し、平成23年度から実施する。（平

成23年2月協定締結）【筑波大学、筑波技術大学、高エネルギー加速器研究機構、茨城大学】 

○毎年、施設の有効活用を行うための調査を実施し、資産を有効に活用する。 

光熱費の縮減 

・エネルギー使用の分析を行い、施設・設備の効率的な運用を行い光熱費の縮減を図る。 

低炭素活動の実施 

・環境活動推進プロジェクトチームにより低炭素活動実践計画を作成中である。 

低炭素活動実践計画により環境教育、省エネルギー、資源の有効利用等組織全体で、低炭素活動を実践する

体制を整え、地球環境問題に取り組む。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

① 配分予算：これまでの配分を見直し、管理部門と各部門毎に予算配分を見直し有効化を図った。 

② 老朽化していた什器等を、リユース物品等を有効活用している。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・宿泊施設の利用率を向上させた。 

 

遺伝子実験施設： 

・利用者からは受益者負担として登録料、消耗品代、有料実験台使用料などの利用料金を徴収し、管理運営

に当てると共に、水光熱費や事務費などの経費節減に努めている。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

・特別経費（プロジェクト分）の概算要求に加えて、環境省地球環境研究総合推進費S-8、早稲田大学・ブ

リジストンW-BRIDGE研究助成、科研費などの外部資金を獲得した。 

 

大学院教育部： 

・大学院共通カリキュラム実施のための特別経費事業を行い、点検評価を実施する。 

 

8) 運営 
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・安全・安心な施設を整備し、健全な環境を維持する。 

工学部： 

 各建物内の安全パトロール（改善指示、改善報告、再チェック）を順次実施すると共に、電気配線、薬物

保管の状況調査を行った。また、E1棟改修に伴う外構整備を行い、車と歩行者を分離する安全を重視した設

計とした。 

 

農学部： 

 安全衛生委員会が中心となって、労働環境の点検と改善をさらに推進した。 

 

大学教育センター： 

共通教育棟1号館西棟の再整備を進めるため、施設課を事務担当としてワーキンググループを編成し、検討

を行い、教室等の再配置と整備を全学的に決定した。これに基づいて整備が進めば、より安全で安心な教育

環境が整えられることになる。 

また毎学期教員から教室についてアンケート調査を行い、緊急度・必要度の高いものから整備・改修に努

めている。 

 

財務部： 

（水戸キャンパス）・・・関連の年度計画 R520067-3 

○平成22年4月から、第一期に整備したカーゲートの運用を開始し、構内車両動線を制限し、歩行者の安全

確保を図った。 

○西第二通用門（西側駐車場出構口）に歩行者等に車両出構を知らせる警告灯を設置し、さらなる安全の確

保を行った。 

○夜間の巡回警備について、平成22年3月までは、水戸キャンパスを警備会社へ委託し行っていたが、平成

22年4月から、水戸キャンパスの隔地となっている水戸地区の学生寮及び国際交流会館の巡視を行い、寄宿学

生の更なる防犯に努めている。また、平成22年10月から運用を開始した渡里地区駐車場の巡回警備を行って

いる。 

○水戸キャンパス駐車場・駐輪場の配置計画を策定した。 

○施設・設備の安全確保 

・未改修建物の点検・評価を行い、整備計画を立案する。 

・建物及び構内施設のパトロールを行い安全・安心な施設及び環境維持に努める。 

・文京2、中成沢、大津町団地計10棟の耐震診断を行い、安全な環境を維持する。 

・全建物について火災予防を図るため、電気及びガス設備等の点検を行った。不具合について改善し、安全

を確保した。 

 

図書館： 

図書館本館では、書架不足を解消するために、館内のレイアウトを変更し、書架を増設して適切な図書の

配架をおこなっている。しかしながら、昭和46年に竣工された本館は、およそ40年が経過しており、耐震強

度が低く、書架不足による図書の床積み、学習室の環境悪化、書庫の一部天井のアスベスト対策など、老朽

化による諸問題を抱えている。このため、新サービスを視野にいれた増築と耐震改修によって問題を解決し、

快適で安全な図書館を整備するため、全学的に、概算要求に向けた検討を行い、新図書館コンセプトをまと

めた。 

名誉教授の学術研究活動を支援するために、本館の古文書等貴重資料の保存室を改修して名誉教授室を新

設し、11月4日、オープニングセレモニーを挙行した。閲覧席3席、資料閲覧用のテーブル、パソコン、プリ

ンターを用意し、開館時間中自由に利用できる環境を整えた。 

学生の学習環境を改善するため、利用者に館内利用を適切に案内するため、本館の館内一部を改修した。

具体的には、2階の学習スペースを増やし、新しい学習形態を支援する学習環境「ラーニングエリア」（仮称）

を整備し、図書館資料を利用しながら授業等ができる「セミナールーム」、「古文書整理室」を新設した。
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工学部分館では、組み合わせやレイアウトを自由に変えられる家具を配置したグループ学習室を新設した。

少人数のグループ学習だけでなくリテラシー教育にも対応できる。 

 

ＩＴ基盤センター： 

平成24年3月末の計算機システム及びネットワークシステムの更新・導入に向けた仕様策定員会を設立し、

導入説明会を開催した。また、ネットワークの10Gbps実現に向け、SINET4において学外接続の最大10Gbpsま

で増速可を確保した。なお、SINET4への切替は平成23年3月24日に行った。更に、補正予算によって、キャン

パス内光回線の更新を行い、建物間では最大40Gbpsの帯域確保が実現される。 

 

保健管理センター： 

 致死率に応じた新型インフルエンザの「行動計画」「業務継続マニュアル」（案）を策定した。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

① イノベーション創成機構棟（N5棟）腐食・老朽化した非常階段を改修した。 

② 工学部技術部(支援室)の協力を得て、局所排気装置（ドラフトチャンバー）等の保守整備を行っている。

③ 工学部技術部(支援室)の協力を得て、N5棟周辺の環境整備（整地・歩行路整備等）を行っている。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・調査船を更新して実習・調査の安全性を向上させた。 

 

遺伝子実験施設： 

・共同利用施設で多数の教員・学生が利用し、また、ｱｲｿﾄｰﾌﾟ実験、遺伝子組換え実験を実施する施設のた

め、安全委員会他各種委員会と連携し、法律の遵守と安全な実験の確保に努める。 

 

五浦美術文化研究所： 

・五浦美術文化研究所内の旧天心邸の補修工事、耐震対策、防火・防犯体制の強化についてのプログラムを

作成中であり、今年度末までには具体的整備等を行う予定である。 
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２．特色ある取組みについて 

教育学部： 

(1) 大学院GPについて （対応する計画施策：教育プログラムの多様化（R111g06-2）） 

文部科学省の平成20年度大学院教育改革支援プログラム事業（大学院GP）に応募し採択された「地域教育

資源開発による高度教育専門職養成」を、平成20年度の試行をふまえて、平成21年度から正規のカリキュラ

ムとして実施している。多様な授業形式（講義・演習・実地研修・講演・シンポジウム）を取り入れ、新し

くかつ充実した教育内容を展開して、大学院教育を活性化させている。専門委員会と大学院GP調整室がマネ

ジメントし、授業担当教員を始めとして、研究科全体で取り組んでいる。このプログラムでは、茨城の主要

産業である｢養豚」に関する多様な実地研修を活用して、地域理解を踏まえた教育実践力育成のための新しい

方法を提示し、学外での教育モデルの充実を図っている。 

今年度は最終年度であるが、授業は順調に実施され（1年次「地域教育資源開発フィールドスタディ」（前

期・必修）「授業展開ケーススタディ」（後期・必修）、2年次「教科コラボレートケーススタディ」（前期・

選択））、授業外の行事として、10月に公開シンポジウム、2月にポスターセッションと講演会を行った。ま

た、点検評価作業として、7月前期終了時の授業アンケート、2月に外部評価および学生・教員参加の反省・

検討会を行った。これらをふまえて、7月末から平成23年度の体制、カリキュラムの検討を開始して、検討し、

新年度のさらなる充実をめざした。かくして、「大学院GPを実施し、期間後もその成果を活用して教育プロ

グラムを多様化する」という計画施策は、高いレベルでの達成が見込まれる。 

(2) 学部と附属学校園との連携の促進について（対応する計画施策：学部と附属学校園の共同研究事業の促

進（R133039-1）） 

 附属学校園についての中期計画の実現のためには教育学部と附属学校園とのしっかりした協力・連携関係

が必要である。今年度は、これまでの協力・連携関係を土台にしつつ、第2期中期計画期間の初年度として更

なる協力・連携関係を構築して来ているが、それが順調に進むとともに、学部と附属学校園の共同研究の進

展がめざましい。以下に、特徴的な事項を列挙する。 

①附属学校運営委員会事務局の設置（4月） 

附属学校の運営機能の改善と学部・附属の連携強化を目指して、事務局を設置した。 

②「茨城大学教育学部教育研究連携推進委員会」の設置（9月） 

9月15日の教育学部教授会において委員会規則が制定され、同日より委員会が立ち上がった。これによっ

て、従来、主に個人的な関係で行ってきた学部と附属の教員による共同研究などは、すべて本委員会を通

じて公式に行い。委員会はこれらの教育・研究活動を様々な形で支援する。 

③学部長経費による「学部・附属共同研究」の助成（6月） 

教育実践総合センターが「学部・附属共同研究計画」を学部及び附属学校教員を対象に募集したところ、

学部、附属から合計12件の応募があり、結局、助成額を増額して7件を採択した。これは、②の推進委員会

の設置を見込んで先行実施したものであり、連携事業の中核をなすものとなった。 

④学部・附属教員の教科別・領域別交流会 

⑤教科別研究会 

これらの施策の実施により、学部と附属学校園の共同研究は格段に発展し、学部と附属の全教員を対象に

共同研究の（実施中を含めた）計画書を提出してもらったところ、2月末現在で76件もの共同研究が行われて

いることが判った。かくして、「大学・学部と附属学校が連携して附属学校の活用を図るため、組織的な取

り組みにより研究・教育を促進する」という計画施策は高いレベルでの達成が見込まれる。 

 

工学部： 

研究推進：重点研究テーマへの工学部としての取り組み。 

新任者への研究立ち上げ支援金や若手教員への研究奨励金を新設、科研費申請者への研究費補助、学長表

彰を受けた教員へ副賞（研究費）贈呈など、研究活性化策を実施する。 

教育： 

特色ある取組み（大学院改組関連） 

・理工学研究科では、学部と修士課程の6年一貫教育の充実を図ると共に、学生・社会、地域の要請に応 
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えるために後期課程の改組について検討している。文科省との交渉の結果、平成25年度を目標に大学院

理工学研究科の後期課程の改組を行う。 

(1)後期課程の改組 後期課程では、次のような社会・地域の要請に応えるために、教育組織及び教育編成

の見直しを行う。(a)大学院博士課程での人材育成に対する社会的要請への対応、(b) 国の科学技術政策

に対する研究者養成機関としての対応、(c) 原子科学関係の研究者・技術者の人材養成部門の強化、(d)

サステイナビリティ学の専門家、研究者の育成強化 

(2)そこで工学部としては、理学部、人文学部、教育学部と連携して、後期課程の教育カリキュラムの中 

で開講予定の各教育プログラムの充実を図る。また、後期課程では、学位取得後の進路先に半数近く民

間企業に進むことを考慮して、人材養成の目的を従来型の研究者養成のみならず、高度職業人養成コー

スを設けることで、社会のニーズに応えることにする。 

(3)前期課程の改組 前期課程では学部と連携して6年一貫教育を更に充実させるとともに、向上心のある

学生のため、ならびに魅力ある大学院とするため、副専攻的な性格を持つ教育プログラムを用意する。

現在検討中の教育プログラムとして、原子力プログラム、量子ビームプログラム、ロボティクス・サイ

バネティックスプログラム、サステイナビリティ学プログラム、先進創生情報学プログラム(プログラム

名は全て仮称)を計画している。これらのうち、たとえば先進創生情報学プログラムは既に以下のような

実績をもつプログラムを改編して設立する予定である。 

(4)北関東4大学（茨城大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学）が編成する4大学連携協議会が発案して、

平成20年度に発足した先進創生情報学教育研究プログラムの運営は、主幹校である茨城大学においては

平成20年度4名、平成21年度6名、平成22年度7名のコース生を受入れるなど、茨城大学を中心に順調に推

移してきている。しかしながら平成24年度以降群馬大学が撤退を表明しており、埼玉大学も消極的な姿

勢に転じている。そこで茨城大学では、このプログラムを平成24年度に向けて発展的に解消し、茨城大

学独自のプログラム、または茨城大学を主軸とする大学院間連携教育プログラムとして、「茨城大学大

学院先進創生情報学プログラム」（仮称）に改編することを計画中である。 

大学院部局化： 

・工学部では平成24年度に大学院部局化を実施する方向で検討を進める。 

  (1)現在、工学部に所属している全教員を大学院理工学研究科に所属する教員とする。部局化することに

より大学院教育をより充実させて、大学院教育を重視した6年一貫教育による大学院修了生の質の保 

証を社会にアピールすると共に、大学院への進学率増加により、茨城大学の研究力の底上げを図る。

研究企画推進体制： 

工学部では組織的研究推進体制を充実し、研究企画推進機構の研究推進体制を踏襲する。具体的には、

重点研究、推進研究、基盤研究のピラミッド構成に基づいて組織的な研究支援を行う。工学部では、地

域と密着した研究を推進するため、上記の機構とは独立に産学官連携イノベーション創生機構と連携し

て地域企業との継続的な共同研究や、地域企業と連携した研究成果の事業化を推進する。そのため共同

研究件数、共同研究費の両方を増加するための方策を検討する。 

 

農学部： 

第1期において農学部と隣接する東京医科大学茨城医療センターとの2大学間研究交流セミナーを発展的に

解消し、平成22年度からは同センターに加え茨城県立医療大学との阿見地区3大学間研究交流セミナーに拡大

して実施することとなった（11月25日に開催）。このような交流を通じ、互いの施設の有効利用や共同研究

の企画と実施が進展することが期待される。 

第1期中において教学支援ワーキンググループを中心に検討を重ねてきた初年次学生から3年次学生に対す

る学習支援を平成22年度から実施に移した。具体的には、初年次生の宿泊オリエンテーション（前学期に実

施）の実施、学生担任制度、クラス委員制度を導入した。これらによりきめ細かく学習支援を進めることが

できるものと期待している。 

教育の国際化推進において、本学の授業科目である「グループ課題演習」と「熱帯農業フィールド実習」

をインドネシア・ボゴール農科大と共同実施し、ボゴール農科大でも本授業科目の単位化が図られた。また、

ボゴール農科大との打合せを重ねて、ダブル・ディグリー教育プログラムの内容をほぼ完成させた。現在、
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学内規則の調整に入っている。 

 

大学教育センター： 

・総合英語の履修システムの改善として、従来の入学直後のプレイスメントテストによる習熟度クラス分け

をセンター試験の結果を利用しておこなうことに替えたこと。このことで、第一回目の講義から英語授業を

展開できるようになった。 

・学内の教育改善経費を活用して、総合英語習熟度別クラス履修管理システムを導入した。これによって、

全学生一人一人に関する習熟度別クラス配置、履修状況、単位修得状況の一括管理が可能になり、習熟度別

カリキュラム運用の合理化をすすめた。さらに、このシステムは学生の総合英語履修パターンを明らかにし、

カリキュラムの改善や質の保証に必要な基礎資料を提供する。同時に履修に遅れのある学生の早期発見、学

習相談が可能になった。 

 

総務部： 

・平成22年度入学式について、入学生の父兄等に便宜を図るため、別室にテレビモニターを置き、式典のテ

レビ中継を行った。 

・茨城県三の丸庁舎サテライト教室について、平成22年度から利用者の使用料負担を無料とし、利用者の利

便性を図った。 

・茨城大学公式ホームページをリニューアルした。日経BPコンサルティングが全国の大学ホームページの使

いやすさを調査した「全国大学サイト・ユーザビリティ調査2010／2011」において、前回調査151位から24

位に上昇し、高く評価された。 

・大学運営等に関する意見・要望等を踏まえて業務等の改善を推進するため、茨城大学公式ホームページに

投稿窓口を設けた。投稿された案件は、①執行部へ報告、②関係部署で対応策等を検討し決定、③対応策等

を執行部で了承、④対応内容をホームページに掲載、の順で手続きを行い、対応の迅速化・透明化を図った。

・文部科学省及び（独）国立大学財務・経営センターが発刊しているメールマガジンは、文教関係の最新ニ

ュースや各大学と取組事例など、本学にとって有益な情報が掲載され大学運営に役立てることができること

から、幹部教職員等に一括して配信できるようにした。 

 

財務部： 

光熱費の縮減 

・エネルギー使用の分析を行い、施設・設備の効率的な運用を行い光熱費の縮減を図る。 

低炭素活動の実施 

・環境活動推進プロジェクトチームにより、環境マネジメント計画を作成中である。 

環境マネジメント計画により環境教育、省エネルギー、資源の有効利用等組織全体で、低炭素活動を実践す

る体制を整え、地球環境問題に取り組む。 

・省エネルギー対策強化を図るため、エネルギー管理員資格既取得者2名に加え、農学部2名、工学部1名、

水戸地区6名がエネルギー管理員の資格を取得し管理を行う。 

・個別空調の効率的な管理運用を行い、省エネルギー対策を強化した。 

 

ＩＴ基盤センター： 

業務記録一覧の公開によるユーザー利便性向上の試み 

業務概要を付した、IT基盤センター業務記録一覧の公開（但し、IT基盤センター管理情報は除く）によっ

て、センター利用者への利便性提供を図っている。現在は、メールによる利用者からの質問・相談とその回

答、センター内の技術的情報交換を中心にH21年度分を公開している。 

 今後は、より機動的、機能的な提供も準備を進める。 

東日本大震災時における大学緊急Webの立ち上げ 

 3月11日に発生した東日本大震災によって大学の計算機及びネットワークシステムが停止した。しかし、

在校生・教職員、入学試験応募者、あるいは関係諸方面への情報発信のため、外部ボランティア等の協力を
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得て、3月14日、学外に大学緊急HPを立ち上げ、各種情報の発信環境を確保した。 

東日本大震災時における計算機及びネットワークシステムの再起動と管理 

 3月11日に発生した東日本大震災によって大学の計算機及びネットワークシステムが停止した。これに対応

するため、3月14日の一時的な学外における大学緊急HPの立ち上げ後、学長指示により3月15日に計算機及び

ネットワークシステムの再起動を試みて、そのほぼ正常な動作を確認し、利用に供した。また、水戸キャン

パスでは、3月18日の通電に伴って、センター水戸支所のサーバ再起動を行い、水戸キャンパスにおける機器

利用環境を提供した。 

 

保健管理センター： 

・独立行政法人日本学生支援機構と本学が共催で、平成22年度北関東・甲信越地区メンタルヘルス研究協議

会を開催した。各大学から学生支援に携わる教職員60名参加し、メンタルヘルスに関する研修を積んだ。 

・大学教育推進プログラム（教育GP）「初年次からの食のリスク管理教育プログラム」に保健管理センター

管理栄養士が研究協力者として参加した。 

 

留学生センター： 

１．学生交流の派遣先の多様化ならびに留学生の受入と派遣の推進のため、米国およびアジアの大学との学

生交流協定締結に向けて協議を行った。韓国国民大学校と協定締結に関する協議を行い、平成23年3月22日に

協定を締結した。米国アラバマ大学バーミンガム校とも協議を終え、23年度からは授業料相互不徴収で学生

の相互派遣・受け入れが可能となる見込みである。 

２．交流協定校からの留学生に対する宿泊施設充実のため、平成21年度から水戸地区の国際交流会館の改修

を行い、平成22年度で全ての改修を終了する。（更に今後、日本人学生用の学生寮の一定数の部屋を留学生

に開放することが可能であるかの検討が開始される予定である。） 

３．今年度から、留学生の支援強化及び日本人学生との交流促進のため、チューター長を設置し、チュータ

ーの組織化を進めることで、学内における新たな国際交流イベントの企画体制の強化を図った。また、チュ

ーター間のメーリングリストを開設することで、留学生支援に関する情報交換を行える環境を整えた。 

 

生涯学習教育研究センター： 

・本センターが中心的役割を果たしているNPO法人「ひとまちねっとわーく」が茨城県南生涯学習教育研究

センターの指定管理者となり、今後5年間、その運営に従事することになった（年間予算1億6千万円）。これ

に伴い、本センターのサテライトとしての機能を発揮することが可能となった。 

 

産学官連携イノベーション創成機構： 

１）日立地域企業と工学部、フロンティア応用原子科学研究センターの特性を活かした地域活性化を目的と

する産学官連携拠点を検討している。将来像や具体的な連携手法案を地域企業へ説明する過程で、それら案

の修正や合意形成のため地域企業と濃密な意見交換が不可欠であることが判明した。そのため意見交換の場

を新たに設定し運用を開始する予定である。 

２）地域企業のニーズ把握のための企業訪問活動を重視している。企業訪問に当たっては自治体と協力し自

治体内にある工業団地の企業に対して、自治体首長から茨城大学が企業訪問することを周知していただき、

茨城大学からは企業訪問に対するアンケート調査を実施して企業の意向を理解した上で訪問している。 

３）産学官それぞれの分野を代表する外部機関の権威者に依頼して、茨城大学が法人化した平成16年から平

成21年度までの6年間の産学官連携活動についての外部評価を受査した。この結果はイノベーション創成機構

関係者で検討して、今後の活動に反映させる。 

 

機器分析センター： 

作業環境測定 

平成16年の法人化以後作業環境測定の実施が義務付けられ、当初測定は業者に委託していた。しかしこれ

を自前で実施することになり、平成18年度からセンターの業務に作業環境測定が加わった。資格の修得、測



－204－ 

定法の修得、測定機器の整備等経て、平成19年度からは第一種作業環境測定士資格を取得した技術職員2名が

労務課および工学部技術部と協力して測定を開始した。初めは限られた測定しかできなかったが、現在では

デザイン、サンプリング、分析、評価のすべての作業環境測定を行っている。測定は半期ごとに実施し、そ

の結果は学長に報告書として提出し、労働安全衛生の維持・向上に役立てられている。従来のように測定を

外部委託していた場合と比べて、経費の大幅な節減に貢献している。大学が自主測定に取り組んでいる事例

は全国的に少なく、その取り組み状況の発表を依頼されることもある。 

（１）実施時期 

・前期のサンプリングは5月10日～6月24日、分析は5月10日～8月3日。後期のサンプリングは10月22日～

12月8日、分析は10月22日～（現在も分析中）。 

（２）測定実績  前期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        後期 

事業場 測定対象物質 単位作業場数 

水戸地区 

  

有機溶剤 48

特定化学物質 74

粉じん 2

阿見地区 

  

有機溶剤 31

特定化学物質 77

日立地区 

  

有機溶剤 17

特定化学物質 12

粉じん 1

合計   262

 

（３）今年度の新たな取り組み 

・特定化学物質障害予防規則等の改正でニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る）

の作業環境測定を新たに実施した。 

・粉じんの作業環境測定を新たに実施した。 

（４）発表状況 

・平成 22 年度茨城大学工学部技術部研修会（9月 3日）にて「本学における鉱物性粉塵の作業環境測定に

ついて」（関根守・武田誠・塙浩之・崔瑄娥）で発表。 

・第 28 回大学等環境安全協議会総会・研修会実務者プログラム（11 月 25 日）にて「大学等における作業

環境管理（化学物質等）の現状と課題について」で発表。 

・大学等環境安全協議会会誌「環境と安全」（2011 年，第 2 巻，第 1 号）に「茨城大学における作業環境

管理の現状と課題」（関根守）で掲載予定。 

（５）その他 

・平成 23 年 1 月 20 日に山形大学工学部技術職員がセンターを訪問した。作業環境測定の自社測定の取り

組み状況について説明した。 

局所排気装置の自主点検・メンテナンス 

事業場 測定対象物質 単位作業場数 

水戸地区 

  

有機溶剤 49

特定化学物質 82

阿見地区 

  

有機溶剤 31

特定化学物質 74

日立地区 

  

有機溶剤 19

特定化学物質 9

粉じん 2

合計   266
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平成18年度からセンター職員が労務課および工学部技術部と協力し、学内の局所排気装置の自主検査実施

している。また、不具合を発見した場合にはその場でメンテナンス作業（ファン軸受グリスアップ、Vベルト

交換・張り調整、湿式スクラバー清掃、乾式スクラバープレフィルター清掃・活性炭交換等）を行う等のサ

ービスを提供している。検査は年1回実施し、その結果は学長に報告書として提出し、労働安全衛生の維持・

向上に役立てられている。 

（１）実施時期 

・9月27日～10月29日。 

（２）実施実績 

・3事業所、合計133台。 

（３）発表状況 

・第28回大学等環境安全協議会総会・研修会実務者プログラム（11月25日）にて「大学等における作業環

境管理（化学物質等）の現状と課題について」で発表。 

・大学等環境安全協議会会誌「環境と安全」（2011年，第2巻，第1号）に「茨城大学における作業環境管

理の現状と課題」（関根守）で掲載予定。 

外部評価点検 

 12月6日に4名の外部評価点検委員による外部評価点検を受けた。この結果は報告書としてまとめ、4月中に

関係部局および教員に配布する。 

 

広域水圏環境科学教育研究センター： 

・広域水圏センター日立地区の教員がサステイナビリティ学関連研究の主要メンバーとして参画している。

・広域水圏センター潮来地区の教員が霞ヶ浦環境保全研究の主要メンバーとして参画している。 

・本部のある潮来市および周辺地域の小中高等学校の環境学習(授業・実習)に積極的に協力している。 

・内水面水産試験場や茨城県霞ケ浦環境科学センターなど県内の研究組織と連携し霞ヶ浦の生物群集に関す

る共同研究を展開している。 

・産官学(株式会社ユードム、守谷市役所・古河商工会議所、茨城大学大子合宿研修所)の協力・連携のもと

CO2観測ステーションを茨城県内に4点設置して連続濃度計測を行っている。 

 

遺伝子実験施設： 

・学内共同利用施設としての役割に加え、地域貢献、理科教育 特にバイオテクノロジーの啓発活動、加え

て受験生獲得の一環として様々な学外向け実験講座や模擬授業等を実施している。  

１）実験講座 単独や他の団体との共催で実施、また、JSTや茨城県からの支援を得て実施している。参加

者は130名にも及ぶ。 

(ア)親子バイオ入門講座：7月3日 20名 科学技術館（東京北の丸） 

(イ)高校生のためのバイオテクノロジー実験講座：8月3、4日 32名（遺伝子実験施設） 

県内14の高校に加え、静岡県からは本学受験希望者が参加、毎年複数の本講座参加者名が茨城大学を

受験、入学している。 

(ウ)茨城県立伊奈高 体験実験： 10月5日 37名 遺伝子実験施設： 単独高受入は初めて。 

(エ)一般市民向けバイオテクノロジー実験講座：11月27、28日18名 都立科学技術高校（錦糸町） 

(オ)一般市民向けバイオテクノロジー実験講座：12月4、5日18名 遺伝子実験施設 

２）模擬授業等 

下館一高、牛久英進高、下妻一高、土浦二高： 広くバイオそして本学のPRを進めている。 

３）高校へのレンタルサービス 

DNA体験実験用のピペッターや電気泳動槽 そしてDNAサンプル、テキスト電子ファイルなどハード、ソ

フト面で実験に必要な一式を貸し出している。  

今年は、水戸近隣の生物教員研修 及び 土浦一高で授業用に貸し出した。 

これらの企画に対しアンケートをとると「大変有意義で面白かった」、「役に立った」等と感謝の言葉を

頂いている。加えて、実際に講座参加者からほぼ毎年受験者、入学者を獲得している。 
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五浦美術文化研究所： 

・毎年十月に催される「観月会」では、『茶の本』で知られる岡倉天心にちなみ、旧天心邸で茶会・展覧会

等を実施している。平成22年度は裏千家の鈴木宗博氏を亭主として10月16日に開催され、北茨城市長・副市

長、天心記念五浦美術館長らが出席した。また同日より旧天心邸および六角堂で彫刻家井上雅之氏の個展を

開催した（11月23日まで）。10月17日には天心記念五浦美術館にて目白大学講師東郷登志子氏により講演会

「『茶の本』の思想と文体」を開催した。茶会はNHK水戸放送局の取材を受け、10月28日の「ニュースワイド

〜ふるさとの風景」で放送された。 

 

地球変動適応科学研究機関： 

（１）サステイナビリティ学・地球変動適応科学研究の成果発信 

・成果の発信を活発に行っている。平成19年から約2年連載した茨城新聞の記事を再構成して、「茨城大学

発：持続可能な世界へ」(茨城新聞社)を発行（平成22年10月）した。 

・ICASメンバーが執筆参加したサステイナビリティ学シリーズ和文・英文各5巻が、東京大学出版会（和文）

と国連大学出版（英文）から出版された。 

・国内外のシンポジウム、講演会で多数の講演・発表を行った。とりわけ、12月の農学部国際シンポジウム、

平成23年1月17日のIPCCの研究者を招いた適応に関する国際シンポなどを通じて社会への成果発信を行っ

た。 

（２）第2期推進体制の構築 

１）サステイナビリティ学ネットワークの強化 

・平成21年度に科学技術振興調整費による支援期間が終了したことを受けて、平成22年度にサステイナビリ

ティ・サイエンス・コンソーシアム（SSC）が設立された。IR3S以来の参加大学としてSSCに参加した。 

・茨城大学大学院と国連大学との単位互換協定の締結を検討中であり、実現すれば、教育面で本学の魅力と

なると期待される。 

・ベトナム国家大学、韓国環境研究所、UNEP、南太平洋島嶼国などとの国際的な研究・教育ネットワークを

強化している。 

２）対象分野の拡大 

・ICASは、気候変動研究における拠点として認知されているが、対象分野を広げて、核と広がりを持ったサ

ステイナビリティ学研究の展開をめざしている。持続可能性に関する多様な課題を、地球規模からローカ

ルなレベルで研究するために、4研究部門体制とした。 

①第1研究部門：適応策のための工学技術 

②第2研究部門：気候変動対応型農業 

③第3研究部門：都市計画と適応政策 

④第4研究部門：新しい安全･安心社会のあり方（平成22年度新設） 

３）組織体制の強化 

・平成22年度には、第2期の兼務教員・協力教員の再登録を行い、従来の54名から90名を超える規模になっ

た。全員参加の活動をいかに組織するかが課題となる。 

（３）横断型教育プログラムの第1回修了生と実施体制の強化 

・本年度には、サステイナビリティ学教育プログラムの第1回修了生が卒業することになり、所属研究科及

びサステイナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC)が発行する2種類の修了認定証が授与される。

・サステイナビリティ学教育プログラムを、ICAS中心の取り組みから組織的・安定的な運営に移行するため、

大学院教育部の下に横断型教育プログラム運営委員会の設置が承認された。 

（４）外部資金の積極的な獲得 

・厳しい大学財政事情の下で、積極的に外部資金の獲得に努力している。 

・平成22年度には、概算要求による特別経費(平成22年度～25年度)、環境省地球環境研究総合推進費S-8(平

成22年度～26年度)、早稲田大学・ブリジストンW-BRIDGE研究助成などが採択された。 
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・この他に、各メンバーの科研費などがあるが、一層の財務基盤の強化を目指したい。 

 

フロンティア応用原子科学研究センター： 

・加速器を利用する若手ユーザーの教育環境整備 

中性子は、物性研究等でX線ほどには身近な存在でなく、特に若手ユーザーを増やすのに教育が必要である。

KEK大学支援事業により、パルス中性子の特性を実践的に理解する教育の場「Beam Line for Education」（BLE）

の実現を目指す取組を始めた。ここでは、加速器で生み出されたパルス中性子の計測、簡単な中性子回折実

験により中性子利用技術を学ぶ。現在、BLEの概念と仕様を検討し、中性子散乱教育に向けて、英語版テキス

トの執筆を進めている。 

・新しいタイプの「産学官金連携」活動を開始 

(1) 単に大学の知を企業に供給するだけではなく、銀行が介在する事で成果のビジネス化までを実現する事

を狙いとした「産学官＋金融」の連携活動を模索。これを効果的に進めるために、(2) 研究者みずからが地

域の個別の企業(工場)を訪問し、現場の声(ニーズ)を吸い上げる。さらに、(3) 官から「公設試験研究機関」

の参加を得て、分析業務、各種コンサルティングなどを担当いただき、研究(大学)－製品開発(産業)の間の

「死の谷」を埋める。 

・県中性子BL装置を活用した地域連携 

茨城県は、J-PARCに設置している2台の中性子回折装置（iBIX、iMATERIA）の地域における産業利用を目指し

ており、茨城大学は県との「協力協定」をもとに、維持管理・利用者支援、装置の高度化開発、そして中性

子を活用した先導的研究に取り組んでいる。J-PARCの本格運転にともない、装置を用いた研究成果や産業利

用件数が急増しており、産学官の連携による地域における先端科学の産業応用への道を拓いてきている。 

 

宇宙科学教育研究センター： 

１．研究 

（１）先端的宇宙研究を推進する高感度観測機器の立上 

茨城大学と国立天文台が共同で研究開発を進めている日立32メートル電波望遠鏡（旧 KDDI 通信アンテナ）

が、超長基線干渉計（VLBI） 試験観測に成功した。また、高萩32メートル電波望遠鏡もファーストライトを

迎えた。 

 平成20年より改造を開始した旧 KDDI 茨城衛星通信センターの通信アンテナ2台は、日立32メートル電波望

遠鏡および高萩32メートル電波望遠鏡として生まれ変った。先行して整備をすすめている日立32メートル電

波望遠鏡は、平成21年11月24日のファーストライト以降、VLBI 観測の準備を行ってきた。去る平成22年6月

10日午後10時～12時（日本時間）には、VLBI 試験観測を初めて行い、成功した（ファーストフリンジ）。VLBI 

観測に参加したのは、国立天文台水沢 VLBI 観測所の水沢20メートル電波望遠鏡（岩手県奥州市）、同 入来

20メートル電波望遠鏡（鹿児島県薩摩川内市）、および日立32メートル電波望遠鏡の3台である。8月下旬に

は、中国上海の25メートル電波望遠鏡との VLBI 試験観測にも成功した。これにより、日立電波望遠鏡は、

世界各地の電波望遠鏡とVLBI 観測を行える機器となった。 

（２）近接する2基の大口径電波望遠鏡を活用する観測システムの開発 

口径32メートル大型電波望遠鏡が2基隣接する例は世界にないことから、この特質を活かした観測システ

ムの開発が本センターで行われている。本センターの開発計画「茨城32メートル電波望遠鏡を用いたメタノ

ールメーザーと水メーザーの同時観測システムの構築」が「平成22年度大学共同利用機関法人自然科学研究

機構国立天文台（大学支援経費））「委託研究」に採択された（236万円）。 

（３）光結合VLBIによる超広帯域・高感度電波干渉計システムの開発 

関東地域は、世界的にみて、大口径の電波望遠鏡が最も密集した地域である（臼田64m(JAXA)、野辺山45m(国

立天文台)、鹿島34m（NICT）、筑波32m（国土地理院）、日立・高萩32m）。これの電波望遠鏡を光ファイバ

ーで結合することにより、超広帯域・高感度電波干渉計システムを立ち上げることができる。そのため、日

立・高萩電波望遠鏡を鹿島電波望遠鏡に光ファイバーで結合する研究開発を進めている。既に、日立・高萩

電波望遠鏡側から鹿島市までの光ファイバー結合が成され、現在、鹿島市内でまで鹿島電波望遠鏡への光フ

ァイバー結合が進められている。平成22年度末までに、日立・高萩～鹿島電波望遠鏡の光ファイバー結合が
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成される見込みである。 

（４）VLBI 懇談会発足20周年記念シンポジウムの開催に向けた取組 

12月1日(水)～3日(金)に本センターにおいて、上記のシンポジウム「VLBI の現在、過去、未来」を開催す

る取組を進めている。大学および研究機関（JAXA、NICT、国土地理院等）から、約100名の研究者が参加する。

２．教育 

 宇宙科学教育研究センターが関わる教育として以下の取組が行われた。 

 学士課程：理学部－宇宙物理基礎実験（2単位、3年次、15名）、主題別ゼミ 

卒業研究、修士課程教育－理学部宇宙観測研究室（百瀬教授、岡本准教授） 

受入卒研生 8名、指導修士生 8名、指導博士生 1名 

ＴＡとしての主体的学習（理学部、教育学部）（延べ100名）：高校生の観測体験、親子科学実験 

科学教育：小学校教諭理科研修、日立理科クラブ「数学アカデミー」（中学）お出かけ教室 

高大連携：茨城県北部理化部会の研修、高校生の観測体験 

３．地域貢献 

 施設公開「公開天文台」（2000名参加）、観星会、高萩市公民館講座「宇宙科学」「親子自然観察会」、

小学校教諭の理科研修、日立理科クラブ「数学アカデミー」（中学）お出かけ教室、センター見学会（高萩

市・塙町合同議会、日立旅クラブ、明治大学、ウィザス高校、林木育種センター理事会、新庄市子供会、一

般市民等）などが行われ、高萩市、日立市から頼りになる大学機関としての信頼が得られつつある。 

 

大学院教育部： 

・大学院共通科目の点検評価を行い、一層の改善・充実を図る。 

・大学院教育部の下に「横断型教育プログラム運営委員会」を設置して、サステイナビリティ学教育プログ

ラムなど横断型教育プログラムを安定的に運営する体制を整備する。 

・全学の遠隔授業システム、人文学部及び工学部で英語教育CALLシステムを更新し、教育基盤を強化した。
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